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第1章 はじめに

本書面において、被告関西電力株式会社(以下、「被告」という)の従前の主張 

について、その概要を改めて述べるとともに、必要に応じて、原告らの主張に対 

する反論も記載する。

本書面では、まず第 2 章において、原子力規制委員会が福島第一原子力発電所 

事故を踏まえて策定 した新規制基準が、原子力発電所に求められる安全性を具体 

化したものであ り、同委員会が新規制基準に適合する と認めた原子力発電所は安 

全性を具備することを述べる。そして、新規制基準が不合理である ことや、大飯 

発電所3号機及び4号機 (以下、「本件発電所」とい う)が新規制基準に適合 して 

いないこと、ひいては人格権等の侵害の具体的危険が存在する こ と については、 

原告 ら に主張立証責任が ある こと を述べる。

次に、第 3 章において、本件発電所の安全性を述べる前提として、原子力発電 

及び本件発電所の必要性について述べた上で、第 4 章から第 7 章において、本件 

発電所が新規制基準に適合してお り、その安全性が十分に確保されている こ と を 

述べる。すなわち、

・ 第4章において、新規制基準の制定経緯及び同基準の内容の合理性につい 

て述べる。また、本件発電所が新規制基準に適合していることについて、そ 

の概要を述べる(具体的な内容については第 5 章ないし第 8 章で述べる)。

• 第5章において、新規制基準を踏まえた安全確保対策により、本件発電所 

の安全性が確保されており、原告らの人格権等の侵害が生じるような放射性 

物質の異常放出が生じる危険性がないことを述べる。また、安全確保対策が 

奏功しない事態をあえて想定した、より一層の安全性向上対策を講じている 

ことを述べる。

なお、地震に対する安全性のうち地下構造、すなわち地盤の増幅特性(サ 

イト特性)、また、地盤の安定性のうち支持に関する事項等(赤松純平氏の本 

人尋問に関する事項を含む)については、被告の令和7年9月5日付の準備書
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面(4 3) (以下、「被告準備書面 (43)」といい、他の書面の略称もこの例 

による) 等を、地震動評価における検討用地震の選定、断層傾斜角、地盤の 

変形及び変位並びにアクセスルートに関する事項等(石橋克彦氏の証人尋問 

に関する事項に限る)については、被告準備書面(4 4) 等を参照されたい。

・ 第 6 章において、高経年化対策に関する制度の内容及び本件発電所におい 

て高経年化対策が適切に講じられていることを述べる。

・ また、第 7 章において、新規制基準を踏まえて、テロリズム対策を講じて 

いることを述べる。

最後に、第 8 章において、万が一、放射性物質が異常放出された際に、被告、 

国及び地方公共団体によ り行われる原子力災害対策やこの法的位置付けについて 

述べる。
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第2章 原子力発電所の安全性に対する審理のあり方

第 1 本件の審理対象

1 人格権に基づく差止請求権の要件としての「具体的危険性」

(1) 人格権に基づ く 妨害予防請求権の要件

本件において、原告らは、本件発電所の運転差止めを求めており、その 

請求の法的根拠として人格権(に基づく妨害予防請求権)を主張している

(訴状 78 〜 79 頁)ところ、人格権に基づく 妨害予防請求は、相手方が本来 

行使できる権利や自由を直接制約しよ う とするものであるから、これが認 

められるためには、一般的には、①人格権侵害による被害の危険が切迫し、 

②その侵害によ り 回復し難い重大な損害が生じることが明らかであって、 

③その損害が相手方 (侵害者) の被る不利益より もはるかに大きな場合で、 

④他に代替手段がなく、差止めが唯一最終の手段であること、を要する

(大阪地裁平成 5 年 12 月 24 日 判決 ・ 判例時報 1480 号17頁〔25 頁〕)。

これらの要件のうち、①人格権侵害による被害の危険の切迫性の要件は、 

他 の②〜④の要件の 前提 と なる ものである が、将来発生するか否か不確実 

な侵害の予測に基づいて相手方の権利行使を制約するものであるから、単 

に抽象的 ・ 潜在的に危険性が存在する という のでは足 り ず、人格権侵害に 

よる被害が生じる「具体的危険性」が存在することが必要である。

このこ とは、上記の大阪地裁判決のほか、以下のとおり、従来の原子力 

発電所の運転に係る裁判例はも と よ り、福島第 原子力発電所事故の後に 

示された裁判例においても等しく示されている。

・ 名古屋高裁金沢支部平成 10年9月9日判決・ 判例時報 1656 号37頁

• 仙台高裁平成 11年3月31 日 判決 •判例時報 1680号46 頁

・ 名古屋高裁金沢支部平成 21年3月 18 日 判決 ・ 判例時報 2045 号 3 頁

・ 福井地裁平成 27年12月24日 決定 ・ 判例時報 2290 号29頁 (丙 61)

• 福岡高裁宮崎支部平成 28年4 月 6 日決定・判例時報2290号90頁 (甲
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276)

・ 大阪高裁平成 29 年 3 月 28 日 決定 •判例時報 2334 号 4 頁(丙 149)

・ 大阪地裁平成 30年3月30日 決定 ・ 判例時報 2388 号46頁

・ 名古屋高裁金沢支部平成 30年7月 4 日判決・ 判例時報 2413・ 2414 号 

71頁(丙 279)

・ 広島高裁平成 30年9月 25 日決定・ 公刊物未登載(裁判所 ウェブサイ 

卜)

・ 高松高裁平成 30年11月 15 日 決定 ・ 判例時報 2393 ・ 2394 号 383 頁

・ 大阪地裁平成 31 年3 月 28 日 決定 ・判例タイムズ1465 号 192 頁

・ 大阪高裁令和 2年 1 月 30日決定・ 公刊物未登載(裁判所 ウェブサイ ト) 

(丙 330)

・ 佐賀地裁令和 3 年 3 月 12 日 判決 ・ 公刊物未登載

・ 大阪地裁令和 3年3 月 17 日 決定 • 公刊物未登載(裁判所ウェブサイ ト)

・ 広島高裁令和 3 年 3 月 18 日 決定 • 判例時報 2523 号 9 頁(丙 422)

・ 広島地裁令和 3年11月4日決定・ 公刊物未登載(丙 447)

・ 大阪地裁令和 4年12月20日決定・ 公刊物未登載(丙 421)

・ 広島高裁令和 5年 3 月 24 日 決定 ・ 公刊物未登載 (裁判所 ウェブサイ ト)

・ 大阪高裁令和 6 年 3 月 15 日 決定 • 公刊物未登載 (丙 448)

・ 福井地裁令和 6 年 3 月 29 日 決定 • 公刊物未登載 (丙 449、丙 450)

・ 広島高裁松江支部令和 6年5月 15 日 決定 ・ 公刊物未登載 (裁判所ウェ 

ブサイト)

・ 鹿児島地裁令和 7 年 2 月 21 日 判決 ・ 公刊物未登載

・ 広島地裁令和 7 年 3 月 5 日判決 ・ 公刊物未登載

• 松山 地裁令和 7年3月 18 日 判決 ・ 公刊物未登載
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(2) 生存権ないし平和的生存権について

原告らは、本件発電所の運転差止請求の法的根拠として生存権 (憲法 25 

条)、平和的生存権 (憲法前文) も主張している (訴状 78 〜 79 頁)。しかし 

ながら、生存権ないし平和的生存権が民事の差止請求の実体法上の法的根 

拠たり得るかは極めて疑問であ り、この点を正面から肯定した判例は見当 

たらない。また、仮に生存権ないし平和的生存権に基づく差止請求が肯定 

され得る と しても、人格権に基づく 差止請求に関する上記の議論が全く 同 

様に当てはまり、差止めが認められるためには、原告らの生存権侵害ない 

し平和的生存権侵害による被害が生じる「具体的危険性」の存在が必要で 

ある こと は、人格権侵害の場合と何ら異ならない。

(以上1について、被告準備書面 (1) 9～ n 頁、同(12) 10～12頁)

2 損害賠償請求権の要件としての「具体的危険性」

本件において、原告らは、本件発電所を稼働し、又は稼働できる状態に置 

くことは、原告らが生命、身体、健康を維持し、快適な生活を営む権利、す 

なわち、人格権、生存権、平和的生存権を侵害すると主張する。

しかし、原告らは、抽象的に生命、身体、健康を維持し、快適な生活を営 

む権利を侵害されて精神的損害を被っていると主張するのみで、多数いる原 

告らのうち、誰が、いかなる内容の権利 •利益について、どのような態様・ 

程度の侵害を受けたのか等について何も明らかにしていないところ、被侵害 

利益の主張と して失当である。

仮に、原告らの主張を、本件発電所の存在や運転によって本件発電所の有 

する潜在的危険性が顕在化する ことへの恐怖感、不安感を抱かずに生活を送 

る 権利 ない し利益が存在してお り、これが侵害 されて いる と の主張である と 

解しても、原告らに恐怖感、不安感を抱かせたことが、法律上保護された利
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益に対する侵害行為と評価されるためには、近い将来、現実に生命、身体及 

び健康が害される蓋然性が高く、その危険が客観的に予測される ことにより、 

不安に脅かされる よ う な場合でなければな らないところ (国家賠償請求訴訟 

の裁判例として東京地判平成9年4月23日判タ983号193頁)、被告が本件発 

電所を稼働し、又は稼働できる状態にすることにより、原告らの生命、身体、 

健康に対する具体的な危険が生じており、原告らが抱いた恐怖感、不安感が 

右危険に対するものであるこ と が必要である。

そうすると、不法行為の成立要件である原告らの被侵害利益の存在を肯定 

するには、原告らの生命、身体、健康に被害が生じる「具体的危険性」の存 

在が必要となるところ、原告らの被告に対する損害賠償請求権についても、 

差止請求権に関する議論と 同様に、「具体的危険性」が存在する こと が必要と 

なる。

3 原子力発電所に求められるべき安全性と法制度

(1) 原子力発電所に求められるべき安全性

原子力発電における「具体的危険性」の有無の判断は、原子力発電に内 

在する危険性が顕在化しないように適切に管理できているか否かという観 

点から行われるべきである。

およそ科学技術を利用 した現代文明の利器は全て、その効用の反面に、 

多かれ少なかれ危険発生の可能性を内包している。社会はこの危険性を人 

為的に管理して人類の利用に役立ててきたのであ り、科学技術の利用に際 

しては、危険性が内在していること自体は当然の前提として、その内在す 

る危険性が顕在化しないよ う に適切に管理できるかが問題と されてきた。

(丙 69、6～7 頁)

原子力発電に関しても、科学技術を利用する点において他と異なるとこ 

ろはなく、原子力発電に危険性が内在すること 自体が問題と されるのでは
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なく、原子力発電に内在する危険性が顕在化しないよ う適切に管理できて 

いるかどうかが問題とされるべきである。そして、裁判においては、この 

ような観点から、内在する危険性が適切に管理できているかどうかが、「具 

体的危険性」の有無として判断されるべきである。

上記については、福島第一原子力発電所事故後に示された裁判例でも次 

のとおり示されている。

① 「一般に、科学技術の分野においては、絶対的に災害発生の危険がない 

という『絶対的安全性』を達成することはできないと考えられており、 

科学技術を利用した設備、機器等は、何らかの程度において人の生命、 

身体、健康、財産等を侵害する危険を伴っているが、その危険性を、当 

該設備等の品質や安全性についての規制等によ り一定程度以下に管理し、 

管理された危険性の程度が社会通念上容認でき る水準以下に とどまると 

考えられる場合に、いわば『相対的安全性』が認められるものとして、 

その利用が許容されている。原子力発電所についても同様であり、どの 

よ う な異常事態が発生して も、原子炉の放射線物質が外部の環境に放出 

される ことが絶対にないという『絶対的安全性』を要求するのは相当で 

はない。しかし・・・原子力発電所に求められる安全性の程度は、他の 

設備、機器等に比べて格段に高度なものでなければならないのであり、

ママ

原子力発電所は、放射線物質による被害発生の危険性が社会通念上無視 

し得る程度にまで管理されていると認められる場合に、安全性が認めら 

れる施設と して運転が許される と解するのが相当である」(大阪高裁平成

29 年 3 月 28 日 決定、丙 149、86〜87 頁)

②「原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水 

準で当該原子力施設の外へ放出されることなどの災害を防止し、公共の 

安全を図るために、原子炉の設置及び運転等に関し、大規模な自然災害 

及びテロリズム等の発生も想定した必要な規制を行い、 もって国民の生
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命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資する 

こと を目的として、原子炉等規制法が制定されている (同法1条)。すな 

わち、我が国の法制度は、原子力発電を国民生活等にとって一律に有害 

危険なものと して禁止するこ と を しておらず、原子力発電所で重大な事 

故が生じた場合に放射性物質が異常に放出される危険性や、放射性廃棄 

物の生成 ・保管 ・ 再処理等に関する危険性に配慮しつつも、これらの危 

険に適切に対処すべく 管理 ・統制がされていれば、原子力発電を行う こ 

と を認めているのである」(名古屋高裁金沢支部平成30年7月 4 日判決、 

丙 279、59 頁)

(2) 「具体的危険性」の有無について原子力規制委員会の判断が尊重される 

べきこと

ア 原子炉等規制法が原子力規制委員会に対し安全基準の策定とその適合 

性の判断を委ねていること

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下、「原子 

炉等規制法」という)は、その目的において「核燃料物質及び原子炉に 

よる災害を防止し •••公共の安全を図る」ことを掲げ (同法1条)、「発 

電用原子炉施設の位置、構造及び設備が・・・発電用原子炉による災害 

の防止上支障がないもの と して原子力規制委員会規則で定める基準に適 

合するものであること」(同法43条の3の6第1項4号) 等と定めて、原 

子力規制委員会に対して、原子力発電所の安全性を確保するための安全 

基準の策定とその適合性の判断を委ねている。これは、発電用原子炉施 

設の安全性に関する審査の特質を考慮したもの と解されている。すなわ 

ち、発電用原子炉施設の安全性に関する審査は、当該発電用原子炉施設 

そのものの工学的安全性、平常時及び事故時における周辺住民及び周辺 

環境への放射線の影響等を、当該発電所の地形、地質、気象等の自然的
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条件等との関連において、多角的、総合的見地から検討するものであり、 

さらに、将来の予測に係る事項も含まれていることから、審査の基礎と 

なる基準の策定及び基準への適合性の審査においては、原子カ工学はも 

とより、多方面にわたる極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に 

基づく総合的判断が必要とされる。このような審査の特質を考慮し、原 

子炉等規制法は、原子力利用における安全の確保に関する各専門分野の 

学識経験者等を擁する原子力規制委員会の科学的、専門技術的知見に基 

づく合理的な判断に委ねているのである。(丙69、5〜6頁)

また、前記 (1) のとおり、科学技術を利用 した現代文明 の利器は全 

て、その効用の反面、多かれ少なかれ危険発生の可能性を内包している 

以上、原子力規制委員会による上記の判断にあたっては、この潜在的な 

危険性をいかに適切に管理できるかが問われることになる。そして、こ 

れを安全性の具体的な水準と して捉えよう とするならば、原子力規制委 

員会が、潜在する危険性の水準、管理可能性について社会がどの程度の 

危険性までを容認するかなどの事情を見定めた判断を、最新の科学技術 

的水準に従った専門技術的裁量に基づいて行う よ り ほかなく、原子炉設 

置許可等に係る審査につき、このよ う な判断が一義的には原子力規制委 

員会 に委ねられて いる とする こ とが法の趣旨である とも解されている

(丙69、6〜8頁)。

そうだとすると、独立性 ・ 専門性が確保された原子力規制委員会が、 

多方面にわたる極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づく 総 

合的判断と して行ったこのよ う な判断は、原子力発電所の安全性が争点 

となる民事裁判においても尊重されるべきである。すなわち、原子力規 

制委員会において福島第一原子力発電所事故を踏まえて制定された新規 

制基準への適合性が確認 された こと は、原子力発電所の安全性が科学的、 

専門技術的知見を踏まえた総合的判断に よって裏付けられた ということ
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を意味する極めて重要な事実と して考慮され、このよう な原子力発電所 

については、「具体的危険性」がないものとして、その運転が認められる 

べきである。

イ 裁判例においても原子力規制委員会の判断が尊重されるべき こ と が認 

められていること

この点に関して、名古屋高裁金沢支部平成30年7月 4 日 判決は、原子 

力発電所の安全性に関する具体的審査基準の制定及び申請に係る原子力 

発電所の 当該基準への適合性について、高度の専門的知識と高い独立性 

を持った原子力規制委員会の合理的な判断に委ねたものと解するのが相 

当である との判断を示している(丙 279、61頁)。

また、大阪高裁令和2年1月 30 日決定では、原子力発電所について、 

放射性物質による被害発生の危険性が社会通念上無視し得る程度にまで 

管理されていると認められる場合に、安全性が認められる施設として運 

転が許される と解するのが相当である と した上で、原子力規制委員会が 

策定した安全性の基準は、こう した原子力発電所に求められる安全性を 

具体化したものであ り、原子力規制委員会が自 ら策定した基準に適合す 

るものとして安全性を認めた原子力発電所は、その安全性を具備するも 

のとして運転が許されるとの判断を示しているところである (丙 330、6 

～8頁。大阪高裁平成29年 3 月 28 日 決定 (西149、86 〜 89 頁)において 

も同様の判示がなされている)。

(以上 3 について、被告準備書面 (12) 12～16頁)
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第2 主張立証責任の所在

1 民事裁判 に おける 一般原則 に沿うべきであること

原告らが人格権に基づき本件発電所の運転禁止を求める以上、本件発電所 

の運転に伴い、いかなる機序でどのような人格権の侵害の「具体的危険性」 

が生じ、これにより、いずれの原告にどのような被害が生じるのかが具体的 

に明らかにされなければならない。

そして、本件が民事裁判である以上、民事裁判における主張立証責任の一 

般原則に従い、上記請求が認められるための要件については、原告らにおい 

て、その主張立証責任を負担すべきである。

(以上について、被告準備書面 (1) 11頁、同 (12) 11～12頁)

2 伊方最高裁判決の判断枠組みの適用について

( 1) 伊方最高裁判決における判示は民事裁判に妥当 しないこ と

伊方発電所原子炉設置許可処分取消請求事件に関する 最高裁判決 (最一 

小判平成4年10月29日・民集46巻7号1174頁。以下、「伊方最高裁判決」 

という)は、「被告行政庁がした右判断に不合理な点があることの主張、立 

証責任は、本来、原告が負うべきものと解されるが、当該原子炉施設の安 

全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持していることなどの点 

を考慮すると、被告行政庁の側において、まず、その依拠した前記の具体 

的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政の判断に不合理 

な点のないこと を相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があ」る 

と判示するところ、かかる判示を民事裁判に転用し、被告である原子力事 

業者に対し、行政庁の判断に不合理な点のないこと を相当の根拠、資料に 

基づき主張、立証する負担を課す裁判例もみられる (下線は引用者による)。

しかし、伊方最高裁判決は原子炉設置許可処分 という 行政処分取消訴訟 

において、被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から審
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理判断がなされた行政訴訟の判決であり、上記判示部分は、行政処分の取 

消訴訟という特質を踏まえてなされたものとみるべきである。すなわち、 

行政処分の取消訴訟は、行政庁が行政法規に定める処分要件を満たす具体 

的事実を認定した上で行った行政処分に対して、裁判所がその適法性を事 

後的に審査する という 構造を有する訴訟であ り、行政庁に よ る認定判断が 

司法審査の対象となる。この認定判断は、当然ながら処分要件に即して行 

われるものであって、処分要件と関係のない事項にわたることはない。ま 

た、行政庁による調査審議及び判断の過程や内容等については、行政庁自 

身が行政過程で作成 し、保持している文書等で容易に立証することができ 

る。伊方最高裁判決が、まず被告行政庁において、被告行政庁の判断に不 

合理な点がないことの主張立証が必要と判示したのは、こ う した特質を踏 

まえたものと解される。

これに対し、本件は民事裁判であり、行政処分の取消訴訟に関する上記 

の特質を有するものではない。すなわち、本件の訴訟物は、人格権に基づ 

く 妨害予防請求権と しての本件発電所の運転差止請求権であ り、同請求権 

の発生を根拠付ける要件事実は、原子力発電所である本件発電所の運転に 

伴う人格権侵害の「具体的危険性」、つまり、本件発電所が具体的にどのよ 

う な点において安全性に欠け、その運転により原告らの生命、身体にどの 

よ う な被害が及ぶ具体的危険があるのかなどといった点に関する具体的事 

実であり、原告 ら は、こうした要件事実と関連付けられる限り、原子炉設 

置変更許可等の行政処分の処分要件や行政庁である原子力規制委員会の認 

定判断の内容に捉われる ことなく、事実関係を広 く 主張立証するこ と がで 

きるという特質が認められる。このような特質を有する関係上、原告らが 

将来民事裁判で採 り 上げ得るあ ら ゆる事項について、原告 ら の主張立証を 

待たず、被告があらかじめ網羅的に主張立証する こ と は困難である。

このよ う な差異が認められる以上、伊方最高裁判決における主張立証責

26



任に関する判示が本件のような民事裁判にそのまま妥当するものとはいえ 

ない。

(2)伊方最高裁判決は客観的立証責任の転換を意味するものではないこと

前記 (1) で述べた点は措く としても、伊方最高裁判決は、「当該原子炉 

施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持していること 

などの点を考慮すると、被告行政庁の側において、まず、その依拠した前 

記の具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断 

に不合理な点のないこと を相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要 

があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁が 

した右判断に不合理な点がある こ と が事実上推認される も のというべきで 

ある」と判示している (下線は引用者による)。この「主張、立証する必要」 

とは、客観的主張立証責任とは明確に区別されるものであり、訴訟の進行 

状況につれて裁判所の心証が不利に傾く ことにより、事実上主張立証が必 

要となるという こと に過ぎない。客観的主張立証責任が転換されていない 

ことは、その主張立証ができない場合の効果として、「事実上推認される」 

と判示されていることからも明らかである 。

そして、伊方最高裁判決は、上記引用の判決文の前の部分において、「原 

子炉設置許可処分についての右取消訴訟においては、右処分が前記のよう 

な性質を有する こ と に鑑みる と、被告行政庁がした右判断に不合理な点が 

あることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものと解される」と 

明快に判示しており、最高裁調査官による最高裁判所判例解説 (丙 530、

「最高裁判所判例解説民事篇(平成4年度)(抜粋)」)も、同判決が判示す 

るとおり、客観的主張立証責任の所在が原告にある旨を説いているのであ 

る(丙 530、424〜427 頁)。

したがって、本件では、原告らが、「具体的危険性」があることについて
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主張、立証を行わなければならず、かかる主張、立証ができない場合に原 

告らの請求が棄却されるべきことは当然である。

(3) 仮に伊方最高裁判決における判示が適用されるとしても、主張立証すべ 

き事項は限られること

仮に前記 (2) の伊方最高裁判決における判断枠組みが適用されるとし 

ても、その場合の「主張、立証する必要」の内容は、同判決の判示すると 

ころとは異なる。

すなわち、新規制基準に適合する原子炉施設を設計、建設 し、運転する 

のは原子力事業者であるから、原子炉施設の新規制基準への適合性につい 

ては、住民らと原子力事業者との間で証拠の偏在があるといい得るかもし 

れないが、新規制基準自体の合理性や原子力規制委員会 (行政庁) の審査 

及び判断の合理性に関しては、被告は、自ら基準を定立しそれに基づいて 

審査を行う行政庁ではなく、行政庁の審査を受ける事業者に過ぎない。そ 

のため、新規制基準そのものの合理性や原子力規制委員会 (行政庁) の審 

査及び判断の合理性については、民事裁判の当事者である住民らと原子力 

事業者との間に実質的公平を害するほど証拠が偏在しているとは考え難い。 

なお、新規制基準適合性審査会合を含む原子力規制委員会の会合やその資 

料等はウェブサイ ト等でも公開されており、一般に容易にアクセス可能で 

ある。

以上に鑑みれば、本件において、仮に事業者たる被告が一定の主張立証 

をすべきであるとしても、その主張立証すべき事項は、「本件発電所が、原 

子力規制委員会が策定した安全性の基準に適合すること」に限られるべき 

であり、新規制基準の(不)合理性や、原子力規制委員会がした審査及び 

判断の(不)合理性は原告らが主張立証しなければならないというべきで 

ある。
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ア この点に関して、大阪高裁平成29年 3 月 28 日決定は、「まず、抗告人 

(引用者注：事業者)において、本件各原子力発電所が原子力規制委員 

会の定めた安全性の基準に適合することを、相当の根拠、資料に基づい 

て主張立証すべきであり、この主張立証が十分尽くされないときは、本 

件各原子力発電所が原子炉等規制法の求める安全性を欠き、 相手方らの 

生命、身体及び健康を侵害する具体的危険のあることが事実上推認され 

ると解される。一方、抗告人において本件各原子力発電所が安全性の基 

準に適合することの主張立証を尽く したと認められるときは、相手方ら 

において、原子力規制委員会の策定した安全性の基準自体が現在の科学 

的・技術的知見に照らして合理性を欠き、又は、本件各原子力発電所が 

安全性の基準に適合する と した原子力規制委員会の審査及び判断が合理 

性を欠く ことにより、本件各原子力発電所が安全性を欠く ことを主張立 

証する必要があるというべきである」と判示しており (両149、90頁。な 

お、大阪高裁令和2年1月30日決定 (西330、8 〜9 頁)において同旨)、 

被告の上記主張と平灰を同じくするものである。

イ また、福岡高裁平成 28年6月 27 日 判決 ・ 公刊物未登載 (丙 531、「M 

ox燃料使用差止請求控訴事件判決」)は、「『本件各安全審査における審 

査指針等の定める安全上の基準・・・が満たされていることが確認され 

た場合には、被控訴人(引用者注： 事業者)は、本件訴訟の争点に関し、 

玄海原発 3 号機の安全性に欠ける点がないこと について、相当の根拠を 

示し、かつ必要な資料を提出 した上での主張立証を尽く したことになる』 

とした原判決の判示は相当」と判示している (西531、10頁。なお、広島 

高裁令和 5 年 3 月 24 日 決定、38 〜 39 頁、広島高裁松江支部令和 6年5月 

15日、25〜28頁において同旨)。
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3 小括

以上のとおり、本件発電所が安全性を欠いている (そもそも原子力規制委 

員会が定めた新規制基準が不合理である、又は本件発電所が新規制基準に適 

合していない)か否か、本件発電所の運転に伴って、いかなる機序でどのよ 

うな人格権又は生存権侵害の具体的危険が生じ、これにより、いずれの原告 

にどの よう な被害が生 じ るのかは原告 ら が主張立証しなければな ら ない。

もっとも、以下では、念のため、まず本件発電所を含む原子力発電所の必 

要性について述べた上で(後記第3章)、原子力規制委員会が新規制基準を策 

定した経緯や本件発電所が新規制基準に適合 している こ と、それ故に本件発 

電所の安全性は確保 されており、原告らの人格権又は生存権侵害の具体的危 

険がないことについて、被告の側で具体的に説明する(後記第4章ないし第 

8章)。
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第3章 原子力発電の必要性 

第1 我が国におけるエネルギー政策と原子力発電

1 原子力発電のエネルギー政策上の位置付け

我が国が更なる発展を遂げていく ためには、安定的で社会の負担の少ない 

エネルギー供給を実現する体制が求められており、そのためには、安定供給 

を第一 とし、地球環境に配慮 しつつ、経済的に電気を供給することが重要と 

なる。

この点、原子力発電は、「供給安定性」「環境性」「経済性」のいずれの点に 

おいても優れた電源である。政府が、福島第一原子力発電所事故をはじめと 

する 国内外の環境の変化を踏まえて、新たなエネルギー政策の方向性を示す 

ものとして令和7年2月に閣議決定した「エネルギー基本計画」(丙532)で 

は、エネルギー政策の基本的視点としてS (安全性) +3E (エネルギー安 

定供給、経済効率性、環境適合性)の原則を示した上で(丙532、14〜16頁)、 

原子力発電については、S+3Eの観点から、「優れた安定供給性と技術自給 

性を有」し「天候に左右されず一定出力で安定的に発電可能な脱炭素電源」 

であり、「増加が見込まれる電力需要」のニーズに電源の特性が合致するとし 

て、「必要な規模を持続的に活用 してい く」としている(丙 532、35 頁)。ま 

た、政府は、令和5年2月 10 日 に「GX実現に向けた基本方針〜今後 10年 

を見据えたロードマップ〜」(丙533)を閣議決定し、原子力発電を再生可能 

エネルギーと同じく、GX (グリーントランスフォーメーション) を進める 

上で不可欠な脱炭素エネルギーと位置付け、また、令和 4年2 月のロシアに 

よるウクライナ侵略に伴うエネルギー危機に直面したことによるエネルギー 

安全保障の観点も考慮の上、今後も最大限に活用 していくことと し、「既存の 

原子力発電所を可能な限り 活用する ため、現行制度 と 同様に、『運転期間は40 

年、延長を認める期間は20年』との制限を設けた上で、原子力規制委員会に 

よる厳格な安全審査が行われる こと を前提に、一定の停止期間に限り、追加
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的な延長を認めること」とされた(丙533、3頁、7〜8頁)。このように、原 

子力発電は重要な電源であることが分かる。

2 原子力発電所の稼働率低下

平成23年東北地方太平洋沖地震(以下、「東北地方太平洋沖地震」という) 

以降、原子力発電所の稼働率が低下したことに伴い、発電電力量の減少分を 

補う ために火力発電の焚き増しが行われてお り、我が国のエネルギー供給体 

制は、現状では火力発電に大きく依存している。具体的には、東北地方太平 

洋沖地震発生以前の平成22年度においては、我が国の発電電力量の電源別構 

成比のうち火力発電の割合は約6割であったところ、東北地方太平洋沖地震 

発生以降、約8割まで上昇し、現時点においてもその水準は高止まりしてい 

る。

このように火力発電に大きく依存する状態が続けば、燃料輸出国側の政情 

が不安定となった場合やLNGの生産 ・ 輸送トラブルが発生した場合等に我 

が国のエネルギー供給体制は甚大な影響を受ける可能性があるだけでなく

(供給安定性への影響)、二酸化炭素排出量の大幅な増加(環境性への影響)、 

化石燃料輸入量の増加による発電コストの増大(経済性への影響)などが大 

きな問題となる。

(以上第1について、被告準備書面 (1) 19～22頁)

第2 本件発電所の必要性

被告は、供給安定性、環境性、経済性を総合勘案し、バランスの取れた電源 

構成の構築、すなわち、原子力、火力、水力等の各電源のそれぞれの特性を生 

かした効率のよい運用に努めてきている。バランスの取れた電源構成の構築、 

すなわち、原子力、火力、水力等の各電源のそれぞれの特性を生かした効率の
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よい運用が重要であることは、昨今の各電力会社管内における電力需給ひっ迫 

の状況から再認識されることとなったといえるが、万が一本件発電所が運転で 

きなく なると、バランスの取れた電源構成が崩れ、ひいては電力需給のひっ迫 

や電力の需要が供給を上回 ること、それに よ り 電気料金の高騰や停電に至る こ 

とが十分想定され、市民生活に大きな影響が生じるなど、供給安定性、環境性 

及び経済性の面で大きな影響が生じることになる。本件発電所は、被告管内の 

電力供給において重要な役割を担っており、関西地域における市民生活、経済 

活動等、社会全般 を支え る 電力 の安定供給のた め に必要不可欠 で ある。
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第4章 原子炉等規制法に よる規制の概要及び新規制基準への適合性

本件発電所は、原子炉等規制法による安全上の規制を受けており、福島第一原 

子力発電所事故後の現在においては、同法に基づき新たに制定された規制基準 

(新規制基準)による規制を受けるところ、本件発電所については、新規制基準 

への適合性が原子力規制委員会により確認されている。

以下では、同法の体系 (後記第1)、新規制基準が制定された経緯及び同基準の 

内容 (後記第2) について述べる と ともに、本件発電所が新規制基準に適合 して 

おり、本件発電所の安全性が十分に確保されている こと (後記第3) について述 

ベス

第 1 原子炉等規制法の体系

1 段階的安全規制の体系

(1) 原子炉等規制法は、原子炉施設の設計から運転に至る過程を段階的に区 

分し、それぞれの段階に対応した許認可等の規制手続を介在させ、これら 

を通じて原子炉施設の利用に係る安全確保を図るという、段階的安全規制 

の体系を採用している。

段階的安全規制の体系は、後記 (2) 以下で述べるとおりである。なお、 

本件訴訟が係属する 間に、平成 29 年法律第 15 号に よ り 原子炉等規制法が改 

正され(施行 日 は令和 2 年 4 月 1日)、段階的安全規制の体系や名称等に一 

部変更が生じている。具体的には、改正前における工事着手前の工事計画 

認可については、内容に特段の変更はないものの、その名称が「設計及び 

工事の方法その他工事前計画の認可」(設計及び工事計画認可)に変更され、 

改正前の使用前検査及び施設定期検査については、これらを含む検査制度 

全般において、事業者が安全を確保する という 第一義的責任を負っている 

ことを明確にするなどの目的から、まずは事業者自らに検査義務等を課し、 

原子力規制委員会は事業者の活動全般について検査、 確認するという新た
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な検査制度 (原子力規制検査)に改正された。本件訴訟においては、被告 

準備書面 (12) 36～37 頁において、改正前の段階的安全規制について説 

明していたところ、本書面においては、その後に行われた上記改正を踏ま 

えて、改正後の内容に更新して主張を行う。

(2) 原子炉等規制法においては、発電用原子炉を設置しようとする者は、原 

子力規制委員会に対し、

①基本設計ないし基本的設計方針に関し、原子炉設置許可の申請を行い、 

同許可処分を受けること(同法43条の3の5、同法43条の3の6)

②工事の着手前に、設計及び工事計画認可の申請を行い、同認可処分を 

受けること(同法43条の3の9)

③工事後、発電用原子炉の運転開始前に、使用前事業者検査を行い、確 

認を受ける こと (同法43条の3の11)

④原子炉施設の運用に関する事項を規定した保安規定を定め、同認可処 

分を受けること(同法43条の3の24)

が要求されている。

また、発電用原子炉設置者は、運転開始後においても、

⑤一定の時期ごとに、定期事業者検査を実施し、当該検査が終了したこ 

と を原子力規制委員会に報告する こ と(同法 43条の3の 16)

⑥原子力規制委員会が行う 各種検査(原子力規制検査)を受けること 

(同法61 条の2の2)

が要求されている。

さらに、原子炉設置許可を受けた者が、同許可に係る所定の事項を変更 

しようとする場合は、

⑦原子炉設置変更許可を受けた上で、原子炉設置許可と同様に、設計及 

び工事計画認可を受け、使用前事業者検査の確認を受け、保安規定変 

更認可を受ける こ と (同法 43条の3の 8、43条の3の 9、43条の3の
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11、43 条の 3 の 24)

が要求されている。

このよう な段階的安全規制の う ち、①の原子炉設置許可及びのの原子炉 

設置変更許可においては、申請に係る原子炉施設の基本設計ないし基本的 

設計方針の安全性に関わる事項の妥当性等が審査される。

これに対し、②〜⑥までの規制においては、設置(変更)許可処分時に 

審査された基本設計ないし基本設計方針の安全性に関わる事項の妥当性を 

前提として、原子炉施設の詳細設計等の妥当性の審査 (②)、認可を受けた 

設計及び工事計画 どおり に工事が実施 された ことの確認 (③)、運転開始後 

の安全性確保、運用等の審査 ・ 検査等(④、⑤、⑥)が行われる。

(3) この ような段階的安全規制が設けられた趣旨は、原子炉施設の安全性が 

確保されないときは、当該原子炉施設の周辺住民等の生命、身体及び健康 

に重大な危害を及ぼし、周辺の環境を放射能によって汚染するなど、深刻 

な 災害を引き起こすおそれがあ る こ と に鑑み、このよ う な災害が万が一に 

も起こらないようにするため、原子炉施設の安全性につき、科学的、専門 

技術的見地から、多段階にわたり十分な審査を行わせることにあるものと 

解されている(甲276、59〜60頁)。

(4) 原子炉等規制法は、福島第一原子力発電所事故を受けて平成 24 年に改正 

されたが、この段階的安全規制の体系自体については、改正の前後を通じ 

て特に変更はない。

(以上1について、被告準備書面 (9) 17〜19頁、同(12) 36 〜 38 頁)

2 高経年化対策制度及び運転期間延長認可制度並びに長期施設管理計画の認 

可制度

以上の規制に加え、運転を開始 した 日 以後 30 年を経過 した発電用原子炉に
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ついては、高経年化対策制度が設けられており、さらに発電用原子炉の設置 

の工事について最初に使用前事業者検査に合格した日から起算して 40 年を超 

えて運転期間を延長する に際しては、運転期間延長認可制度が設けられてき 

た。そして、令和7年6月6日に施行された令和5年改正法では、高経年化対 

策制度と 運転期間延長認可制度は見直しが行われ、長期施設管理計画の認可 

制度に統合されている。以下、改正法施行日前に適用されていた高経年化対 

策制度及び運転期間延長認可制度について説明 した後、改正法施行 日後に適 

用されている長期施設管理計画の認可制度について説明する。

(1) 高経年化対策制度

発電用原子炉の設置者は、発電用原子炉施設の保全について、原子力規 

制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じるこ 

と が要求されている (原子炉等規制法 43条の3の22第1項1号)。

上記措置のうち、高経年化対策については、①運転を開始 した 日 以後 30 

年を経過 していない発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について、30 年 

を経過する日までに原子力規制委員会が定める発電用原子炉施設の安全を 

確保する上で重要な機器及び構造物並びに令和7年6月6日施行された改正 

規則(以下、「令和 7 年施行の改正規則」とい う)施行日前の「実用発電用 

原子炉の設置、運転等に関する規則」(以下、「実用炉規則」とい う)82条1 

項各号に掲げられた機器及び構造物の経年劣化に関する技術的な評価(以 

下、「高経年化技術評価」という)を行い、この評価の結果に基づき、10年 

問に実施すべき施設管理に関する方針 (以下、「長期施設管理方針」とい う)

1 令和2年に実用炉規則が改正され (令和2年4月 1 日施行、以下、「令和 2 年改正」という)、令和 

2年改正前における「保守管理方針」(実用炉規則81条1項1号)、「長期保守管理方針」(同82条1〜 

4 項)及び「延長しようとする期間における原子炉その他の設備についての保守管理に関する方針」

(同113条2項3号)については、その名称が「施設管理方針」、「長期施設管理方針」及び「延長し 

ようとする期間における原子炉その他の設備に係る施設管理方針」にそれぞれ変更された (令和2年 

改正前について、被告準備書面 (11) 13頁、同 (12) 38～39頁)。
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を策定する こと が要求 されていた (令和7年施行の改正規則施行日前の実用 

炉規則82条1項)。また、②運転を開始した日以後30年を経過した発電用 

原子炉施設 (後述する運転期間延長認可を受けたものが対象となる)につ 

いて、運転を開始した 日以後 40 年を経過する日までに高経年化技術評価を 

行い、この評価の結果に基づき、認可を受けた延長する期間が満了する日 

までの期間において実施すべき長期施設管理方針を策定する こ と が要求 さ 

れ(令和 7 年施行の改正規則施行 日前の実用 炉規則 82 条 2 項)、③運転を開 

始した日以後 40 年を経過 した発電用原子炉施設(後述する運転期間延長認 

可を受けた延長する期間が10 年を超えるものが対象となる)については、 

運転を開始した 日 以後 50 年を経過する 日 までに高経年化技術評価を行い、 

この評価結果に基づき、認可を受けた延長する期間が満了する日までの期 

間において実施すべき長期施設管理方針を策定することが要求されていた

(令和 7 年施行の改正規則施行 日 前の実用炉規則 82条3項)。

そして、発電用原子炉施設の施設管理に関する事項は保安規定において 

定める事項と されている ところ (令和7年施行の改正規則施行日前の実用炉 

規則 92条1項18号)、発電用原子炉設置者は、高経年化技術評価に関する 

事項や長期施設管理方針を定めた こ と により 保安規定を変更する と き に は、 

保安規定変更認可を受けることが要求されていた (原子炉等規制法 43 条の 

3の24第1項)。

(2)運転期間延長認可制度

原子炉等規制法は、発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を 

運転する ことができる期問を、当該原子炉の設置の工事について最初に 同 

法43条の3の11第3 項の使用前事業者検査に係る原子力規制委員会の確認 

を受けた日から起算して40年とした上で (令和7年6月 6 日施行された改 

正原子炉等規制法(以下、「令和 7 年施行の改正法」とい う)施行 日前の同
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法43条の3の32第1項) 当該運転の期間は、その満了に際し、原子力規 

制委員会の認可を受けて、1 回に限り 20年を超えない期間で延長すること 

ができる と 規定 していた (令和 7 年施行の改正法施行日前の同法 43 条の 3 

の 32 第 2 項、第3項、令和7年6月6 日施行された「核原料物質、核燃料 

物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」施行日前の同法施行令20条の 

6)。

運転期間延長認可を受けようとする者は、令和7年施行の改正法施行日前 

の同法 43 条の 3 の 32 第 1 項に定める期間 (発電用原子炉の設置の工事につ 

いて最初に使用前事業者検査について確認を受けた日から起算して 40 年) 

の満了 1年前までに所定の申請書を原子力規制委員会に提出しなければなら 

ず、当該申請書には、①申請に至るまでの間の運転に伴い生じた原子炉そ 

の他の設備の劣化の状況の把握のための点検 (特別点検) の結果を記載し 

た書類、②延長しよ う とする期間における運転に伴い生ずる原子炉その他 

の設備の劣化の状況に関する技術的な評価(劣化状況評価)の結果を記載 

した書類、及び③延長しよ う とする期間における原子炉その他の設備に係 

る施設管理方針を記載した書類を添付しなければならない(令和7年施行の 

改正法施行 日前の同法43条の3の32第4 項、令和 7 年施行の改正規則施行 

日前の実用炉規則113条1項、2項)。

(以上 2 について、被告準備書面 (12) 38〜40 頁)

(3) 高経年化対策制度及び運転期間延長認可制度の改正(長期施設管理計画 

の認可制度)

前記第3章第1の1で述べたとおり、令和 5 年 2 月 10 日 に閣議決定され 

た「GX実現に向けた基本方針〜今後10年を見据えたロードマップ〜」(丙 

533)においては、原子力の活用として、「既存の原子力発電所を可能な限
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り活用するため、『運転期間は40年、延長を認める期間は 20 年』との制限 

を設けた上で、原子力規制委員会による厳格な安全審査が行われることを 

前提に、一定の停止期間に限り、追加的な延長を認めること」とされたと 

ころ、これを受けて、上記運転期間に関する条項の改正案を含めた、「脱炭 

素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一 

部を改正する法律案」が令和 5 年5 月 31 日 に可決、成立し (令和5年法律 

第44号)、令和 7 年6 月 6 日に施行された (同法附則第1条第4号、令和 5 

年9月政令281号)。同改正法では、運転延長を認める期間としては20年を 

基礎として、原子力事業者が予見し難い事由 (安全規制に係る制度・運用 

の変更、仮処分命令等)による停止期間を考慮した期間について、追加的 

な延長を認めることとされた (電気事業法 27 条の 29の2)。またこれに伴 

い、同改正法では、高経年化対策制度及び運転期間延長認可制度の見直し 

も行われた。具体的には、高経年化対策制度における高経年化技術評価と 

運転期間延長認可の 2 つの仕組みが置かれていたものについて、安全性の確 

認がよりきめ細かくなされるよう長期施設管理計画の認可制度へ統合され、 

運転開始後30年の時点から、10年 (より正確には、事業者が申請する 10年 

を超えない期間) ごとに、その後の 10年間 (より正確には、上記のとおり) 

原子炉が規制基準に適合した状態を維持できるかを確認し、確認された原 

子炉だけに運転の継続が認め られる仕組みへと見直された (後記第 2の4

(2) イ)。なお、同改正法の施行日前に稼働している原子炉についても、 

同改正法の施行 日 の前後を通 じて運転を継続するためには、施行 日 の前日 

までに、新制度に基づ く 長期施設管理計画の認可を受け る 必要が あること 

から(同改正法の附則第 4 条)、被告においては、第3の1 (1) で後述す 

るとおり、令和 5 年 12 月 21 日 に長期施設管理計画の認可申請を行い、令和 

6年6月 26 日に同計画の認可がなされている。
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第 2 新規制基準

前記第1の基準は、福島第一原子力発電所事故を受けて、新たに制定又は大 

幅に強化された (このように新たに制定又は強化された基準は、一般に「新規 

制基準」と総称されている)。以下では、新規制基準が制定された経緯及び同基 

準の内容について述べる。

1 福島第一原子力発電所事故の発生

(1) 東北地方太平洋沖地震により、福島第一原子力発電所1〜3号機におい 

ては、全ての制御棒が挿入され、運転中の原子炉は緊急停止 した。

(2) しかし、その後襲来した津波により、交流電源を供給する全ての設備の 

機能を喪失する ととも に、海水を使用 して原子炉施設を冷却する全ての設 

備の機能を喪失した。さらに、原子炉の冷却に関わる注水、減圧等に必要 

な直流電源を含む全ての電源が喪失した結果、炉心の著しい損傷に至り、 

放射性物質を大量に放出する事態になったと考えられている。

このことは、福島第一原子力発電所事故について、国会、政府、民間、 

東京電力株式会社の4つの事故調査委員会がそれぞれ原因究明等を行って事 

故調査報告書を取りまとめたほか、これらの結果も踏まえて、一般社団法 

人日本原子力学会も最終報告書を取りまとめたところ、国会事故調報告書 

以外の 4 つの報告書は、福島第一原子力発電所事故の原因は津波による電源 

喪失であると明確に指摘していることからも明らかである。また、国会事 

故調報告書の見解は、同事故の原因について、「安全上重要な設備」の地震 

による損傷の可能性を示すにとどまるものである上、同見解については、 

原子力規制委員会が詳細な調査を行った結果、否定的な見解を示している。 

さらに、IAEAも「福島第一原子力発電所事故 事務局長報告書」(丙 

582)において、主要な安全設備が地震によって引き起こされた地盤振動の 

影響を受けたことを示す兆候はないと述べる。
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(3) このように、福島第一原子力発電所事故においては、東北地方太平洋沖 

地震に伴って生じた津波により、同発電所の「安全上重要な設備」にっい 

て共通要因故障が生じることとなったが、これは、同発電所の自然的立地 

条件に係る安全確保対策 (津波に関する想定)が十分ではなかったからで 

ある。

(以上1について、被告準備書面 (1) 48 〜 49 頁、同(9) 6 〜8 頁等)

2 原子力規制委員会の発足

(1) 福島第一原子力発電所事故の発生を受けて、政府や国会において、原子 

力安全規制に関する組織の見直しに関する検討が進められた。そして、平 

成 24年6 月、原子力規制委員会設置法(以下、「設置法」とい う)が制定さ 

れ、同年9月、原子力規制委員会が、原子力安全規制を担う新たな行政機関 

と して発足した。

原子力規制委員会は、国家行政組織法3条2項の規定に基づき、環境省の 

外局として設置された行政機関であり(設置法2条)、いわゆる3条委員会と 

して高度の独立性が保障され、中立性が保たれている。

(2) 原子力規制委員会は、委員長及び委員4人をもって組織され (設置法6条)、 

委員長及び委員は、人格が高潔であって、原子力利用における安全の確保 

に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者のうちから、両議 

院の同意を得て、内閣総理大臣によって任命され (同法7 条 1 項)、独立して 

その職権を行う ものとされている (同法5条)。

また、原子力規制委員会は、その保有する情報の公開を徹底することに 

より、運営の透明性を確保することとされている (同法25条)。

(以上 2 について、被告準備書面 (9) 9～10頁)
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3 新規制基準の制定

(1) 原子力規制委員会の発足を受け、同委員会の下に「発電用軽水型原子炉

の新安全基準に関する検討チーム」(後に「発電用軽水型原子炉の新規制基 

準に関する検討チーム」と改称。以下、「基準検討チーム」とい う)、「発電 

用原子炉施設の新安全規制の制度整備に関する検討チーム」及び「発電用 

軽水型原子炉施設の地震 ・ 津波に関わる新安全設計基準に関する検討チー 

ム」(後に「発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる規制基準に関す 

る検討チーム」と改称)が置かれ、新規制基準の検討が行われた。

(2)各検討チームの会合には、原子力規制委員会の担当委員や多様な学問分 

野の外部専門家をはじめ、原子力規制に対して造詣が深い原子力規制庁職 

員及び旧独立行政法人原子力安全基盤機構の職員 らが出席 し、それぞれ約8 

ヶ月間、回数にして12回ないし23回にわたり会合が開かれ、原子力安全委 

員会、原子力安全・保安院における検討結果、最新の科学的、専門技術的 

知見、海外の規制動向等も踏まえて議論が重ねられた (丙69、51 〜 52 頁、 

両78の1、丙 78 の2、丙 78 の 3、丙 79の 1、丙79 の2、丙79の3、西80の1、丙80 

の2、両80の3)。

ア基準検討チームでは、原子炉設置(変更)許可の基準として用いられ 

てきた「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」(原子力安 

全委員会策定。以下、「安全設計審査指針」という)等の指針類の内容を 

見直し、新たな規制基準を検討する作業が進められた。

具体的には、事故防止対策に係る規制について、安全設計審査指針等 

の内容をもとに、見直した上で規則化等する検討が進められた。また、 

原子炉等規制法の改正によ り、新たに規制の対象になった重大事故等対 

策(シビアアクシデント対策ともいう。以下同様)についても検討が進 

められた。検討にあたっては、原子力安全委員会及び原子力安全・保安
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院が福島第一原子力発電所事故の発生を受けて規制基準を検討した結果  

(丙 70、丙 80) を参照 し、福島第一原子力発電所事故の教訓や、I AE 

A 安全基準や欧米の規制状況等の海外の知見 も 勘案 さ れた。

(以上について、丙69、52〜54頁)

イ 地震 •津波検討チームでは、福島第一原子力発電所事故を受けて原子 

力安全委員会の「地震・津波関連指針等検討小委員会」が約 9 ヶ月 にわた 

る公開の場での検討を経て取 りまとめた「発電用原子炉施設に関す る耐 

震設計審査指針」(以下、「耐震設計審査指針」という)等の改訂案のう 

ち、地震及び津波に関わる安全設計方針と して求められている各要件に 

ついては、新たに策定する基準において も重要な構成要素となるものと 

評価すると ともに、基準の骨子案を策定するにあたっては、上記改訂案 

の安全設計方針の各要件について改めて分類 ・ 整理し、必要な見直しを 

行った上で基準の骨子案の構成要素とする方針を示した。

そして、この検討方針に基づき、地震及び津波について、IAEA安 

全基準、アメリカ、フランス及びドイツの各規制内容のほか、福島第一 

原子力発電所事故を踏まえた国会及び政府等の事故調査委員会の主な指 

摘事項のうち耐震関係基準の内容に関するものを整理し、これらと平成 

18 年改訂の耐震設計審査指針(丙 16、別添 1) と を比較 した上で、国や 

地域等の特性に配慮 しつつ、我が国の規制 と して適切な内容を検討した。 

また、発電用原子炉施設における安全対策への取組の実態を確認するた 

め、電気事業者に対するヒアリングを実施するとともに、東北地方太平 

洋沖地震及びこれに伴 う 津波を受けた東北電力株式会社女川原子力発電 

所の現地調査を実施し、これらの結果も踏まえ、安全審査の高度化を図 

るべき事項についての検討を進めた。

(以上について、丙69、54〜56頁)

(3) 新規制基準の策定にあたっては、透明性を確保するため、原則として各
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検討チームの議事、資料及び議事録が公開された。また、外部専門家につ 

いては、透明性・中立性を確保するため、電気事業者等との関係について 

自己申告を行う ことが求められ、申告内容は同委員会ウェブサイ ト上で公 

開された。

(4) 各検討チームは、検討結果を踏まえて、新規制基準の骨子案を作成し、 

次いで、基準案を取りまとめた。骨子案作成及び基準案取りまとめの各段 

階においては、意見公募手続(パブリックコメント)が行われた。なお、 

基準案取りまとめの段階では、原子力規制委員会規則等に加え、同委員会 

の内規も、意見公募手続の対象とされた。

そして、これらの意見公募手続で寄せられた意見を検討し、必要な見直 

しを行った上で、平成25年6月に新規制基準が制定された。

(5) このように、新規制基準は、原子力規制委員会において、透明性・中立 

性に留意 しっっ、様々な専門分野を有する学識経験者等が、福島第一原子 

力発電所事故の教訓や海外の知見を含む最新の科学的、専門技術的知見を 

踏まえて、相当期間、多数回にわたって行った検討を経て、かっ、意見公 

募手続も経て制定されたものであ り、現在の科学技術水準を踏まえた科学 

的合理的なものである(丙69、56頁)。

(以上 3 について、被告準備書面 (9) 10～14頁)

4 新規制基準の内容

上記の経緯で制定された新規制基準の具体的内容は以下のとおりである。 

なお、原子炉等規制法は、以下で述べるとおり、新規制基準の具体的内容に 

ついて、原子力規制委員会の定める規則に委任している(丙151)。
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(1) 段階的安全規制に関する規則

ア 原子炉設置 (変更)許可 に係る 規則等

発電用原子炉を設置しようとする者は、原子力規制委員会の許可(原 

子炉設置許可)を受けなければならず(原子炉等規制法43条の3の5第 

1 項)、また、原子炉設置許可を受けた者が、同条第 2 項 2 号から 5 号ま 

で又は 8 号から 11 号までに掲げる事項を変更しよ う とする ときは、原子 

力規制委員会の許可(原子炉設置変更許可)を受けなければならない

(同法43条の3の8第1項)。

原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の基準は、同法43条の3の6 

第1項1 号から 5 号までに規定されており、同項 1 号には発電用原子炉の 

利用目的、同項2号及び3号には技術的能力等、同項4号には発電用原子 

炉施設の位置、構造及び設備、同項5号には保安のための業務に係る品質 

管理に必要な体制に関する基準が設けられている。

これらの基準の う ち、本件訴訟の争点との関係で重要な同項4号の発電 

用原子炉施設の位置、構造及び設備に関する基準、同項2号及び3号の技 

術的能力に関する基準、並びに同項 5 号の保安のための業務に係る品質管 

理に必要な体制に関する基準について順に述べる。

(ア)発電用原子炉施設の位置、構造及び設備に関する基準

原子炉等規制法43条の3の6第1項4号においては、「発電用原子炉施設 

の位置、構造及び設備が・・・発電用原子炉による災害の防止上支障 

がないもの と して原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの 

であること」が、原子炉設置許可の基準として定められている。

同号にい う 原子力規制委員会規則が「実用発電用原子炉及びその附 

属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(以下、「設置許可 

基準規則」という)であり、この解釈を示すものが「実用発電用原子
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炉及びその 附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 」 

(西6。以下、「設置許可基準規則解釈」とい う)である。

また、上記要件の適合性を判断するにあたり、行政手続法上の命令 

等に当たらない規制基準に関連する内規として、「基準地震動及び耐震 

設計方針に係る審査ガイド」(丙27。以下、「地震ガイド」という)や

「基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイ ド」(丙48、以下、「津 

波審査ガイド」という)等が定められている。

(イ)技術的能力に関する基準

原子炉等規制法43条の3の6第1項2号においては「その者に発電用原 

子炉を設置するために必要な技術的能力」がある ことが、同項3号にお 

いては「その者に重大事故・・・の発生及び拡大の防止に必要な措置 

を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適 

確に遂行するに足りる技術的能力があること」が、原子炉設置許可の 

基準と して定められている。

そして、同項2号の要件については、「原子力事業者の技術的能力に 

関する審査指針」が、また、同項 3 号の要件については、「実用発電用 

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に 

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」(丙88、 

以下、「技術的能力審査基準」という)が、それぞれ定められている。

(ウ) 保安のための業務に係る品質管理に必要な体制に関する基準

原子炉等規制法43条の3の6第1項5号においては、「前条第2項第11号 

の体制」すなわち、「発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質 

管理に必要な体制」が「原子力規制委員会規則で定める基準に適合す 

るものであること」が、原子炉設置許可の基準として定められている。
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同号にいう原子力規制委員会規則が「原子力施設の保安のための業 

務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」であり、その解 

釈 を示す ものが「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必 

要な体制の基準に関する規則の解釈」である。

イ 設計及び工事計画(変更)認可に係る規則等

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事をしようとする発電用原子炉 

設置者は、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の計画について 

原子力規制委員会の認可を受けなければならない。また、これを変更し 

よ う とするときも同委員会の認可を受けなければならない。(原子炉等規 

制法43条の3の9第1項、第 2 項)

また、同法43条の3の9第3項においては、原子力規制委員会は、上 

記認可の申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、認 

可をしなければならないと規定されており、同項 2 号として、「発電用原 

子炉施設が第 43条の3の 14 の技術上の基準に適合するものであること」 

が設計及び工事の計画認可の要件とされている。

ここで、同項 2 号にい う「第 43 条の 3 の 14 の技術上の基準」として 

は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」(以 

下、「技術基準規則」とい う)が定められており、その解釈として、「実 

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」(丙 89) 

が定められている。

ウ 使用前事業者検査に係る規則等

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところによ り、 

設計及び工事の計画の認可を受けて設置又は変更の工事をする発電用原 

子炉施設について検査(使用前事業者検査)を行い、①その工事が認可
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済又は届出済の設計及び工事の計画に従って行われたものであること 、 

②法43条の3の14の技術上の基準 (技術基準規則)のいずれに も適合 し 

ていることを確認しなければならない (原子炉等規制法 43 条の 3の11第 

1項、第2項)。

そして、発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるとこ 

ろにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査(後記カ)によ 

り、前記①②のいずれにも適合しているこ と について原子力規制委員会 

の確認(使用前確認)を受けた後でなければ、原則としてこれを使用し 

てはならない (同法43条の3の11第3項)。

使用前事業者検査及び使用前確認の詳細については、実用炉規則 14 条 

の2以下及び「原子力規制検査等に関する規則」に定められている。

エ 保安規定(変更)認可に係る規則等

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定める と ころにより、 

保安規定を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子 

カ規制委員会の認可を受けなければならない。保安規定を変更しようと 

すると きも、同様に原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

(法43条の3の24第1項)

これを受けて、実用炉規則 92 条において、保安規定 (変更) 認可の詳 

細が定められている。

さらに、保安規定(変更)認可の判断に関して、「実用発電用原子炉及 

びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準」(両118) 

が定め られている。

このような保安規定(変更)認可においては、同法43条の3の24第2項 

に定める認可要件である「核燃料物質若し く は核燃料物質によつて汚染 

された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でない」と認められ
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ないものか否かを審査すること と されている

(以上ア〜エについて、被告準備書面 (9) 20～23頁、同(12)41

〜43頁)

オ 定期事業者検査に係る規則等

発電用原子炉施設を設置する者は、原子力規制委員会規則で定めると 

ころにより、定期に、発電用原子炉施設について検査を行い、原子炉等 

規制法43条の3の14の技術上の基準(技術基準規則)に適合しているこ 

とを確認し、原子力規制委員会に報告しなければならない (同法 43 条の 

3の16第1項、第 2 項、第3項)。

この定期事業者検査は、発電用原子炉設置者が負っている技術基準適 

合維持義務 (同法43条の3の14) を前提とし、同適合性を担保するため 

の手段である。

定期事業者検査の詳細については、実用炉規則55条以下で定められて 

いる。

カ 原子力規制検査に係る規則等

原子力事業者は、検査の実施状況、技術上の基準の遵守状況、講ずべ 

き措置の実施状況について、原子力規制委員会が行 う 検査を受けなけれ 

ばならない (原子炉等規制法61条の2の2)。これを原子力規制検査とい 

い、前記ウの使用前事業者検査や前記オの定期事業者検査もこの検査の 

対象 となる。

原子力規制検査の詳細については、「原子力規制検査等に関する規則」 

に定められている。
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キ 安全性向上評価に係る規則等

発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設における安全性の向上を図 

るため、その安全性について自ら評価を行い、その結果等について原子 

力規制委員会に届け出なければならない (原子炉等規制法43条の3の29)。

安全性向上評価の詳細については、実用炉規則99条の2以下で定めら 

れている。

(2) 高経年化対策制度及び運転期間延長認可制度に関する規則等

ア高経年化対策制度及び運転期間延長認可制度

前記第1の2 (1) で述べたとおり、運転を開始した日以後 30 年を経 

過した発電用原子炉については、10 年ごとに発電用原子炉施設の施設管 

理に関する事項(高経年化技術評価に関する事項や長期施設管理方針を  

含む)について、保安規定変更認可の申請を原子力規制委員会に対し行 

わなければならないと された。

これに対し、原子力規制委員会は、当該保安規定が「核燃料物質若し 

く は核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防 

止上十分でないと認め」られないものか否かを審査し、認可するか否か 

を判断する こと と されていた(原子炉等規制法 43 条の 3 の 24 第 2 項)。

また、前記第1の2 (2) で述べたとおり、発電用原子炉の設置の工 

事について最初に使用前事業者検査に合格した 日 から起算して 40 年の運 

転することができる期間を延長しようとする場合には、運転期間延長認 

可の申請を原子力規制委員会に対し行わなければならないと された。

これを受けて、令和7年施行の改正規則施行日前の実用炉規則 113条及 

び 114 条において、発電用原子炉の運転期間延長に係る認可の詳細が定め 

られていた。

そして、原子力規制委員会は、発電用原子炉が令和7年施行の改正規則
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施行日前の実用炉規則 114条に定められた基準 (延長しよ う とする期間に 

おいて、原子炉その他の設備が延長しよ う とする期間の運転に伴う劣化 

を考慮 した上で技術基準規則に定める基準に適合する も の)に適合 して 

いるか否かを審査し、認可するか否かを判断することとされていた (令 

和7年施行の改正法施行日前の原子炉等規制法43条の3の32第5項)。

(以上について、被告準備書面 (12) 44頁)

イ長期施設管理計画の認可制度

前記第1の2 (3) で述べたとおり、「脱炭素社会の実現に向けた電気 

供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が 

令和5年5 月 31 日 に可決、成立し、令和7年6月 6 日 に施行された。同 

改正法では、高経年化対策制度における高経年化技術評価と運転期間延 

長認可の 2 つの仕組みが長期施設管理計画の認可制度に統合された。

長期施設管理計画の認可制度においては、運転を開始した 日 から起算 

して30年を超えて発電用原子炉を運転しようとするときは、10年 (より 

正確には、事業者が申請する10年を超えない期間) ごとに、その後の10 

年間(より正確には、上記のとおり)における長期施設管理計画を定め 

て原子力規制委員会の認可を受けなければならない(原子炉等規制法43 

条の3の32第1項、第3項)。

原子力規制委員会は、事業者のする申請が同法に定める事項のいずれ 

に も適合 してい る と認めるときでなければ、長期施設管理計画を認可し 

てはならないとされている (同法43条の3の32第6項)。

なお、同改正法の施行日前に稼働している原子炉についも、施行日の 

前後を通じて運転を継続するためには、施行日 の前日 までに、長期施設 

管理計画の認可を受ける必要がある (同改正法の附則第4条)。
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第3 本件発電所の新規制基準への適合性審査

新規制基準施行後、定期検査のため運転を停止している原子炉が運転を再開 

する場合には、当該原子炉が新規制基準に適合することが必要となる。具体的 

には、発電用原子炉設置者は、原子炉設置 (変更) 許可、設計及び工事計画

(変更) 認可、保安規定 (変更) 認可を受け、さらに、使用前事業者検査を行 

い、同検査についての原子力規制委員会の確認を受けることが必要となる。な 

お、前記第1の1 (1) で述べたとおり、平成29年法律第15号により原子炉等 

規制法が改正され、同改正法が令和 2 年 4 月 1 日に施行されたことにより (以 

下、特に同改正法の施行日前の原子炉等規制法を指す場合には「旧原子炉等規 

制法」と、同改正法による改正後の原子炉等規制法を指す場合には「新原子炉 

等規制法」とい う)、段階的安全規制の体系や名称等に一部変更が生じている。 

その点については必要に応じて脚注で補足する。

また、運転を開始した 日以後 30 年を経過する発電用原子炉については、高経 

年化対策制度が設けられており、発電用原子炉設置者は、10年ごとに高経年化 

技術評価に関する事項や長期施設管理方針を定めたことによ り 保安規定を変更 

するときには、保安規定変更認可を受けることが必要となる。さらに 40 年を超 

えて発電用原子炉を運転する場合には、運転期間延長認可申請に際して施設管 

理方針等を記載した書類等を添付した上で、運転期間延長認可を受けることが 

必要となる。

なお、本件発電所の上記各許認可については、被告準備書面 (12) 139～ 

141 頁等において当該時点の状況を説明していたところ、本件訴訟が係属する間 

においても更新されており、以下では、本件訴訟提起以降、本書面提出時点ま 

での更新内容を適宜反映の上、主張する。
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1 本件発電所に対する許認可

(1) 原子炉設置変更の許可等

被告は、平成 25 年 7 月、原子力規制委員会に対して、本件発電所につい 

て の原子炉設置変更許可、工事計画認可及び保安規定変更認可の各申請を 

一括して行った。これを受けて、原子力規制委員会は、本件発電所の新規 

制基準への適合性について審査する ため、専門的知見を有する担当委員、 

職員等が出席する審査会合や、原子力規制庁事務局によるヒアリ ングがそ 

れぞれ多数回にわたり 行われた。審査会合は、一般傍聴及びネット中継に 

より公開され、資料もウェブサイト等で随時公開された。また、ヒアリン 

グについては議事概要が公開されるとともに、資料もウェブサイト等で随 

時公開 された(丙 170)。そして、原子炉設置変更許可申請に対する審査結 

果を取りまとめた審査書案については、平成29年2月23日から平成29年 

3月 24 日までの間、科学的 ・ 技術的意見の募集が行われ、349 件の意見が寄 

せられた。上記審査書案は、これらの意見を踏まえて一部修正された上で、 

平成 29 年 5 月 24 日 の第 10 回原子力規制委員会に付議、了承 され、同日、 

本件発電所に係る原子炉設置変更許可がな された(丙 171 の 1)。また、平 

成 29 年 8 月 25 日 には工事計画認可がなされ? (丙 183 の 1、丙 183 の 2)、 

平成 29 年9 月 1 日には保安規定変更認可がなされた (丙 534、「関西電力株 

式会社大飯発電所の原子炉施設保安規定の変更の認可について」)。さらに、 

被告が 申請 した使用前検査については、大飯発電所 3 号機は平成 30年4月

2前記第1の1 (1) で述べたとおり、平成29年法律第15号による原子炉等規制法の改正により、 

旧原子炉等規制法における工事計画認可 (旧原子炉等規制法43条の3の9)については、内容に特段 

の変更はないものの、その名称が設計及び工事計画認可 (新原子炉等規制法43条の3の9)に変更さ 
れた。本件発電所については、新原子炉等規制法の施行前であることから、旧原子炉等規制法に基づ 

く工事計画認可がなされている。なお、上記改正に係る平成29年法律第15号の附則3条1項により、 
旧原子炉等規制法における工事計画認可は、新原子炉等規制法に基づく設計及び工事計画認可とみな 

さ れ る。
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10 日 に、大飯発電所 4 号機は平成 30 年 6 月 5 日にそれぞれ合格とされた 

(丙 535 〜丙 536、「使用前検査合格証」)。

なお、本件訴訟との関係で特に重要な設置許可基準規則への本件発電所 

の適合性確認の結果は、原子力規制委員会が作成 した審査書(丙 171 の 2) 

に取りまとめられているとおりである。

( 2 ) 本件発電所の高経年化対策に関する保安規定変更認可及び長期施設管理 

計画の認可

前記 (1) に加えて、被告は、令和 2年 12 月 2 日 に大飯発電所 3 号機の、 

令和3年12月3日に大飯発電所4号機の、運転開始後30年目の高経年化対 

策に関する保安規定変更認可申請を行い、これを受けて、原子力規制委員 

会においてそれぞれ審査が行われた。

具体的には、両申請について、専門的知見を有する担当委員、職員等が 

出席する審査会合や、原子力規制庁事務局によるヒアリングがそれぞれ多 

数回にわたり 行われた。審査会合は一般傍聴及びネッ ト 中継によ り 公開 さ 

れると ともに、資料もウェブサイト等で随時公開され、また、ヒアリング 

についても議事概要が公開される と ともに、資料もウェブサイ ト等で随時 

公開された(丙91)。

そして、高経年化対策に関する保安規定変更認可に係る審査書案が、大

3前記第1の1 (1) で述べたとおり、平成29年法律第15号による原子炉等規制法の改正により、 

旧原子炉等規制法における使用前検査(旧原子炉等規制法 43条の3の 11) 及び施設定期検査(同 43 
条の3の15)については、これらを含む検査制度全般において、事業者が安全を確保するという第一 
義的責任を負っていることを明確にするなどの目的から、まずは事業者自らに検査義務等を課し、事 

業者の活動全般について原子力規制委員会が検査、確認するという新たな検査制度 (原子力規制検査) 

に改正され、旧原子炉等規制法における使用前検査は、使用前事業者検査 (とその結果についての原 

子力規制委員会による確認) へと変更された (新原子炉等規制法43条の3の11)。大飯発電所3、4 
号機については、新原子炉等規制法の施行前であることから、旧原子炉等規制法における使用前！検査 

に合格している。なお、上記改正に係る平成29年法律第15号の附則7条2項により、旧原子炉等規 
制法における使用前検査に合格している施設は、新原子炉等規制法に基づく使用前事業者検査の確認 

を受けた施設とみなされる。
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飯発電所3号機については令和3年11月 24 日の第47 回原子力規制委員会 

に、大飯発電所 4 号機については令和 4年8 月 24 日の第31 回原子力規制委 

員会に付議、了承され、保安規定変更認可がなされた (丙 537、 「関西電力 

株式会社大飯発電所原子炉施設保安規定の変更の認可について」、丙 538、

「大飯発電所原子炉施設保安規定の変更の認可について」)。

かかる高経年化対策に関する保安規定変更認可によ り、本件発電所につ 

いて高経年化対策に関する要求事項を満足していることが確認された (丙 

539〜丙540、「関西電力株式会社大飯発電所原子炉施設保安規定の変更に 

関する審査結果」)。

また、上記の保安規定変更認可に加えて、前記第1の2 (3) 及び第2 

の4 (2) で説明した とおり、令和 7年6月6 日 に施行 された改正法によ 

り、高経年化対策制度における高経年化技術評価及び運転期間延長認可制 

度の2つの仕組みが置かれていたものについて、長期施設管理計画の認可制 

度へ統合する見直しが行われた。そして、同改正法の施行日前に稼働して 

いる原子炉について も、同改正法の施行 日の前後を通じて運転を継続す る 

ためには、施行日の前日までに、新制度に基づく長期施設管理計画の認可 

を受ける必要があることから、被告においては、本件発電所について、令 

和5年12月21 日 に長期施設管理計画の認可申請を行い、専門的知見を有す 

る原子力規制庁の職員 らが出席する審査会合やヒアリ ングが、それぞれ保 

安規定変更認可と同様の適正手続の下、多数回にわたり 行われ、令和 6年 6 

月26日に長期施設管理計画の認可がなされた(丙541、「関西電力株式会社 

大飯発電所3号炉の長期施設管理計画の認可について」、丙 542、「関西電力 

株式会社大飯発電所 4 号炉の長期施設管理計画の認可について」)。

かかる長期施設管理計画の認可により、本件発電所については、新制度 

に基づく長期施設管理計画の審査基準の要求事項を満足 している こ と も確 

認された (丙 543、「関西電力株式会社大飯発電所3号炉の長期施設管理計
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画認可申請に関する審査結果」、丙 544、「関西電力株式会社大飯発電所4号 

炉の長期施設管理計画認可申請に関する審査結果」)

2 小括

以上のとおり、これらの許認可により、本件発電所の新規制基準への適合 

性が確認された。このよ うに、本件発電所は、福島第一原子力発電所事故の 

教訓、最新の科学的、専門技術的知見、海外の規制動向等を踏まえて制定さ 

れた新規制基準への適合性が、原子力規制委員会による慎重な審査を経て確 

認されているのであ り、本件発電所の安全性は十分に確保されている といえ 

る (西330、6 〜8 頁。丙 149、86～89頁)。

第4 原告 ら の主張に対する反論(新規制基準の合理性)

1 福島第一原子力発電所事故の原因

原告 ら は、福島第一原子力発電所事故の原因究明がなされていない状況の 

下で策定された新規制基準は不十分である、新たな想定手法による地震動想 

定を行うべきなどと主張する(原告ら第 3 9 準備書面 19 頁、同第16準備書 

面 42 〜 44 頁等)が、理由がない。

前記第 2の1 で述べた とおり、福島第一原子力発電所事故については、 

様々な機関により調査•検討が行われ、その結果、事故の直接的要因は、自 

然的立地条件に係る安全確保対策の う ち、津波に関する想定が不十分であっ 

たためであると考えられている。

そして、原子力規制委員会では、福島第一原子力発電所事故の発生及び進 

展に関する基本的な事象は明らかにされており(丙69、45頁)、少なくとも同 

事故のよ う な事故を防止するための基準を策定することが可能な程度に事実 

解明が進んだものと評価されている(丙 165、3頁)。

また、福島第一原子力発電所事故の際に、福島第一原子力発電所で観測さ
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れた地震動については、基準地震動と「概ね同程度」「ほぼ同等」と評価され 

ており、地震動の想定に失敗したとか、想定手法そのものが誤っていたとの 

評価は妥当せず、原告らの主張は議論の前提を誤っている。

以上について、詳細は被告準備書面 (7) 18～19 頁、同 (12) 121～123 

頁、128～129頁のとおりである。

2 原子力規制委員会の独立性

原告 ら は、①原子力規制委員会の田中俊一委員長が、原子力推進機関で 

ある原子力委員会の委員長代理に就任していたこと、②委員の田中知氏が、 

委員就任前に、日本原燃株式会社及び三菱FBR システムズ株式会社の役職を 

務め報酬を受け取っていたこ とがガイ ドライ ンに反していると報道された 

こと(甲 62) を挙げ、原子力規制委員会の独立性に疑問を呈する主張をす 

る(原告 ら第 5 準備書面 9 〜 10 頁)が、理由がない。

前記第2の2 (2) で述べたとおり、田中俊一委員長及び田中知委員は 

いずれも、人格が高潔で原子力利用における安全の確保に関して専門的知 

識及び経験並びに高い識見を有する者として人選され、両議院の同意とい 

う 民主的プロセスを経て、内閣総理大臣により任命されており、設置法に 

定める欠格事由 (同法 7条7項) に該当する者でもない。田中俊一委員長 

は、原子力委員会の委員長代理であったことを当然に認識された上で人選 

され、両議院の同意を得ているものであり、また、田中知委員が人選され 

た平成 26 年の時点では、上記ガイ ドラインは作成 しない政策が既に採用 さ 

れており、その点の当否も含めて、国会で審議の上、両議院の同意を経て

いる ものであ り、原子力規制委員会の独立性を論難する原告らの主張には 

理由がない。詳細は被告準備書面(9) 24～26頁のとおりである。
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3 新規制基準の内容

(1) 地震関係の基準について

原告らは、地震に対する安全性に関する新規制基準の問題を指摘する主 

張を行っている ところ、かかる主張に対する反論は、後記第5 章一 2第2 

-4 において主張する。

(2) 安全設計及び安全設計評価の基準

新規制基準は、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対する解析 

評価について は「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」

(甲95、以下、「安全評価審査指針」という)等に基づいて実施すると規定 

している ところ、原告らは、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえれ 

ば、単一故障ではなく、共通要因故障を仮定した設計及び安全設計評価で 

なければならないのに、新規制基準において、安全評価審査指針における 

単一故障の仮定が見直されていないことが不合理であると主張するが(原 

告ら第5準備書面13〜14頁、同第3 9準備書面22〜24頁)、かかる主張は、 

新規制基準の規定や原子力発電所の安全設計の考え方を正解せず、 独自の 

見解を述べるものである。

本件発電所の安全性を確保するために重要な役割を果たす「安全上重要 

な設備」は、まず、自然的立地条件に係る安全確保対策により、地震、津 

波等の自然力によって一斉に機能を喪失すること (共通要因故障)が防止 

される。その上で、事故防止に係る安全確保対策においては、設備の偶発 

的な故障によ る トラブルや事故に備えて、多重性又は多様性及び独立性を 

確保するなどして「安全上重要な設備」が格段に高い信頼性を有するよう 

にしており、こうした安全設計の考え方は、新規制基準の定めに沿うもの 

である。

そして、「単一故障」の仮定の考え方とは、このような共通要因故障を防
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止する設計を行うことを前提として、さらに、設備の偶発的な故障等が生 

じた として も、所定の安全機能を維持できるように、多重性又は多様性及 

び独立性を有する設備となっているこ と を確認するための解析手法であ り 、 

原告らの主張には何ら理由がない。

以上について、詳細は被告準備書面 (9) 29 〜 36 頁のとおり である。

(3)重大事故等対策関係

原告 ら は、重大事故等対策に関する新規制基準の問題を指摘する主張を 

多数行っているところ、かかる 主張に対する 反論は、後記第5章 5第4 

において主張する。

( 4) 設備の重要度分類について

原告らは、福島第一原子力発電所事故以降については、外部電源は、重 

要度分類指針の クラス1、耐震設計上の重要度分類の Sクラス に格上げ し 

なければならないところ、新規制基準では重要度分類の格上げがされてお 

らず、安全性が確保されていないなどと主張するが(原告ら第5準備書面 

14～16 頁等)、かかる原告らの主張には何ら理由がない。

この点、原子力発電所全体としての安全性を確保するためには、重要度 

に応じて要求の程度を変化させる方法 (グレーディッドアプローチ) が有 

効であり、このような安全規制の方法は、IAEAの国際基準や米国の安 

全規制等、多くの国で広く採用されているところ、IAEA安全基準「原 

子力発電所の安全：設計」(丙68)が事故時に外部電源によらない電力供給 

を求めている ように、事故時には、安全機能の確保に関して発電所外部の 

電源に依存せず、発電所内に高い信頼性を持たせた非常用電源を確保する 

というのが原子力発電所の一般的な設計思想となっている。よって、地震 

等の場合に原子炉の安全性を確保するために必要な電力の供給は、外部電

60



源とは別の非常用ディーゼル発電機が担う こと と し、この非常用ディーゼ 

ル発電機の安全重要度分類をクラス1 (MS-1) とし、耐震重要度分類 

S クラス という高い耐震性を持たせているもので(丙43、10～11頁)、原告 

らの主張は失当である。詳細は被告準備書面(9) 36～39 頁、同 (8) 7 〜 

10頁のとおりである。

(5)立地審査指針等について

ア立地審査指針の改定や組入れ

原告らは、新規制基準においては、原子力委員会が策定した「原子炉 

立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」(甲93。以下、 

「立地審査指針」という)を見直して取り入れるどころか除外してしま 

った等として、新規制基準が不合理であると主張する(原告ら第5準備 

書面11〜12頁、同第 7 準備書面 12〜 13 頁、24〜25 頁)。

立地審査指針が新規制基準の規制体系に取り込まれなかったのは、同 

指針による規制目的ないし要求事項については、他の法令や規制によっ 

て、より実効的な対処等を求めるのが合理的であると判断されたためで  

あり、立地審査指針は、審査基準として使用 されていないが、同指針に 

おける原則的立地条件は、設置許可基準規則等の現在の法体系において、 

その 内容に応じて考慮 ・ 判断 されてお り、原告らの主張には理由がない。 

詳細は被告準備書面(9) 54〜55頁のとおりである。

イ離隔要件とシビアアクシデント対策

原告らは、原子力発電所からの放射性物質の放出量自体は、公衆被ば 

く線量に対する制限である離隔距離とは無関係で離隔距離の妥当性を評  

価する こ と にはならず、立地評価を代替する規制とは評価できないなど 

とし、多重防護(深層防護)の思想からは離隔要件を定める立地審査と
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シビア アク シデン ト対策は独立した層をなすものであ り 、「『シビア アク 

シデン ト対策により代替するから離隔要件は不要である』、という原子力 

規制委員会の論理は、多層防護の思想 と 相容れ」ないと 主張する (原告 

ら第5準備書面11〜13頁、同第7準備書面18〜21頁、23〜24頁等)。

しかしながら、新規制基準において、重大事故の発生時における周辺 

公衆への放射線の影響低減は、公衆 と の離隔距離の確保に よ るのではな 

く、重大事故等対策を適切に講じる という考え方が採用されたことの理 

由については、被告準備書面 (9) 49～51 頁において述べたとおりであ 

る。シビアアク シデン ト対策とは別に離隔要件を定めるべきとする原告 

らの主張は、新規制基準について何ら理解せずなされたものであって、 

失当である(被告準備書面 (9) 58～59頁)。

(6) 原子力災害対策

原告 ら は、避難計画に関する新規制基準の問題を指摘する主張を行って 

いるところ、かかる主張に対する反論は、後記第 8 章第3 の4 において主 

張する。

4 新規制基準への適合と安全性について

原告らは、新規制基準に関して、田中俊一委員長の「基準の適合性は見て 

いますけれども、安全だという ことは私は申し上げません」「ゼロリスクとい 

うことはいつも申し上げられない」といった発言を捉えた主張も行うところ 

(原告ら第5準備書面20～21頁)、これらの発言は、新規制基準への適合性の 

判断が、絶対的安全性を意味するものではないとの趣旨に過ぎず、同発言が 

新規制基準の内容及びこれに基づく審査の不合理性を示す事情にはな り 得な 

い。詳細は被告準備書面(9) 27～29頁のとおりである。
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第5章一1 本件発電所の安全確保対策

第 1 原子力発電の仕組み と 本件発電所の構造等

原子力発電の仕組みや本件発電所の構造等の概要は、以下のとおりである。

1 原子力発電は、原子炉でウラン235等を核分裂させて得られる熱エネルギ 

一に よって蒸気を発生 させ、この蒸気でタービンを回転させて行う発電で 

ある。本件発電所は加圧水型原子炉(PWR) に分類され、1次冷却設備を 

流れる1次冷却材を原子炉で高温水とし、これを蒸気発生器に導き、蒸気発 

生器において、高温水の持つ熱エネルギーを、2次冷却設備を流れている2 

次冷却材に伝えて蒸気を発生 させ、この蒸気をタービンに送って発電する。

2 原子炉における核分裂反応は、制御棒の出し入れや1次冷却材に含まれる 

ほう素の濃度の調整により、中性子数を調整することで、制御する。原子 

炉が停止した後の残留熱は、通常は、2次冷却設備の主給水ポンプ等で蒸気 

発生器への給水を継続する ことによ り、1 次冷却材の熱を2次冷却材へ伝え 

て除去する。この機能が失われたときには、補助給水設備により、別の水 

源から蒸気発生器に水を送り除熱する。

3 1次冷却設備等の故障・破損等による、炉心(原子炉容器内の燃料集合体 

が存在する部分)の著しい損傷及びこれに伴う多量の放射性物質放出を防 

止又は抑制するため、非常用炉心冷却設備(ECCS)等の工学的安全施 

設を設置している。

4 原子炉から取り出された使用済燃料は、使用済燃料ピットに貯蔵される。 

使用済燃料ピッ トは、使用済燃料を冷却するのに十分な量の使用済燃料ビ 

ッ ト水で満たされている。使用済燃料ピッ ト水は継続的に冷却されており、 

仮に冷却機能が喪失するなどして水位が低下した場合でも、使用済燃料ピ 

ッ ト水を補給するための設備を備えている。
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(以上第1について、被告準備書面 (12) 17～35頁)

第2 本件発電所の安全確保対策の概要

原子力発電所では、核分裂反応によって生じるエネルギーを利用 しており、 

その運転に伴って放射性物質が発生する。

被告は、本件発電所の安全性を確保し、放射性物質のもつ危険性を顕在化さ 

せないようにするため、本件発電所に係る地盤、地震、津波等の影響といった 

自然的立地条件を十分に把握した上で、その特性を踏まえた設計及び建設を行 

っている (自然的立地条件に係る安全確保対策。後記第5章-2)。

また、本件発電所の運転に伴って不可避的に放出される極めて微量の放射性 

物質をできるだけ少量に抑える対策を講じるとともに(平常運転時の被ばく低 

減対策。後記第 5 章一 3)、設計、建設、運転、保守の各段階において、異常の 

発生を防止し、拡大を防止し、また、放射性物質の異常な放出を防止するとい 

う、多重防護の考え方に基づく 安全確保対策を講じている(事故防止に係る安 

全確保対策。後記第5章-4)。

以上の安全確保対策においては、特に、本件発電所の安全性を確保するため 

に重要な役割を果たす安全上重要な設備について、まず、自然的立地条件に係 

る安全確保対策により、地震、津波等の自然力によって一斉に機能を喪失する 

こと (共通要因故障)を防止 している。その上で、上記の安全確保対策により、 

設備の偶発的な故障によるトラブルや事故に備えて、独立した設備を複数設け 

る (多重性又は多様性及び独立性を確保する) など して格段に高い信頼性を有 

するようにしている。

そして、このような「安全上重要な設備」の安全性を維持できれば、本件発 

電所の原子炉を「止める」「冷やす」、放射性物質を「閉じ込める」という安全 

機能を確保できるのである。
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第5章- 2自然的立地条件に係る安全確保対策

第1 概要

原子力発電所を設置する に あたって は、設置する地点やその周辺における地 

盤、地震、津波等の影響といった自然的立地条件が原子力発電所の安全確保に 

影響を及ぼさないようにする必要がある。自然的立地条件が原子力発電所に及 

ぼす影響は、当然、それぞれの原子力発電所を設置する地点によって異なるこ 

とから、その影響を考慮するにあたっては、設置する地点の自然的立地条件に 

係る特性を十分に把握する必要がある。

このような考え方の下、被告は、本件発電所の設置地点及びその周辺につい 

て、過去の記録の調査や現地調査等を詳細に実施し、当該地点の地域的な特性 

を踏まえながら、当該地点に到来 し う る地震動や津波等の自然的立地条件の評 

価を行っている。その上で、想定される自然力に対して十分安全性を確保でき 

るように、本件発電所の設計及び建設を行っている。

また、被告は、建設以降も、最新の知見、調査結果等を把握し、これらを考 

慮した検討、評価等を行っており、最新の知見、調査結果等を踏まえても、本 

件発電所の安全性が十分に確保されていることを確認している。

以下では、本件発電所の地震に対する安全性 (後記第2)、津波に対する安全 

性 (後記第3) 及び火山活動に対する安全性 (後記第 4) について、その概要 

を述べる。

第2-1 本件発電所の地震に対する安全性について(総論)

1 はじめに

地震 と は、地下の岩盤が周囲から力を受けることによってある面を境と し 

てずれる現象である。

原子力発電所の地震に対する安全確保対策においては、当該地点の地域的 

な特性を踏まえつつ、原子力発電所敷地に到来し得る地震動の評価を適切に

65



行うことが基礎となる。具体的には、地震動は、①震源の規模、震源断層の 

位置・傾き、地震波の強さ等の、震源に関する特徴(震源特性)、②地震波の 

地中での伝わり方に関する特徴 (伝播特性)、③地盤の硬さ等の、地震波の増 

幅に関する特徴 (地盤の増幅特性(サイト特性))という地域によって異なる 

特性の影響を受けるため、地震動の評価にあたっては、①から③の地域的な 

特性を十分に考感して評価を行うことが重要となる。

そこで、被告は、地震に対する安全性を確保すべく、設置許可基準規則等 

の新規制基準の要求を踏まえ、上記の地域的な特性を十分に考慮し、不確か 

さ を十分に踏まえて、基準地震動を策定した (後記2)。

その上で、耐震重要施設である「安全上重要な設備」の全てが、この基準 

地震動(による地震力)に対する耐震安全性を備えるようにすることで、地 

震に対する安全性を確保している (後記3)。

(以上について、被告準備書面 (12) 49 頁)

2 基準地震動の策定

基準地震動は、原子力発電所の耐震安全性を確保ないし確認するための基 

準となる地震動である。

被告は、平成25年7月に新規制基準が施行されたことに伴い、設置許可基準 

規則等の新規制基準の要求を踏まえ、本件発電所敷地周辺における地震発生 

状況や活断層の分布状況等を調査の上、地震動に影響を与える「震源特性」

「伝播特性」「地盤の増幅特性(サイ ト特性)」に係る地域的な特性を十分に 

考慮し、不確かさ を十分に踏まえて、本件発電所の新たな基準地震動を策定 

した。

その手順は、概要次のとおり である (図表1)。
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図表1 基準地震動の策定手順

(1) 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の評価

ア検討用地震の選定

発電所敷地周辺における地震発生状況、敷地周辺における活断層の分 

布状況等の地質 ・地質構造等を詳細に調査し、地震発生様式も考慮 して、 

敷地に大きな影響を与えると予想される地震(検討用地震)を複数選定 

する (設置許可基準規則解釈別記2第4条5項2号本文、①、②i) ⑦及び 

同項4号、丙6、126～129頁)。

被告は、本件発電所敷地周辺の地震発生状況、活断層の分布状況等を 

含む地質 •地質構造に関して、詳細な調査・評価を実施した上で、それ 

らの調査 ・ 評価結果に基づき、敷地に影響を及ぼしたと考えられる過去 

の被害地震 (西178、添付書類六、6-5-30頁) と、「震源として考慮する
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活断層」のうち、敷地に影響を及ぼすと考えられる活断層による地震 

(同6-5-31頁) を検討用地震の候補とした。

そして、それらを対象に、地震の規模及び大飯発電所敷地までの距離 

に基づいて敷地に与える影響を詳細に評価し、敷地への影響が大きいと 

く まがわ

考えられる地震として、「FO-A〜FO-B～熊川断層による地震」及 

び「上林川断層による地震」を検討用地震として選定した。

(以上については、後記第2-2の1 (1) 及び (2)、並びに同2

(1) でも述べる)

イ検討用地震の地震動評価

上記の とおり選定した各検討用地震について、発電所敷地及び敷地周 

辺の地下構造の調査 •評価結果 (後記第2-2の1 (3)) を踏まえて、

「応答スペクトルに基づく地震動評価」及び「断層モデルを用いた手法 

によ る地震動評価」により、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」 

を評価する (後記第2-2の2 (2) 及び (3))。その評価に際しては、 

震源断層の長さ等、地震動評価に大きな影響を与える要素について、不 

確かさ を考慮する(後記第 2 -2 の 2 (4))。(設置許可基準規則解釈別 

記2第4条5項2号本文、②、④〜⑦及び同項4号、丙6、126～129頁)

(ア)応答スペク トルに基づく 地震動評価

被告は、検討用地震のうち、上林川断層による地震については、距 

離減衰式として、Noda et al. (2002)の方法 (甲228。以下、「耐専式」 

という)を用いた。一方、FO-A〜FO-B〜熊川断層による地震 

については、耐専式を適用するのは不適当と判断し、耐専式以外の各 

種の距離減衰式により 応答スペクトルを求めた上で、後記 (イ) の

「断層モデルを用いた手法による地震動評価」の妥当性を検討するた

68



めに用いるものとした。

(イ) 断層モデルを用いた手法による地震動評価

被告は、文部科学省の地震調査研究推進本部(以下、「地震本部」と 

いう)による「震源断層を特定した地震の強震動予測手法 (『レシピ』)」

(両180。以下、「レシピ」という)等を参照するなどして、各検討用 

地震にっき、断層の長さ、断層の幅、断層面積、地震モーメント(M 

o)、短周期 レベル、応力降下量等の各種の震源断層パラメータを設定 

し、震源断層のモデル化を行った上で、本件発電所敷地における地震 

動評価を行った。

(ウ)不確かさの考慮

前記 (ア) 及び (イ) の地震動評価にあたっては、敷地周辺の詳細 

な調査により、敷地周辺の「震源特性」「伝播特性」「地盤の増幅特性

(サイト特性)」に関する地域性を把握した上で、それでもなお起こり 

うる「不確かさ」を考慮し、十分に保守的な条件設定を行うことで、 

自然現象のばらつきに対応している 。

被告は、例えば、詳細な地質•地質構造調査等からは連動しないと 

考えられる FO-A〜FO-B断層と熊川断層が連動するものと し、 

また、強震動を生起するアスペリティSの位置を各震源断層について大 

飯発電所敷地に近い位置に配置するなど、地震動がより大きくなる方 

向での保守的な条件により「基本ケース」を設定し、その上で、更に

4 丙 13 及び丙 180 は、それぞれ平成21年12月及び平成28年12月付の改訂・修正時点のレシピであ 

る。以下では、原則として丙 180 のみ引用する。

5 アスペリティ とは、震源断層面において固着の強さが周りに比べて特に大きい領域のことをいう 。 
この領域における地震時のすべり量 (地震により破壊された震源断層面のずれの量)は周りよりも相 

対的に大きくなり、強い揺れが生起される。(被告準備書面 (3) 61頁、脚注108)。
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様々な不確かさについても保守的に考慮して、地震動の評価を行った。

(2) 「震源を特定せず策定する地震動」の評価

発電所敷地周辺の状況等を十分考慮した詳細な調査を実施しても、なお 

敷地近傍において発生する可能性のある内陸地殻内地震の全てを事前に評  

価し得る と は言い切れないとの観点から、「震源を特定せず策定する地震動」 

を評価する (設置許可基準規則解釈別記2第4条5項3号及び4号、丙6、128 〜 

129頁)。

被告は、加藤ほか (2004) (両181) で示されている、震源と活断層を関 

連づけることが困難な過去の内陸地殻内地震の震源近傍での観測記録に基 

づいて策定された応答スペク トルから、本件発電所の敷地地盤に適用され 

る応答スペク トルを選定した。

また、原子力規制委員会の地震ガイ ド(丙27) において、観測記録の収 

集対象 となる内 陸地殻内地震 (震源 と 活断層 を 関連づけ ること が困難な過 

去の内陸地殻内地震)の例から、平成12年 (2000年)鳥取県西部地震(以 

下、「鳥取県西部地震」とい う)の地震動の観測記録及び平成16年 (2004年) 

12 月 14 日 に北海道留萌支庁南部で発生 した地震 (以下、「北海道留萌支庁南 

部地震」とい う)の地震動の観測記録から推定された地震動を、保守的な 

評価となるよ う に採用するなどして、地震動の評価結果が大き くなるよう 

な条件で評価を行った。

以上について、詳細は後記第 2-2の3のとおりである。

(3)基準地震動の策定

上記の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定 

せず策定する地震動」の評価結果を総合 し、基準地震動を策定する (設置 

許可基準規則解釈別記2第4条5項1 号、丙6、126頁)。
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被告は、上記の各評価結果から、それぞれ最も厳しい評価結果となった 

ものを採用 して、本件発電所の基準地震動 (Ss-1〜Ss-19) を策 

定した (詳細は後記第2-2の4)。

このように、本件発電所の基準地震動は、新規制基準を踏まえ、最新の 

科学的、専門技術的知見に基づき、複数の手法を併用し、保守的な条件設 

定や不確かさの適切な考慮の上で策定したものである。よって、本件発電 

所に基準地震動を超える地震動が到来することはまず考えられないところ 

であり、この基準地震動は、本件発電所において耐震安全性を確認するた 

めの基準と して十分な保守性を有する適切なものである。

(以上2について、被告準備書面 (13) 10～15頁)

3 本件発電所の安全上重要な設備の耐震安全性評価

以上のとおり策定した基準地震動を用いて、耐震安全性評価により、耐震 

重要施設 (耐震重要度分類Sクラスの設備。設置許可基準規則3条1項、同規 

則解釈別記 1 第3条 1 項、同別記2第4条2項1号、丙6、10頁、120頁、122～123頁) 

である「安全上重要な設備」の全てが、基準地震動に対する耐震安全性を有 

する こと を確認する(同規則 4条 3 項、同規則解釈別記 2 第4 条 6 項、7項、丙6、 

11頁、129～131頁)。また、重大事故等対処施設 (設置許可基準規則2条2項11 

号、丙6、5頁)についても、施設の区分に応じて耐震安全性を備えるように 

することで、重大事故等に対処できるようにする。

(1) 耐震安全性評価

被告は、本件発電所の各建物・構築物及び機器・配管系を、耐震重要度 

(安全機能が喪失した場合の放射線による公衆への影響の相対的な程度)

に応じて分類した。
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その上で、重要度の高い設備、すなわち耐震重要施設について、基準地 

震動に対する地震応答解析及び応力解析を行い、その結果得られた発生応 

力値等 (評価値) が、基準 •規格等に基づいて定められている評価基準値

(許容値) を超えないことを確認し、基準地震動に対して安全機能を維持 

できることを確認した。

被告は、新規制基準の施行を受けて新たな基準地震動を策定したことに 

伴って耐震補強が必要となるもの等について補強工事を実施し、全てのエ 

事が既に完了している。

(2)本件発電所の耐震安全上の余裕

前記 (1) で述べた とおり、被告は、耐震重要施設について、評価値が 

評価基準値 (許容値) を下回ることを確認しているところ、①両者の差は、 

耐震安全上の余裕 (基準地震動による地震力に対する余裕) ということが 

できる (①の余裕)。

また、このような余裕に加えて、②評価基準値 (許容値) 自体が、実際 

に機器等が機能喪失する 限界値に対して余裕を持った値が設定 され (②の 

余裕)、さらに、③評価値を計算する過程においても、計算結果が保守的 

なものとなるよう余裕を持たせている (③の余裕)。

前記①から③までの余裕は、本件発電所に限らず、原子力施設の耐震設 

計体系 におい て 一般的に認め られている と こ ろ、これ ら の余裕 が現実 に 存 

在する ことについては、実証試験の結果や、平成19年 (2007年) 新潟県中 

越沖地震(以下、「新潟県中越沖地震」という)における東京電力株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所の事例等からも明らかになっている。

(以上 3 について、被告準備書面 (13) 16～17頁。詳細は後記第2-3)
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4 原子力規制委員会による審査等

被告は、平成25年7月、新規制基準の施行を受けて、原子力規制委員会に対 

し、本件発電所に係る原子炉設置変更許可等の申請を行い、以降、同委員会 

の審査会合等において、新規制基準への適合性について審査が行われた。

そして、平成29年5月24日、原子力規制委員会は、本件発電所の発電用原子 

炉設置変更許可申請に対する審査書において、本件発電所の新たな基準地震 

動について新規制基準への適合性を認める旨を明記し、本件発電所に係る原 

子炉設置変更許可を行うに至った (丙 171 の 1 及び 2)。

また、新たな基準地震動に対する耐震安全性についても、本件発電所の耐 

震設計方針に関しては、原子力規制委員会により、新規制基準への適合性が 

認められ (両171の1及び2)、詳細な耐震設計に関しては、工事計画認可申請 

に対する審査を経て、平成29年8月25日付で工事計画認可がなされている (丙 

183の1及び2)。

(以上について、被告準備書面 (13) 18～19頁)
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第2 -2 本件発電所の地震に対する安全性について(基準地震動策定)

新規制基準を踏まえた本件発電所の新たな基準地震動の策定の概要について

は、前記第2-1の2で述べたとおりである。

以下では、地震に対する安全性の確認の手順に沿って、地震動評価に影響を 

与える地域特性の調査 •評価 (後記1)、「敷地ごとに震源を特定して策定する 

地震動」の評価 (後記 2)、「震源を特定せず策定する地震動」の評価 (後記3) 

について説明 した上で、それらをもと に策定された基準地震動について説明す 

る (後記4及び5)。

1 地震動評価に影響を与える地域特性の調査・評価

原子力発電所敷地に到来し得る地震動の評価を適切に行う にあたっては、 

当該地点の地域的な特性を踏まえることが基礎となる。
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具体的には、地震動は、①震源の規模、震源断層の位置 •傾き、地震波の 

強さ等の、震源に関する特徴(震源特性)、②地震波の地中での伝わり方に関 

する特徴 (伝播特性)、③地盤の硬さ等の、地震波の増幅に関する特徴(地盤 

の増幅特性 (サイト 特性))という地域によって異なる特性の影響を受けるた 

め、地震動の評価にあたっては、①から③の特性を十分に考慮することが重 

要となる。

また、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の評価に際しては、 

検討用地震を選定する必要がある。

このため、被告は、本件発電所敷地周辺の地震発生状況、活断層の分布状 

祝況等について詳細な調査・評価を実施し、検討用地震の候補を抽出した(後 

記(1) 及び (2))。このほか、被告は、 「震源特性」 「伝播特性」 「地 

盤の増幅特性 (サイ ト特性)」に関して、本件発電所敷地周辺の地域性を把 

握するための詳細な調査・評価を行った (後記 (3))。

以下では、本件発電所の基準地震動の策定に関して被告が行った地域特性 

の調査・評価について述べる。なお、上記基準地震動の策定手順の図におけ 

る「地質 •地質構造の調査」は、後記 (2) (活断層の分布状況の調査 •評 

価)及び後記 (3)イ (ア) a (震源特性のうち、断層の位置 •長さ の調 

査・評価) 等に概ね対応 し、 「地下構造の調査 •評価」は、後記 (3) (地 

域特性の調査 ・ 評価)に概ね対応する。

(以上について、被告準備書面 (13) 20～22頁)
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(1) 敷地周辺の地震発生状況の調査。評価

ア設置許可基準規則等

設置許可基準規則解釈は、検討用地震の選定にあたって、「地震発生状 

況を精査」することを求めている (同規則解釈別記2第4条5項2号①、丙6、 

127頁)。

イ 被告の対応

被告は、日本被害地震総覧、気象庁地震カタログ、宇津カタログ

(1982)等の文献から、本件発電所からの震央距離が200km程度以内の過 

去の主な被害地震を確認した。

そして、これらの被害地震のうち、本件発電所敷地に大きな影響を及
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ぼすと考えられる9個の地震を、「敷地ごとに震源を特定して策定する地 

震動」の評価に用いる検討用地震の候補と して抽出した。

ウ 原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会は、被告が実施した検討用地震の選定に係る評価が、 

地震発生状況を精査したものであるこ と等から、設置許可基準規則解釈 

別記 2 に適合 してい る こと を確認 した。

(以上 (1)について、被告準備書面 (13) 23～24頁)
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(2)活断層の分布状況の調査•評価

被告は、活断層の分布状況の調査・評価にあたって、設置許可基準規則 

等の新規制基準の要求事項 (後記ア)を踏まえ、震源断層 と 地表地震断層 

に関する知見、本件発電所の敷地周辺地域の特性 (後記イ (ア))を考慮し 

て、詳細な調査を行い、「震源として考慮する活断層」の位置•長さを詳細 

に把握した(後記イ(イ)及び(ウ))。

ア設置許可基準規則等

設置許可基準規則解釈は、「震源として考慮する活断層」を、「後期更 

新世以降 (約12～13万年前以降) の活動が否定できない断層」とした上 

で(同規則解釈別記1第3条3項、丙6、120〜121頁)、「震源として考慮す 

る活断層の評価に当たっては、調査地域の地形・地質条件に応じ、既存
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文献の調査、変動地形学的調査、地質調査、地球物理学的調査等の特性 

を活かし、これらを適切に組み合わせた調査を実施した上で、その結果 

を総合的に評価 し活断層の位置 ・ 形状 ・活動性等を明らかにすること」 

を求めている (同規則解釈別記2第4条5項2号②i)、丙6、127頁)。

そして、「基準地震動の策定に当たっての調査については、目的に応じ 

た調査手法を選定するとともに、調査手法の適用条件及び精度等に配慮 

する ことによって、調査結果の信頼性と精度を確保すること」を求めて 

いる (同項4号、丙6、129頁)。

また、震源断層の長さ等の「基準地震動の策定過程に伴う各種の不確 

かさ」については、「敷地における地震動評価に大きな影響を与えると考 

えられる支配的なパラメータについて分析した上で、必要に応じて不確 

かさを組み合わせるなど適切な手法を用いて考慮すること」を求めてい 

る(同項2号⑤、丙6、128頁)。

イ 被告の対応

(ア)震源断層と地表地震断層

本件発電所敷地への影響が大きいと考えられる地震は、いずれも内 

陸地殻内地震であるところ、内陸地殻内地震が発生する(断層のずれ 

が起こる)深さは一定の範囲(地震発生層)に限られる。この内陸地 

殻内地震による揺れを発生させる、地下の深い部分にある断層を「震 

源断層」といい、地震の発生によって地表に現れるずれを「地表地震 

断層」という。被告は、将来も活動すると考えられる震源断層のこと 

を活断層と呼んでいる。また、設置許可基準規則解釈における「震源 

として考慮する活断層」は後期更新世以降の活動を否定できない断層 

と定義されているところ、この断層とは地表地震断層ではなく、震源 

断層のことを指す。
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地表地震断層は、1回の地震で地中の震源断層 と 同 じ長さ で地表に出 

現するとは限らないが、震源断層が繰り返し地震を起こすことで、長 

い年月の間に地表に現れた地盤のずれやたわみが蓄積して、 明瞭な痕 

跡が現れると考えられており、この関係性については、上田(2003)

(丙185) の実験結果によっても実証されている。

この点、本件発電所敷地周辺地域を含む中部地方や近畿地方は、日 

本列島の中でも明瞭な活断層が特に多く分布していることが確認され 

ている地域であり、この地域性に関しては、岡田(2002)(丙65)に 

おいても指摘されている。また、本件発電所の敷地周辺地域の詳細な 

調査により、活断層が繰り返し活動していることや、明瞭な活断層が 

周囲に分布していること、さらに、活断層が実際に活動したことを示 

す、活断層に関連付けられる地震も数多く見られること を確認してい 

る。

したがって、本件発電所の敷地周辺地域は、活断層が繰り返し活動 

したこと の痕跡が地表に現れている地域であ り、その現れた痕跡であ 

る地表地震断層を調査することで震源断層を把握する ことができる地 

域といえる。

(以上について、被告準備書面 (13) 26〜32頁)

(イ)調査の具体的な内容と活断層の評価

本件発電所の敷地周辺では、前記 (ア) で述べた特性が認められる 

ことから、被告は、前記アの要求事項を踏まえ、地表地震断層を調査 

することにより震源断層を把握することとしている。具体的には、陸 

域及び海域を問わず全域を調査して活断層を把握した。また、活断層 

の端部の評価にあたっては、長さを短く見積もることのないよう、詳 

細な調査により活断層の活動の痕跡の無いことが明確に確認できる箇
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所を特定し、そこまで活断層を延長することで、活断層の長さを保守 

的に評価した。

a 被告は、まず、本件発電所敷地周辺の陸域及び海域を対象に文献 

調査を実施した。国内の地形、地質、地震等に関する研究者が参集 

した活断層研究会によ る「［新編］ 日本の活断層」、海上保安庁水路 

部(現海上保安庁海洋情報部)発行の「5万分の1沿岸の海の基本図」 

等の文献に記載されている既往の調査結果から、敷地から概ね半径 

100kmの範囲の地形及び地質 ・ 地質構造を把握する と ともに、文献に 

記載されている活断層を抽出した。

b 次に、敷地の近くで起きる地震は敷地への影響がより大きいこと 

を踏まえ、本件発電所から少なくとも半径30km以内については、陸 

域及び海域それぞれの全域で、多様な手法を用いて網羅的に活断層 

を把握した。

(a) 陸域では、まず、変動地形学的調査を実施し、敷地周辺の変動 

地形・ リニアメントを抽出した。具体的には、被告及び国土地理 

院が撮影した空中写真を用いた空中写真判読を、本件発電所から 

半径 30km 以内の全域で網羅的に行って変動地形 ・ リニアメントの 

可能性がある地形を抽出し、必要に応じて航空レーザー測量等に 

よる詳細な検討も行った。

文献調査及び変動地形学的調査により、活断層又は変動地形 ・ 

リニア メン ト の 可能性があ る と された地形 について は、さ らに地 

表地質調査等を実施した。稠密な地表踏査を行い、さらにトレン 

チ調査、ピット調査、ボーリング調査、剥ぎ取り調査、反射法地 

震探査といった多様な手法も用いて、より精度の高い、詳細な調 

査を実施した。それらの地表地質調査等において、後期更新世以
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降に堆積した地層における、断層活動の痕跡(断層活動による変 

位・変形) の有無を確認し、変位・変形が確認できた場合は、後 

期更新世以降に断層活動があったものと して、「震源と して考慮す 

る活断層」と評価した。

(b) 一方、海域では、他の機関が行った海上音波探査記録を用いて 

地質 ・ 地質構造を評価する と ともに、自 ら も海上音波探査及び海 

上ボーリング調査を行った。前者については、旧地質調査所(現 

国立研究開発法人産業技術総合研究所)及び海上保安庁等か ら、 

過去に実施した海上音波探査のデータ の提供を受けて詳細な評価 

を行った。また、後者の被告によ る調査については、本件発電所 

か ら 半径 5km の海域及び敷地に影響を与え る 可能性の あ る 断層等が 

確認された海域について、それぞれ詳細に地質•地質構造を把握 

するため、海上音波探査及び海上ボーリング調査を実施した。

被告は、海域での断層の有無や活動性を詳細に把握するため 、 

これらの調査においても、陸域と同様に、後期更新世以降に堆積 

した地層における断層活動の痕跡の有無を確認した。具体的には、 

後期更新世以降に堆積したと考えられる地層の中で最も古く堆積 

した地層に断層活動による痕跡が認められない、つま り この地層 

に段差がない場合には、活断層がないと評価し、段差がある場合 

には、活断層が存在する可能性があると評価した。

C 以上のとおり、被告は、概ね半径100km以内の全域で、活断層の有 

無、位置、長さ等の概要を把握すると ともに、半径30kn以内の全域 

で変動地形学的調査及び海上音波探査を実施し、活断層や変動地形 

が存在する可能性のある地形を抽出した。そして、それらの地形に 

対して、多様な手法を組み合わせてより詳細な調査を実施し、網羅 

的に地質 .地質構造を把握して、本件発電所の地震動評価において
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考慮する活断層を漏れなく把握した。

d 上記のとおり行った網羅的な調査の結果をもとに、被告は、「震源 

と して考慮する活断層」の う ち本件発電所に与える影響が大きいと 

考えられるFO-A〜FO-B断層、熊川断層及び上林川断層につ 

いて、活断層の位置を詳細に把握した上で、それぞれ活断層の痕跡 

の無いことが明確に確認できる箇所を端部とし、断層の長さを保守 

的に評価した。また、「震源として考慮する活断層」が近接して分布 

する場合は、それらが同時に活動する(連動する)可能性を検討す 

るため、より入念に、両断層の活動状況等の異同や、両断層間に分 

布す る 地層 に断層運動の影響に よ る 変位や変形が あるかなどの地層 

の性状を把握する ことによ り、両断層を結ぶよ う な構造の有無を確 

se した。

断層の幅については、地盤の速度構造の解析結果や微小地震の記 

録等をもと に地震発生層の上端深さ及び下端深さを設定し、その上 

端から下端まで一杯に断層が広がっている ものと した。

なお、被告は、上記の断層の長さや幅の評価にあたって、後期更 

新世以降の活動が 明確に否定できない もの について は、全て、 「震 

源として考慮する活断層」として地震動評価の対象とした上で、断 

層面の全体が1回の地震でずれて地震動を引き起こすものと想定して、 

保守的に評価した。

(以上(イ)について、被告準備書面 (13) 33〜44頁)

(ウ) 各断層の具体的な評価

a FO-A〜FO-B断層

本件発電所の北側の若狭湾内に北西から南東方向に延びるFO-
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A断層及びFO-B断層については、海上音波探査等を行い慎重に 

検討した結果、その長さをそれぞれ約24km、約11kmと評価した。こ 

のよ う に両断層は個別の断層と評価されるが、断層の走向がいずれ 

も 北西一南東方向 である こ と等、特徴が類似 していること から両断 

層は同時活動するものとし、「FO-A〜FO-B断層」として、そ 

の長 さ を約35kmと評価 した。

F O -A断層及びF O- B断層の端部の評価については、その走 

向 (北西一南東方向) と直交する、北東一南西方向の測線を複数配 

置して、海上音波探査を実施した。その結果、FO-A断層の南東 

端については、C-2G測線 (丙 187、172頁) において、FO-B 

断層の北西端については、C-58G測線 (丙187、176頁) におい 

て、それぞれ後期更新世以降に堆積したと考えられる地層 (B層) 

に変位 ・ 変形がないこ と を確認したこ とから、これらの測線をもつ 

て断層の端部と評価した。

b 熊川断層

FO-A〜FO-B断層の南東側の陸上に、西北西から東南東方 

向に延びる熊川断層については、反射法地震探査や地形 ・ 地質の状 

況から、その長さを約14kmと評価した。

熊川断層の南東端は、リニアメントがなく、地上に露頭した後期 

更新世より前の岩盤に断層が認められない角川付近とした(丙187、 

43頁)。一方、北西端は、南東端の ように露頭 した岩盤が見られず、 

地表のﾡ跡から評価する ことができなかったため、反射法地震探査 

により 地下に熊川断層の存在を示唆する よ う な断層活動の痕跡が認 

められない、つまり後期更新世より前の岩盤から、後期更新世以降 

に堆積した層を含む地表までの地層が大きな段差なく堆積している
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No.2測線 (両187、63 頁図にある「No.2測線」) とした。

c FO-A〜FO一B断層と熊川断層の連動

(a) F 0 - A〜F。 - B断層と熊川断層については、被告 が実施し 

た調査で、熊川断層の北西延長上の小浜湾に後期更新世以降の活 

動による地質構造が認められなかったことから、両断層は連動し 

ないと判断した。

(b) しかしながら、原子力規制委員会の審査会合でなされた指摘等 

を受けて、両断層の連動性について、平成25年に更に詳細な調査 

を実施した。

具体的には、①熊川断層西端の反射法地震探査、②小浜湾にお 

ける海上音波探査及び②’小浜湾周辺のボーリング調査、③双児 

崎のリニアメント調査、④小浜湾東側段丘面調査を実施したが 、 

いずれの調査からも、熊川断層が小浜湾内に延伸しているとの結 

果は認め られなかった。

(c) また、Wesnousky (2006)(丙188 の 1 及び2)は、世界各地の横ず 

れ断層による地震を対象に、地震が発生した際の断層の連動の有 

無と断層の離隔距離の関係についてまとめているが、断層の連動 

が発生した場合の断層間の離隔距離はその多くが5km以下、長いも 

のでも約7kmに留ま り、7kmを超えて離れている断層が連動 した例 

はないとしている。この点、いずれも横ずれ断層であるFO -A 

〜FO - B断層と熊川断層について、被告は、極めて詳細な調査 

によ り、両断層が上記の知見で示された距離の2倍を超える 15km以 

上の離隔を有している こと を確認している。(両190の1、115頁)

(d) 以上のとおり、両断層が連続していることを示す地質構造は確 

認されておらず、また、両断層の間には、15km以上の離隔距離が
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あることから、被告は、両断層は連動しないものと評価した。

(e) しかしながら、被告は、基準地震動を策定するための地震動評 

価にあたっては、原子力規制委員会における議論も踏まえ、十分 

に保守的な評価を行う 観点から、FO-A〜FO-B断層と熊川 

断層は連動するものとして断層長さを63.4kmと した。

d 上林川断層

本件発電所の南西側の陸域に位置 し、北東から南西方向に延びる 

上林川断層の長さについては、詳細な地形・地質調査を行い、文献 

等に記載されている長さ (約26km) よりも13km以上も長い、約 

39.5kmと評価した。

同断層 の北東端は、リニアメン ト が認められなく なる 故屋岡町付 

近よりも更に北東側の延長線上において、露頭した岩盤に後期更新 

世以降の活動が確実に ない こ とが確認できた県境付近と した。また、 

南西端については、文献調査で南西端とされていた付近の地域は比 

較的新しい年代の厚い堆積層に覆われており、活断層の痕跡の端付 

近で端部が確認できなかったため、後期更新世よ り 前に形成された 

地層 (高位段丘面)に変動地形が認められず、確実に活断層がない 

と確認できた福知山市付近とした。

e 小括

以上のとおり、被告は、本件発電所敷地周辺の陸域及び海域にお 

いて、文献調査、変動地形学的調査、地表地質調査等の最新の手法 

による詳細な調査を実施した上で、各断層の長さを十分に保守的に 

評価した。
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(以上 (ウ) について、被告準備書面 (13) 45 〜 64 頁)

(エ) 活断層の分布状況と検討用地震の候補

以上を踏まえて、被告は、本件発電所敷地に与える影響が大きいと 

考えられる、FO-A〜FO-B〜熊川断層、上林川断層等、18個の 

活断層による地震を、敷地に影響を及ぼすと考えられる活断層による 

地震として抽出し、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の評 

価に用いる「検討用地震」の候補 とした(被告準備書面 (13) 64 〜 

67頁)。

ウ 原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会は、被告が行った「震源として考慮する活断層」の 

評価に関して、調査地域の地形・地質条件に応じて適切な手法、範囲及 

び密度で調査を実施 した上で、その結果を総合的に評価し、活断層の位 

置、形状、活動性等を明らかにしていることから、設置許可基準規則解 

釈別記2に適合していることを確認した (被告準備書面 (13) 68頁、丙 

171の2、13～14頁)。
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(3) 地震動評価に影響を与える地域特性の調査 ・ 評価について

被告は、設置許可基準規則等の新規制基準の要求事項 (後記ア) を踏ま 

え、前記 (1) 及び (2) の調査 •評価のほか、本件発電所敷地周辺の地 

質 ・ 地質構造、敷地及び敷地周辺の地下構造に関する様々 な調査を行い、 

その結果から、地震動評価に影響を与える地域的な特性である「震源特性」

「伝播特性」「地盤の増幅特性(サイ ト 特性)」を評価した (後記イ)。

こうした地域的な特性に関する調査 •評価の結果は、後記2 (「敷地ごと 

に震源を特定して策定する地震動」の評価について)で述べる地震動評価 

のパラ メータと して用いるな ど、基準地震動の評価結果を左右する ことに 

なる。そのため、調査・評価にあたっては、基準地震動の過小評価をもた 

らすことのないよう、随所で保守的な考慮を行っている。
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ア設置許可基準規則等

設置許可基準規則解釈は、「震源として考慮する活断層」(前記 (2) 

ア)の評価にあたって、「調査地域の地形・地質条件に応じ、既存文献の 

調査、変動地形学的調査、地質調査、地球物理学的調査等の特性を活か 

し、これらを適切に組み合わせた調査を実施した上で、その結果を総合 

的に評価し活断層の位置 ・ 形状 ・ 活動性等を明らかにすること」を求め 

ている (同規則解釈別記2第4条5項2号②i)、丙6、127頁)。また、「基準 

地震動の策定に当たっての調査については、目的に応じた調査手法を選 

定すると ともに、調査手法の適用条件及び精度等に配慮する ことによっ 

て、調査結果の信頼性 と 精度を確保する こと」を求めている (同項4号、 

丙6、129頁)。

次に、地震動評価にあたっては、「地震発生様式及び地震波の伝播経路 

等に応じた諸特性 (その地域における特性を含む。) を十分に考慮する こ 

と」を求めている(同項2号④、丙6、127頁)。

そして、地震波の伝播特性 6 に関して、「敷地及び敷地周辺の地下構造 

(深部・ 浅部地盤構造)が地震波の伝播特性に与える影響を検討するた 

め、敷地及び敷地周辺における地層の傾斜、断層及び褶曲構造等の地質 

構造を評価するとともに、地震基盤の位置及び形状、岩相•岩質の不均 

一性並びに地震波速度構造等の地下構造及び地盤の減衰特性を評価する 

こと」を求めている (同項4号①、丙6、129頁)。

(以上について、被告準備書面 (13) 70～71頁)

f ここでは、地盤の増幅特性(サイト 特性)も含めて、地震波の伝播特性と呼んでいる (彼告準備書 

面(3) 17 頁脚注 9 参照)。
なお、後記イ(イ)及び (ウ) では、それぞれ伝播特性 と 地盤の増幅特性(サイ ト特性)を区別し 

て述べている。
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イ被告の対応

(ア)震源特性

震源で地震が発生すると、地震波が放出される。震源の場所、ずれ 

の方向、震源の大きさ等、地震波の強さ等に関する特性を震源特性と 

いう。

この震源特性に関し、被告は、断層の位置•長さ、断層の傾き、断 

層の幅(地震発生層の深さ)について、以下のとおり評価した。

a 断層の位置•長さ

被告は、文献調査、地形 ・ 地質調査、反射法地震探査及び海上音 

波探査等、各種の調査を適切に組み合わせて、断層の位置や長さを 

評価した。そして、このう ち後期更新世以降の活動が否定できない 

ものを「震源として考慮する活断層」とした。

その上で、被告は、「震源として考慮する活断層」のうち本件発電 

所に与える影響が大きい と 考えられる FO-A〜FO-B断層、熊 

川 断層及び上林川 断層 について、断層の位置を詳細に把握した上で、 

断層の長さ を保守的に評価 した(具体的には、前記 (2) (活断層の 

分布状況の調査•評価)で述べたとおりである)。

b 断層の傾き

一般的に、いわゆる横ずれ断層の場合の断層傾斜角は、ずれによ 

る抵抗が最も小さ く なる、すなわち断層面の面積が最も小さ く なる 

90° になると考えられ、地震本部の レシピにおいても、横ずれ断層 

の場合には、断層傾斜角を900と評価することが基本とされている

(西180、4頁)。

この点、本件発電所が位置する若狭湾付近は圧縮方向が東西の圧
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縮応力場であり、一方でFO-A〜FO-B断層、熊川断層、上林 

川断層の走向はいずれもその圧縮方向から見て斜め横方向であるこ 

とから、一般的に横ずれ断層が形成される場合に当たる。実際、国 

立研究開発法人産業技術総合研究所の活断層データベースにおいて 

も、FO-A〜FO-B断層、熊川断層及び上林川断層のいずれも、 

断層傾斜角 900 の横ずれ断層 とされている (西194)。

そのため、被告は、FO-A〜FO-B断層、熊川断層及び上林 

川断層のいずれについても、上記の知見等をもとに、断層の傾きを 

90 (断層面が鉛直)と評価した。

c 断層 の幅(地震発生層 の深さ)

被告は、地下構造探査等の既往の研究成果を参照 して若狭湾周辺 

における地下の速度構造を把握した上で、その他の既往の知見や、 

地震波干渉法及び微動アレイ観測による地盤の速度構造の解析結果 

をもとに、地震発生層の上端深さを4kmと評価した。その後、原子力 

規制委員会における議論も踏まえ、若狭湾周辺地域における地震発 

生層に関する文献に示されている地震発生層のP波速度の うち最も 

小さい値で ある P 波速度 5. 8km/sの層の上端が、深さ3. 3km程度であ 

ることに鑑み、より 一層の保守的評価の観点から、上端深さを3knと 

して地震動評価を行うこととした。

地震発生層の下端深さについては、気象庁の震源データを用いた 

震源深さの分布の検討等、既往の研究結果を用いて、D90より2～3kn 

深い、18kmと評価した。

そして、FO-A〜FO-B断層、熊川断層及び上林川断層のい 

ずれについても断層傾斜角が900であることから、これらの断層の 

幅を15kmと評価した。
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(以上(ア)について、被告準備書面 (13) 74〜88頁)

(イ)伝播特性

震源で発生した地震波は、地中の硬い岩盤を伝播し、震源からの距 

離が遠く なるほど、小さく なっていく。このような地震波の伝わり方

(減衰)に関する特性を伝播特性という。

地震波の伝播特性には、幾何減衰と内部減衰があり、被告は、以下 

のとおり これらを評価した。

震源距離と と もに地震波の振幅が減少するこ と を幾何減衰といい 

(両11、73頁)、伝播特性のうち大きな部分を占めるが、減衰の程度は 

地域によって大きな違いがなく、震源から敷地までの距離によって決 

まる。被告は、震源として考慮する断層の位置を詳細に把握している 

ため、幾何減衰について適切に評価できている。

次に、媒質 (岩石等) を伝わる間に地震波のエネルギーの一部が摩 

擦熱等に変換される こ と で若干小さ く なっていくこと を内部減衰とい 

うが、その程度は、地震波が伝わる媒質 (岩石等) の影響を受ける。 

この内部減衰は、媒質に固有の値 (Q値) で表され、Q値が小さいほ 

ど減衰の効果が大きいが (西11、75頁)、被告は、佐藤ほか(2007) を 

参考に、本件発電所周辺のQ値を50fLiと設定した(丙179、80頁等の 

各表の「Q値」の欄を参照)。この値は、国内における平均的な値

(50f) と同程度である。

(以上について、被告準備書面(2 4) 88〜89頁)

(ウ)地盤の増幅特性(サイト特性)

地震波は、硬い(地震波の伝わる速さが大きい)地層から相対的に
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軟らかい (地震波の伝わる速さが小さい) 地層へ伝播する際に増幅さ 

れる。通常は、地表に近づく に従って地層は相対的に軟らかく なるた 

め、地中の硬い岩盤を伝わってきた地震波は、いくつかの地層を通っ 

て地表に到達するまでに順次増幅される。このよう な特性を地盤の増 

幅特性(サイ ト特性)といい、その増幅の程度は、速度構造 (地震波 

の伝わる速さが異なる地層の並び)の影響を受ける (両11、79頁)。

また、地震波の進む方向は、地震波の伝わる速さが異なる地層の境 

界面で変化することから (西11、81頁)、地盤の速度構造に特異な構造 

がある場合は、局所的に地震波が集中する 可能性が生 じる・

このため、地盤の増幅特性(サイト特性)を評価する上では、こう 

した特異な構造の有無を含めて、本件発電所敷地及び敷地周辺の地盤 

の速度構造を把握する こ と が重要 となる。

被告は、このような速度構造を評価するために、地下200m程度まで 

の浅部地盤及び地中の硬い岩盤まで(地下 4km 程度まで)の深部地盤に 

ついて、各々、調査を行った。

a 浅部地盤の速度構造に関する調査

被告は、地表面近くの浅部地盤の連度構造を把握するため、ボー 

リング調査により地盤の特徴を調査した上で、PS検層、試掘坑弾 

性波探査を実施した。その結果、敷地浅部にP波速度及びS波速度 

がそれぞれ約 4. 3km/s、約 2. 2km/s の硬質な岩盤が広がっている こ と 

を確認した (両196、7～12頁)。この評価を受け、原子炉格納施設直 

下に解放基盤表面を設定した(丙178、添付書類六、6-5-7頁)。

その上で、反射法地震探査によって、本件発電所敷地の地下に、 

地層の極端な起伏等の地震波の伝播に影響を与えるような特異な構 

造が認められないこと を確認した(丙196、51頁、56頁、63頁)。
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b 深部地盤の速度構造に関する調査

被告は、地震波干渉法及び微動アレイ観測により、本件発電所敷 

地内や周辺地点において、常時存在する地面の小さな揺れ (常時微 

動)の観測を行い、その観測記録を解析して、深部までの地盤の速 

度構造を評価した。

c 本件発電所の地盤の速度構造について

これらの調査によって、本件発電所敷地及び敷地周辺の地盤の速 

度構造について精度良く把握し、また、局所的に地震波の集中をも 

たらすような特異な速度構造がないことを確認した。

(以上(ウ)について、被告準備書面 (13) 89～103頁、同(4 3)

65〜94頁)

ウ 原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会は、被告が行った「震源として考慮する活断層」の 

評価や、本件発電所敷地及び敷地周辺の地下構造の評価に関して、設置 

許可基準規則解釈別記 2 に適合 してい る こ と を確認した (被告準備書面

(13) 103頁、西171の2、11～12頁)。
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2 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の評価

被告は、前記1で述べた本件発電所周辺の地域特性を踏まえ、検討用地震 

(FO-A〜FO-B〜熊川断層による地震及び上林川断層による地震) を 

選定 し、各検討用地震が発生した場合に本件発電所敷地で想定される地震動 

を評価するため、「応答スペクトルに基づく地震動評価」及び「断層モデルを 

用いた手法による地震動評価」を行った。

「応答スペクトルに基づく 地震動評価」は、実際には広がりをもった震源 

断層面から放出される地震波を、ある1点の震源から放出されるものと仮定し

(点震源)、距離減衰式を用いて、地震の規模、評価地点までの距離等の諸元 

から地震動の応答スペク トルを求めて、地震動を評価するものである。

一方、「断層モデルを用いた手法による地震動評価」は、震源となる断層 

(震源断層) をモデル化 し、震源から本件発電所敷地までの地震波の伝播特
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性、本件発電所敷地の地盤における地震波の増幅特性 (サイ ト 特性)を考慮 

して行う地震動評価である。

「応答スペクトルに基づく地震動評価」と「断層モデルを用いた手法によ 

る地震動評価」とを組み合わせることで、それぞれの手法の特徴を活かした 

地震動評価を行 う こと ができ る。

以下では、検討用地震の選定 (後記 (1)) 並びに各検討用地震に係る「応 

答スペクトルに基づく地震動評価」(後記 (2)) 及び「断層モデルを用いた 

手法による地震動評価」(後記 (3))についてそれぞれ説明した上で、両評 

価においては十分に不確かさを考慮し、保守的に評価を行っていることを述 

べる (後記 (4))。
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(1) 検討用地震の選定

ア設置許可基準規則等

設置許可基準規則解釈は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」 

の評価 (「応答スペク トルに基づく地震動評価」及び「断層モデルを用い 

た手法による地震動評価」)にあたって、「内陸地殻内地震•••につい 

て、敷地に大きな影響を与えると予想される地震 (以下「検討用地震」 

とい う。)を複数選定」することを求めている (同規則解釈別記2第4条5 

項2号、丙6、126頁)。

イ被告の対応

被告は、前記1 (1) (敷地周辺の地震発生状況の調査 •評価)及び 

前記1 (2) (活断層の分布状況の調査 •評価) において検討用地震の 

候補と して抽出された27個の地震を対象に、地震の規模及び敷地までの
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距離に基づいて敷地に与える影響を詳細に検討した。

その結果、本件発電所敷地への影響が大きいと考えられる地震と して、 

「FO-A〜FO-B〜熊川断層による地震」及び「上林川断層による 

地震」の2つを、検討用地震として選定した。

ウ 原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会は、被告が行った本件発電所の検討用地震の選定に 

係る評価について、活断層の性質や地震発生状況を精査 し、既往の研究 

成果等を総合的に検討する ことにより 検討用地震を複数選定する ととも 

に、評価にあたっては複数の活断層の連動も考慮していることから、設 

置許可基準規則解釈別記2に適合していることを確認した (両171の2、14 

～16頁)。

(以上 (1)について、被告準備書面 (13) 106～107頁)
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(2) 「応答スペクトルに基づく地震動評価」について

「応答スペクトルに基づく地震動評価」は、距離減衰式に代表される、 

地震のマグニチュードと震源 (又は震源断層)からの距離の関係で地震動 

特性を評価する手法である。ここで、「距離減衰」とは、地震の揺れ (震度 

の大きさ) と震源からの距離との関係を示したもので、地震が発生した場 

所から遠く なればなるほど、地震の揺れが弱く なることをいう。

「距離減衰式」と は、地震の規模及び震源から の距離 と、地震動の大き 

さとの関係を式に表したもので、過去の 多く の地震データの統計的処理に 

よって経験的に得られるものである。地震の規模 (マグニチュード) や、 

震源距離等を距離減衰式に入力すると、これ ら の入力 に対応する 地震動を 

計算することができる。

「応答スペクトルに基づく地震動評価」においては、地震の規模を表す 

マグニチュード、震源距離を用いて応答スペクトルを求め、地域性を考慮
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した補正をすることで、応答スペク トルが求められる。

ア設置許可基準規則等

設置許可基準規則解釈は、「検討用地震ごとに、適切な手法を用いて応 

答スペク トルを評価の上、それらをもとに設計用応答スペク トルを設定 

し、これに対して、地震の規模及び震源距離等に基づき地震動の継続時 

間及び振幅包絡線の経時的変化等の地震動特性を適切に考慮して地震動 

評価を行うこと」を求めている(同規則解釈別記2第4条5項2号④ i )、丙 

6、127 〜 128 頁)。

これを受けて、地震ガイ ドは、①経験式 (距離減衰式)の選定につい 

て、「用いられている地震記録の地震規模、震源距離等から、適用条件、 

適用範囲について検討した上で、経験式 (距離減衰式)が適切に選定さ 

れていること」及び「参照する距離減衰式に応じて適切なパラメータを 

設定する必要があり、併せて震源断層の拡がりや不均質性・・・が適切 

に考慮されていること」を確認するとともに、②伝播特性及び地盤の増 

幅特性(サイト特性)の評価について、「参照する距離減衰式の特徴を踏 

まえ、敷地周辺の地下構造に基づく 地震波の伝播特性 (サイ ト 特性)の 

影響を考慮して適切に評価 されている こと」等を確認する としている

(丙 27、4頁、I3.3.1(1))。

イ 被告の対応

(ア)距離減衰式の選定

a 耐専式の選定

(a) 被告は、前記アの要求事項を踏まえ、「応答スペクトルに基づく 

地震動評価」において必要となる距離減衰式について、耐専式

(甲228)を用いる こ と と した。
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(b) 耐専式では、地震の規模 (マグニチュード、M) と等価震源距 

離 (xeq) が与えられる と、評価地点の水平方向及び鉛直方向の地 

震動の応答スペクトルが求められる。そして、この応答スペクト 

ルに、評価地点の地盤の P 波速度 • S波速度を考慮して地盤増幅 

率を乗じることで、評価地点の岩盤の硬さに応じた応答スペク ト 

ルに補正される。つまり、耐専式で地震動を評価する際には、評 

価地点の地域性を踏まえて地震動評価を行う ことが予定されてい 

る。

(c) 地震の規模 (M)については、松田 (1975)(丙62)で提案され 

ている地震の規模 (M) と活断層長さ (L) との関係を表す経験 

式(松田式)により、活断層(震源断層)の長さから求めた。

(d) また、耐専式では、震源から敷地までの距離として等価震源距 

離を用いている。等価震源距離とは、震源断層面の各部から放出 

され敷地に到達する地震波のエネルギーの総計が、特定の1点 (点 

震源)から放出されたもの と仮定 した場合に到達す るエネルギー 

と等しくなるときの点震源から敷地までの距離をいう。実際は広 

が り をもった震源断層面から放出された地震波を、ある1つの震源

(点震源) から放出される もの と仮想する ことにより、等価震源 

距離という1つの数値の中で、震源断層面の広がり や不均質性(ア 

スペリティ分布)の効果をも考慮することができる。

b 耐専式の適用と各種の距離減衰式

距離減衰式は、様々な観測地点で得られた多くの地震観測記録を 

回帰分析等によって統計的に処理するという経験的な手法によって 

作成されている。そのため、距離減衰式を用いる際には、その元と 

なった地震観測記録群の範囲(地震規模、震源からの距離等)を踏
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まえ、評価地点における地震動評価に用いることが適当かどうか  

(適用性) を確認した上で用いる必要がある。

耐専式については、その作成にあたって基礎と された地震観測記 

録群のほか、作成後、同式の適用性の確認に用いられた地震観測記 

録群も ある が、これ ら の記録群に は、等価震源距離が「極近距離」

(M8なら25km、M7なら12km等) よりも著しく短い場合の地震観測 

記録は含まれていない。また、等価震源距離が「極近距離」より著 

しく短い場合は、耐専式では、等価震源距離が短く なるにつれて過 

大評価になる傾向があるとされている。そのため、等価震源距離が 

著しく短い場合、耐専式を用いることが適当ではない場合がある。

本件発電所の検討用地震についていえば、上林川断層による地震 

(M7.5) は、等価震源距離が 30. 2kmであり、耐専式における「極近 

距離」に比べて十分長い一方、FO-A〜FO-B〜熊川断層によ 

る地震 (M7.8) は、等価震源距離が11.0kmと、「極近距離」に比べ 

て著しく 短い。

そこで、被告は、上林川断層による地震の地震動評価には耐専式 

を用いる こと と した。

また、F O- A〜 F O- B 〜熊川断層によ る地震の 地震動評価 に 

ついては、耐専式を用いることは適当ではないと判断し、耐専式以 

外の各種の距離減衰式によ り応答スペク トルを求める こ と と した。 

その上で、求めた応答スペクトルは、あくまで「断層モデルを用い 

た手法による地震動評価」の妥当性を検討するために用いるものと 

した。

(以上(ア)について、被告準備書面 (1 3) 110～118頁)
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(イ)耐専式及び松田式等の信頼性

a 耐専式等の信頼性

耐専式は、旧社団法人 (現一般社団法人) 日本電気協会の原子力 

発電耐震専門部会 (耐専) で審議され、取りまとめられた式で、本 

件発電所敷地地盤と 同様の硬さ の岩盤上の 20 年間の地震記録 (水平 

成分214個、上下成分107個) を統計的に分析することにより得られ 

た算定式であり、平成11年に策定されて以降、同部会において、地 

震観測記録を用いて適用性の検証•確認が継続的に行われている。 

また、旧独立行政法人原子力安全基盤機構が策定 した、「平成18年度 

原子力施設等の耐震性評価技術に関する試験及び調査 活断層及び 

地震動特性に関する調査・解析に係る報告書」においても、平成18 

年に発生 した地震の観測記録 と 耐専式に よる評価結果 と の比較に よ 

ってその適用性が確認され (両201、5-41～5-42頁)、さらに、最新 

の「原子力発電所耐震設計技術指針 (JEAG4601-2015)J (丙202)に 

おいても、耐専式は改訂されずに従前どおり適用されるものとされ 

るなど、高い信頼性を有する地震動評価手法である。

被告が用いた各種の距離減衰式についても、耐専式と同じく、多 

数の地震記録を回帰分析して得られた算定式であ り、いずれ も信頼 

性 を 有す る 地震動評価手法であ る。

b 松田式の信頼性

松田式は、地震本部の レシピにおいて、地震の規模を求めるため 

の関係式として引用されるなど(両180、5頁、(d))、活断層と地震 

の規模との関係式として一般的に信頼性を有するものである。また、 

被告は、松田式の元となった14地震について、最新の知見に基づい 

て見直されたマグニチュード(M) の値をもとに改めて 自ら検証を
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行っており、これら14地震のデータが松田式に良く整合しているこ 

とを確認している。

(以上 (イ)について、被告準備書面 (13) 118～122頁)

(ウ)FO-A〜FO-B〜熊川断層の地震動の応答スペク トル

前記 (ア) bで述べたとおり、FO-A〜FO-B〜熊川断層の地 

震については、耐専式ではなく、各種の距離減衰式を用いて応答スペ 

クトルを求めた。その際、起こりうる不確かさについても適切に考慮 

するなどした。

a 基本ケース

被告は、9 個の距離減衰式(丙 179、65頁) のそれぞれに、震源か 

ら敷地までの距離、地震の規模等、距離滅衰式ごとに必要となるパ 

ラメータを入力して、応答スペク トルを求めた。

(a) 震源から敷地までの距離については、断層の上端 (地震発生層 

の上端)の深さ等を保守的に条件設定することで、距離が短く な 

り、ひいては地震動が大きくなるように設定した。

断層の上端 (地震発生層の上端)の深さについては、前記1 

(3) イ (ア) cで述べたとおり、詳細な地下構造の調査結果か

ら深さ4km程度であると評価していたが、原子力規制委員会におけ 

る議論も踏まえ、より浅く (保守的に) 深さ 3km と設定することで、 

震源断層面が発電所敷地によ り近づく 設定と した (下端深さは 

18kmと設定し、これにより 断層の幅は 15km とした)。

(b) 地震の規模については、断層の長さ及び断層の幅 (地震発生居 

の厚さ) の評価結果をもとに、断層面積から設定した。
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被告は、断層面積について、起こりうる不確かさを最大限に織 

り 込んで保守的に評価 したこと から (前記1 (2)イ (ウ) c及 

び同1 (3) イ(ア)等)、それらをもとにした地震の規模も、保 

守的に大きな値を設定した (地震モーメント換算でいうと、F o 

-A～FO-B〜熊川断層で5.03*10'N.m)。

b 不確かさ を考慮したケース (傾斜角75° ケース)

また、FO-A〜FO-B〜熊川断層については、断層の傾きが 

90° (断層面が鉛直)であると評価されるが (前記1 (3) イ(ア) 

b)、周辺の逆断層の断層傾斜角 を参考に震源断層面の傾斜角 を 

75°に変えることで (不確かさ を考慮)、震源断層面と敷地との距離 

を近づける (地震動がより大きくなる) ケースを検討した。

e その他

被告は、各種の距離減衰式が提案されている論文 (両179、65 頁を 

参照)において、当該距離減衰式の基礎とされた観測記録から導出 

された補正式が提案されている場合は、それを用いて地盤の硬さ を 

踏まえた補正を行うなどして、各種距離減衰式の諸元となった地盤 

の硬さ と本件発電所の地盤の硬さの差異を適切に考慮した。

d 応答スペクトル

9個の距離減衰式によ り、FO-A〜FO-B〜熊川断層による地 

震の応答スペク トルを求めた上で (西178、添付書類六、6-5-84～6- 

5-85頁、両179、93頁)、被告は、これらの応答スペク トルを「断層 

モデルを用いた手法による地震動評価」の妥当性の検討に用いた。
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(以上 (ウ) について、被告準備書面 (13) 122～126頁)

(工) 上林川断層の地震動評価

被告は、上林川断層による地震動について、耐専式を用いるにあた 

り、保守的な条件によ り設定した地震の規模と等価震源距離等のパラ 

メータを耐専式に入力して、「応答スペクトルに基づく地震動評価」を 

行った。すなわち、耐専式を用いる際に必要となる、地震の規模(マ 

グニチュード、M) と等価震源距離 (xeq)については、詳細な調査に 

基づいて断層の位置や大きさを適切に把握し、起こり うる不確かさを 

最大限に織り込んで、保守的な条件設定を行った。また、耐専式にお 

いて、内陸地殻内地震に適用できると して用意されている低減係数で 

ある内陸補正係数について、被告は、より保守的に地震動を評価する 

観点から、この係数を用いないこととした。

a 地震の規模

地震の規模(マグニチュード、M) については、断層の長さから 

地震の規模を導き出す関係式 (松田式) を用いて評価しているが、 

被告は、この断層の長さについて、起こりうる不確かさを最大限に 

織り込んで保守的に評価した。すなわち、上林川断層による地震の 

規模は、文献等で記載されている活断層の長さ約26kmの場合でM7. 2 

であった ところ、その長さを約39.5kmと評価することによりM7.5と 

した。

b 等価震源距離

等価震源距離についても、これが短くなり、ひいては地震動が大 

きくなるよう、断層傾斜角、断層の上端(地震発生層の上端)深さ
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やアスペリティの配置等を保守的に条件設定した。

このうち、断層傾斜角 については、前記1 (3)イ (ア) bで述 

べたとおり、上林川断層は、断層面がほぼ鉛直で地震時のずれ方向 

は水平方向が主となる「横ずれ断層」であると評価し、断層傾斜角 

は鉛直 (水平面から90° 下向き)と評価した。

また、断層の上端 (地震発生層の上端)深さ については、前記1

(3) イ (ア) C で述べた とおり、既往の知見や詳細な地下構造の 

調査結果から深さ4kmと評価した。その後、原子力規制委員会におけ 

る議論も踏まえ、より一層の保守的評価の観点から、深さ3kmと設定 

した (また、下端深さは18kmと設定し、これにより断層の幅は15km 

と した)。

アスペリティ の配置については、断層面の中央付近に設定するこ 

とが基本とされているが、保守的に評価する観点から、等価震源距 

離が短く(発電所敷地に近く)なるよう、本件発電所敷地に近い位 

置にアスペリティを配置した。

以上のよ う な保守的な条件設定により、上林川断層の等価震源距 

離は30.2kmとなり、これを耐専式での地震動評価に用いる こ ととし 

た。

C 内陸補正係数

内陸地殻内地震について耐専式を用いる場合には、短周期側を0. 6 

倍にする内陸補正係数を乗じて補正する (小さく する)こととされ 

ているが(丙 202、47頁(5)、48頁附表1.1-1)、被告は、あえてこの 

内陸補正係数を乗じないことで地震動を大きく見積もり、保守的な 

地震動評価を行った。
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d その他

耐専式は、評価地点の地盤の P 波速度 • S波速度を考慮して地盤 

増幅率を乗じる こ とで、評価地点の岩盤の硬さに応じた応答スペク 

トルに補正される よ うになっており、評価地点の地域性を踏まえて 

地震動評価を行うことが予定されている。

そこで、被告は、伝播特性及び地盤の増幅特性 (サイ ト 特性)の 

評価結果 (前記1 (3) イ (イ) 及び(ウ))から、耐専式により 得 

られる評価結果の補正の必要性の有無を確認した。

まず、伝播特性のうち、影響の大きい幾何減衰には地域性がなく、 

内部減衰について も、Q値 (岩石等の媒質に固有の値)は、本件発 

電所敷地周辺を含む若狭湾付近において、既往の研究成果から50 f1 
と、国内における平均的な値であったことから、耐専式で得られる 

評価結果を補正する必要がないこ と を確認した。

また、地盤の増幅特性(サイト特性)についても、詳細な調査に 

基づいて、本件発電所敷地の解放基盤表面の P 波速度及びS波速度 

をそれぞれ約4.3km/s、約2.2km/sと評価するとともに、地震波の局 

所的な集中を生じさせるよ う な特異な速度構造がなく、耐専式で得 

られる評価結果を補正する必要がないことを確認した。

e 地震動評価結果

被告は、上記のとおり保守的な条件によ り 設定 した地震の規模 と 

等価震源距離等のパラメータを耐専式に入力して、「応答スペク トル 

に基づく 地震動評価」を行った。

(以上(ェ)について、被告準備書面 (13) 126～134頁)
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ウ 原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会は、被告が行った本件発電所の「敷地ごとに震源を 

特定して策定する地震動」の評価 (本項の「応答スペクトルに基づく地 

震動評価」及び後記 (3)の「断層モデルを用いた手法による地震動評 

価」)について、検討用地震として選定したFO-A〜FO-B〜熊川断 

層による地震及び上林川断層による地震に係る評価が、設置許可基準規 

則解釈別記2に適合していることを確認した (被告準備書面 (13) 134 

～135頁、西171の2、16～18頁)。

(3) 「断層モデルを用いた手法による地震動評価」について

「断層モデルを用いた手法による地震動評価」は、震源断層面を設定し、 

その震源断層面にアスペリティを配置し、ある一点の破壊開始点から、こ 

れが次第に破壊し、揺れが伝わっていく 様子を解析する ことによ り 地震動
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を計算する評価手法である

前記 (2) の「応答スペクトルに基づく地震動評価」は、過去の多くの 

地震データをもとにしたもので、少ないパラメータ (地震規模、震源距離 

等)で地震動を評価できる手法である。一方で、実際の断層は面であり、 

断層面は均質ではなく、また、地震のメカニズムも複雑である。

すなわち、地震とは、プレートの動きによって蓄積されたひずみが限界 

を超えたときに、断層がずれ動く現象であり、ずれ動く面のことを震源断 

層面という。そして、震源断層は、同時に震源断層面の全範囲が破壊され 

るのではなく、破壊が始まった断層が地震波を発し、次第に破壊の範囲が 

広がっていくものである。地震動評価においては、大きな地震は、小さな 

地震が次々 に発生してそれぞれの揺れが合わさったものと見なすことがで 

きる。

「断層モデルを用いた手法による地震動評価」は、このような地震の発 

生メカニズムを反映した手法であり、具体的には、①震源断層面を設定 

(アスペリティの配置を含む) し、細かい小断層 (要素面) に分割する、 

②ある特定の要素面から破壊が始まるものと して破壊開始点を設定する、 

③破壊開始点から破壊が各要素面に伝播し、分割された各要素面からの地 

震波が次々 に評価地点 に伝わる こ と により 評価地点に生じる地震動を足し 

合わせる (この時アスペリ ティからの地震波はアスペリ ティ以外の部分か 

らの地震波よりも強いものとなる)、④足し合わせの結果、評価地点での地 

震動が求められる。

ア 設置許可基準規則等

「断層モデルを用いた手法によ る地震動評価」について、設置許可基 

準規則解釈は、「検討用地震ごとに、適切な手法を用いて震源特性パラメ 

ータを設定し、地震動評価を行うこと」を求めている(同規則解釈別記2
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第4条 5 項2 号④ 五)、丙6、128頁)。

これを受けて、地震ガイ ドは、まず、震源モデルの設定について、「震 

源断層のパラメータは、活断層調査結果等に基づき、地震調査研究推進 

本部による『震源断層を特定した地震の強震動予測手法』(引用者注：

「レシピ」(両180) のことである) 等の最新の研究成果を考慮 し設定 さ 

れている こと」「アスペリティの位置が活断層調査等によって設定できる 

場合は、その根拠が示されていること」「根拠がない場合は、敷地への影 

響を考慮して安全側に設定されている」こと、「アスペリティの応力降下 

量(短周期 レベル)については、新潟県中越沖地震を踏まえて設定され 

ていること」を確認するとしている(13.3.2 ⑷①、丙27、4～5頁)。

また、地震動計算において統計的グリーン関数法等を用いる場合につ 

いて、「震源から評価地点までの地震波の伝播特性、地震基盤からの増幅 

特性が地盤調査結果等に基づき評価されていること」を確認するとして 

いる( I 3. 3.2(4)③1)、丙27、5頁)。

イ 被告の対応

(ア)被告の評価手法の概要

被告は、前記アの要求事項を踏まえ、本件発電所について「断層モ 

デルを用いた手法によ る地震動評価」を行った。

すなわち、被告は、まず、地震ガイ ド(丙27) に例示された地震本 

部のレシピ(丙180)等を参照するなどして、検討用地震ごとに、十分 

に不確かさを考慮して、震源断層パラメータを設定し、震源断層をモ 

デル化した (後記 (イ))。このレシピ(丙180) は、多数のパラメータ 

が、パラメータ間の関係式を用いて設定されている一連の地震動評価 

手法であるが、実際の地震動を精度良く再現できるものとして、その 

有効性 •信頼性が確認 されている(丙27、4～5頁等)。
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また、「断層モデルを用いた手法による地震動評価」では、震源断層 

面上の各要素面からの地震波が次々に評価地点に伝わることにより評 

価地点に生じる地震動を評価することに鑑みて、伝播特性と増幅特性

(サイ ト 特性)を評価 した(後記 (ウ))。

その上で、震源断層パラメータと、伝播特性及び地盤の増幅特性 

(サイト特性) の評価結果を前提として、統計的グリーン関数法等を 

用いて、地震動評価を行った。

(以上について、被告準備書面 (13) 139～141頁)

(イ)震源断層のモデル化(震源断層パラメータの設定)

被告は、震源断層をモデル化するにあたり、レシピ等を参照するな 

どして、保守的な条件設定に よ っ て震源断層パ ラ メータ を設定した。 

その際、一部のパラメータについては、既に保守的である条件設定

(「基本ケース」)に加えて、更に保守的な「不確かさを考慮したケー 

ス」も設定した。以下では、主要な震源断層パラメータを抜粋して説 

明する。

a 震源断層面積 (S) については、震源となる断層の長さ及び幅か 

ら求めた。具体的には、FO-A〜FO-B〜熊川断層の断層長さ 

を63.4km(3連動)、上林川断層の断層長さ を39. 5kmと設定し、FO 

一A〜FO-B〜熊川断層及び上林川断層のいずれについても、地 

震発生層の上端深さを3kmとすることで断層の幅を15kmと設定した。 

その結果、震源断層面積は、保守的な条件設定をしない場合と比べ 

て大きく なり、FO-A〜FO-B〜熊川断層は951km、上林川断層 

は592.5kmとなった (基本ケース)。

b 地震モーメント (Mo) については、震源断層面積から、入倉・三
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宅式を用いて求めたが、前記aのとおり、震源断層面積が保守的に

大きな値となった結果、地震モーメントも大きな値となり、FO- 

A〜 F O - B 〜熊川 断層 について は 5. 03*10"N・m、上林川 断層 につ 

いては1.95*1019N.mとなった (基本ケース)。

G 短周期レベル (A) については、地震モーメントから、壇ほか 

(2001) で提案されている関係式を用いて求めたが、前記bのとお 

り、地震モーメントが保守的に大きな値となった結果、短周期レベ 

ルも大きな値となった (基本ケース)。

また、新潟県中越沖地震の短周期レベルが、壇ほか(2001)で提 

案されている関係式から求められる短周期レベルの1.5倍であったと 

の新たな知見を踏まえて、短周期の地震動レベルを1.5倍とするケー 

スも設定した (不確かさを考慮したケース)。

d 破壊伝播速度 (Vr) については、標準的には地震発生層の S 波 

速度 8 の 0.72 倍 (0.728) とされており、本件発電所の地震動評価 

においても0.728としている (基本ケース)。

また、破壊伝播速度が大きくなると、断層の破壊が震源断層面上 

でより速く広がるため、より短い時間に多くの地震波が敷地に到達 

することとなり、敷地での地震動も一般的には大きくなる。そこで、 

既往の研究による、過去の地震における破壊伝播速度の不確かさも 

考慮して、8の0.87倍 (0.878) とするケースも設定した (不確か 

さを考慮したケース)。

e アスペリティ については、本件発電所敷地に近い位置で、かつ断 

層面の上端に配置することでよ り大きな地震動を想定した(基本ケ 

ース)。

また、FO-A〜FO-B〜熊川断居については、原子力規制委 

員会 における 議論 も 踏まえ、FO-A〜FO-B断層と熊川断層の
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間の区間をまたいでアスペリティ を一塊に寄せ集め、正方形又は長 

方形にしたケースも設定すること とした (不確かさを考慮したケー 

ス)。

f 破壊開始点については、地震の発生前に位置を予測することが難 

しいとされており、地震動の評価地点(発電所敷地)から見て、遠 

い方から近い方に破壊が進行していく場合に評価地点での地震動が 

大きくなるとされている。そのため、基本ケース と不確かさ を考慮 

したケースのいずれにおいても、断層の端やアスペリ ティの端とい 

った本件発電所敷地から遠い位置等、複数の位置に破壊開始点を設 

定した。

g 断層傾斜角 及びすべり 角 について は、FO-A〜FO-B〜熊川 

断層及び上林川断層のいずれも、断層傾斜角は鉛直 (水平面から 

90° 下向き) とし、すべり角は水平 (FO-A〜FO-B〜熊川断 

層は0、上林川断層は180° ) とした (基本ケース)。

また、特に震源断層が発電所敷地に近い場合には、断層傾斜角及 

びすべ り 角の不確かさが発電所敷地での地震動に影響する可能性が 

ある こと から、本件発電所敷地に近いFO-A〜FO-B〜熊川断 

層について、断層傾斜角を水平面から750下向きにしたケース、す 

べり角を30° 上向きにしたケースを設定した(不確かさを考慮した 

ケース)。

h 上記のとおり、被告は、震源断層パラメータを十分に保守的に設 

定して、震源断層をモデル化した。

(以上 (イ) について、被告準備書面 (13) 141～161頁)
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(ウ) 地震波の伝播特性、地盤の増幅特性(サイ ト 特性)の評価

被告は、地震動計算をするにあたって、地震波の伝播特性、地盤の 

増幅特性(サイト特性)を適切に評価しており、伝播特性の大きな部 

分を占める幾何減衰について、詳細な調査により評価した震源断層の 

位置に基づき敷地との距離から評価するとともに、内部減衰について、 

本件発電所敷地周辺 を含む若狭湾付近について の既往の文献 (研究成 

果)をもとに、Q値を50fLiと設定したこと、また、地盤の増幅特性

(サイト 特性)について、局所的に地震波の集中をもたらすような特 

異な構造が見られないこと等を確認したことは、前記1 (3) イ(イ) 

及び(ウ)のとおりである(被告準備書面 (13) 161～162頁)。

(エ) 地震動評価

被告は、上記のとおり震源断層をモデル化し、地震波の伝播特性と 

地盤の増幅特性(サイト特性)を設定した上で、統計的グリーン関数 

法等を用いて、「断層モデルを用いた手法によ る地震動評価」を行った。

震源断層パラメータについて様々な不確かさを考慮するこ ととした 

結果、FO-A〜FO-B〜熊川断層による地震については、64もの 

ケースを設定して保守的に評価した。上林川断層による地震について 

も、18のケースを設定して評価した。

(以上について、被告準備書面 (13) 162～165頁)

ウ 原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会は、被告が行った本件発電所の「敷地ごとに震源を 

特定して策定する地震動」の評価(前記 (2) の「応答スペク トルに基 

づく地震動評価」及び本項の「断層モデルを用いた手法による地震動評 

価」)について、検討用地震として選定したFO-A〜FO-B～熊川断
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層による 地震及び上林川断層による 地震に係 る 評価が、設置許可基準規 

則解釈別記2に適合していることを確認した (被告準備書面 (13) 165 

頁、両171の2、16～18頁)。
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(4)不確かさの考慮に関する補足説明

前記 (2) 及び (3) で述べたとおり、各検討用地震に係る「応答スペ 

ク トルに基づく地震動評価」及び「断層モデルを用いた手法によ る地震動 

評価」において、被告は、十分に不確かさを考慮して保守的に評価を行っ 

ている。

以下では、両評価での不確かさの考慮について、改めて具体的に説明す 

る。

ア設置許可基準規則等

設置許可基準規則解釈は、「基準地震動の策定過程に伴 う 各種の不確か 

さ(震源断層の長さ、地震発生層の上端深さ•下端深さ、断層傾斜角、 

アスペリティの位置•大きさ、応力降下量、破壊開始点等の不確かさ、 

並びにそれらに係る考え方及び解釈の違いによる不確かさ)については、
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敷地における地震動評価に大きな影響を与えると考えられる支配的なパ  

ラ メータ について分析 した上で、必要に応じて不確かさを組み合わせる 

など適切な手法を用いて考慮すること」を求めている(同規則解釈別記2 

第4条5項2号®、丙6、128頁)。

これを受けて、地震ガイドは、不確かさの考慮について、「アスペリテ 

イ の位置 ・ 応力降下量や破壊開始点の設定等が重要であ り、震源モデル 

の不確かさとして適切に評価されていること」、「震源特性 (震源モデル)、 

伝播特性(地殻 ・ 上部マントル構造)、サイ ト 特性 (深部・ 浅部地下構造) 

における各種の不確かさが含まれるため、これらの不確実さ要因を偶然 

的不確実さ と 認識論的不確実さ に分類 して、分析が適切になされている 

こと」等を確認すると している(13.3.3(2)、 27、6～7頁)。

イ被告の対応

(ア)不確かさの考慮の基本的な考え方

a 被告は、基準地震動の策定にあたって、地震の「標準的•平均的 

な姿」の分析結果から構築された、信頼性のある関係式や手法を用 

いているところ、地震等の自然現象にばらつきがあることから、こ 

れを本件発電所敷地で適用するにあたっては、詳細な調査結果を踏 

まえ、敷地周辺の地域性を把握し、起こりうる不確かさを考慮した 

上で、十分に保守的な条件設定によ り 基準地震動を策定しており、 

これによ り 自然現象のばらつきに対応している。

b 被告は、前記アの要求事項を踏まえ、「応答スペクトルに基づく 地 

震動評価」で用いた耐専式及び各種の距離減衰式と、「断居モデルを 

用いた手法による地震動評価」で参照したレシピにおける、地震動 

評価に大きな影響を与え得るパラメータについて不確かさを考慮し 、 

それぞれ、以下のとおり 評価を行った (後記 (イ)～ (工))。
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なお、被告は、基準地震動の策定にあたって、各検討用地震の地 

震動評価における「基本ケース」を設定しているが、そもそも、こ 

の「基本ケース」自体、地震動評価において設定すべき各種パラメ 

ータについて、詳細な調査に基づき、不確かさを考慮して保守的な 

条件を設定している。そして、これに加えて、「不確かさを考慮した 

ケース」も設定しているところ、同ケースは、各種パラメータにつ 

いて (場合によっては科学的 ・ 専門技術的知見から合理的に考慮で 

きる 範囲を超えて)、更に不確かさを考慮して保守的に設定したもの 

である。

(イ)「応答スペクトルに基づく地震動評価」における不確かさの考慮

前記 (2) イ (ウ) 及び(ェ)で述べたとおり、被告は、保守的な 

条件で、断層の長さ、地震発生層の上端深さ、アスペリティの位置を 

設定し (基本ケース)、さらに、FO-A〜FO-B〜熊川断層につい 

ては、断層傾斜角について、不確かさを考慮したケースを設定した

(不確かさを考慮したケース)。

(ウ)「断層モデルを用いた手法による地震動評価」における不確かさの 

考慮

前記 (3) イ (イ) で述べた とおり、被告は、保守的な条件で、断 

層の長さ、地震発生層の上端深さ・下端深さ (断層の幅) を設定して 

おり、断層の長さや幅をこのように保守的に設定したことで、地震モ 

ーメント、応力降下量 (短周期の地震動 レベル)等も保守的な値とな 

っている。また、アスペリティ の位置、破壊開始点の位置についても、 

保守的な条件で設定した(基本ケース)。

被告は、これに加えて、不確かさを考慮したケースを設定しており、
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FO-A〜FO-B～熊川断層の例では、短周期の地震動レベル、断 

層傾斜角、アスペリティの位置、破壊開始点の位置、すべり角、破壊 

伝播速度について、不確かさを考慮したケースを設定した。その際、 

断層傾斜角、短周期の地震動レベル、すべり角、破壊伝播速度につい 

ては、それぞれ独立して不確かさを考慮することとした。これらのパ 

ラメータは、その性質上、事前の詳細な調査や、地震に関する過去の 

デー タによる 経験則等か ら 地震発生前におお よ そ把握でき るもの (認 

識論的な不確かさ)であるが、上記のとおり、各パラメータについて 

相当な保守性を持たせた値、場合によっては科学的 ・ 専門技術的知見 

から合理的に考慮できる範囲を超えた値を設定して不確かさの考慮を 

行っている ため、これらの複数のパラメータが同時に基本ケースを超 

えて大きな値になることは考えにくいことから、それぞれ独立して考 

慮することとしたものである。

これに対し、アスペリティの位置、破壊開始点の位置については、 

性質上、地震発生後の分析等により初めて把握できるものであり、地 

震発生前の把握が困難 (事前の詳細な調査等からは特定が困難) なも 

の(偶然的な不確かさ)であることから、不確かさを重畳させて考慮 

することと した。

() 不確かさの組合せに関する追加検討

さらに、被告は、検討用地震のうち、FO-A〜FO-B〜熊川断 

層による地震については、本件発電所敷地近傍における長い断層によ 

る地震であることに鑑み、「断層モデルを用いた手法による地震動評 

価」にあたって、上記にとどまらず、更に不確かさを重畳させたケー 

スを追加的に考慮する こととし、短周期の地震動レベルと破壊伝播速 

度について、不確かさを重畳させた場合の地震動評価を行う こととし
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た。

これは、上記の各パラメータ のうち、断層傾斜角とすべり角は、地 

質調査の結果等から相対的に不確か さ は小 さい (したがっ て重畳 させ 

る必要性は小さい)と 考えられる こと、一方、破壊伝播速度について 

は、短周期側の地震動への影響は断層傾斜角やすべ り角と 同程度であ 

るものの、長周期側の地震動に最も大きな影響を及ぼすパラメータで 

あることから、この破壊伝播速度を、短周期の地震動レベルと重畳さ 

せて 考慮する こととしたものである(アスペリ ティ配置と破壊開始点 

については、前記 (ウ) と同様に、ここでも重畳させて検討する)。

なお、短周期の地震動 レベルについては、①FO-A〜FO-B〜 

熊川断層は横ずれ断層である一方、新潟県中越沖地震の震源断層は逆 

断層であること、②逆断層型の地震の短周期領域での地震動レベルは、 

横ずれ断層型の地震に比して1.2倍程度と評価されている等の知見があ 

ることから、新潟県中越沖地震を踏まえて考慮した「1.5倍」を1.2で 

除して、短周期の地震動レベルを 1.25 倍と して再設定すること と した。

(オ) 小括

以上述べたとおり、本件発電所の「敷地ごとに震源を特定して策定 

する地震動」の評価では、保守的な地震動評価となる よう、不確かさ 

を適切に考慮している。

ウ原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会では、平成29年4月26日の第6回会議において、本件 

発電所の地震動評価において は、基本ケースの設定の段階から保守性が 

考慮され、適切な地震動評価が行われている と している。

そして、被告が行った本件発電所の「敷地ごとに震源を特定して策定
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する地震動」の評価(前記 (2)「応答スペクトルに基づく地震動評価」 

及び前記 (3)「断層モデルを用いた手法による地震動評価」) について、 

不確かさを考慮して地震動評価を行っていることから、設置許可基準規 

則解釈別記2に適合していることを確認した (両171の2、16～18頁)。

(以上(4) について、被告準備書面 (1 3) 166～174頁)
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3 「震源を特定せず策定する地震動」の評価

「震源を特定せず策定する地震動」は、本件発電所敷地周辺の状況等を十 

分考慮 した詳細な調査を実施 して も、なお敷地近傍において発生する可能性 

のある 内陸地殻内地震の全て を事前に評価でき る と は言い切れないとの観点 

から策定するものである。

(1) 設置許可基準規則等

設置許可基準規則解釈は、「震源を特定せず策定する地震動」について、

「震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震につい 

て得られた震源近傍における観測記録を収集し、これらをもとに、各種の 

不確かさを考慮して敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策 

定すること」、また、「策定された基準地震動の妥当性については、申請時
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における最新の科学的 ・ 技術的知見を踏まえて個別に確認すること」「その 

際には、地表に明瞭な痕跡を示さない震源断層に起因する震源近傍の地震 

動について、確率論的な評価等、各種の不確かさを考慮した評価を参考と 

すること」等を求めている(同規則解釈別記 2 第 4 条 5 項 3 号、丙 6、128 

～129 頁)。

これを受けて、地震ガイドは、観測記録の収集に関して、「地表地震断層 

が出現しない可能性がある地震」と「事前に活断層の存在が指摘されてい 

なかった地域におい て発生 し、地表付近に一部のﾡ跡が確認された地震」 

を対象とすること として、収集対象となる 16 の内陸地殻内地震を例示して 

いる (27、7 〜8 頁、I4.2.1)。

(2) 被告の対応

本件発電所において は、敷地近 くにFO-A〜FO-B 〜熊川 断層 と い 

う長い活断層が存在し、当該断層について、十分に保守的な条件設定をし 

て地震動評価を行っているため、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震 

動」が支配的な地位を占めており、「震源を特定せず策定する地震動」が寄 

与する度合いは小さいところ、被告は、前記 (1) の要求事項を踏まえ、

「震源を特定せず策定する地震動」の評価を行った。

ア 加藤ほか (2004) による応答スペクトルの採用

加藤ほか (2004) (両181) では、日本や米国のカリフォルニアで発生 

した内陸地殻内地震を対象に、文献調査、空中写真判読によるリニアメ 

ント調査、地表踏査等の詳細な地質学的調査によってもなお、震源位置 

と地震規模を前もって特定できなかったと考えられる地震を選定し、選 

定された地震の震源近傍の観測記録等を概ね上回るような地震動の応答 

スペク トルが示されている (西181、65頁)。
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本件発電所敷地の解放基盤表面は S 波速度2. 2km/sである ところ、加藤 

ほか (2004)では、S波速度2.2km/s以上の地盤について「地震基盤」の 

応答スペク トルが設定されていることから、被告はこの応答スペク トル 

を採用した。

イ 地震ガイ ドに例示されている地震についての検討

(ア)次に、被告は、地震ガイ ドに例示されている地震について検討した。 

地震ガイ ドに例示された16地震 (両178、添付書類六、6-5-45頁、丙27、 

8 頁の表-1) は、平成7年 (1995年) 兵庫県南部地震を契機として強震 

動観測網が整備されて以降に国内で発生した内陸地殻内地震から、原 

子力規制委員会及び多数の専門家による検討の結果、最新の科学的 ・ 

技術的知見に照らして、「震源を特定せず策定する地震動」において考 

慮すべき地震と して選定されたものである。

被告は、地震ガイ ドに示された「事前に活断層の存在が指摘されて 

いなかった地域において発生し、地表付近に一部の痕跡が確認された 

地震」と「地表地震断層が出現しない可能性がある地震」の区別に従 

い、Mw6. 5以上の2地震とMw6. 5未満の14地震とに分けて検討を行っ 

た。

(イ)まず、Mw6.5以上の地震として、地震ガイ ドは、平成 20 年 (2008年) 

岩手•宮城内陸地震(以下、「岩手•宮城内陸地震」という)と鳥取 

県西部地震を示している。

岩手•宮城内陸地震の震源域近傍は、上部に軟岩や火山岩、堆積層 

が厚く 分布する地域であり、活断層を発見しづらくなるが、本件発電 

所敷地周辺はそのような(軟岩等が広く分布するような)地域ではな 

い。このよ うに、岩手 •宮城内陸地震の震源域近傍等 と 本件発電所敷 

地周辺では地質学的背景が異なることから、被告は同地震の観測記録
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を収集対象外 (本件発電所の「震源を特定せず策定する地震動」の評

価においては採用 しない)とした。

鳥取県西部地震の震源周辺は、活断層の分布密度が低く、活動度も 

低い、活断層が未成熟な地域であって、過去に地震を発生させた断層 

の痕跡が地表面に残 り にくい とい う、本件発電所敷地周辺では見られ 

ない特徴があった。このため、本件発電所敷地周辺において、鳥取県 

西部地震と同規模の地震を発生させる活断層を事前に見出せないこと 

は考えにくいと評価できるところであったが、原子力規制委員会にお 

ける議論も踏まえ、被告は、鳥取県西部地震の観測記録を採用し、複 

数の観測記録のうち震源近傍に位置する賀祥ダムでの地震動の観測記 

録を用いる こ と と した。

なお、前記 (1) で述べたとおり、設置許可基準規則解釈では、観 

測記録を もとに、 「敷地の地盤物性に応じた応答スペク トルを設定」 

することが求められている。この点、本件発電所敷地の解放基盤表面 

(S波速度2.2km/s) は、賀祥ダムが設置されている地盤 (S波速度 

1.2～1.3km/s)に比べて地震波の伝播速度が速く、硬い地盤であるた 

め、同様の地震が発生した場合、本件発電所敷地の解放基盤表面で想 

定される揺れは、賀祥ダムでの観測記録よりも小さい揺れになると考 

えられるが、被告は、保守的な評価の観点から、賀祥ダムにおける観 

測記録について、地盤の特性による補正(小さくする)等は行わずに、 

観測記録をそのまま用いて応答スペクトルを設定した。

(ウ)次に、Mw6.5未満の14地震については、これらの地震の震源近傍に 

おける観測記録のうち、地盤が著しく軟らかいと考えられる地盤上の 

記録を除外した95の観測記録を抽出し、これらの観測記録のうち、加 

藤ほか(2004)の応答スペクトルとの比較において特に影響が大きい 

と考えられ、かつ、観測点において地下の岩盤面 (基盤面) における
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地震動を推定するために必要な精度の高い地盤情報が得られている、 

北海道留萌支庁南部地震の記録を採用した 。

北海道留萌支庁南部地震では、震源近傍の比較的軟弱な地盤の地表 

面上に地震計が設置されたHKD020 (港町観測点) における観測記録が 

存在すると ころ、佐藤ほか(2013) (西211) では、同観測点における 

ボーリング調査やPS検層の結果をもとに、同観測点の基盤面 (S波 

速度938m/s) における地震動の推定がなされており (最大加速度は、 

水平方向585ガル、鉛直方向296ガル)、被告は、この推定された地震動 

を採用する こと と した。

ここ で、本件発電所敷地の解放基盤表面 (S波速度2.2kn/s) は、 

HKD020 (港町観測点) の基盤面 (S波速度938m/s) に比べて地震波の 

伝播速度が速く、硬い地盤であるため、同様の地震が発生した場合、 

本件発電所敷地の解放基盤表面で想定される揺れは、このHKD020 (港 

町観測点) での観測記録よりも小さい揺れになると考えられるが、被 

告は、より保守的な評価の観点から、HKD020 (港町観測点)の基盤面 

において推定された地震動を、地盤の特性により補正(小さくする) 

等する ことなく 採用 した。その上で、HKD020 (港町観測点) の地下構 

造(地震波の減衰)についての不確かさを考慮して、基盤面から地表 

までの間の減衰をより大きく、すなわち基盤面における地震動をより 

大きく評価し(最大加速度は、水平方向609ガル、鉛直方向306ガルと 

した)、さらに、この地震動の評価結果を保守的により 大きく (最大加 

速度を、水平方向を609ガルから620ガルに、鉛直方向306ガルから320 

ガルに)して、本件発電所の「震源を特定せず策定する地震動」とし 

て評価し、応答スペク トルを設定した。

ェ)以上のとおり、鳥取県西部地震及び北海道留萌支庁南部地震の観測 

記録から、応答スペク トルを設定した。
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(3)原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会は、被告による本件発電所の「震源を特定せず策定す 

る地震動」の評価について、過去の内陸地殻内の地震について得られた震 

源近傍における観測記録を精査 し、各種の不確かさ及び敷地の地盤物性を 

考慮 して策定している ことから、設置許可基準規則解釈別記 2 に適合 してい 

ること を確認した (西171の2、19～20頁)。

(以上 3 について、被告準備書面 (13) 175～187頁)
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4 本件発電所 に おける 基準地震動の策定

(1) 被告は、前記2の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び前 

記3 「震源を特定せず策定する地震動」の評価結果を総合 し、本件発電所 

の基準地震動 (Ss-1〜Ss-19) を策定した。なお、策定 した地震 

動の最大加速度は、水平方向が基準地震動S s -4の856ガル、鉛直方向が 

基準地震動Ss-14の613ガルである。(被告準備書面 (13) 188～195 

頁)

(2) その後、設置許可基準規則解釈及び地震ガイドは令和 3年4 月 に改正され、 

「震源を特定せず策定する地震動」に関する事項が見直された(丙556、丙 

557)。しかし、本件発電所については、この改正後の設置許可基準規則解 

釈を適用 しても基準地震動を変更する必要はないことが、令和3年6月 16日 

に原子力規制委員会により確認されている(丙558、丙559)。

5 基準地震動の年超過確率

被告は、詳細な調査等に基づき、十分に不確かさを考慮した保守的な条件 

設定の下で地震動評価を行っているこ とから、基準地震動は十分保守的に策 

定されてお り、本件発電所に基準地震動を超える地震動が到来する こ と はま 

ず考えられない。しかし、基準地震動を超える地震動が発生する可能性につ 

いて、確率論的な観点から定量的に確認するため、被告は、本件発電所の基 

準地震動の年超過確率を参照 した。

(1) 設置許可基準規則等

設置許可基準規則解釈は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」 

及び「震源を特定せず策定する地震動」について、それぞれが対応する超 

過確率を参照 し、それぞれ策定された地震動の応答スペク トルが どの程度 

の超過確率に相当するかを把握する ことと している(同規則解釈別記 2 第4
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条5項4号、丙6、129頁)。

また、地震ガイ ドは、超過確率を参照する際には、基準地震動の応答ス 

ペク トルと地震ハザード解析による一様ハザードスペク トルを比較すると 

ともに、当該結果の妥当性を確認する こと等として、一様ハザードスペク 

トルの作成について、旧社団法人日本原子力学会の「原子力発電所の地震 

を起因とした確率論的安全評価実施基準:2007」(両212。以下、「実施基準」 

とい う)を例示している (I6.1及び6.2、丙27、9～11頁)。

(2)被告の対応

ア 被告は、確率論的な考え方 (解析条件の不確かさや地震動のばらつき 

も考慮 して、ある大きさの地震動がどのく らいの頻度で起 こ り うるかを 

評価するとの考え方)から一様ハザードスペクトルを作成し、基準地震 

動の応答スペク トルと比較することによ り、基準地震動の策定とは異な 

る観点から評価するとの目的で、本件発電所の基準地震動の年超過確率 

を参照した。

この点、原子力規制委員会 も、設置許可基準規則及び同規則解釈 (丙6) 

についてのパブリック コメントにおいて、「本規則 (引用者注:設置許可 

基準規則)及び解釈案では、『「敷地ごとに震源を特定して策定する地震 

動」及び「震源を特定せず策定する地震動」については、それぞれが対 

応する超過確率を参照 し、それぞれ策定された地震動の応答スペク トル 

がどの程度の超過確率に相当するかを把握すること。』としていますが、 

これによ り 策定されたそれぞれの地震動に必要な震源や不確かさが適切 

に考慮されている こ と等について、ハザー ド評価の観点から も明確化す 

る ことが可能となり ます」(丙213、65 〜 66 頁)としており、基準地震動 

の年超過確率は、策定された基準地震動を異なる観点から確認するため 

に参照するものであることを明らかにしている。
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イ 被告は、前記 (1) の要求事項を踏まえ、適宜、実施基準を用いて本 

件発電所の基準地震動の年超過確率を参照した。

同基準は、旧社団法人日本原子力学会の標準委員会が、原子力発電所 

の安全性と信頼性を確保してその技術水準の維持 ・向上を図る観点から、 

原子力発電所の設計 • 建設 ・ 運転 ・ 廃止活動において実現すべき技術の 

あ り 方を定めた原子力標準の一つである。

また、同基準は、学識者、実務者の長年にわたる議論と公正な手続を 

経て作成されたものであ り、地震ハザー ドの解析手法と して原子力規制 

委員会が策定した地震ガイ ドに採用されるなど、その信頼性が広く認め 

られている。

ウそして、上記のように信頼性を有する実施基準を用いて本件発電所の 

基準地震動の年超過確率を参照 した結果、基準地震動S s-1の年超過 

確率は10～10程度、基準地震動 Ss-18 及び Ss-19 の年超過確 

率は104～〜10"程度となった (西179、161頁、163頁)。これにより、本件 

発電所に基準地震動を超過する地震動が到来する可能性は極めて低く、 

妥当な レベルである こ と を確認した。

(3)原子力規制委員会による審査

以上に述べた地震ハザー ド評価に基づく一様ハザー ドスペク トルの作成、 

基準地震動の年超過確率の参照結果に関しては、原子力規制委員会の新規 

制基準の適合性審査において審議され、原子力規制委員会によりその内容 

が確認されている (西171の2、21頁)。

(以上 5 について、被告準備書面 (13) 195～201頁)
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第2-3 本件発電所の地震に対する安全性について(耐震安全性)

被告は、詳細な調査等に基づき、十分に不確かさを考慮した保守的な条件設 

定の下で地震動評価を行い、基準地震動を策定した上で、耐震安全性評価を行 

い、耐震重要施設である「安全上重要な設備」の全てが基準地震動に対する耐 

震安全性を有する こと を確認している (後記1)。

また、本件発電所の基準地震動は十分な大きさのものと して保守的に策定さ 

れていることから、本件発電所が基準地震動を超える地震動に襲われる ことは 

まず考えられないが、仮に基準地震動を超える地震動に襲われる ことがあった 

としても、耐震安全性評価に含まれる余裕により、直ちに本件発電所の安全性 

が損なわれることはない (後記2)。

1 本件発電所の耐震安全性評価

(1) 設置許可基準規則等

ア 設置許可基準規則解釈は、設計基準対象施設について、耐震重要度に 

応じ、Sクラス、Bクラス又はCクラスの耐震重要度分類に分類するこ 

と を求めている(同規則解釈別記  2 第4条 2 項、両6、122～123頁)。

イ そのう ち、耐震重要度分類Sクラスの施設である耐震重要施設 (設置 

許可基準規則解釈別記 1 第3条 1 項、丙6、120頁)について、同規則4条3項 

は、「基準地震動による地震力」に対して安全機能が損なわれるおそれが 

ないものであることを求めている(丙6、11頁)。

この「基準地震動による地震力」とは、「耐震重要施設・・・の供用中 

に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速  

度によって作用する地震力」のことをいう (同規則4条3項、丙6、11頁)。

また、同規則解釈は、「安全機能が損なわれるおそれがないものでなけ 

ればならない」こと を満たすため、建物 •構築物については、「常時作用 

している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動による地震力との
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組合せに対して、当該建物・構築物が構造物全体としての変形能力 (終 

局耐力時の変形)について十分な余裕を有し、建物•構築物の終局耐力 

に対し妥当な安全余裕を有していること」を求め、機器•配管系につい 

ては、「通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれ 

ぞれの荷重 と 基準地震動に よ る 地震力 を組み合わせた荷重条件に対して、 

その施設に要求される機能を保持する こと。なお、上記により求められ 

る荷重により塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレべ 

ルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される 

機能に影響を及ぼさないこと」等を求めている(同規則解釈別記2第4条6 

項1号、丙6、129〜 130頁)。

ウ なお、設置許可基準規則及び同規則解釈は、上記のような基準地震動 

に対する耐震安全性評価に加えて、弾性設計用地震動及び静的地震力に 

対する耐震安全性評価を行うことも求めている(同規則4条1〜2項、同規 

則解釈別記2 第4条 1 〜 3項、丙6、11頁、122～124頁、丙69、203頁)。

また、弾性設計用地震動及び静的地震力は、耐震重要施設以外の耐震 

安全性評価にも用いられている。具体的には、耐震重要度分類Bクラス 

の設計基準対象施設であって共振のおそれのあるものについて、弾性設 

計用地震動に2分の 1 を乗じたもので評価する こ と を求めてお り (同規則 

解釈別記 2 第4条 3 項2 号、丙6、124頁)、また、耐震重要度分類Bクラス及 

びCクラス の設計基準対象施設 についても、静的地震力に 対す る 評価 を 

求めている(同条3項2号及び3号、丙6、124頁)。

(2)被告の対応

ア耐震安全性評価

被告は、前記 (1) の要求事項を踏まえ、本件発電所の建物 •構築物 

及び機器 •配管系について、耐震重要度に応じて、Sクラス、Bクラス
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又はCクラスに分類した。

その上で、Sクラスに分類したもの (耐震重要施設)について、基準 

地震動に対する耐震安全性評価を行い、基準地震動による地震力が各設 

備に作用 した際の評価値 (建物 ・ 構築物の耐震壁のせん断ひずみや機 

器・配管系に生じる応力値等) を算出して、これが評価基準値を下回る 

こ と を確認した。

(ア)耐震安全性評価における解析

被告は、本件発電所の耐震重要施設について、基準地震動S s-1

〜 S S - 1 9に対する耐震安全性評価を行った。この評価においては、 

地震応答解析及び応力解析を行い、その結果得られた評価値が、基 

準 ・ 規格等に基づいて定め られている評価基準値を超えないこと を確 

認した。以下では、被告が本件発電所の耐震重要施設に対して実施し 

ている解析について、建物 ・ 構築物と機器 ・ 配管系に分けて述べる。

(イ)建物・ 構築物の解析

建物・ 構築物については、旧社団法人日本電気協会が策定した民間 

規格である「原子力発電所耐震設計技術指針 (JEAG4601-1987)J (丙 

216)等に定める手法を用いて解析を行い、算出された評価値が評価基 

準値を超えないこと を確認した。

(ウ)機器・ 配管系の解析

機器 ・ 配管系については、JEAG4601-1987等に沿って構造強度評価を 

行い、算出された評価値が評価基準値を超えないことを確認した。

また、構造強度評価に加えて、ポンプ、制御棒等の動的機器につい 

ては、地震により発生する加速度等に対して、当該設備が要求される
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機能を保持すること(動的機能維持)を確認する、動的機能維持評価 

も行い、評価値が評価基準値を超えないことを確認した。

以上のとおり、被告は、本件発電所の耐震重要施設について、基準地 

震動に対する耐震安全性評価を行い、基準地震動による地震力が各設備 

に作用 した際の評価値が評価基準値を下回るこ と を確認した。

なお、前記 (1) ウで述べた弾性設計用地震動及び静的地震力につい 

ても、JEAG4601-1987等に定める手法を用いて耐震安全性評価を行い、対 

象となる全ての建物 ・ 構築物及び機器 ・ 配管系について、評価値が弾性 

設計用 の評価基準値を 下回る こ と を確認した。

イ 耐震安全性評価結果を踏ま えた耐震補強工事

被告は、基準地震動を見直した際には、必要に応じて耐震補強工事を 

行っており、工事後の設備状態を前提と して前記アの耐震安全性評価を 

行う ことで、耐震重要施設の安全性を確認している。

被告は、新規制基準の施行に伴い、本件発電所の新たな基準地震動を 

策定した。これにより 耐震補強が必要となる もの等について、本件発電 

所の配管サポート類、原子炉補機冷却水冷却器等、合計約1200箇所に及 

ぶ補強工事を実施し、既に全ての工事が完了している。

(3)原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会は、本件発電所の耐震設計方針に関して、耐震重要度 

分類の方針や地震応答解析に よ る 地震力の算定方針等が設置許可基準規則 

解釈別記 2 等に適合している こと を確認した (両171の2、22～25頁)。

また、本件発電所の詳細な耐震設計に関しては、工事計画認可申請に対 

する審査において確認 し、平成29年8月25日付で工事計画認可を行った (丙
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183の1、内183の2)。

(以上1について、被告準備書面 (13) 202～216頁)

2 本件発電所の耐震安全上の余裕

(1) 基準地震動による地震力に対して有する余裕

前記1で述べたとおり、被告は、本件発電所の各耐震重要施設について、 

耐震安全性評価を行い、これによって得られた評価値が評価基準値を下回 

ることを確認しているが (前記第2-1の3 (2)、①の余裕)、これに加 

えて、評価基準値自体が、実際に機器等が機能喪失する限界値に対して余 

裕を持った値に設定されており (前記第2-1の3 (2)、②の余裕)、ま 

た、評価値を計算する過程においても、計算結果が保守的なものとなるよ 

う、 計算条件の設定等で余裕を持たせている (前記第2-1の3 (2)、③ 

の余裕)。したがって、万一、本件発電所において基準地震動を超える地震 

動が生じるこ とがあったと しても、耐震重要施設が直ちに安全機能を失う 

ものではない。

以上のような余裕は、本件発電所に限らず、原子力施設の耐震設計体系 

において一般的に認め られてお り、原子力安全 ・保安院が平成24年2月に作 

成した「関西電力 (株)大飯発電所 3 号機及び 4 号機の安全性に関する総 

合的評価 (一次評価) に関する審査書」においては、 「設備等の応答評価

(引用者注：地震応答解析及び応力解析)の段階では、入力する地震動に 

対して応答を大き く 算出する よ う な評価方法、評価条件が採用 されている 

ことに、また、許容限界 (同:評価基準値) の設定の段階では、実際に機 

能喪失する限界に対して相当の裕度をもった限界が設定されていることに、 

保守性が存在する」 (丙 35、27頁) と 明示されている。
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( 2)耐震安全上の余裕の実証例等

前記 (1) で述べた、原子力発電所における耐震安全上の余裕が現実に 

存在する こと は、以下のとおり、実証試験の結果や、実際の地震により 当 

時の基準地震動を超える地震動を受けた原子力発電所の事例からも明らか 

になっている。

ア 多度津工学試験セ ンターにおける 実証試験

旧財団法人原子力発電技術機構(のち、旧独立行政法人原子力安全基 

盤機構)の多度津工学試験センターにおいて昭和57年度から平成16年度 

まで実施された実証試験により、安全上重要な設備の耐震安全性評価に 

おける余裕の存在が実証されている 。

この実証試験では、耐震設計上の余裕の確認、巨大地震の際に所要の 

機能が発揮できることの実証、耐震設計手法の妥当性の確認のため、大 

型高性能振動台に原子力発電所の実機に近い縮尺模型試験体を設置して、 

強度実証試験、設計手法確認試験、限界加振試験等が行われた(丙33、1 

～4頁)。当該試験の結果、いずれの機器も地震時に強度及び機能が維持 

されたこと、基準地震動S。を超える地震動に対しても十分な余裕を持っ 

ていること及び原子力発電所の設計手法の妥当性が確認された(丙33、 

157頁)。

イ 新潟県中越沖地震における柏崎刈羽原子力発電所の原子炉機器の健全 

性

新潟県中越沖地震の発生によ り、震源距離約 23km に位置する東京電力 

株式会社柏崎刈羽原子力発電所は、新規制基準施行前の基準地震動を超 

える大きな地震動を受けたにもかかわらず、安全上の重要機器に外観上 

の大きな損傷は認め られなかった。
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旧有限責任中間法人 日本原子力技術協会 (現一般社団法人原子力安全 

推進協会) による原子炉機器の健全性評価においても、重要設備に有意 

な損傷は認められなかったこと、その結果、原子力発電設備の耐震設計 

の有する裕度が大きいこと等が報告されている (丙219、7-1頁)。

さらに、国際原子力機関 (IAEA) の調査報告書においても、 「安 

全に関連する 構造、システム及び機器は大地震であったにも関わらず、 

予想より非常に良い状態であり、目に見える損害はなかった。この理由 

と して、設計プロセスの様々な段階で設計余裕が加えられていることに 

起因していると考えられる」との見解が示されている(丙41、13頁)・

ウ スト レステス ト

本件発電所に生じる地震動の大きさを、仮想的に基準地震動をも超過 

させて評価していった場合に、どの程度の大きさの地震動までなら本件 

発電所の燃料の重大な損傷が生じないかとい う観点から、基準地震動に 

対するプラン トの総合的な余裕を評価するためにス ト レステス トを実施 

した。ストレステストの結果、本件発電所の地震に係るクリフェッジ

(それを超えると燃料の重大な損傷に至る可能性が生じる地震動のレベ 

ル)は基準地震動Ss (700ガル) の1.80倍と評価された (大飯発電所 3 

号機につき、丙34)。

ただし、ストレステストは、あくまで一定の前提の下で、プラントの 

耐震安全上の余裕の一部を評価したに過ぎないのであ り 、 全ての余裕を 

定量的に評価したものではない。よって、そのような前提の下で評価さ 

れたク リ フエッジを越える地震動に襲われた場合でも、本件発電所が直 

ちに燃料の重大な損傷に至ることはない。

なお、ストレステストは、福島第一原子力発電所事故を受けて、平成 

23年から同24年にかけて行われたものであ り、スト レステス トの結果は、
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当時の基準地震動を基礎とした、当時の施設状態における値である。そ 

の後、被告は、新規制基準を踏まえて基準地震動を見直し、耐震補強工 

事も実施している ことから、当時のクリフエッジの値は、現在の本件発 

電所の耐震安全上の余裕の程度を示すものではない。

(以上 2 について、被告準備書面 (13) 217〜235頁)

3 小括

以上のとおり、被告は、設置許可基準規則等の要求事項を踏まえて基準地 

震動を適切に策定した上で、基準地震動に対して本件発電所の「安全上重要 

な設備」の安全機能が損なわれないことを確認している。また、重大事故等 

対処施設についても、安全上重要な設備に係る扱いに準じ、安全機能が損な 

われないこと を確認している (西171の2、22～31頁、253 〜 255 頁)。

第2-4 原告 ら の主張に対する反論

1 新規制基準

原告らは、新規制基準が、過去の地震の平均像に基づいて基準地震動を策 

定する こと を定めており 問題がある、地震ガイ ドについて、多くの点で「適 

切に」評価することを確認する等とされ、何が適切かは全く 記載されず具体 

的な審査の基準の記載がなく 問題があるなどと主張するが (原告ら第1 6準 

備書面 27 〜 29 頁、42 〜43頁)、以下のとおり、理由がない。

被告は、基準地震動策定の過程で用いる各関係式がばらつきを有している 

こ と を踏まえ、不確かさを適切に考慮して基準地震動を策定しているので、 

本件発電所の基準地震動は、過去の地震の「平均像」ではない。そして基準 

地震動の策定にあたって、「標準的・平均的な姿」 に関する科学的知見をもと 

に、不確かさを適切に考慮して地震動評価を行うこと自体、科学的にみて極
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めて合理的な手法である

また、地震ガイドには、何について、どのような考慮の下に、そのような 

検討の上で「適切に」評価すべきかが詳しく記載されており、決して、無限 

定に内容を委ねるよ う な規定にはなっていない。

以上について、詳細は被告準備書面 (7) 7〜8頁、16～17頁のとおりであ 

る。

2 地震動の基本的な考え方

(1) 原告 ら は、「いつ、どこ で、大地震が発生するか予測することは不可能で 

ある」、「近いうちに若狭湾周辺で大規模な地震が発生する危険性は十分に 

存在する」などと指摘し、本件発電所の地震に対する安全性が確保されて 

いないかのように主張する (訴状34〜35頁、原告 ら第 2 準備書面 21 〜 24 頁、 

39頁、同第15準備書面15～17頁、同第 2 3 準備書面 4 頁)。

しかし、被告は、本件発電所敷地周辺では原告らが述べるような大規模 

な地震は生じない、などと考えているわけでは全くない。むしろ、本件発 

電所は、そのよ う な大規模な地震の発生を想定して基準地震動を策定し、 

これに対して必要な耐震安全性を備える よ う に している。以下敷衍す る。

近年、地震ないし地震動に関する調査研究は大きく進展しており、特に、 

兵庫県南部地震等を契機と して新たな知見が急速に蓄積され、地震動評価 

手法 も著しく 発展 してい る ところであって、詳細な調査を実施した上で、 

原子力発電所敷地にどの程度の規模の地震動が到来し得るのかを相当な精 

度で評価することが可能となっている。

また、被告は、本件発電所について、敷地周辺の活断層の分布状況等に 

ついて詳細な調査を行ってこれを把握した上で、地震動評価にあたっては、 

複数の震源断層パラメータにっき保守的な条件で「基本ケース」を設定し、 

更に様々 な不確かさ を考慮 した複数のケース も検討するな どして、基準地
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震動を策定し、これに対して必要な耐震安全性を備えるようにしている。

このように、被告は、敷地に大きな影響を与えるおそれのある地震につ 

いては、それがいつ発生しよう とも本件発電所の安全性が確保されること 

を確認している。

以上について、詳細は被告準備書面(3) 124～129 頁、同(6) 11～12 

頁、同 (17) 36頁のとおりである。

(2) 原告らは、「既往最大」の考え方に立脚して基準地震動を策定するべきで 

あるな ど と 主張する(訴状 36 頁、原告ら第 2 準備書面 12～13 頁、37〜39 

頁、46～47 頁、50 頁、同第 1 5 準備書面 9～11 頁、同第 4 2 準備書面 2～6 

頁、同第6 2準備書面5〜12頁)。

しかし、地震動の想定においては地域性の考慮が不可欠であり、地域性 

の違いを無視して他の地点における「既往最大」の最大加速度値のみを単 

純に援用するのは誤りである。

前記第2 - 2 で述べたとおり、被告は、新規制基準の要求事項を踏まえ 

て、本件発電所敷地周辺におけ る 地震発生状況や活断層の分布状況等を調 

査の上、地震動に影響を与える震源特性、伝播特性、地盤の増幅特性(サ 

イト特性) に係る地域的な特性を考慮し、不確かさを十分に踏まえて本件 

発電所の基準地震動を適切に策定しており、「既往最大」あるいは想定外の 

地震及び地震動を想定してはじめて本件発電所の安全性が確保されるかの 

ように述べる原告らの主張には理由がない。

なお、原告らが「既往最大」の具体的内容として挙げているのは、結局 

のところ、過去の地震時に観測ないし推定された、地震動の最大加速度値 

に過ぎないが、最大加速度が大きい地震動であっても建物等の構造物に大 

きな被害を及ぼさない場合もあり得ることが一般に示唆されているところ 

である。そのため、単純に地震動の最大加速度値の大きさのみに着目 して、 

これを、原子力発電所の基準地震動の妥当性に関する議論に援用する、原
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告らの「既往最大」に関する主張はそもそも不適切である。

以上について、詳細は被告準備書面(3) 132～143頁、同(6) 9～10頁、 

同(17) 50 〜 52 頁、同(23) 4～14頁のとおりである。

(3) 原告らは、従前の地震動想定は 10年間で5ケースも誤ったとして、①平 

成17年 (2005年) 8月16日宮城県沖地震における女川原子力発電所のケー 

ス、②平成19年 (2007年) 3月25日能登半島沖地震における志賀原子力発 

電所のケース、③平成19年 (2007年) 7月 16 日新潟県中越沖地震における 

柏崎刈羽原子力発電所のケース、①平成23年 (2011年) 3月 11 日東北地方 

太平洋沖地震における福島第一原子力発電所のケース、⑤平成 23 年 (2011 

年)3月11 日東北地方太平洋沖地震における女川原子力発電所のケースを 

挙げて、本件発電所の基準地震動が信頼できないかの如く主張するが(原 

告らの平成27年 1 月 14 日付の「訴訟の進行に関する意見書兼被告 ら に対す 

る求釈明書」(以下、「原告ら求釈明書」という)6頁、原告ら第16準備書 

面 34 〜 39 頁)、理由がない。

そもそも5 事例の う ち 3 事例(①②③)は、平成 18 年改定前の耐震設計 

審査指針の下で策定された基準地震動S 1、S2 を超過 した とい う 事例で 

あり、現在の基準地震動 S s を超過 した とい う事例ではない。

また、残る2 事例(④⑤)は、平成 18 年改訂後の耐震設計審査指針の下 

で策定された基準地震動S s を超過した事例であるが、いずれも平成 23 年 

(2011 年)3月11 日東北地方太平洋沖地震に係る事例である。同地震は 

「プレート間地震」であり、これに対し、本件発電所に係る検討用地震は 

「内陸地殻内地震」であって、これらは地震発生様式を異にし、同列に論

じることは妥当ではない。なお、超過したとされる程度については、同地 

震の際に、福島第一原子力発電所及び女川原子力発電所で観測された地震 

動が、同地震がM9.。 とい う極めて大規模な地震であったにもかかわらず、 

各発電所の基準地震動Ss (応答スペクトル)を、ごく一部の周期で超過
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したという ものに過ぎない。むしろ、全体としては、「概ね同程度」「ほぼ 

同等」と評価されており、基準地震動Ss策定手法の保守性が示されたと 

もいえる。

以上について、詳細は被告準備書面 (3) 143～151 頁、同(7) 31～33 

頁のとおりである。

(4) 原告らは、基準地震動は、既往地震の平均像をもとに想定されており、 

著しい過小評価であるなどと主張するが (原告ら第1 6準備書面 27～31 頁、 

39～41頁、45頁)、理由がない。

そもそも、被告の採用した評価手法、すなわち、過去に発生した地震な 

いし地震動の統計的分析により、多数の地震ないし地震動の最も「標準 

的•平均的な姿」をまず明らかにし、それを基礎に評価地点の地域性を踏 

まえて地震動評価を行う こと は、科学的合理性に基づく優れて高度化され 

た最新の地震動評価手法に外ならない。

また、被告の策定した基準地震動は、単に既往地震の「平均像」に基づ 

く ものではなく、ばらつきの要因となる地域性を適切に考慮したものであ 

る。すなわち、個々の地震動のばらつきが、「震源特性」「伝播特性」「サイ 

ト特性」といった地域性の違いによって生じるものである以上、地震動評 

価手法としてはこれらの評価地点の地域性を把握することが科学的合理性 

に適う。被告は、まさにそのようにして、本件発電所のこれらの地域性を 

詳細に調査した上で、十分に保守的な条件を設定し、不確かさを考慮して、 

その結果を地震動評価に反映しているのである。

以上について、詳細は被告準備書面 (3) 152～158頁、同(7) 4～16頁、 

25 頁、30～31頁、33 〜 34 頁のとおりである。

(5) 原告 ら は、本件発電所で発生 し得る地震動を算定する ためには、過去、 

敷地で どの よ う な地震動が観測されているかを検討しなければならないな 

どと主張するが(原告 ら求釈明書 7 頁O))、理由がない。
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基準地震動 の策定 において、敷地内の地震観測記録は必ずしも必要なも 

のではない。例えば、地盤の速度構造や地震発生層は、発電所敷地内での 

地震観測記録のみに基づいて評価・検討されるものではない。被告は、本 

件発電所敷地及び敷地周辺の地下構造に関して、種々の適切な調査を実施 

した上で、多角的な評価 • 検討をもとに地盤の速度構造や地震発生層を特 

定している(被告準備書面 (3) 129～130頁)。

(6) その他、原告らは、①検討用地震の選定過程、②本件発電所の長周期地 

震動への対策について縷々主張するが、いずれも理由がない(①について 

被告準備書面 (16) 127〜 130 頁、36〜37 頁)。

3 活断層の調査 ・ 評価

(1) 調査 ・ 評価

ア 原告らは、「多数回の地震で累積した変位は、通常の変化が生じる領域 

では収まり きらず、いずれはその領域の外に破壊を及ぼす」、「常に一定 

の箇所で断層の破壊が止まると考えるのは科学的に通用しがたい考えで 

あり、時折破壊の規模が拡大するとするのが正しい」、「地表に現れる断 

層が本件敷地内を横切る場合さえ考えられる」などと主張するが (原告 

ら第 1 6 準備書面 45 〜 46 頁、同第 1 5 準備書面 4〜 6 頁)、理由がない。

地震発生の際に一旦岩盤が破壊されて断層ができると、ひずみが蓄積 

される度に以後同 じ場所で破壊が起こ り やすく な り、概ね同規模の地震 

が繰り返し発生する。活断層 と は、過去に繰り返し活動(破壊)を繰り 

返し、今後も活動する可能性のある断層のことをいう。

そして、前記第2-2の1 (2) イ (ア) で述べたとおり、本件発電 

所敷地周辺については、過去に活断層が繰り返し活動してきた地域であ 

ることが確認されており、過去に破壊した領域を大きく超えて新たに破 

壊領域が拡大する こ と は考え難い。
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その上で、被告は、このような地域において、文献調査、変動地形学 

的調査、地表地質調査等の最新の手法による詳細な調査の結果を用いて、 

震源 と して考慮する活断層について保守的な評価を行っている。

以上について、詳細は被告準備書面(6) 6〜7 頁、同 (7) 33～34 頁 

のとおりである。

なお、京都大学名誉教授の釜江克宏氏が作成した「震源断層を特定し 

た地震の強震動予測手法(「レシピ」)の解説一主に活断層で発生する地 

震の特性化震源モデルの設定について一」(丙 455)9～12頁に記載された 

知見も、被告の上記主張を裏付けるものといえる。

イ 原告らは、本件発電所の活断層調査においては、FO-A〜FO-B 

断層の存在する海中や上林川断層の北東端の県境付近で、ト レンチ調査 

がなされていないなどと指摘し、被告の活断層調査を問題視するが (原 

告 ら第 6 4 準備書面 17 〜 19 頁)、理由がない。

そもそもトレンチ調査とは、断層(面)を横切る方向に細長い溝を掘 

り、地層を露出させて行われる調査であり、露出させた地層において断 

層を挟んだ地層のずれ方や地層の年代等を直接観察する ことにより、断 

層の最終活動時期に関する情報を得ることが可能となるものである。こ 

の ような ト レンチ調査 の 特徴 か らも明らかなとおり、FO-A〜FO- 

B断層の存在する海中で ト レンチ調査を実施することは現実的に不可能 

である。

それを措いても、前記第2-2の1 (2) イ (ウ) a で述べたとおり、 

FO-A〜FO-B断層については、海上音波探査及び海上ボーリ ング 

調査を実施することにより適切に断層の端部を把握しており、さらに、 

本件発電所の基準地震動策定にあたっては、原子力規制委員会における 

議論をも踏まえ、十分に保守的な評価を行う観点から、FO-A〜FO 

一 B 断層を単体として扱わず、熊川断層との3連動をも考慮して、震源断
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層モデルを設定 しているのであるから、原告らが指摘する点が本件発電 

所の基準地震動の過小評価に繋がるものではない。

また、上林川断層の北東端については、リニアメントが認められなく 

なる故屋岡町付近よ り も更に東側の延長線上の県境付近の地点において、 

露頭した岩盤に見られる断層面には後期更新世以降(約 12～13 万年前以 

降)の活動が認められないこと、また、その断層面が、後期更新世以降 

の活動が認め ら れな い別 の 小 断層 によって切られていること等から、上 

記県境付近 の 地点 を 北東端 と 評価 している。

ト レンチ調査は有効な調査手法の 1 つではあるが、如何なる場合にも必 

ず実施すべき調査ではなく、他の調査の結果も踏まえて必要に応じて実 

施されるべきものである。上記のように、露頭した岩盤の断層面を観察 

することにより当該断層の最終活動時期が確認できる場合、すなわち、 

ト レンチ調査で把握でき る と される情報を露頭にて把握でき る場合には、 

ト レンチ調査を別途実施する必要はない。

(以上について、被告準備書面 (25) 24〜 25 頁)

(2) F〇一A〜F〇一B断層と熊川断層の連動

原告らは、FO-A〜FO-B〜熊川断層について、被告は頑なに連続 

しないと主張したものの、原子力規制委員会が「連続破壊を否定すること 

は難しい」と判断し、その結果、連続するものとして断層面積が設定され 

たのであるから、「不確かさ」の考慮ではあっても「保守的」と評すること 

は許されないなどと主張する (原告ら第15準備書面 3～4 頁、同第9 8 準 

備書面7頁)。

しかし、そもそも、「不確かさ」の考慮と「保守的」な設定のいずれであ 

っても安全側の考慮である こ と に違いはなく、その観点から両者を区別す 

ることにどのような意味があるのか不明である。
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それを措いても、前記第2-2の1 (2) イ (ウ) cで述べたとおり、 

被告は、海上音波探査や海上ボーリ ング調査等の詳細な調査によっても、 

FO-A〜FO-B断層と熊川断層が連続していること を示す地質構造は 

確認されなかったこと、両断層は約 15km の離隔を有していることから、両 

断層 は連動しないものと評価した。

もっとも、被告は、地震動評価にあたっては、より一層の保守的な評価 

を行う観点から、原子力規制委員会における議論も踏まえ、FO-A〜F 

O-B断層と熊川断層が連動するとの震源断層モデル (すなわち「FO- 

A 〜 FO -B 〜熊川断層」の震源断層モデル)を設定することとした。

この点、原子力規制委員会の田中俊一委員長 (当時) は、「普通であれば、 

熊川までは多分つなげなく ていい •••要するに、15 キロメートルぐらい 

幅があるのですかね、FO-Aと。だけれども、それもあえてつなげてや 

ろうという ことで • ・ ・安全サイドにとっているという 理解 を してい ま 

す•••地震動に関しては、相当セーフティサイドに見ているということ 

かと思います」(甲 398、20頁) との見解を示しており、FO-A〜FO- 

B 断層 と 熊川 断層 と の連動 を考慮する こ と が相当保守的な評価であるこ と 

は、原子力規制委員会も認めている。

(以上について、被告準備書面(6) 5〜6 頁、同 (40) 12～13頁)

(3) 上林川断層

ア 原告らは、上林川断層について、①亀高氏らの調査(甲365)によれば、 

地質断層と しての上林川断層の北東端は、被告のいう京都府と福井県の 

境界付近ではなく、福井県のおおい町笹谷付近まで追跡できる、②北東 

方向に延びていることを指摘する研究がある、③上林川断層を北東方向 

にそのまま延長すると、本件発電所へと至ることは明白である、FO- 

C断層との連動も 「より安全側に考える」 のであれば十分にあり得るな
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どと主張する。また、④警固断層の延長上で起きた福岡県西方沖地震の 

ように、上林川断層の北東端の延長上で地震が発生しうるかの如く主張 

する(原告ら第 1 5 準備書面 6 〜8 頁、同第 3 8 準備書面 2〜7 頁、同第5 

8 準備書面 8～9 頁)。

しかし、前記第2-2の1 (2) イ (ウ) dで述べたとおり、被告は、 

原告らのいう 「地質断層 としての上林川断層」も含めて、文献調査、変 

動地形学的調査、地表地質調査等の詳細な調査を行い、活断層の存在

(後期更新世以降に活動したこと)を明確に否定できる県境付近(丙 187 

号証31頁及び32頁の図中のB地点) を北東端としているのであり、原告 

らの主張はいずれも理由がない。

なお、福岡県西方沖で発生した地震を惹き起こした警固断層帯の北西 

部は、海底に基盤岩が露出した海域に位置しているため、海上音波探査 

によって地形や地質のずれを検出する ことが困難であると考えられてい 

る。このような警固断層固有の事情を考慮せず、陸域にある上林川断層 

の延長線上でも同様に地震が発生し得るかのよ う な原告 ら の主張には理 

由がないことを付言しておく。

以上について、詳細は被告準備書面(6) 7 〜8 頁、同 (17) 46～50 

頁、同(25)5〜8頁、同(33) 4〜5頁のとおりである。

イ 原告らは、上林川断層とFO-A〜FO-B〜熊川断層は共役断層で 

あるため、上林川断層の北東端は、FO-A〜FO-B〜熊川断層まで 

延長される と主張する(原告ら第 5 8 準備書面 2～5 頁、同第98準備書 

面3〜4頁)。

しかし、上記で述べたとおり、上林川断層の北東端を延長すべきであ 

るとの原告らの主張には理由がない。

また、そもそも、前記第2-2の1 (2) イ (ウ) cで述べたとおり、 

被告はFO-A〜FO-B断層と熊川断層は連動しないものと評価して
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いるが、十分に保守的な評価を行うという観点から、FO-A～FO- 

B断層と熊川断層が連動するとの震源断層モデルを設定したものであり、 

FO-A〜FO-B断層と熊川断層の連動性 (3 連動)を所与の前提とし 

て、これらの断層が上林川断層と共役断層であるとする原告らの主張は 

失当である。

以上について、詳細は被告準備書面(2 5)5 〜8 頁、同 (40) 9～10 

頁のとおりである。

4 地域特性

(1) 原告らは、「1000年オーダーで考えれば、内陸地殻内地震のマグニチュー 

ドが8を超える可能性を否定することはできないはず」であるのに、被告 

が「内陸地殻内地震は、•••通常はマグニチュード7級どまりであり、若 

狭湾周辺の断層型地震もマグニチュード7どまりであると考えて原発の安 

全設備を考えている」などと問題視する (原告ら第15準備書面8～9頁)。

しかし、被告は、本件発電所敷地周辺の活断層の分布状況等について、 

文献調査、変動地形学的な観点に基づく地形調査、地表地質調査、海上音 

波探査等、詳細な調査を行ってこれを把握した上で、そのうち後期更新世 

以降の活動が否定できないものについては全て「震源と して考慮する活断 

層」として評価している。その上で、それらの調査・評価結果に基づき

(詳細は前記第2-2の1 (2) 及び (3))、検討用地震 として、FO- 

A〜FO-B〜熊川断層によるM7.8 の地震及び上林川断層によるM7.5 の 

地震を考慮しているのであるから、原告らの主張には理由がない。

(以上について、被告準備書面(6) 9頁)

(2) 原告 ら は、平成 28 年 (2016 年)熊本地震 (以下、「熊本地震」とい う) 

において、短期間にM7 クラスの地震によ り 震度 7 の揺れが連続して観測さ 

れたことを挙げて、「原子力発電所における耐震基準も、このようなM7前
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後の大規模な地震が連続して発生した場合のこと を想定」したものとはな 

っていない、「原発において連続して大規模な地震が発生した場合、果たし 

て2度目の地震に耐えられるであろうか。そのよ う な保障はまった く ない」 

などと指摘し、本件発電所の耐震安全性を問題視する (原告 ら 第 2 3 準備 

書面 2 〜4 頁)。

しかし、震度7の揺れが2回観測された地点(益城町)は、表層の軟らか 

い地盤の影響(速度構造の影響)を受けたものであるが、本件発電所は硬 

質な岩盤上に直接施設されている。このよ うに、地盤の状況が異なるので 

あり、益城町で震度7の揺れが観測されたという事実は、本件発電所の地震 

に対する具体的危険性を指摘するものではないといえる。

また、熊本地震は、布田川・ 日奈久断層帯の一部が震源となって発生し 

たものであ り、断層面全体が強い地震を連続して複数回惹き起こ した事例 

ではない。すなわち、一連のものと評価されている布田川・ 日奈久断層帯 

の一部がそれぞれ破壊されたものであって、原子力発電所の基準地震動の 

策定で想定している よ う な、活断層の全体が一度にエネルギーを放出する 

ような地震が短期間に続けて発生したものではない。実際にも、熊本地震 

における 前震 と 本震は、九州電力株式会社が川内原子力発電所の基準地震 

動の策定にあたって想定していた地震よ り も規模の小さなものであり、原 

子力規制委員会 は、原子力発電所の基準地震動の策定方法を見直す必要は 

ないとしている。

以上のとおり、熊本地震の事例をもって、本件発電所の地震に対する安 

全性に問題があるかのよ う に指摘する原告らの主張には理由がない。

(以上について、被告準備書面 (17) 32〜36 頁)

また、原告 ら は、赤松氏が熊本地震の観測記録を補正して検討した地震 

動を本件発電所の基準地震動と比較した結果を根拠と して、上記と同趣旨 

の主張を行っているところ、これに理由がないことは、被告準備書面(4
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3) 317～318頁で述べたとおりである。

(3) 原告らは、平成28年10月21日に鳥取県中部の地震 (M6.6) が発生し、 

震度6弱、最大1494ガルが観測されたことから、「断層の存在が確認されて 

いない地域であっても、震度 6〜7 の地震、大飯原発のクリフッジ1260ガ

ルをも上回るような地震動が発生することが証明された」などとして、震 

度7 レベルの地震はどこででも起こる可能性がある と主張する (原告ら第2 

6 準備書面 3 〜4 頁)。

しかし、前記 (2) と 同様に、鳥取県中部の地震の地震動の観測地点 と 

本件発電所敷地では、地震動に影響を与える地域特性が異なるところ、原 

告らの主張は、それぞれの数値の前提となる諸条件の違いを無視して単純 

な比較を行う ものであ り、そのよ う な比較に科学的合理性はない。

(以上について、被告準備書面 (17) 44〜45 頁)

(4)ア 原告 ら は、新潟県中越沖地震が、柏崎刈羽原子力発電所の近傍で発 

生したこと について、「営業中の原子力発電所の構内で想定を遙かに上 

回る地震動が発生したことについて事前に原因を予測できなかった」、

「被告関西電力が、大飯原発の地盤特性を把握していないこ とは明ら 

かである」などと述べ、柏崎刈羽原子力発電所で「想定外」の地震動

(訴状36頁において原告らが指摘する 1699ガル) が発生したのである 

から、本件発電所においても、「事前に予測できない規模の地震動の発 

生な ど」の可能性があ る と 主張する が(原告 ら第 3 4 準備書面 11～22 

頁、同第 3 7 準備書面 1 〜8 頁)、理由がない。

新潟県中越沖地震において、柏崎刈羽原子力発電所1 号機の解放基 

盤表面における地震動の1699ガルという最大加速度値が推定されたの 

は、同発電所敷地固有の地下の褶曲構造に負うところが大きいとされ 

ているところ、前記第2-2の1 (3) で述べたとおり、被告は、新 

規制基準の要求事項を踏まえて、本件発電所敷地の地盤の詳細な調査
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を行い、地層の極端な起伏など、地震波の伝播に影響を与えるような 

特異な構造が認め られないこ と を確認している。

イ 原告 ら は、新潟県中越沖地震の震源が同程度の規模の地震の1.5倍の 

地震動を発生させる特性を有していたとも指摘するが、被告は、新潟 

県中越沖地震の短周期 レベルが平均的な短周期 レベルの 1. 5 倍であった 

との震源特性に関する知見については、このよ う な現象がこれまで他 

の地震において一般的に見られたものではないこ と、本件発電所敷地 

周辺では「標準的・平均的な姿」より も大きく なる地域性が存する可 

能性を示すデータは特段得られていないことから、当該知見について 

は、これを基本ケース とする必要はなく、別途不確かさとして考慮す 

るのが適切であると判断し、地震動評価における不確かさの考慮とし 

て、短周期の地震動 レベルを 1.5倍したケースも評価している。

(以上 (4) について、被告準備書面 (17) 29～30 頁、同(22)22 

～28 頁)

また、原告らは、このような本件発電所の地震動策定過程における震源 

特性の検討に係る主張に関連して、赤松氏の若狭湾及び琵琶湖西岸を震源 

とする 2つの地震に関する記録を比較した検討に基づき、若狭地域の地震に 

は高周波領域が大きくなるなどの特徴があるとする主張も行っているとこ 

ろ、これに理由がないことは、被告準備書面 (4 3) 305～311 頁で述べた 

とおりである。

(5) その他、原告 ら は、地域特性(震源特性、伝播特性及びサイ ト 特性)に 

ついて縷々主張するが、これらの主張に理由がないことは被告準備書面 

(43) で述べたとおりである。
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5 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動

(1) 応答スペクトルに基づく 地震動評価

ア松田式

原告らは、松田式について、図表を示した上で、「とんでもなく大きな 

誤差をかかえていたこ とがわかる」などと主張する (原告ら第16準備 

書面 19～21 頁)。

しかし、前記第 2 -2 の 2 (2) イ (イ) bで述べたとおり、松田式 

は一般的に信頼性を有するものである。また、被告は、松田式の元とな 

った 14 地震について、最新の知見に基づいて見直されたマグニチュード 

(M) の値をもとに改めて検証しており、これら 14 地震のデータが松田 

式に良く整合していることを確認している。

なお、松田式については、日本列島における地殻内地震の震源断層に 

対し適用性が高いともされている(丙 230、217～219 頁、224 頁)。 

以上について、詳細は被告準備書面 (7) 19～23頁のとおりである。

イ耐専式

原告らは、長沢啓行氏の文献(甲 233)を引用して、FO-A〜FO- 

B 〜熊川断層についても耐専式を適用 した上で、倍半分以上の「バラつ 

き」を考慮すれば 2400ガル以上になるとし、また、それが原子力安全基 

盤機構の地震動解析結果とも、過去の地震観測記録等と も一致しており、 

結局、本件発電所の地震動評価は過小評価であるなどと主張する (原告 

ら第1 6 準備書面 31 〜 32 頁)。

しかし、前記第 2 -2 の 2 (2) イ (ア) bで述べたとおり、耐専式 

の開発にあたって基礎とされた地震観測記録群には、等価震源距離が 

「極近距離」(M8の場合なら25km、M7なら12km等) より も更に著しく 

短い場合のデータは含まれていない。
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また、等価震源距離が「極近距離」より著しく短い場合は、耐専式で 

は、等価震源距離が短く なるにつれて過大評価になる傾向があると され 

ている。

それ故に、長い活断層が敷地近傍に存在するような、地震の規模に対 

して等価震源距離が著しく短い場合には、地震動評価に耐専式を用いる 

ことは適切でない。

被告は、これらのことを踏まえ、FO-A〜FO-B〜熊川断層 (長 

さ 63.4km) による地震 (M7.8) の等価震源距離が 11.0kmnであり、耐専 

式における 「極近距離」に比べても著しく 短いことから、耐専式を採用 

しなかったのである。

なお、甲 233 号証で指摘されている「地震動解析結果」と は、平成 16 

年度に出された原子力安全基盤機構の解析結果のこと と 思われる が、二 

れは、地震動と年超過確率の関係を評価する目的の下、異なる仮想の断 

層モデルに種々 の仮定的条件を与えて解析によ る計算値を算出 し、その 

結果に考察を加えたものであ り、本件発電所の地震動評価 と は断層モデ 

ルや条件を全く異にしており、その当然の帰結として、同報告書での検 

討における計算値は本件発電所の地震動評価に適用されるべきものでな 

い。

また、同号証で指摘されている「過去の地震観測記録」とは、平成20 

年(2008年)岩手•宮城内陸地震のことと思われるが、これもまた本件 

発電所の地盤状況やFO-A〜FO-B〜熊川断層 (長さ 63.4km) とは 

全く異なる断層による 地震の観測記録であ り、本件発電所の地震動評価 

に適用されるべきものではない。

(以上について、被告準備書面 (7) 26 〜 28 頁、同 (13) 110～118 

頁)
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(2)断層モデルを用いた手法による地震動評価

ア 入倉 •三宅式(地震モーメント (Mo) と震源断層面積(S) の関係式) 

(ア)式自体の問題

a 原告らは、島崎氏の見解をもとに、總綱氏や藤原氏の発言、原子 

力規制委員会における委員らの発言等も引用 しつつ、入倉 ・ 三宅式 

は、それ自体として、地震モーメント を他の式(武村式等)に比べ 

て過小に算出する式である と主張する (原告ら第1 6 準備書面 29 〜 

30頁、同第 2 3 準備書面 12〜 17 頁、同第 4 3 準備書面 9〜 10 頁、25 

〜26頁、同第6 4準備書面19頁)。

しかし、入倉・三宅式等の関係式に入力される断層長さ、震源断 

層面積は、各関係式の成り立ちに応じたものでなければならないこ 

とから、各式の成り立ちを踏まえることなく、各式に単純に同一の 

断層長さ等の数値を与えて得られた比較結果の差異をもって、当該 

関係式が過小評価(又は過大評価)をもたらすなどと単純に結論付 

けることは誤りである。

むしろ、入倉他の論文 (西232の1、丙 232 の 2)等、研究者らに 

よる検証等によ って、入倉・三宅式が信頼性を有すること、熊本地 

震等の日本国内の地震とも整合することが確認されている。

なお、島崎氏自身が、入倉 •三宅式自体の問題について、別件訴 

訟の証人尋問において従前の見解を一転して否定し、自らの見解を 

実質的に変遷させている(入倉 ・ 三宅式自体に問題がある との見解 

を否定している)ことを付言しておく 。

以上について、詳細は被告準備書面 (16) 105～108 頁、132～ 

134頁、同(25)26頁のとおりである。

b なお、原告らは、入倉他の論文(丙232の1、丙232の2)につい 

て批判する と ともに、入倉. 三宅式によって算定される地震動が過

155



小評価にな る かの如く 縷々 主張する が(原告 ら第 6 4 準備書面 2～13 

頁、同第8 0準備書面2〜6頁、同第9 8準備書面9〜10頁)、これら 

の主張に理由がないこ と は被告準備書面(2 5)9 〜 23 頁、同 (33) 

5～12 頁、同(4 0) 13～14 頁、同(4 3) 318～319 頁で述べたと 

おりである。

(イ)事前推定の問題

a 原告 ら は、熊本地震や兵庫県南部地震の例や、島崎氏 ら の見解等 

について指摘しながら、地震発生前においては、被告が実施する活 

断層調査では、入倉 ・ 三宅式によって正確に地震モーメ ン ト を推定 

する上で必要となる震源断層の長さや幅の情報は得られないとして、 

震源断層面積が過小評価に なるおそれが あるなどと 主張す る が(原 

告ら第2 3準備書面4〜7頁、13〜17頁、同第2 6準備書面2頁、同 

第 3 4準備書面 3 〜 11 頁、同第 3 7 準備書面 6 〜8 頁、同第43準備 

書面6頁、11～12頁、17〜22 頁、同第 6 4 準備書面 2 頁)、理由がな 

い。

前記第2-2の1 (2) イ (ア) で述べたとおり、本件発電所の 

敷地周辺地域は、活断層が繰り返し活動していること等から、地表 

地震断層を調査することで震源断居を把握できる地域といえる。そ 

の上で、被告は、詳細な調査に基づいて断層の両端及び上端•下端 

を適切に把握した上で、断層の長さをより長く、断層の幅をより広 

く 評価して過小と ならない よ う 震源断層 面積 (断層の長さ *断層の 

幅)を求めて十分保守的に設定している。

そして、入倉・三宅式を用いて地震モーメントを求める際に、上 

記で求めた当該震源断層面積を用いて算定していることから、地震 

モーメ ン トについても保守的な設定となっている。
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以上について、詳細は被告準備書面 (16) 108～117 頁、同(1

7) 40～41 頁、同 (1 9) 11～13 頁、同 (2 5) 9～10 頁のとおり 

である。

b 原告らは、入倉氏の「断層面が垂直に近いと地震規模が小さくな 

る可能性はある」(甲407、1頁) との発言を引用 して、同氏の見解が 

島崎氏の見解と整合するかのよ う に主張する (原告ら第2 3 準備書 

面17頁、同第4 3 準備書面 12 頁)。

しかし、原告らが引用する入倉氏の発言は、「断層面が垂直に近い」 

場合には、断層面が傾斜している場合よりも震源断層の幅が短く

(狭く)なる結果、震源断層の幅と長さとの積である震源断居面積

も小さく なり、入倉 ・ 三宅式に与える震源断層面積の値が小さく な 

れば、その分だけ、同式から求められる地震モーメント (「地震規

模」)が小さく なるという、当然の結果を述べたものに過ぎない。原 

告らは入倉氏の発言を恣意的に引用するにすぎず、入倉氏の発言は、 

原告らの主張の理由にはならない。

(以上について、被告準備書面 (16) H7～ 118 頁)

(ウ)原子力規制庁試算結果

原告らは、武村式を用いた試算結果は無視すべきでないとし、原子 

カ規制庁も試算結果の妥当性を否定していないと主張する (原告ら第 

4 3 準備書面 10 頁)。

しかし、原子力規制庁の櫻田規制部長 (当時) は、「信頼性のそんな 

に高いものではない。せいぜいレベル感といいますか、どのぐらいの 

違いがあるのかということを•••ざっくりとした見方をするという 

ようなことぐらいにしか使えない」、「この試算結果をもって、大飯発 

電所の基準地震動が妥当な のかどうかとい う よ うなことを議論するこ
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と は適切ではないのではないかとい うふうに考える」と 述べるな ど、

試算結果の妥当性を明確に否定している。

(以上について、被告準備書面 (16) 121～125頁)

イ レシピ

(ア)地震モーメント (Mo) の算定

a 原告らは、レシピにおいて地震モーメントを算定する方法として 

提案されている2つの方法のうち、入倉•三宅式を用いる「(ア)の 

方法」ではなく、松田式を用いる「(イ) の方法」を用いるべきであ 

る と主張するが(原告ら第 4 3 準備書面 12 〜 13 頁)、理由がない。

「(イ) の方法」は、震源断層の長さ、幅等を仮想的に調整 して震 

源断層モデルを設定するため、既に把握 してい る 詳細な震源断層 

(長さ、幅等)の情報とは一致しない震源断層面を設定する ことに 

なる。

他方、「(ア) の方法」は、震源断層の長さ に限らず、得られた情 

報は全て地震動評価に活用することができ、詳細な調査に基づいて 

得 られた震源断層の情報を よ り 直接的に地震動評価に反映す ること 

ができる。また、「(ア) の方法」は、震源断層の詳細な調査結果を 

も と に断層モデルを用いて最終的に強震動計算を行うまでの一連の 

手法として、その合理性が検証され広く用いられている。

被告が、震源断層の長さや幅等の詳細な情報を適切に把握してい 

ることは繰 り返し述べている とおりであり、かかる 事情 を考慮すれ 

ば、本件発電所における基準地震動の評価においては、「(イ) の方 

法」ではなく、震源断層の情報をより直接的に地震動評価に反映で 

きる 「(ア)の方法」の考え方により評価することがより合理的であ 

る。
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(以上について、被告準備書面 (16) 118頁)

b その他、原告らは各種の発言等を指摘して、「(ア) の方法」を用 

いるべきではない旨主張するが原告ら (第4 3 準備書面 12 〜 13 頁)、 

これらの主張に理由がないことは被告準備書面 (16) 119～121 頁 

で述べたとおりである。

(イ)地震モーメント (Mo) の算定に関するレシピの改定・修正による影 

響

a 原告らは、平成28年12月修正版レシピの冒頭部分 (両180、1頁) 

に追加 された文言を取り 上げて、①レシ ピに記載 さ れた方法論に満 

足することなく、更に相応の保守性を確保できる手法を模索すべき 

とのメッセージがより明確に発せられることになった、②「特に現 

象のばらつきや不確定性の考慮が必要な場合には、その点に十分留 

意して計算手法と計算結果を吟味 ・ 判断した上で震源断層を設定す 

ることが望ましい」(同頁)と記載されたのは、原子力発電所の基準 

地震動策定においてレシピが適用されている場面での計算手法や計 

算結果の吟味 ・ 判断が不十分である との現状があったからに他なら 

ないなどと主張する(原告ら第4 3準備書面3〜4頁)。

しかし、平成 28 年 12 月修正版レシピを従前のレシピと比較して 

も、「現象のばらつきや不確定性の考慮」について、新たな手法が設 

けられるなどの変更はなされておらず、また、レシピに記載された 

手法ではない新たな手法を模索すべきとの提案もなされていない。

むしろ、平成28年12月修正版レシピの冒頭部分の追記は、自然現 

象にばらっきがある こと を踏まえて適切に不確かさを考慮すべき と 

の地震動評価における 基本的な留意点 を、改めて確認的に記載した 

もの と解するのが合理的であ り、原告らの主張は独自 の解釈を述べ
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るものに過ぎない。

なお、被告は、平成28年12月修正版レシピの冒頭部分の追記がな 

される前から、本件発電所の基準地震動の策定にあたって、地震モ 

ーメ ン ト算定の各関係式の成り立ちや適用範囲等を踏まえて評価手 

法を適切に選択していること、また、評価結果が保守的なものとな 

るよう、不確かさを十分に考慮して、保守的なパラメータ設定を行 

い、それに よ り 震源断層モデルを設定 してい る こ と を付言しておく。

(以上について、被告準備書面 (19) 5〜7 頁)

b 原告らは、地震モーメントの算定方法のうち「(ア) の方法」の表 

題について、従前のレシピでは「過去の地震記録などに基づき震源 

断層を推定する場合や詳細な調査結果に基づき震源断層を推定する 

場合」(甲385、3 頁)と記載されていたのが、平成 28 年 12 月 修正版 

レシピでは「過去の地震記録や調査結果などの諸知見を吟味 ・ 判断 

して震源断層モデルを設定する場合」(百180、3頁) と修正されたこ 

と に関し、「基本的に、地震観測記録から震源断層を設定する場合は

(ア)、地震観測記録がなく活断層調査から震源断層を設定する場合 

は (イ) を用いるというのが本来のレシピの趣旨である」「平成28年 

12 月修正のレシピでこの点を明確にした」などと主張する (原告ら 

第4 3 準備書面 4〜 7 頁)。

しかし、「(ア) 過去の地震記録や調査結果などの諸知見・・・」 

という表題から明らかなとおり、レシピは、参照すべき諸知見の例 

として、「過去の地震記録」や「調査結果」を列挙しているに過ぎな 

いのであ り、原告らの主張が誤りであることは文理上明らかである。

また、内容的にも、従前のレシピと(甲385)と平成28年12月修 

正版レシピ(丙 180) とを比較すると、「(ア) の方法」、「(イ) の方 

法」いずれについても、表題部以外は何ら変更されていないのであ
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り、原告らの主張は、文理に反する独自の解釈を述べたものに過ぎ 

ない。

(以上について、被告準備書面 (19) 7〜8 頁)

c 原告らは、「レシピには従前より、『••♦そうした不確定性を考 

慮して、複数の特性化震源モデルを想定することが望ましい』(甲 

385、1～2頁等) とい う記載があ」り、この記載と平成28年12月の 

レシピの修正を踏まえれば、入倉 •三宅式を用いる「(ア) の方法」 

のみでは不十分であり、従前の レシピから「(イ) の方法」をも併用 

することが求められていたかのよ うに主張する (原告ら第4 3 準備 

書面 4～5 頁)。

しかし、「複数の特性化震源モデルを想定することが望ましい」と 

いうレシピの記載をもって、なぜ「(ア) の方法」と「(イ) の方法」 

と を併用する こと が求められていた こと になるのか全く不明である。 

地震本部の事務局がレシピ修正の一連の議論を踏まえて作成したと 

みられる修正案には、最終的に採用されるに至った文案が掲載され 

ている ところ、この文案は「訂正 •微修正あるいは補足」を行うも 

のであり、「内容は改定していない」ものとされており (丙 336、1頁、 

4頁)、原告らの主張は、かかる事実とも整合しない。

むしろ、原告らが指摘する記載については、レシピ1. 及び同1. 

1の記載を踏まえると、断層モデルを設定する場面において、アス 

ペリティ や破壊開始点の配置等を複数考慮する こ と を意味するもの 

と考えられる。

そして、被告が、本件発電所の基準地震動の策定にあたって、不 

確かさを十分に考慮して、保守的なパラメータ設定を行い、それに 

より震源断層モデルを設定したことは、前記 (イ) で述べたとおり 

である。
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(以上について、被告準備書面 (19) 8～9頁)

d その他、原告らは各種の発言•資料等を指摘して修正レシピにつ 

いて縷々主張するが (原告ら第4 3準備書面 4 頁、6～7 頁、13～16 

頁、同第6 4準備書面19〜20頁)、これらの主張に理由がないことは 

被告準備書面 (19) 9～10 頁、同(2 5)26 〜 29 頁で述べた とお 

り である。

(ウ) 地震モーメント (Mo) 以外のパラメータ

その他、原告らは、地震モーメント (Mo) 以外のパラメータの設定 

についても縷々主張するが、いずれについても理由がない。詳細につ 

いては、被告備書面 (6) 10～11頁、同 (7) 26頁、同 (16) 136 

～137頁、同(3 3) 16～18頁のとおりである。

(3)不確かさの考慮

ア 原告 ら は、新潟県中越沖地震の震源が同程度の規模の地震の1.5倍の地 

震動を発生させる特性を有していたこ と を指摘する (原告ら第3 4準備 

書面 20 頁)。

この点、被告は、新潟県中越沖地震の短周期レベルが壇ほか (2001) 

で提案されている関係式から求められる平均的な短周期レベルの 1.5倍で 

あったとの震源特性に関する知見については、このよ う な現象がこれま 

で他の地震において一般的に見られたものではないこ と、本件発電所敷 

地周辺では「標準的・平均的な姿」より も大きく なる地域性が存する可 

能性を示すデータ は特段得られて いない こ とから、当該知見 について は、 

これを基本ケース とする必要はなく、別途不確かさ と して考慮するのが 

適切である と判断し、地震動評価における不確かさの考慮として、短周 

期の地震動 レベルを 1. 5 倍したケース も評価 してい る。
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(以上について、被告準備書面 (17) 30頁)

イ 原告らは、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」における不確 

かさ の考慮に 関する藤原氏の見解を 引用 しつつ、FO-A〜FO-B〜 

熊川断層を例に挙げて、短周期の地震動レベル、断層傾斜角、すべり角、 

破壊伝播速度、アスペリティ配置について、基本的に不確かさの重ね合 

わせがなく、短周期の地震動レベルと破壊伝播速度の不確かさを重ね合 

わせる場合にも短周期の地震動レベルを1.25倍に切り下げてしまってい 

るなどとして、不確かさの重ね合わせが不十分であると主張するが (原 

告 ら第 4 3 準備書面 24〜 25 頁)、理由がない。

第 2 -2の 2 (4) イ (工) で述べた とおり、被告は、本件発電所の 

地震動評価において、適切に不確かさを重ね合わせており、また、長い 

(長大な) FO-A〜FO-B〜熊川断層が本件発電所敷地近傍である 

ことも踏まえて更に不確かさを考慮している。なお、被告が本件発電所 

の基準地震動の年超過確率を参照 した と ころ、本件発電所にこ の地震動 

を超過する地震動が到来する可能性は極めて低く、妥当なレベルである 

ことを確認している。このことからも、被告による不確かさの考慮は科 

学的合理性を有している といえる。詳細については、被告準備書面 (1 

6) 134～136頁のとおりである。

(4) 経験式が有するばらつきと不確かさの考慮との関係

ア 原告らは、本件発電所の地震動評価において、松田式や入倉・三宅式 

といった経験式が有するばらつきが考慮されていないかのごと く 主張す 

るが (原告ら第23準備書面10～12頁、同第 4 3 準備書面 25 頁)、理由 

がない。

ここで被告が評価に用いる関係式は、過去に発生した多数の地震にお 

け る 観測記録等 を統計的に分析するなどして、パラメータ 間 の 関係 につ
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いて経験的に導かれた式であ り 、 過去の地震における観測記録等の全て 

になるべく 適合する よ う な標準的な関係式 と して求められたものである 

もっとも、上記の関係式は、地震という自然現象を対象とするものであ 

り、実際の観測記録等の集積から経験的 ・帰納的に導かれたものである 

とい う性質上、実際の観測記録と常に完全に一致するわけではなく、あ 

る程度のばらっきを有する。すなわち、ある地点における地震動の大き 

さは、当該地点の「震源特性」、「伝播特性」及び「地盤の増幅特性(サ 

イ ト特性)」に左右されるという地域性が存在しているところ、関係式に 

より求めた地震動と実際の観測記録との間に乖離が生じるのは、そのよ 

う な観測記録に、「震源特性」、「伝播特性」及び「地盤の増幅特性(サイ 

ト特性)」について、他の地域よりも大きくなる、あるいは小さくなるよ 

う な地域性が存し、これが含まれているからに外ならない。

そのため、被告は、本件発電所の地震動評価において、本件発電所敷 

地及び敷地周辺の地質 ・地質構造や地下構造について詳細な調査を行う 

こと で、地震動に影響を与える特性(「震源特性」「伝播特性」「地盤の増 

幅特性 (サイ ト特性)」)を適切に評価し、その上で、評価結果に基づい 

て保守的に設定したパラメータを関係式に入力する ことで、更に不確か 

さを適切に考慮している。以上をもとに、被告は本件発電所について十 

分に保守的な基準地震動を策定しており、経験式のばらつきに適切に対 

応していることは明らかである。

(以上について、被告準備書面 (1 6) 130～131 頁、同 (1 7) 37〜 

40頁)

イ原告らは、「ばらつき」と「不確かさ」は異なる概念であるから、不確 

かさを考慮したからといって実際の観測記録のばらつきを考慮したこと 

にはならないなどと主張するが (原告ら第8 0準備書面 3 頁)、理由がな 

い。

164



経験式から算出される値からの偏差は、観測値として見る と「ばらつ 

き」であり、他方、基準地震動の策定過程において経験式を用いてパラ 

メータ設定をする際に検討すべきものと考えれば「不確かさ」であると 

いうことができ、このことは、地震学や地震工学等の専門家であり、新 

規制基準の制定内容に影響する議論を行った原子力安全委員会の地震 ・ 

津波関連指針等検討小委員会の委員であった川瀬博氏、入倉孝次郎氏及 

び釜江克宏氏が一致して述べているところである (丙 407、5～10頁、丙 

408、1〜2頁、丙 409、2～4頁)。

そのため、経験式を用いるにあたっては、「不確かさ」を適切に考慮す 

るのが合理的であり、基準地震動策定の実務においては、「ばらつき」は

「不確かさ」を考慮する こ と によ って解決する という 関係にある もの と 

理解されている。原子力規制委員会も、経験式に対するデータが「ばら 

つき」を有する こと を前提に、新規制基準においては、支配的なパラメ 

ータの「不確かさ」を考慮することで保守的な地震動評価を行うべきも 

のと している(設置許可基準規則解釈別記 2 第4 条 5 項2 号⑤、丙 6、128 

頁、丙 410)。

このよ うに、経験式に対するデータの「ばらつき」については、「不確 

かさ」の考慮によって対応するのが基準地震動策定の実務であり、原子 

力規制委員会の策定した新規制基準の考え方でもある。

(以上について、被告準備書面 (33) 6〜9 頁)

ウ 原告らは、「不確かさ」と「ばらつき」と を重ねて考慮する必要はない 

とする被告の主張及び川瀬意見書(丙 407) の内容について、「この点に 

異論はない」としつつ、基準地震動は「最もありうる地震」ではなく

「極めてまれではあるが発生する可能性のある地震」の地震動でなけれ 

ばならないから、被告及び川瀬意見書は「この点を考慮せず、看過して 

おり失当である」などと主張する(原告ら第9 8準備書面5〜6頁)。
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しかし、そもそも、原告らは従前、「不確かさ」と「ばらつき」を異な 

る概念と捉え、「ばらつき」を「不確かさ」とは別に考慮すべきと主張し 

ていたのであり(前記イ)、主張が変遷している。

それを措いても、基準地震動は、「最もありうる地震」ではなく、原子 

力発電所の耐震安全性を確保ないし確認するための基準となる地震動と 

して、各種の「不確かさ」を適切に考慮して策定すべきものであるとこ 

ろ、被告は、経験式の特性を踏まえて各種の「不確かさ」を適切に考慮 

することで、基準地震動を十分保守的に策定しており、これを超える地 

震動が到来することはまず考えられない。

(以上について、被告準備書面 (40) 10 〜 11 頁)

6 「震源を特定せず策定する地震動」について

(1) 原告らは、中央防災会議によれば、M7.3以下の地震はどこでも発生する 

可能性があるなどと指摘し、少なく ともその程度の規模の地震については 

想定するべき である などと 主張する (原告ら第2 準備書面 45 頁)。

しかし、そもそも、原告らが指摘するのは、中央防災会議における議論 

の途中段階の もの に過ぎず、最終的な中央防災会議の報告内容ではない。

加えて、前記第2-2の2で述べたとおり、被告は、「敷地ごと に震源を 

特定して策定する地震動」 の評価にあたって、 本件発電所敷地周辺の地震 

発生状況や敷地周辺の活断層の分布状況等の地質 ・ 地質構造について詳細 

な調査を実施した上で、検討用地震を選定しており、その結果、敷地近傍 

(震央距離3km)にFO-A〜FO-B〜熊川断層という長い活断層 (断層 

の存在が現実には確認されていない区間も含めて 63.4km) が存在し、これ 

による地震 (活断層の長さから想定される地震の規模はM7.8) が生じ得る 

との前提で「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」を評価している' 

したがって、地震規模の大きさから考えて、本件発電所敷地に到来し得
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る地震動の想定においては「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」 

が支配的な地位を占めており、本件発電所の基準地震動に「震源を特定せ 

ず策定する 地震動」が寄与する度合いは小さいと考えられる。

なお、被告が、本件発電所に関して「震源を特定せず策定する地震動」 

の評価を適切に実施している ことは前記第2 - 2の3 で述べたとおり であ 

る。

(2) 原告らは、2018年6月 18 日 に発生した大阪北部の地震(以下、「大阪北 

部地震」とい う)が、既存の活断層以外の部分が破壊されて震源となった 

地震で あ り、活断層の知られていない場所でも内陸地殻内地震が発生する 

という原告らの指摘を裏付ける結果となった旨主張し、被告が震源を既存 

の活断層に限定する考えの誤り、すなわち「活断層ドグマ」に捕らわれて 

いるなどと主張する(原告ら第5 8準備書面5〜8頁)。

しかし、活断層が知られていない場所でも内陸地殻内地震が発生し得る  

こと は、従前より 周知の事実であり、大阪北部地震もその一例に過ぎない。

そのため、設置許可基準規則解釈は、「震源を特定せず策定する地震動」 

について、「震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地 

震について得られた震源近傍における観測記録を収集し、これ ら を基に、 

各種の不確かさを考慮して敷地の地盤物性に応じた応答スペク トルを設定 

して策定すること」、また、「策定された基準地震動の妥当性については、 

申請時における最新の科学的 ・ 技術的知見を踏まえて個別に確認すること」

「その際には、地表に明瞭な痕跡を示さない震源断層に起因する震源近傍 

の地震動について、確率論的な評価等、各種の不確かさを考慮した評価を 

参考とすること」等を求めている(同規則解釈別記2第4条5項3号、丙6、 

128～129 頁)。

また、かかる設置許可基準規則解釈を踏まえ、前記第2-2の3 (2) 

のとおり、被告は、「震源を特定せず策定する地震動」として、2000年10月
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6 日に発生した鳥取県西部地震及び2004年12月 14 日 に発生 した北海道留 

萌支庁南部地震の観測記録から応答スペク トルを設定している (なお、前 

記第2-2の4 (2) のとおり、標準応答スペク トルの導入後も、本件発 

電所における基準地震動を変更する必要はないことが、原子力規制委員会 

により確認されている。加えて、被告準備書面(4 3) 315～316 頁で述べ 

たとおり、近時においても、標準応答スペクトルを策定した従来研究の対 

象期間 より 後の 5 年間 (2018年～2022年)に起きた地震の観測記録から収 

集 •整理された 15 の地震(大阪北部地震を含む)を対象に標準応答スペク 

トルの妥当性の検討が行われており、その結果同スペク トルが妥当である 

と確認された旨が報告されている)。

原告 ら は、設置許可基準規則解釈の内容や被告の対応等を理解すること 

なく、大阪北部地震によって新たに対応すべき知見が得られたかのよ う に 

述べ、漫然と自らの主張を繰り返しているだけであり、その主張には理由 

がない。また、原告らは、赤松氏が大阪北部地震の観測記録をもとにした 

検討に依拠し、被告の基準地震動が過小である旨主張するが、このような 

主張に理由がないこ とは、被告準備書面(4 3) 312～318 頁で述べたとお 

りである。

(以上について、被告準備書面 (2 5)8～9 頁、同 (4 3) 312～318 頁) 

(3) その他、原告らは、「震源を特定せず策定する地震動」について、藤原氏 

の見解を引用しつつ縷々主張するが、これらの主張に理由がないことは被 

告準備書面 (16) 137〜 139 頁で述べたとおり である。

第3-1 本件発電所の津波に対する安全性について(総論)

津波とは、地震発生時の海域活断層のずれ、海底地すべりの発生に伴う海底 

地形の変形、陸上地すべ り 及び火山活動によ る 山体崩壊に伴 う 海中への土砂流 

入等の要因 (波源)によって、海面が変動して波が発生し、その波が沖合いを
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伝播 して海岸へ押 し寄せる現象である。

原子力発電所の津波に対する安全確保対策においては、当該地点の地域的な 

特性を踏まえつつ、原子力発電所に到来し得る津波の評価を適切に行う ことが 

基礎となる。具体的には、津波の態様が、波源の種類•位置•規模、津波の伝 

播経路にあたる海域の海底地形•海岸線の地形等の影響を受けるため、 このよ 

う な地域によって異なる諸条件を十分に考慮して、津波の評価を行う ことが重 

要となる。

そこで、被告は、津波に対する安全性を確保すべく、新規制基準の要求を踏 

まえ、既往津波 (過去に発生した津波) や波源となり得る海域活断層等を調査 

の上、不確かさ を十分に踏まえて、基準津波を策定した (後記第3-2)。

その上で、安全上重要な設備の全てが、この基準津波に対して安全機能を保 

持できるようにする こと で、津波に対する安全性を確保している (後記第3- 

3)。

第3-2 本件発電所の津波に対する安全性について(基準津波策定)

1 基準津波の策定手順の概要

被告は、最新の科学的•技術的知見を踏まえ、津波の発生要因として、地 

震の ほか、地すべ り 等の地震以外の要因及びこれらの組合せによる ものを複 

数選定し、不確かさを十分考慮した数値シミュレーションを実施して、原子 

力発電所における「安全上重要な設備」の安全性を確保するための基準とな 

る基準津波を策定した。被告が行った基準津波の策定手順の概要は、次のと 

おりである (図表2)。
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津波に関する調査

•敷地周辺の津波の発生状況の調査(文献調査,津波堆積物調査等)

•波源となり得る地震,地すべり,火山活動の調査

波源の選定及び津波水位の評価

-地震, 地すべり等の波源から大きな水位変動をもたらす 

可能性のあるものを選定し,津波水位を評価

. 行政機関による津波評価も考慮

選定した波源による津波の組合せの検討・評価

基準津波の策定

図表2 基準津波の策定手順

① 過去の津波に関する文献調査や津波堆積物調査等を実施し、発電所 

の敷地に影響を及ぼしたと考えられる既往津波を確認する。

また、様々な波源によって想定される津波を評価するため、発電所 

に大きな水位変動を及ぼす波源となり 得る敷地周辺のプレー ト 間地震、

海洋プレート内地震、海域の活断層による地殻内地震、陸上及び海底 

での地すべり及び斜面崩壊、火山活動等についての調査を行う。(「津 

波に関する調査」、後記2)

② 前記①の調査結果を踏まえ、津波を発生させる要因として、プレー 

ト間地震、海洋プレート内地震、海域の活断層による地殻内地震、陸
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上及び海底での地すべり及び斜面崩壊、火山現象を考慮して、発電所 

の敷地に大きな影響を与えると予想される波源を複数選定する。

その上で、波源特性の不確かさの要因等を十分考慮し、海底及び海 

岸線の地形をもと に設定した解析モデルを用いた数値シミ ュ レーショ 

ンを実施して、選定した各波源による津波水位を評価する。また、安 

全側に立って評価を実施すると の観点から、行政機関によ り 発電所敷 

地又はその周辺の津波が評価されている場合には、必要な科学的 ・技 

術的知見を基準津波の策定にあたって反映する。(「波源の選定及び津 

波水位の評価」、後記3)

③ 津波発生要因に係る敷地の地学的背景及び津波発生要因の関連性を 

踏まえ、前記②で評価した各波源による津波の組合せを検討し、津波 

水位を評価する。(「津波の組合せの検討 •評価」、後記4)

① 前記③の検討結果から、発電所敷地における津波水位が最も厳しい

(津波によ る 水位変動が最も 大きい)ものとなるケースを基準津波の 

波源として選定し、基準津波を策定する。(「基準津波の策定」、後記5)

(以上1について、被告準備書面 (15) 8～10頁)

2 津波に関する調査

(1) 設置許可基準規則等

設置許可基準規則解釈は、津波の調査においては、調査地域の地形・地 

質条件に応じ、既存文献の調査、変動地形学的調査、地質調査及び地球物 

理学的調査等の特性を活かし、これらを適切に組み合わせることを求めて 

いる(同規則解釈別記3第5条2項7号、丙6、134頁)。

(2) 被告の対応
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被告は、日本被害地震総覧、日本被害津波総覧等の文献により、本件発 

電所の敷地周辺の過去の津波やその痕跡高等について調査を実施した。そ 

の結果、日本海沿岸に大きな被害をもたらした昭和58年 (1983年) 日本海 

中部地震及び平成5年 (1993年) 北海道南西沖地震による津波を含めても、 

敷地周辺の沿岸に大きな水位変動をもたらした津波は認められなかった。

また、被告は、若狭湾周辺に原子力施設を有する日本原子力発電株式会 

社及び独立行政法人 (現国立研究開発法人) 日本原子力研究開発機構と、

みかたごこ ,

若狭湾沿岸の三方五湖等において津波積物調査を実施したが、その結果、 

約1万年前以降に本件発電所の安全性に影響を与えるような津波の痕跡は認 

め られなかった。

なお、波源となり うる地震(海域活断層)の調査については後記3(2) 

ア、海底地すべり、陸上地すべり、火山の調査については、後記3 (2) 

イで述べる。

(以上について、被告準備書面 (2) 10～11頁、同 (15) 11 〜 13 頁)

(3) 原子力規制委員会によ る審査

原子力規制委員会は、津波に関する調査について、被告が波源モデルの 

設定等に必要な調査を実施 してお り、設置許可基準規則解釈別記3の規定に 

適合していることを確認した (西171の2、35 〜 38 頁)。

3 波源の選定及び津波水位の評価

(1) 設置許可基準規則等

設置許可基準規則解釈は、津波を発生させる要因として、海域の活断層 

による地殻内地震だけでなく、地震以外の要因である陸上及び海底での地 

すべり及び斜面崩壊、火山現象等を考慮して、敷地に大きな影響を与える 

と予想される要因を複数選定することを求めている(同規則解釈別記3第5
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条2項1号、丙6、133頁)。

そして、基準津波の策定の過程に伴う不確かさの考慮にあたっては、策 

定に及ぼす影響が大きいと考えられる波源特性の不確かさの要因及びその 

大きさ の程度並びにそれ ら に係る考え方等に よる不確か さ を十分踏ま え る 

ことを求めている(同規則解釈別記3第5条2項6号、丙6、134頁)。

また、安全側に立って評価を実施するとの観点から、行政機関により 敷 

地又はその周辺の津波が評価されている場合には、必要な科学的 ・ 技術的 

知見を基準津波の策定に反映することを求めている(同規則解釈別記3第5 

条2項5号、丙6、134頁)。

(以上について、被告準備書面 (15) 14頁)

(2) 被告の対応

ア地震による津波

(ア) 地震による津波については、敷地周辺の海域活断層調査結果等より 

検討対象 とする波源を選定 した上で、社団法人土木学会が取 りまとめ 

た『原子力発電所の津波評価技術2016』(丙222、以下、「津波評価技術」 

という)に基づき、数値シミュレーションを実施し、津波水位を算定 

した。

(イ) 具体的には、まず、文献調査及び敷地周辺の活断層調査結果を踏ま 

え、本件発電所へ比較的大きな水位変動をもたらす可能性のある津波 

の波源として、敷地周辺の海域活断層及び日本海で大きな地震が発生 

している 日本海東縁部の断層について検討した。なお、太平洋側に想 

定されるプレート間地震及び海洋プレート内地震については、発電所 

に大きな水位変動を もたらすよ う な津波 の痕跡が認め られず、日 本海 

側には影響しないと考えられる。また、津波水位の算出にあたっては、 

潮位、地震に伴 う 発電所敷地地盤の変動量等についても考慮 している。
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(ウ)敷地周辺の海域活断層については、阿部 (1989)に示される簡易予 

測式を用いて本件発電所敷地に到達する推定津波高さが1n以上となる 

FO-A〜FO-B〜熊川断層等の 5 つの海域活断層を検討対象と し 

た(丙220、28頁、被告準備書面 (15) 16頁)。

なお、被告準備書面 (1 3) 51～61頁でも述べたとおり、FO-A 

～FO-B〜熊川断層におけるFO-A〜FO-B断層と熊川断層の 

関係 について は、FO-A〜FO-B断層と熊川断層が連続している 

こ と を示す地質構造は確認 されておらず、FO-A〜FO-B断層と 

熊川断層は約15kmの離隔を有しているので、被告は、両断層は連動し 

ないと判断している。しかしながら、原子力規制委員会における議論 

を踏まえ、より安全側に (本件発電所敷地に到達する津波がより高く 

なるように)、両断層が連動した場合を考慮して評価することとした。

(エ)日本海東縁部の断層については、地震本部地震調査委員会(2003) 

等の既往の検討結果を踏まえ、Mw7.85の波源モデルを設定した。こ 

れは、日 本海東縁部で発生した地震に伴 う 津波を再現する波源モデル 

のうち、モーメントマグニチュードが最大である、平成5年 (1993年) 

北海道南西沖地震による津波を再現する波源モデルを上回るものであ 

る。

(才)そして、これらの検討対象とした5つの海域活断層及び日本海東縁部 

の断層について、不確かさの因子である断層の位置、広域応力場等を 

合理的と考えられる範囲で変化させた数値シミ ュ レーショ ンを多数実 

施する パラ メータスタディ を 行い、水位変動量 が 最大 となるケースを 

確認した。その結果、水位変動量の大きい波源として、大陸棚外縁〜 

B～野坂断層及びFO-A〜FO-B〜熊川断層を選定した。

その上で、選定した波源について、海底地形等を更に詳細にモデル 

化した数値シミュ レーショ ンによ り、評価点における津波水位を算出
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した。

(以上アについて、被告準備書面 (2) 12～17頁、同(15) 15～

22頁)

イ地震以外の要因による津波

(ア) 海底地すべりによる津波

海底地すべり によ る津波については、本件発電所に大きな水位変動 

をもたらすと考えられる海底地すべり 地形を選定した上で、津波水位 

の検討を行った。

地質調査所 (現国立研究開発法人産業技術総合研究所地質調査総合 

センター) が作成 した海底地質図等によ る と、本件発電所の北西海域 

に広がる 海底盆地で ある 隠岐 ト ラ フ付近に、海底地すべり地形と考え 

られる地形が広範囲にわたって多数認められる。

被告は、想定される地すべりの崩壊規模、発電所との位置関係等か 

ら、日本海に存在する海底地すべり地形のう ち本件発電所へ大きな水 

位変動をもたらす と 考えられる もの と して、これらの隠岐トラフ付近 

の海底地すべり地形を検討対象とした。この付近において地質調査所 

が実施 した海上音波探査の記録について、海底地すべ り 地形の有無を 

詳細に確認 した結果、隠岐トラフの南東側及び南西側の水深約 500～ 

1000m付近の大陸斜面に 38 の海底地すべり地形を抽出した。また、こ 

の抽出した海底地すべり地形について、位置及び向きにより、3つの工 

リア (A〜C) に分けた。

そして、各エリアの海底地すべり地形について、地質調査所が実施 

した海上音波探査の記録の解析 ・ 評価を行う ことにより、その規模を 

算定し、エリアごとに最も大きな海底地すべり地形を選定した。
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その上で、エリアごと に選定した最大規模の海底地すべ り 地形につ 

いて、崩壊の態様を推定することで、海底地すべりの発生に伴い海面 

が どの よ う に挙動する かを想定 し、数値シミュ レーションによりその 

海面の挙動が どのよ う に伝わるかを計算して、評価点における津波水 

位を算出した。

(以上について、被告準備書面 (2) 17～19 頁、同(15) 23～25 

頁)

(イ) 陸上地すべり によ る津波

陸上地すべりによる津波についても、本件発電所へ大きな水位変動 

をもたらすと考えられる陸上地すべり 地形を選定した上で、津波水位 

の検討を行った。

被告は、独立行政法人防災科学技術研究所 (現国立研究開発法人防 

災科学技術研究所)の地すべり地形分布図データベースをもとに、崩 

うちとみ

壊規模、発電所 との位置関係等から、3つのエリア (内外海半島、本件 

発電所周辺及び大島半島西方)において、本件発電所に大きな水位変 

動をもたらすと考えられる地すべり地形を抽出した。

この抽出した地すべり地形について、水位予測式を用いたスク リー 

ニングを実施し、詳細検討する地すべり地形として、内外海半島の2箇 

所の地すべ り 地形を選定した。

そして、選定した地すべり 地形について、航空写真測量、航空レー 

ザー測量及び現地踏査結果から地すべ り 地形範囲の詳細な判読を行い、 

崩壊範囲、崩壊土砂量を想定した。

その上で、地すべりによる土砂が海面にすべり落ちる際の海面の挙 

動を計算し、数値シミュレーショ ンによりその海面の挙動がどのよう 

に伝わるかを計算して、評価点における津波水位を算出した。
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(以上について、被告準備書面 (2) 19 〜 20 頁、同(15) 25 〜 27

頁)

(ウ) 火山現象による津波

火山現象による津波と しては、本件発電所へ大きな水位変動をもた 

らすと考えられる火山活動による山体崩壊に伴う津波について、日本 

海における活火山等に関し、検討を行った。

独立行政法人産業技術総合研究所(現国立研究開発法人産業技術総 

合研究所)の活火山データベース等によると、日本海で認められる活 

おしま おお Lま うつりHうとう

火山としては、渡島大島、利尻島及び鬱陵島があるが、若狭湾沿岸に 

おける津波堆積物調査の結果から、 本件発電所敷地周辺の沿岸に大き 

な水位変動をもたらした津波の痕跡は認められなかった。

お きどう一

活火山以外の第四紀火山としては隠岐島後があるが、今後、活動す 

る可能性は低く、また、この火山については、噴火形態が爆発的な噴 

火ではなく溶岩流であることからも、山体崩壊による津波を引き起こ 

す と は考え難い。

以上より、火山現象による津波を検討した結果、火山現象による津 

波が本件発電所の安全性に影響を及ぼすことはないと評価した。

(以上について、被告準備書面 (2)21頁、 (15) 27 〜 28 頁)

ウ行政機関が想定した波源モデルを用いた津波の検討

被告は、日本海に面する各自治体及び国土交通省等が様々な波源モデ 

ルを用いて行っている津波の検討の中で、本件発電所へ大きな水位変動 

わかさかいき ゆ う れつ 

を も た らす可能性のある ものと して、福井県が想定した若狭海丘列付近 

断層を波源とするモデル、秋田県が想定した日本海東縁部の断層を波源 

とするモデル、国土交通省等の「日本海における大規模地震に関する調
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査検討会」(以下、「検討会」とい う)が想定 した若狭海丘列付近断層及 

びFO一A〜FO-B〜熊川断層を波源とするモデルについて検討した。

(ア)福井県が想定した波源モデルの検討

若狭海丘列付近断層については、福井県において、断層長さ90kmの 

波源モデルが想定されているが、被告は、当該断層の位置及び長さの 

評価を行う ため、文献調査及び地質調査所等が実施した海上音波探査 

の記録の解析・評価を行った。その結果、若狭海丘列付近断層は、断 

層長さ約38kmの活断層及び断層長さ約12kmの活断層からなり (両活断 

層の離隔距離は約26km)、一連の海域活断層 と は認められなかったが、 

被告は、より安全側に立って評価するため、福井県が想定した波源モ 

デルの影響を検討すること と し、この波源モデルによる津波の数値シ 

ミ ュ レーショ ンを実施 した。

(イ) 秋田県が想定した波源モデルの検討

秋田県、福井県等の複数の自治体では、日本海東縁部について、津 

波の検討が実施されており、このうち、想定している地震規模が最も 

大きいものは、秋田県の波源モデルである。これは、複数の領域の断 

層が連動すると して断層長さを350kmと設定しているものであるが、こ 

れらの領域ではプレートのひずみの解消につながる地震が近年発生し 

てお り、ひずみの大きな蓄積によ り 350kmもの長大な断層を震源とする 

巨大な地震が本件発電所の供用期間中に発生する可能性は極めて低い。 

また、秋田県は、地震を発生させる震源断層の断層幅について、海底 

から海底面下46kmまでの範囲と設定している。これは、断層長さ と断 

層幅の仮定の比率等をもとに同県が設定したものであるが、地震観測 

に基づく研究成果である大竹ほか(2002)によると、日本海東縁部に
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おける地震発生層は概ね15km以浅であると されており、秋田県の設定 

とは大きく異なる。

したがって、秋田県が想定するように、連続していない複数の領域 

の断層が連動 し、その震源断層の幅が海底から海底面下46kmに至る よ 

うな規模の地震が発生する可能性は極めて低いと考えられるが、被告 

は、より安全側に立って評価するため、秋田県が想定した波源モデル 

の影響を検討する こととし、この波源モデルによる津波の数値シミュ 

レーショ ンを実施した。

(ウ) 検討会が想定 した波源モデルの検討

検討会は、日本海沿岸の道府県による津波浸水想定の策定を支援す 

るため、日本海における最大規模の津波断層モデル等の設定に関する 

検討を行っている。

検討会 の 波源モデル の う ち、本件発電所へ大きな水位変動をもたら 

す可能性の ある 波源モデルは、若狭海丘列付近断層及びFO-A〜F 

。 - B〜熊川断層であるところ、これらの断層についての被告の検討 

では、断層全体が一様(均質)にすべるモデルを設定している。これ 

に対して、検討会では、不均質にすべるモデルが想定されている。ま 

た、前記 (ア) のとおり、若狭海丘列付近断層は一連の海域活断層と 

は認め ら れな いし、FO-A〜FO一B断層と熊川断層 と が連動する 

こともないと評価したが、被告は、より安全側に立って評価するため、 

検討会が想定 した上記 2 つの波源モデル (若狭海丘列付近断居及びFO 

-A〜FO-B〜熊川断層) と被告が前記ア及びウ (ア) において検 

討した波源モデルによる津波水位計算を比較検討することとした。

比較検討にあたり、概略計算を行った結果、検討会の設定した波源 

モデルの う ち、FO-A〜FO-B～熊川断層の水位上昇側において、
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前記アの計算結果を上回る津波水位となった波源が1ケース抽出された 

ため、被告は、この波源モデルを用いて、敷地付近の海底地形等を更 

に詳細にモデル化した津波の数値シミュ レーショ ンを実施 した。

(以上ウについて、被告準備書面 (2) 21 〜 24 頁、同(15) 28 〜 

33頁)

( 3) 原子力規制委員会によ る審査

原子力規制委員会は、波源の選定について、被告が、波源モデルの設定 

等に必要な調査を実施する と ともに、行政機関が行った津波シミ ュ レーシ 

ヨ ンも適切に反映し、不確かさ を考慮 して海域活断層及び波源の特性や位 

置等から考えられる適切な規模の津波波源を設定していることから、設置 

許可基準規則解釈別記 3 の規定に適合 している こと を確認 した (両171の2、 

35〜38頁)。

4 津波の組合せの検討 ・ 評価

(1) 設置許可基準規則等

設置許可基準規則解釈では、基準津波の策定にあたっては、津波発生要 

因に係る敷地の地学的背景及び津波発生要因の関連性を踏まえ、地震及び 

地すべり若しくは斜面崩壊等の組合せについて考慮することを求めている

(同規則解釈別記3第5条2項 1 号、丙6、133頁)。

(2) 被告の対応

被告は、前記 (1) の要求事項を踏まえ、地震とその地震に起因する地 

すべり が重畳する こと で発生する津波について、検討した。

すなわち、前記3 (2) のとおり、地震、地すべり、火山現象といった
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津波発生要因ごとに津波の検討を行い、評価点における津波水位を計算し 

たが、地すべりは、その周辺の活断層を震源とする地震の揺れによって発 

生することも想定される。そこで、被告は、地震とその地震に起因する地 

すべりが重畳して発生する津波 (津波の組合せ)についても検討を行った。

具体的には、①若狭海丘列付近断層と隠岐トラフ海底地すべり及び②F 

O-A〜FO-B〜熊川断層と陸上地すべり については、地震の震源とな 

る断層と地すべりの位置が近接しており、地震に伴い地すべりが発生した 

場合に、それぞれを波源とする津波が本件発電所へ同時に到達して大きな 

水位変動をもたらすと考えられることから、これら①及び②について、地 

震に伴う地すべりの発生時間の不確かさを考慮した上で、津波の組合せを 

検討した。組合せの検討にあたっては、地震に起因する津波と、それに組 

み合わせる地すべり に起因する津波の計算を個別に行い、個々 の津波水位 

評価結果を評価点において足し合わせて(単体組合せ)、最も厳しい組合せ 

のケースを抽出した。

地すべり の発生時間の不確かさ について、ケース①の検討にあたっては、 

発電所に大きな水位変動をも たらす海底地すべ り が発生する と 考え得る 3 つ 

のエリア (A〜C) ごと に、若狭海丘列付近断層の地震動が継続する間 

(エリアAでは87秒間、 エリアBでは81秒間、 エリアCでは102秒間) のい 

ずれかのタイミングで、海底地すべりが発生するとの条件を設定した。ケ 

ース②の検討にあたっては、発電所へ大きな水位変動をもたらす陸上地す 

べり が発生すると考えられる内外海半島西方の地すべり (No.17) において、 

FO-A〜FO-B〜熊川断層の地震動が継続する間 (51秒間) のいずれ 

かのタイミングで、陸上地すべりが発生するとの条件を設定した。そして、 

地震及び地すべ り に よる津波について、それぞれ単独で個別に計算 した結 

果を足し合わせることにより水位を算出し (単体組合せ)、各評価点で最も 

水位の影響が大きい3ケースを抽出 した。
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(以上について、被告準備書面 (2) 25 〜 26 頁、同(15) 34～37頁)

(3) 原子力規制委員会によ る審査

原子力規制委員会は、津波の組合せの評価について、被告が、本件発 

電所敷地の地学的背景及び津波発生要因の関連性を踏まえて波源を適切 

に組み合わせ、適切な手法で評価を行っていることから、設置許可基準 

規則解釈別記 3 の規定に適合している こと を確認した (両171の2、39頁)

5 基準津波の策定

(1) 設置許可基準規則等

設置許可基準規則解釈は、基準津波の策定にあたっては、敷地前面海域 

の海底地形の特徴を踏まえ、施設からの反射波の影響が微少となるよ う、 

施設から離れた沿岸域における津波を用いることを求めている(同規則解 

釈別記3第5条1項、丙6、133頁)。

そして、策定した基準津波については、対応する超過確率を参照し、策 

定された津波が どの程度の超過確率に相当するかを把握する ことと されて 

いる(同規則解釈別記3第5条2項9号、丙6、134頁)。

(2) 被告の対応

被告は、前記 (1) の要求事項を踏まえ、前記4 (2) で述べた単体組 

合せによる水位算出結果に基づき抽出した3ケースに対して、よ り実現象に 

近く 精度の高い津波計算を実施するため、2つの波源 (地震及び地すべり) 

によ る津波の同時計算 (一体計算) を行った。

一体計算の結果、「若狭海丘列付近断層 (福井県モデル) と隠岐 トラフ海 

底地すべり (エリアB)」を、本件発電所への水位の最も大きく なる波源と 

して選定し、施設からの反射波の影響が微少となるよう、沿岸から約1km沖
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合いの地点において、基準津波を策定した。

その上で、策定した基準津波についての年超過確率を、「津波審査ガイ ド」 

(丙48) を踏まえて算定し、その確率が水位上昇側、水位下降側ともに10 

～10/年程度となったことを確認した (丙220、174頁)。

(以上について、被告準備書面 (15) 38～41頁)

(3) 原子力規制委員会によ る審査

原子力規制委員会は、被告が適切な位置で基準津波の時刻歴波形を策定 

していること等から、設置許可基準規則解釈別記3の規定に適合しているこ 

と を確認した。また、基準津波の年超過確率の参照結果に関しては、原子 

力規制委員会の新規制基準の適合性審査において審議され、同委員会によ 

り その内容が確認されている。(西171の2、40頁)

6 小括

以上のように、本件発電所の基準津波は、新規制基準の施行後、最新の科 

学的、専門技術的知見を踏まえて、様々な波源について検討した上で、複数 

の波源の組合せについても検討し、不確かさの適切な考慮の上で策定してい 

る。したがって、本件発電所に基準津波を超える津波が到来することはまず 

考えられないところであり、この基準津波は、本件発電所において津波に対 

する安全性を確認するための基準として適切である。

7 原告らの主張に対する反論

(1) 津波に関する調査について

ア 既往最大の津波を考慮すべきとの主張

原告らは、本件発電所に係る津波の想定について、「津波対策について 

は、少なくとも『既往最大』、すなわち、人間が認識できる過去において
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(地球の歴史に比較すれば一瞬に過ぎないが)生じた・ ・ ・最大の津波 

を前提にした対策を採らなければ、十分な安全性を有しないと解するべ 

きである」と述べ、「津波に対する被告関西電力の想定が非常に不適正で 

あり、あまりに過少」であると主張する(原告ら第 2 準備書面 32 〜 33 頁、 

37 〜 39 頁、41～42頁、48～50頁)。

しかしながら、被告準備書面 (2) 30～32 頁で述べたとおり、津波の 

波源、海底地形等の地域性の違いを無視して、他地点における過去に生 

じた津波の記録を前提に津波を想定するのは適当ではない。そして、被 

告は、前記1ないし6で述べたとおり、本件発電所において、最新の科 

学的•技術的知見を踏まえつつ、過去の津波の調査を実施した上で、敷 

地周辺の海域活断層調査、測量調査等の結果も踏まえ、津波の波源、海 

底地形等を考慮して数値シミュ レーショ ンを実施し、適切に基準津波を 

策定しており、全く異なる条件の他地点における「既往最大」の津波を 

想定する必要はないのであり、原告らの主張は失当である。

イ 伝承を無視しているとの主張

原告らは、「地震•津波に関する意見聴取会」における指摘を挙げる等 

して、被告が天正地震における津波やその他の津波の伝承記録を無視し 

ていると主張する(訴状36〜37頁、原告ら第2準備書面28〜32頁、同第 

1 4 準備書面 45〜52 頁)。

しかしながら、被告は、前記2でも述べたとおり、日本被害地震総覧、 

日本被害津波総覧等の文献によ り、本件発電所の敷地周辺における過去 

の津波やその痕跡高等について調査を実施したほか、若狭湾周辺に原子 

力施設を有する日本原子力発電株式会社及び独立行政法人(現国立研究  

開発法人) 日本原子力研究開発機構 と 共に、若狭湾沿岸の三方五湖等に 

おける津波積物調査を実施し、天正地震における 津波やその他の津波
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の伝承記録を十分に考慮 した上で、本件発電所の安全性に影響を与える 

よ う な津波の痕跡が認め られなかったこと を確認しているのであ り、原 

告らの主張は誤りである。

その上で、「地震•津波に関する意見聴取会」における指摘事項に対し 

ても適切に対応した追加調査結果の報告内容も含めて審議され、妥当性 

が確認されている のであるから、原告らの主張は事実関係を正しく理解 

せずにするものである。

以上について、詳細は被告準備書面 (2) 32 〜 34 頁、同(5) 19～21 

頁のとおり である。

ウ 日本海 に おける 大規模地震に関する 調査検討会 に関する主張

原告らは、被告が「日本海における大規模地震に関する調査検討会」

(以下、「調査検討会」という)が公表した日本海側の津波高の予測を根 

拠に、日本海側では巨大地震による大津波を警戒する必要は無いとして 

いる とした上で、日本海側の9つの原発立地点における最大津波高 (甲 

429、3頁、図 2) について、「大飯原発が 2.8m • ・ ・ とされている 

が・・・福井県の最大津波高は坂井市の7.7m、京都府は伊根町の 7. 2mで
マ マ

あり、原発立地点の津波高の算定が過少ではないかの疑問がある」と主 

張する(原告ら第4 7準備書面1〜6頁)。

しかしながら、被告は、前記1ないし6で述べるとおり、自ら詳細な 

調査を行い、不確かさを十分に考慮した上で、本件発電所の基準津波の 

水位を評価しているのであって、調査検討会の津波水位の評価に基づい 

て基準津波の水位を評価しているわけではない。ましてや、調査検討会 

の津波水位の評価を根拠にして「日本海側では巨大地震による大津波を 

警戒する必要はない」との主張もしておらず、被告の主張を正しく理解 

しない原告らの主張は失当である。(被告準備書面 (18) 5～7頁)
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エ その他被告の調査 ・ 評価の不備を指摘する主張

原告らは、福井県が公表した「福井県における津波シミュレーション 

結果について」(甲221)に示されているおおい町の「津波最大浸水深図」

(甲 222) に よれば、「大飯原子力発電所第3、4 号機海水ポンプ室周辺 

は、部分的に 1～2m程度浸水する」と して、津波に関する被告の調査 ・ 評 

価が不十分であると主張する (原告ら第1 4 準備書面 56 〜 58 頁)。

しかしながら、原告らが浸水するとの主張の根拠とする「津波最大浸 

水深図」は、甲221号証にも明記されているように、避難場所や避難経路 

などを記載したハザードマップの作成や防災訓練等、市町が津波対策を 

実施する際に必要な基礎的資料として提供されたものであり(甲221、

「1 趣旨」)、本件発電所のどの部分がどれだけ浸水するのかの具体的

な検討を目的としたものではない。そして、甲221号証の資料4に示され 

ている「津波高図」(丙 53)によると、本件発電所取水 口付近の津波高は 

2～3m と読み取れるのに対して、被告は、本件発電所海水ポンプ室周辺地 

盤の敷地標高を T.P. +5.0mからT.P. +8.0mにかさ上げすると ともに、同 

海水ポンプ室前面には T. P. +8. 0m の防護壁を設置しているため(丙 4、 

22 頁、丙 545、「大飯発電所の安全対策 津波への備え」)、同海水ポンプ 

室を設置する敷地が浸水する こと はない。なお、甲221号証の資料1 「波 

源・市町別 沿岸部までの津波高一覧」(丙 54) によれば、おおい町全体 

の最大津波高は大島付近で 5. 01n と されている ところ、被告は本件発電所 

海水ポンプ室前面での基準津波を T.P.+5.9m と評価している こと から、 

仮にこの最大津波高を考慮しても、基準津波を下回り、同海水ポンプ室 

の敷地は浸水しないことは明らかであ り、原告 ら の主張は誤り である。

(被告準備書面 (5) 22 〜 23 頁)

186



(2)波源の選定及び津波水位の評価

ア波源の選定について

(ア)若狭海丘列付近断層

原告らは、若狭湾の北〜北北西の沖合の隠岐トラフ南東縁には全長 

8okm の北西一南東走向の逆断層群があり、この部分で地震が発生する 

と、想定地震規模を大きく見積もれば広域に少なく とも4n を超える津 

波が押し寄せることが、既に予想されているとして、被告が想定して 

いる津波の規模は、本件発電所では1.86mにすぎず、一般的な予想に反 

する上に、津波が岬の先端部で高く なるおそれが高いという性質をも 

無視したものであって、著しく低いと主張する。

しかしながら、前記3 (2) アで述べたとおり、原告らの指摘する 

領域の断層 について は、若狭海丘列付近断層の波源モデルの検討にあ 

たって、地質調査所等 によ る 海上音波探査の記録の解析 ・ 評価 を行った 

結果によって、断層長さ約38kmの活断層及び断層長さ約 12kmの活断層 

からなり(両活断層 の離隔距離は約 26km)、「全長80kn」の一連の断層 

である とは認められなかった。それにもかかわらず、被告は、より安 

全側に立って評価するため、本件発電所において、福井県及び検討会 

が想定した波源モデルの影響を検討することとし、原告らの指摘する 

領域で、原告らの主張する断層長さ (80km) を超える若狭海丘列付近 

断層として、福井県モデルの断層長さ 90km、検討会モデルの断層長さ 

87km を検討対象とした上で、基準津波を策定しているのであり、原告 

らの主張は失当である。

(以上について、被告準備書面 (2) 34 〜 36 頁)

(イ) 万寿津波に関する主張

原告らは、1026年に島根県沖で発生したという 「万寿津波」なるも
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のを取り上げて、「竹本論文では、万寿津波の検討を行い・・・島根沖 

の大規模海底斜面崩壊を想定することにより、地上に到達した津波高 

の伝承を含めて矛盾なく説明できる可能性が見いだされた」と して、

「島根沖の堆積性斜面崩壊により益田地方を20〜25111の津波が襲った可 

能性が否定できない」と主張し、また、「岡村によれば、堆積性斜面の 

崩壊が発生している場所として、島根沖の外、若狭湾沖が指摘されて 

いる。万寿津波の例が堆積性斜面の大規模崩壊で説明できる場合、若 

狭湾沖の堆積性斜面の崩壊についても再考が必要となるのは当然であ 

る」などと述べて、若狭湾沖において、万寿津波と同規模の「堆積性 

斜面の崩壊」が起こり、同様の高さの津波が本件発電所に到来する可 

能性がある と述べて、本件発電所の津波の評価が不十分であると主張 

する(原告ら第 4 7 準備書面 25 〜 26 頁、同第14準備書面40～42頁)。

しかしながら、原告らが主張の拠り所としている原告竹本氏が述べ 

る、島根県沖の海底地すべり(海底堆積性斜面の崩壊)によって、万 

寿津波が発生し、かつ益田地方に高さ 20〜25111 の高さ の津波が襲った と 

する内容は、原告竹本氏自身が「まだ定説がなく、なかなか難しい問 

題である。本稿では、一つの可能性として・・・海底の推積性斜面崩 

壊による津波の可能性を検討した」と述べているとおり(甲429号証、 

12 頁)、確たる根拠が存在する科学的知見とはいえない。それを措いて 

も、津波の態様は、波源の種類•位置•規模、津波の伝播経路にあた 

る海域の海底地形 •海岸線の地形等、地域によって異なる諸条件の影 

響を受けるものであるところ、島根県沖と若狭湾沖では、波源となり 

得る海底地すべり の位置 ・ 規模はも と よ り、津波の伝播経路にあたる 

海域の海底地形 •海岸線の地形等も異なっているのであ り、原告らの 

主張は、若狭湾沿岸に位置する 本件発電所における 具体的危険を摘示 

するものではなく、理由がない。詳細は被告準備書面(5)15～17 頁、
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同 (18) 10～13頁のとおりである。

(ウ)山田断層に関する主張

原告らは、甲 214 号証を踏まえ、山田断層を検討対象としていない被 

告の津波評価には瑕疵がある と主張する (原告ら第14準備書面 42 〜 

44 頁)。

しかしながら、山田断層は、ほぼ全長が陸上部に位置し、横ずれを 

主体とするため、大きな津波を発生させる断層とは考えられておらず、 

仮に原告らが主張するよ う に同断層の活動によ り宮津湾の海面変動を 

引き起こす可能性がある と しても、本件発電所の安全性に影響を及ぼ 

すような水位変動をもたらすことはない。現に、原告ら第14準備書 

面35頁、40 頁で引用する「日本海における大規模地震に関する調査検 

討会」及び同 56 頁で引用する「福井県における津波シミュレーション 

結果について」においても、山田断層は津波評価の対象断層とされて 

いない。また、被告の津波評価においては、本件発電所への影響が大 

きい断層として、本件発電所からより近く、断層長さも長いFO-A 

～FO-B〜熊川断層を選定し、 水位変動の影響を適切に考慮してい 

るのであるから、山田断層の選定の有無にかかわらず、被告の津波評 

価に瑕疵があるという ことにはならない。(被告準備書面(5) 17頁)

(工) 火山現象に関する主張

原告らは、日本海側で発生した最大の津波として、1641年瀬島大島

(1741 年渡島大島の誤りと思われる) の噴火による寛保津波を挙げる 

などして、火山現象によっても津波が発生することを主張するが (原 

告ら第4 7 準備書面 8 頁)、被告は、被告準備書面 (15) H〜 12 頁、 

27～28 頁で述べた とおり、本件発電所の津波の評価にあたり、原告 ら
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の指摘する火山現象による津波も考慮した上で基準津波を策定してお 

り、原告らの主張には理由がない(被告準備書面 (18) 9～10頁)。

(オ)FO-A〜FO-B〜熊川断層との連動に関する主張

原告らは、「FO-A〜FO-B〜熊川断層が連動して動く よ うな場 

合」について、被告が、①「地すべり 地域」の「No.17及びNo.18地点 

が 同時に、さらにはもっ と 広い範囲が 同時に地震動 の揺れで斜面崩壊」 

する可能性がある にもかかわらず、それによる水位変動を考慮してい 

ない、②「共役関係をなすFO-C断層などの短い断層帯も副次的に 

動く 可能性」があるにもかかわらず、それによる水位変動を考慮して 

いないとして、被告の津波評価には瑕疵がある と主張する (原告ら第 

1 4準備書面 44～45 頁)。

しかしながら、①については、被告準備書面 (2) 19～20 頁で述べ 

たとおり、被告は、独立行政法人防災科学技術研究所の地すべり地形 

分布図データベースをもとに、原告らが指摘するNo.17及びNo.18 を含 

め、本件発電所へ大きな水位変動 を も たらすと考えられる陸上地す べ 

り地形を抽出しているところ、抽出した地すべり地形は、それぞれが 

近接するものであっても連続しない単独の地すべり地形であることを 

確認している。また、抽出にあたっては、詳細な現地調査も実施の上、 

考えう る最大範囲 ・ 規模のものを抽出することで、保守的な評価を実 

施している。

また、②については、FO-C断層については、海域活断層調査の 

結果、長さ約2.5kmの短い断層と評価しており (丙 50、178～181頁)、 

走向と広域応力場から横ずれを主体とする と考えられるため、そもそ 

も大きな水位変動をもたらすことはない。それを措いても、前記3

(2) アで述べたとおり、被告は、断層の存在が確認されていない区
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間 (約15km) を含めて、FO-A〜FO-B断層 (約35km) と熊川断 

層 (約14km) との連動 (3連動) を考慮 して、津波評価上の断層長さ を 

64km とすることで、十分に安全側の評価を行っていることに加え、被 

告準備書面 (2) 26 〜 28 頁において述べた とおり、基準津波の策定に 

あたっては、最終的に、FO-A〜FO-B断層〜熊川断層 (3連動) 

の評価結果を大きく 上回る長さ 90km の「若狭海丘列付近断層 (福井県 

モデル)」と「隠岐 トラフ海底地すべり (エリアB)」の組合せを選定 

していることから、原告らのいう よ うに仮にFO-C断層が副次的に 

動いたと しても、本件発電所の津波評価に影響する こと はない。

(以上について、被告準備書面(5) 18～19頁)

イ津波水位の評価について

(ア)津波予測の精度に関する主張

原告らは、①平成9年に公表された「太平洋沿岸部地震津波防災計画 

手法調査報告書」(以下、「4省庁報告書」という)及び「地域防災計画 

における津波防災対策の手引き」(以下、「7省庁手引き」という)を引 

合いに出し、その作成に関与した首藤伸夫教授及び阿部勝征教授が、 

同報告書の精度は倍半分と発言していたこ とや、②原子力安全 ・ 保安 

院及び原子力安全基盤機構が立ち上げた「溢水勉強会」の配布資料で 

ある と原告らが述べる資料(甲 207)、③政府事故調査委員によるヒア 

リング結果 (甲 208、甲 209)に、「『津波評価技術』作成に関与した関 

係者」が「補正係数の案として『1.5』、及び『従来の土木構造物並び』 

で『3.0』を指摘」し、また「被告国の規制担当者」も「津波高の予測 

精度は『倍半分』、すなわち 2 倍の誤差がある として認識 している こと、 

④気象庁が「津波予測の精度は『倍半分』すなわち予測値の 2 倍程度を 

考慮すべきとの見解を示している」ことを根拠に、津波高を「保守的」

191



に判断する には、『津波評価技術』によって得た津波高の「2.0」倍を 

考慮しなくてはならないと主張する (原告ら第1 4 準備書面 18～24 頁、 

53～55頁、58頁))。

しかしながら、①は、4 省庁報告書や 7 省庁手引き と『津波評価技術』 

との間における、作成 目的 ・ 津波想定における不確かさの考慮方法等 

の差異をおよそ無視した主張であり、④も同様に、気象庁が発表して 

いる「予想される津波の高さ」は、原告らが引用している同庁ホーム 

ページ (甲 210)にも記載されているとおり、「津波予報区における平 

均的な値」であって、気象庁の津波予測と被告の津波評価を同列に扱

うことは不適切といわざるを得ない。

また、②については、原告らが「溢水勉強会」の配布資料であると 

述べる甲207号証は、原告らも認めるとおり署名もなく、誰がどのよう 

な 目 的 で作成 したのかも、実際に配布 されたのか も不明なのであって、 

当該資料を根拠に、原子力安全 ・ 保安院が裕度を 1. 5 倍にする よ う指示

したなどと結論付ける原告らの主張は、根拠を欠く ものである。

そして、③については、原告らが引用する「1.5」という数値自体が 

明確な科学的合理的根拠をもつ趣旨で発言されたものではないことは 

引用元である甲208号証3頁の記載から明らかであり、「従来の土木構 

造物並びで 3」という発言についても、本件発電所の基準津波のように 

十分に不確かさが考慮されている ものもあれば、一般の土木構造物の 

設計に用いる数値のように、不確かさが考慮されていないため「補正 

係数」が必要なものもあり、両者はそもそも不確かさの考慮の考え方 

が全く 異なる のである から、これ ら を単純に比較する こ と はできない。 

加えて、甲209号証2頁には「倍又は半分」という発言があったとの記 

載はあるものの、何が「倍又は半分」かは判然とせず、かえって同3頁 

には「津波評価技術ではかな り 厳しく 見積もっている とい う 印象は持
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っていた」との発言も記載されており、『津波評価技術』の保守性を評 

価する発言もみられるのであり、原告らの上記主張はいずれも、具体

的な根拠を欠いた主張であり失当である。

そして、被告は基準津波の策定にあたり、精度が高く 不確かさ も十 

分考慮された『津波評価技術』を用いていることに加え、安全側に立 

った波源モデルを設定することにより、十分に保守的に評価している 

のであるから、『津波評価技術』によって得た津波高の「2.0」倍を想 

定すべきとの主張は何ら理由がない。

以上について、詳細は被告準備書面 (5) 4〜 n 頁のとおり である。

(イ)津波高さの簡易予測式に関する主張

原告らは、被告が用いている阿部 (1989)の予測式は、「実測値とは 

乖離がある」こと、「津波の平均値を求めるもの」であること、更に 

「海底地形や海岸地形、地震のメカニズムなどの重要な要素を捨象し 

たもの」で、地震による想定津波高さの算定に用いることが問題であ 

ると主張する (原告ら第14準備書面 36〜39 頁、同第 3 1 準備書面 2 

～4 頁)。

しかしながら、原告らが指摘する阿部(1989)による予測式は、津 

波を発生させる地震の規模と津波の伝播距離により推定津波高さを概 

算する簡易予測式であって、詳細計算モデルによる数値シミ ュ レーシ 

ヨンを実施する評価対象波源を抽出するために用いているものに過ぎ 

ない。そして、被告は、阿部 (1989)による予測式を用いて評価対象 

波源を抽出した上で、詳細な計算モデルによる数値シミュ レーション 

を実施しているのであるから、阿部(1989)による予測式だけをもつ 

て被告が津波評価を実施しているかのようにいう原告らの主張は、全 

く 事実を理解しないものであり、失当である。詳細は被告準備書面
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(5) 14～15頁、同 (15) 17頁のとおりである。

(ウ)武村式に関する主張

原告 ら は、島崎邦彦氏 (以下、「島崎氏」という) の講演(甲 404、 

甲 430)によれば、調査検討会の見解は、能登半島以西で地震規模が従 

来の手法に比べても、過小評価のおそれがあり、その原因が、津波を 

引き起こす海域活断層の大きさを推定するのに、武村式を使わずに、 

入倉 ・三宅式を用いている こ と にある と して、本件発電所の津波の評 

価においても同様の問題があるかのよ う に主張する (原告ら第4 7準 

備書面6〜7頁)。

しかしながら、被告は本件発電所の津波の評価にあたっては、入 

倉•三宅式ではなく、武村式を用いており、原告らの指摘はあたらな 

い。

また、原告らは、「同じ想定地震の地震モーメントを求めるのに、津 

波高の算定では武村式、基準地震動の予測には入倉 ・ 三宅式が使用さ 

れている。このこと 自体が矛盾であ」るとも主張するが (原告ら第3 

1準備書面2頁、同第 6 4 準備書面 15 〜 16 頁)、原告 ら は、基準地震動 

と津波評価の特性の違いや、各関係式が有する特性を踏まえることな 

く、単純に一方で用いている関係式を他方でも用いるべき と の主張を 

しているに過ぎず、かよ う な原告らの主張には何らの科学的合理性も 

ない。

(以上について被告準備書面 (17) 45〜46 頁、同 (18) 8 頁)

(工) 津波地震に関する主張

原告らは、「津波地震と は、断層地震のマグニチュードが小さい割に 

は矢鱈と大きな津波を発生する地震である」とした上で、日本海側で、
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地震のマグニチュードに比べて大きな津波があった例として、1983 年 

日本海中部地震、1993 年北海道南西沖地震を挙げて、被告の津波に対 

する評価に不十分なと ころがあるかのよ う に主張する (原告ら第4 7 

準備書面 7 〜8 頁)。また、松浦律子氏が作成 した「日本海沿岸での過去 

の津波災害」でも、「同じ地震規模ならば太平洋側より 日本海側のほう 

が津波が大きいと指摘している」などと主張する(原告ら第4 7準備 

書面 5 頁)。

しかしながら、被告は、被告準備書面 (15) 9～10 頁で述べた とお 

り、基準津波の策定に あた り用 いてい る 数値シ ミ ュレーショ ンについ 

て、解析モデル及び計算方法の妥当性を検証している ところ、その検 

証において、原告らが指摘する 1983年日本海中部地震及び1993年北海 

道南西沖地震によ る 日本海側の津波を対象にして数値シミ ュ レーショ 

ンを実施し、その結果と本件発電所敷地周辺の多数の痕跡高 と を比較 

して、その再現性が良好であることを確認している (丙 220、7～10頁) 

のであ り、本件発電所の津波に対する被告の評価に不十分な と ころが 

あるかのよ う に述べる原告らの主張には理由がない。詳細は被告準備 

書面 (18) 8〜9 頁のとおり である。

(3) 津波の組合せの検討 •評価について

原告らは、「万寿津波」を根拠に、「大地震が起こりにくい場所でも、大 

規模な斜面崩壊が起こり 津波を発生させる」可能性があ り、その例として 

「若狭湾沖」が指摘されていると述べ、被告が想定する隠岐トラフ付近の 

海底地すべり 地形について、3 つのエリアが同時に動くと「10m を超える最 

大水位上昇が予想される」ことから、これらが「同時に地すべりを起こし 

た場合の試算」が必要であると主張する (原告ら第14準備書面40～42頁)。

しかしながら、被告は、隠岐トラフ付近において旧地質調査所が実施し
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た海底音波探査の記録を用いて海底地すべ り 地形の有無を詳細に確認した 

上で、海底地すべり地形を抽出しているが、それらはそれぞれが近接する 

ものであっても連続しない単独の地すべり地形であるこ と を確認している。

また、複数回ですべる可能性のあるものも1回ですべると想定するなど、考 

え う る最大範囲 ・ 規模のものを抽出する ことで、保守的な評価を実施して 

いる(丙 220、62 頁)。

したがって、これらの複数の地すべり地形が同時に地すべりを起こ し、 

更にそれ ら によ る 津波 と 地震に よ る 津波が重なる こ と で大きな水位変動を 

もたらすなどといった可能性は極めて低いのであるから、3 つのエリアが同 

時に地すべり を起こ した場合を試算すべきとの原告らの主張は科学的合理 

性を欠く。

(以上について、被告準備書面(5)16～17頁)

(4)基準津波の策定について

原告らは、本件発電所の津波水位に関して、単体組合せの計算結果では 

なく、水位変動量の小さい一体計算の結果が基準津波として採用されてい 

る ところ、そのような「津波水位を低く 見積もる数値操作」は、『津波評価 

技術』でも津波審査ガイ ドでも予定されておらず、一体計算は不合理であ 

ると主張する (原告ら第14準備書面31頁)。

しかしながら、単体組合せによる計算と一体計算の水位変動量が異なる 

のは、単体組合せでは、地震と地すべりの2つの波源について別々の解析モ 

デルを用いた数値シミュ レーショ ンで計算した波形を単純に足し合わせて 

いるのに対して、一体計算では、2 つの波源を 1 つの解析モデルを用いて同 

時に数値シミュレーションで計算することで、2つの波源からの伝播過程に 

おける波形の重なり合いを考慮しているためである。しかも、一体計算の 

水位変動量は、単体組合せによる計算の水位変動量を常に下回るわけでは
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なく、上回る場合もある。このよ うに、一体計算による津波水位の方がよ 

り 実現象に近く、精度が高いのであり、また単体組合せによる計算結果を 

常に下回る わけでも ないか ら、被告が一体計算による津波水位を基準津波 

としていることは何ら不合理ではない 。

また、被告は、安全上重要な設備の津波に対する安全性を評価する際の 

入力津波の設定にあたっては、第3-3の2 (2) で後述するとおり、一 

体計算のみならず、単体組合せによる津波水位を含む評価結果の中から、 

評価点ごとに水位変動量が最も大きくなるものを選定するなど、より安全 

側に立って評価結果を選定した上で、津波発生時の潮位として考えられる 

朔望平均潮位のばらつき等を考慮しており、被告が、このようにして設定 

した入力津波水位は、原告らが「合理的」と述べる単体組合せによ る最大 

評価を更に上回るものとなっている(丙49、44頁)。

よって、原告らの上記主張は、本件発電所におけるこのような津波に対 

する安全性の検討過程及びその結果をおよそ理解しない的外れなものに過 

ぎない。

以上について、詳細は被告準備書面(5)11～13頁のとおりである。

第3-3 本件発電所の津波に対する安全性について(耐津波安全性)

1 津波 に対す る 安全性確認の概要

被告は、安全上重要な設備が基準津波に対して安全機能を損なわないよ う、 

本件発電所の敷地の特性(敷地の地形、敷地周辺への遡上の態様、浸水状況 

等)を踏まえ、津波防護に係る基本方針(丙224、64 頁)を策定し、同方針に 

従って必要な対策を施した上で、施設の津波に対する安全性評価を行った。

具体的には、上記の基本方針に従って、安全上重要な設備が設置された敷 

地が基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には、防護壁等の津波 

防護施設を設置する、引き波によ る水位低下によ り海水ポンプの取水機能が
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保持できない場合には、貯水堰を設置するなどした上で、津波に対する施設 

評価を実施し、安全上重要な設備が基準津波に対して安全機能を保持でき る 

こ と を確認した。

また、重大事故等対処施設についても同様に、上記の基本方針に従って評 

価を行い、基準津波に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損 

なわれない こと を確認した。

(以上について、被告準備書面 (15) 41～43頁)

2 入力津波の設定

(1) 設置許可基準規則等

設置許可基準規則解釈は、施設の津波に対する設計を行うにあたっては、 

津波の伝播特性、浸水経路等を考慮して、それぞれの施設に対して基準津 

波をもとに、入力津波を設定する こと を求めている(同規則解釈別記3 第 5 

条3項5号、丙6、136～137頁)。

(2) 被告の対応

前記 (1) の要求事項を踏まえ、被告は、基準津波の検討における単体 

組合せによる津波水位と一体計算による津波水位を比較し、 水位変動量が 

最も大きく なる評価結果を選定するなど、より安全側に立って、施設評価 

点毎に水位変動量が最も大き く なる津波評価結果を選定した。その上で、 

津波発生時の潮位として考えられる朔望平均潮位のばらつき等を考慮して、 

評価対象とする各施設に対して入力津波を設定した(被告準備書面 (15) 

43 〜 44 頁、丙 224、29～63頁)。

(3) 原子力規制委員会によ る審査

原子力規制委員会は、被告の入力津波の設定について、被告が、各施設、
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設備等の設置位置において、海水面からの水位変動量を時刻歴波形で設定 

すること等と していることから、設置許可基準規則解釈別記 3 の規定に適合 

している こと を確認した (西171の2、43 〜44 頁)。

3 津波の敷地への到達、流入防止

(1) 設置許可基準規則等

設置許可基準規則解釈では、耐震重要度分類 Sクラス の設備は基準津波 

による遡上波が到達しない十分高い場所に設置することを求めており、遡 

上波が到達する高さにある場合には、防潮堤等の津波防護施設等を設置す 

ることを求めている。そして、遡上波の到達を防止するにあたっては、耐 

震重要度分類Sクラスの設備が設置された敷地及び敷地周辺の地形及びそ 

の標高、地震による広域的な隆起•沈降等を考慮して、遡上波が津波防護 

施設等を回 り 込むこ と を含め敷地への遡上の可能性を検討する こ と を求め 

ている (同規則解釈別記3第5条3項1号①及び②、丙6、134～135頁) ・

また、海と直接連絡している取水路又は放水路等の経路から、津波が流 

入する可能性について検討した上で、流入の可能性のある経路を特定し、 

浸水対策を施すことにより、津波の流入を防止することを求めている (同 

号③、丙6、134～135頁)。

(2) 被告の対応

本件発電所敷地北側 にある 放水 口部は山に囲まれているため、地上部 か 

らの流入経路は、敷地東側の取水路からに限定され、その最大水位は、取 

水路(奥)のT.P.+6.9mである。これに対し、安全上重要な設備を内包す 

る建屋である原子炉格納施設、原子炉周辺建屋及び制御建屋等、並びに安 

全上重要な設備である燃料油貯蔵タンクが設置ないし埋設されているのは 

T.p. +9.7m以上の敷地であ り、安全上重要な設備である重油タンク が埋設
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されているのはT.P. +13.1mの敷地であって、いずれもT.P. 十6.9mを上回つ 

ている。また、海水ポンプ室前面の津波高さT.P.+6.3mに対し、海水ポン 

プ室の前面及び周囲に設置された防護壁はT.P. +8.0mであり、これを上回 

っている。

以上より、被告は、津波が地上部から敷地に到達、流入することはない 

ことを確認した(丙224、72〜77頁)。

また、被告は、取水系については、入力津波高さが点検用トンネルの高 

さ を上回る ため コンク リ - ト を充填 し 閉鎖するな どの浸水対策 を施し、放 

水系については放水ピット周辺地盤高さが、屋外排水路については集水桃 

の高さが、各々入力津波水位を上回っていることを確認しており、海と直 

接連絡している取水路、放水路等の経路から敷地に津波が流入しないこと 

を確認した (丙224、78～99頁)。

(以上について、被告準備書面 (15) 45〜52頁)

(3)原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会は、被告が、遡上波の地上部からの到達、流入の防止 

については、基準津波による敷地への浸水を防止する方針とし、遡上波が 

到達する可能性のある海水ポンプ室の前面及び周囲に津波防護施設を設置 

することとしていること、また、取水路、放水路等の経路からの流入防止 

について は、これらの経路から津波の流入する可能性を網羅的に検討して 

流入経路を特定した上で、浸水防止設備を設置する ことにより 津波の流入 

を防止する こと 等から、それぞれ設置許可基準規則解釈別記3の規定に適合 

している こと を確認した (西171の2、45 〜 47 頁)。

4 漏水による影響防止

(1) 設置許可基準規則等
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設置許可基準規則解釈は、取水・放水施設及び地下部等において、漏水 

する可能性を考慮の上、漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能 

への影響を防止する こ と を求めている (同規則解釈別記 3 第 5 条 3 項 2 号、 

丙 6、135頁)。

(2) 被告の対応

前記3 (2) で述べた とおり、安全上重要な設備が設置された敷地に津 

波が到達、流入することはないが、その場合であっても、取水•放水設備 

の構造上の特徴等によ り、津波による海水面の上昇によって漏水が発生す 

ることが考えられることから、被告は、取水・放水設備のうち、床面高さ 

が入力津波水位よ り低い海水取水設備である海水ポンプエリ ア内に止水壁 

を設置し、同エリア床面開口部については浸水対策を実施して、安全上重 

要な設備である海水ポンプが機能を保持でき ること を確認した (被告準備 

書面 (15) 53頁、丙 224、100～106頁)。

(3) 原子力規制委員会によ る審査

原子力規制委員会は、被告が、漏水による影響防止について、海水ポン 

プエ リ アを浸水想定範囲と して設定した上で、浸水防止設備を設置し浸水 

範囲を限定することとしていることから、設置許可基準規則解釈別記3の規 

定に適合している こと を確認した (西171の2、47 〜48 頁)。

5 津波による影響からの隔離

(1) 設置許可基準規則等

設置許可基準規則解釈は、耐震重要度分類 Sクラス の設備 を津波に よ る 

影響から隔離するため、浸水防護重点化範囲を明確化するとともに、浸水 

防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路及び浸水口(扉、開口部及び
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貫通口等)を特定し、それらに対して浸水対策を施すことを求めている

(同規則解釈別記 3 第 5 条 3 項 3 号、丙 6、135頁)。

(2) 被告の対応

被告は、まず、安全上重要な設備が設置された敷地を、浸水防護重点化 

範囲として明確化した。

そして、前記3 (2) 及び4 (2) で述べたとおり、津波が浸水防護重 

点化範囲に到達、流入することは考えられないものの、地震により、同範 

囲に隣接するタービン建屋内で循環水管等の設備が破損した事態を想定し、 

破損箇所か ら の津波 に よ る 流入量や破損 した設備に内包 さ れ る水量がタ ー 

ビン建屋内に滞留すること等を考慮した水位評価を行った結果、その最高 

水位においてもタービン建屋外部へ流出することはなく、また、その最高 

水位より も 隣接する 同範囲 (制御建屋) との間の浸水 口(扉、開口部、貫 

通部等)の方が高い位置にあることから、同範囲に浸水しないことを確認 

した(丙224、107〜125頁)。

その上で、津波に対する信頼性向上の観点から、浸水防護重点化範囲と 

タービン建屋との連絡通路に水密扉を設置する、同範囲における貫通部に 

水密シール材を施工するな どの浸水対策を施した(丙224、121頁)。

(以上について、被告準備書面 (15) 54〜57頁、丙224、107～125頁)

(3)原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会は、被告が、津波による影響からの隔離について、本 

件発電所の施設の配置、基準津波の特性に応じて、浸水の可能性のある津 

波の流入や溢水を保守的に評価して隔離をすること と している こと から、 

設置許可基準規則解釈別記 3 の規定に適合していることを確認した (丙 171 

の 2、49～51 頁)。
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6 水位変動に伴 う 取水性の低下に よ る影響防止

(1) 設置許可基準規則等

設置許可基準規則解釈は、水位変動に伴う取水性低下に対して、非常用 

海水冷却系は、海水ポンプが機能維持でき、かつ冷却に必要な海水が確保 

できる等の設計である こ と を求めている (同規則解釈別記 3 第5 条 3 項4 号、 

丙6、135～136頁)。

(2) 被告の対応

本件発電所では、海水ポンプ室前面における下降側の入力津波高さ (T.P.

-4.8m) が、海水ポンプの取水可能水位 (T.P.-3.1m) を下回っている。

そのため、被告は、海水ポンプ室前の海底(岩盤)に貯水堰を設置し、 

その 内側 に 常に海水 を貯留する ことで、海水ポンプによる取水が可能 と な 

る 水位 を 確保 し、引き波による 水位低下に 対しても海水ポンプの 取水機能 

が保持される こと を確認した(丙224、126 〜 130 頁)。

(以上について、被告準備書面 (15) 58 〜 59 頁)

(3) 原子力規制委員会によ る審査

原子力規制委員会は、被告が、貯水堰を設置することで水位変動に伴う 

取水性低下に対して海水ポンプの機能を保持できるよ う に設計すること等 

から、設置許可基準規則解釈別記3の規定に適合しているこ と を確認した

(西171の2、51 〜52頁)。

7 重大事故等対処施設 に対す る 安全性の確認

(1) 設置許可基準規則等

設置許可基準規則は、重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事

203



故等に対処するために必要な機能が損なわれないものであるこ とを求めて 

いる (同規則40条、丙 6、84頁)。その適用にあたっては、基準津波に対す 

る設計基準対象施設の設計に係る要求事項を定めた設置許可基準規則解釈 

別記 3 に準ずる もの とされている (同規則解釈40条1項、丙 6、84頁)。

また、可搬型重大事故等対処設備は、津波による影響等を考慮した保管 

場所に保管する こと が求められている (同規則43条3項5号、丙 6、91頁)。

( 2) 被告の対応

重大事故等対処施設(緊急時対策所及び空冷式非常用発電装置並びに屋 

外に設置された可搬型重大事故等対処設備を除く)は、安全上重要な設備 

と同じ敷地にあり、前記3〜6で述べた安全上重要な設備と同様に、津波 

による 影響は受 けない。

また、緊急時対策所及び空冷式非常用発電装置、並びに屋外に設置され 

た可搬型重大事故等対処設備(大容量ポンプ、送水車等)については、い 

ずれも津波の影響を受けない位置にあることから基準津波による遡上波が 

これらの区画に到達、流入することはなく、漏水による影響を受けること 

もない。そして、津波による影響からの隔離については、これらの設備を、 

屋外の高台に設置するなどしていることから、津波による溢水の影響を受 

ける こと はない。さらに、水位変動に伴う取水性の低下による影響につい 

ては、重大事故等の際に使用する大容量ポンプ及び送水車は投込み式(取 

水ホース等を海に投げ込むもの)であり、水位変動により取水性に影響が 

生じる こと はない。 (丙 225、40-1～40-34頁)

(以上について、被告準備書面 (15) 60～61頁)

(3)原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会は、重大事故等対処施設について、設計基準対象施設
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に準じた耐津波設計とする こ と等によ り 、 重大事故等に対処するために必 

要な機能が損なわれるおそれはなく、また、可搬型重大事故等対処設備の 

設備共通の設計方針は適切で、設置許可基準規則に適合していることを確 

認した (西171の2、256頁、261頁)。

8 小括

以上で述べたほか、被告は、取水路、放水路等の経路からの津波の流入防 

止、漏水による安全上重要な設備への影響防止、安全上重要な設備の隔離等 

の対策により、津波に対して、本件発電所の「安全上重要な設備」及び重大 

事故等対処施設の安全機能が損なわれない こと を確認してお り、原子力規制 

委員会も設置許可基準規則解釈別記 3 の規定に適合している こ と を確認した 

(西171の2、45 〜 58 頁、256頁)。

よって、本件発電所の津波に対する安全性は十分に確保されている。

9 原告らの主張に対する反論

原告らは、津波の敷地への到達、流入防止に関する被告の対応に関連して、 

津波に よ って押し流 さ れた船舶等の大型の重量物が本件発電所の建屋扉に衝 

突すれば、扉が変形し、浸水防止措置は役に立たないと主張するが(訴状37 

頁)、そ も そも津波が地上部から原子炉周辺建屋等が設置等 された敷地内に到 

達することはないのであるから、津波によって船舶等が建屋扉に衝突するこ 

とはなく、原告らの上記主張には理由がない。また、原告らのその余の主張 

についても、本件発電所における具体的危険を摘示するものではなく、理由 

がない(被告準備書面 (15) 46頁)。

第3-4 原子炉設置変更許可後における と安全性の確認

被告は、既に新規制基準への適合性が確認された後も、本件発電所の安全上
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重要な設備及び重大事故等対処施設に加えて、特定重大事故等対処施設につい 

ても、安全機能が損なわれないことを確認しており、原子力規制委員会も設置 

許可基準規則解釈別記 3 (特定重大事故等対処施設について同解釈第40条に基づ 

く 準用)の規定に適合していることを確認した (西171の2、45 〜 58 頁、256頁、 

丙 546、「関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置許可申請書 (3号及 

び 4 号発電用原子炉施設の変更)の核原料物質及び原子炉の規制に関する法律 

に規定する許可の基準への適合について」、27〜28頁)。

よって、本件発電所の津波に対する安全性は十分に確保されている。

第 4 本件発電所の火 山活動に対す る 安全性について

1 はじめに

被告は、原子力規制委員会から、平成29年5月24日に本件発電所につい 

て、新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可 (以下、「本件既許可」とい 

う)を受けた(これに伴い、本件既許可の後段規制である、設計及び工事計 

画の認可並びに保安規定変更認可を受けた)。

だいせんなまたけ 亠 ,

その後、本件発電所における大山生竹テフラ (DNP) の噴出規模の想定 

を変更 して降下火砕物の層厚評価を見直し、令和元年9月 26 日 に原子力規制 

委員会に対して、原子炉設置変更許可申請を行い、令和3年5月 19 日に原子 

炉設置変更許可(以下、「本件設置変更許可」とい う)を受けた。

そして、これに伴い、本件設置変更許可の後段規制である、設計及び工事 

計画認可、設計及び工事計画の変更認可 (以下、あわせて「本件設工認」と 

いう)並びに保安規定変更認可(以下、「本件保安規定変更認可」という)を 

受けた。

以下では、本件既許可 (後記2) 本件設置変更許可 (後記3)、本件設工 

認 (後記4)、及び本件保安規定変更認可 (後記5) について述べた上で、原 

告らの主張に対して反論する (後記6)。
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2 本件既許可

(1) 新規制基準の要求事項等

ア設置許可基準規則及び同規則解釈の内容

設置許可基準規則は、想定される自然現象が発生した場合においても、 

原子力発電所の安全施設(設置許可基準規則2条2項8号、丙6、4頁) 

が、安全機能を損なわないこと を求めており (同規則6条1項、丙 6、13 

頁)、この「想定される自然現象」の1つとして、「火山の影響」が挙げら

れている (同規則解釈 6 条 2 項、丙 6、13頁)。

そして、原子力規制委員会は、原子力発電所への火山影響を適切に評 

価するため、国際原子力機関 (IAEA) の安全指針「Volcanie 

Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations」 (No.SSG-21) 

旧社団法人 日 本電気協会の「原子力発電所火山影響評価技術指針」

(JEAG4625-2009) 等の文献や専門家からのヒアリング結果をもとに、最 

新の科学的知見を集約 し、火山影響評価方法の一例と して取りまとめた

「原子力発電所の火山影響評価ガイド」(以下、「火山ガイド」という)

を定めている(丙 321、327頁、甲483、丙 223、両3297、1頁)。

イ 火山ガイ ドの内容

(ア)火山影響評価の概要

火山ガイドでは、火山影響評価として、図表3 (丙 329、24頁) のと 

おり、「立地評価」(図表 3 の上段)及び「影響評価」(図表 3 の下段) 

の 2 段階で行う こと とされている(火山ガイ ド2、丙 329、5頁)。

「立地評価」と は、評価対象場所周辺の火山事象の影響を考慮して

7甲483を改訂したものが丙223であり、丙223を更に改訂したものが丙329である。以下、丙329 
のみ引用する。
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原子力発電所を建設するサイト (敷地)としての適性を評価すること 

をいい、主として、火山活動の将来の活動可能性を検討しながら、設 

計対応不可能な火山事象の当該サイ トへの到達可能性を評価するもの 

である。

「影響評価」とは、立地評価の結果、立地が不適とされないサイト 

において、原子力発電所の運用期間中に生じ得る火山事象に対し、そ 

の影響を評価することをいい、具体的には、設計対応可能な火山事象 

の影響を評価し、これに対する設計方針について評価を行う ものであ 

る。

(以上について、丙 321、331～332頁)
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影®

評
価

立
地
評
価

1 4. 原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価

調査方法 設計対応が不可能な火山事象

文献調査、地形、地質調査 火山学的設査 ・火砕物空度流 ・湾考流 

t球物理学的及び地球化学的調査 •岩屑なたれ・ 地滑り及び科面崩
・新しい火口の問通 ・地殻変動

5. 個別評価の結果を受けた原子力発電所への火山事象の影響評価

(1)地理的領域外の火山に 

よる降下火砕物の影響評価

調査方法 火山事象

・文献調査 ・降下火砕物

・地形、地質調査

・火山学的調査

(2)地理的領域内の火山に 

よる火山事象の影響評価

設計再検討

火山事象に 

対応可能

調査方法

・献調査

・地形、地質調査

・火山学的調査

・地球物理学的及び 

地球化学的調査

火山 事象 (設計対応が可能なもの)

・降下火砕物

・火山性土石流

・D石
・火山性ガス

・その他の事象(津波、静振) 等

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

6. 火山影響評価の根拠が維持されていること 
を 確認することを 目 的とした火山活動のモニタリ

(内329、24頁より)

図表 3 原子力発電所に影響を及ぼす火山影響評価の基本フロ ー

(イ)立地評価

a 原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出(図表3の橙色部分) 

立地評価では、まず、原子力発電所の地理的領域(原子力発電所 

から半径160kmの範囲) において、第四紀 (約 258 万年前から現在ま 

で)に活動 した火山 (第四紀火山)一 を対象に、文献調査、地形・地 

質調査及び火山学的調査を行い、火山の活動履歴、噴火規模及びそ 

の影響範囲等を把握する ことにより、将来の火山活動の可能性を評

・ 第四紀以前に火山活動があった火山で、第四紀の活動が認められない火山は既にその活動を停止し 

ているとみなせるとされている (火山ガイド 3 の解説-5、丙 329、6～7頁、西321、336頁)。
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価する。

その結果、将来の活動可能性が否定できない火山を「原子力発電 

所に影響を及ぼし得る火山」として抽出し、後記 b の個別評価を行 

う。他方、「原子力発電所に影響を及ぼし得る火山」がない場合は、 

原子力発電所の立地は不適 とならない。

(以上について、火山ガイド3、丙 329、6〜9 頁)

b 原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価、及 

び火山活動のモニタリング(図表3の薄黄色及び青色部分)

「原子力発電所に影響を及ぼし得る火山」が抽出された場合は、 

抽出された火山について、設計対応不可能な火山事象(「火砕物密度 

流」、「溶岩流」、「岩屑なだれ、地滑り 及び斜面崩壊」、「新しい火口 

の開ロ」及び「地殻変動」の5事象) が原子力発電所の運用期間中に 

影響を及ぼす可能性の個別評価を行う。この際、検討対象火山の活 

動を科学的に把握する観点から、過去の火山活動履歴(地質学的手 

法)とともに、必要に応じて、地球物理学的及び地球化学的調査を 

行い、現在の火山の活動状祝況も併せて評価する。

個別評価の結果、設計対応不可能な火山事象が原子力発電所の運 

用期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価できる場合は、 

立地は不適とならない。ただし、その場合であっても第四紀に設計 

対応不可能な火山事象が敷地に到達した可能性が否定できない火山 

に対しては、火山活動のモニタ リ ング及び火山活動の兆候を把握し 

た場合の対応方針を策定する。ただし、既往最大の噴火を考慮して 

も、原子力発電所に影響を及ぼさないと判断できる火山については 

モニタ リ ングの対象外とする。

他方、個別評価の結果、設計対応不可能な火山事象が原子力発電
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所の運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価できない  

場合は、原子力発電所の立地は不適となる。

(以上について、火山ガイ ド 2. 2、4 及び 6、丙 329、6 頁、9～11 

頁、20〜22頁)

(ウ)影響評価(図表3の桃色部分)

a 概要

原子力発電所の立地が不適でない場合には、次に、影響評価を行 

う。

影響評価では、設計対応可能な火山事象(「降下火砕物」、「土石流、 

火山泥流及び洪水」、「火山から発生する飛来物 (噴石)」、「火山ガ 

ス」、「津波及び静振」、「大気現象」、「火山性地震とこれに関連する 

事象」及び「熱水系及び地下水の異常」の8事象) の影響の程度を評 

価した上で、設計対応及び運転対応の妥当性について評価を行う。

上記8事象のうち降下火砕物以外の火山事象については、地理的領 

域外から原子力発電所に影響を及ぼすと認められないことから、前 

記 (イ) aで抽出した「原子力発電所に影響を及ぼし得る火山」に 

対して影響評価 を行う (後記b)。

他方、降下火砕物については、広範囲に及ぶ火山事象とされ、地 

理的領域外から も原子力発電所に影響を及ぼす と認め られる ことか 

ら、前記 (イ) a の「原子力発電所に影響を及ぼし得る火山」の抽 

出結果にかかわらず、影響評価を行う (後記c)。

b 降下火砕物以外の火山事象による原子力発電所への影響評価

降下火砕物以外の火山事象の影響評価では、各影響を評価するに 

あたって、原子力発電所が存在する立地周辺の地質調査や文献等か
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ら、各火山事象の影響の程度を認定し、その各事象に対する設計対 

応や運転対応を定め、その妥当性について評価を行う (火山ガイ ド 

5.5～5.7、5.9～5.10及び5.12～5.13、丙 329、15～20頁)。

c 降下火砕物による原子力発電所への影響評価

降下火砕物の影響評価では、降下火砕物の降灰量、堆積速度、堆 

積期間及び火山灰等の特性等の設定、並びに降雨等の同時期に想定 

される気象条件が火山灰等の特性に及ぼす影響を考慮し、それらの 

原子炉施設又はその附属設備への影響について、直接及ぼす影響

(直接的影響)とそれ以外の影響(間接的影響)とに分けて評価し、 

設計対応及び運転対応の妥当性について評価を行う (火山ガイ ド 5.1、 

丙 329、11～12 頁)。

(a) 降下火砕物の層厚の設定

降下火砕物の降灰量(層厚)の設定は、原子力発電所敷地及び 

その周辺敷地で確認された降下火砕物の最大堆積量(層厚)をも 

とに評価する。ただし、原子力発電所敷地及びその周辺敷地で確 

認された降下火砕物で、その降下火砕物を噴出した噴火が特定で 

きる場合、当該噴火と同規模の噴火の可能性が十分小さいと評価 

できる 場合 に は、当該 降下火砕物 は 評価対象 か ら除外できる。

他方、原子力発電所敷地及びその周辺敷地で降下火砕物が確認 

できない場合は、対象となる火山の総噴出量、噴煙柱高度、その 

領域における風速分布の変動等をパラメータ と して、原子力発電 

所における降下火砕物の数値シミ ュ レーショ ンを行う ことにより 

求める。

(以上について、火山ガイド5及び5.1(2)の解説-19、丙 329、
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11～13 頁)

(b) 直接的影響の確認事項

降下火砕物の直接的影響への評価としては、降下火砕物堆積荷 

重に対して、安全機能を有する構築物、系統及び機器の健全性が 

維持される こと、外気取入口からの火山灰の侵入により、非常用 

ディーゼル発電機の損傷等による機能喪失がないこ と、必要に応 

じ て原子力発電所内 の構築物、系統及び機器における降下火砕物 

の除去等の対応が取れる こと 等を確認する (火山ガイ ド5.1(3)(a)、 

丙 329、12 頁)。

(c) 間接的影響の確認事項

降下火砕物の間接的影響への評価と しては、原子力発電所外で 

の影響(長期間の外部電源の喪失等)を考慮し、燃料油等の備蓄 

又は外部から の支援等によ り、原子炉及び使用済燃料プールの安 

全性を損なわないよ うに対応が取れることを確認する (火山ガイ 

ド 5.1(3)(b)、丙 329、12 頁)。

(以上 (1)について、被告準備書面(2 4) 6〜 12 頁)

(2) 被告の対応

ア立地評価

(ア)原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出

被告は、前記 (1) イ (イ) a で述べた火山ガイドの要求事項を踏 

まえ、本件発電所の地理的領域に対して、文献調査を実施 し、第四紀 

に活動 した火山(第四紀火山)を抽出した。そして、抽出した第四紀
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火山について、完新世 (約1万年前から現在まで)における活動の有無

及び第四紀における 活動履歴 よ り、将来の火山活動の可能性を評価し、 

本件発電所について、「原子力発電所に影響を及ぼし得る火山」として、 

はくさん おうぎのせん みかた かんなべ うえの 、, きょうけだけ, ,, , 
白山、扇ノ山、美方火山群、神鍋火山群、上野火山群、経ケ岳を抽出

した。

(イ) 原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価、及び 

火山活動のモニタリング

被告は、前記 (1) イ (イ) b で述べた火山ガイドの要求事項を踏 

まえ、まず、前記 (ア) で抽出した「原子力発電所に影響を及ぼし得 

る火山」を対象として、文献調査により火山活動に関する評価を行い、 

その結果及び各火山と本件発電所との距離等を踏まえ、本件発電所運 

用期間中に設計対応不可能な火山事象(「火砕物密度流」、「溶岩流」、

「岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊」、「新しい火口の開口」及び「地

殻変動」の 5 事象)が本件発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さく 、 

立地は不適 とならないと評価 した。

次に、各火山の既往最大の噴火を考慮しても設計対応不可能な火山 

事象は本件発電所に到達しておらず、本件発電所に影響を及ぼさない 

と評価し、火山活動のモニタ リ ングの対象とする火山はないと判断し

た。

イ影響評価

被告は、次に、前記 (1) イ (ウ) で述べた火山ガイ ドの要求事項を 

踏まえ、設計対応可能な火山事象 (「降下火砕物」、「火山性土石流、火山 

泥流及び洪水」、「火山から発生する飛来物 (噴石)」、「火山ガス」、「津波 

及び静振」、「大気現象」、「火山性地震とこれに関連する事象」及び「熱
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水系及び地下水の異常」の8事象)について、本件発電所の安全性に影響 

を 及 ぼす可能性について評価した。

以下、降下火砕物以外の火山事象に よ る原子力発電所への影響評価 

(後記 (ア))、降下火砕物による原子力発電所への影響評価 (後記 (イ)) 

の順に述べる。

(ア)降下火砕物以外の火山事象による原子力発電所への影響評価

被告は、前記 (1) イ (ウ) bで述べた火山ガイドの要求事項を踏 

まえ、設計対応可能な火山事象のうち降下火砕物以外の火山事象 (「火 

山性土石流、火山泥流及び洪水」、「火山から発生する飛来物 (噴石)」、 

「火山ガス」、「津波及び静振」、「大気現象」、「火山性地震とこれに関 

連する事象」及び「熱水系及び地下水の異常」の7事象)について、前 

記ア(ア)で抽出した「原子力発電所に影響を及ぼし得る火山」に対 

して影響評価を行った。

各影響を評価する にあたっては、文献調査、地質調査等、及び各火 

山 と本件発電所との距離、地形等を踏まえて検討を行い、本件発電所 

まで十分に離隔があるなど、いずれの火山事象についても、本件発電 

所に影響を及ぼす可能性は十分に小 さいと 評価 した。

(イ)降下火砕物による原子力発電所への影響評価

a 降下火砕物の層厚の設定

被告は、前記 (1) イ (ウ) e (a) で述べた火山ガイドの要求 

事項を踏まえ、まず、「原子力発電所に影響を及ぼし得る火山」の抽 

出結果にかかわらず、文献調査及び地質調査結果から、本件発電所 

敷地及びその周辺において層厚が比較的厚いとされている降下火砕 

物を抽出した (後記 (a))。
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次に、本件発電所敷地及びその周辺で確認された降下火砕物は、 

その噴出源が特定できるか否かに区分した上で、本件発電所で考慮 

する降灰層厚を検討した。ただし、確認された降下火砕物を噴出し 

た噴火が特定できる場合、当該噴火と同規模の噴火の可能性が十分 

小さいと評価できる 場合 には、当 該降 下火砕物 は評価対象 から除外 

した。(後記 (b) 及び (c))

(a) 層厚が比較的厚いとされている降下火砕物の抽出

i 文献調査

文献調査の結果、中野ほか編 (2013)及び町田・新井(2011) 

によれば、噴出源を特定できる本件発電所敷地及びその周辺へ 

の降下火砕物の分布と しては、始良Tnテフラが層厚 20cm 程度、 
いせんくらょし え び す とうげふく だ

大山倉吉テフラ (DKP) が層厚10cm程度、恵比須峠福田テフ 

ラが層厚 40cm 程度、阿蘇4 テフラが層厚 15cm以上と されている。

ただし、阿蘇4テフラについては、Smith et al.(2013)による 

と、本件発電所敷地周辺の水月湖で実施されたボーリング調査 

の結果、層厚が4cm程度とされている。

一方、石村ほか(2010) による と、噴出源を特定できない降 

みかたこ 、,_l ,_.
下火砕物と して、三方湖東岸において確認された NEXC080 が層厚 

20cm と されている。

なお、本件発電所敷地及びその周辺において、前記ア (ア) 

で抽出した「原子力発電所に影響を及ぼし得る火山」の降下火 

砕物は分布していないこと を確認した。

ii 地質調査

地質調査の結果、本件発電所敷地及びその周辺に分布する主
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な広域テフラとしては、鬼界葛原テフラ、大山倉吉テフラ (D 

KP)、始良Tnテフラ、鬼界アカホヤテフラ等を確認したが、 

厚く 堆積している箇所は確認されていない。また、若狭湾沿岸 

における津波堆積物調査において、 火山灰分析等を実施した結 

果、鬼界アカホヤテフラ、鬱陵隠岐テフラ、始良Tnテフラ等 

が認められたが、始良Tnテフラの層厚は 10.5cm、それ以外の 

層厚は 10cm以下であった。

なお、前記ア(ア)で抽出した「原子力発電所に影響を及ぼ 

し得る火山」の降下火砕物については、本件発電所敷地及びそ 

の周辺においては確認できなかった。

iii文献調査及び地質調査結果のまとめ

以上のことから、噴出源が特定できる降下火砕物については 、 

文献調査及び地質調査の結果から、 本件発電所敷地及びその周 

辺 におい て層厚が比較的厚い と されている、始良T nテフラ、 

大山倉吉テフラ (DKP) 等を抽出した。

一方、噴出源が特定できない降下火砕物については、文献調 

査の結果から、層厚が比較的厚いとされているNEXC080を抽出し 

た。

(b) 噴出源が特定できる 降下火砕物の降灰層厚に関する検討 

被告は、噴出源が特定できる降下火砕物として抽出した、始良

Tnテフラ、大山倉吉テフラ(DKP)等について、それぞれ当 

該火山の将来の噴火の可能性を活動履歴及び地下構造から検討し 

た。その結果、いずれの火山についても、本件発電所運用期間中 

に当該テ フ ラ 噴火規模相 当の噴火が発生す る 可能性は十分に低い
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と評価し、本件発電所で考慮する降灰層厚の検討対象外と した。

以下、原告らが特に問題点を指摘する、始良Tnテフラ (後記 

i) 及び大山倉吉テフラ (DKP) (後記i) に関する検討につい 

て述べる。

i 始良Tnテフラ (始良カルデラ)

始良Tnテフラは、鹿児島湾北部に位置(本件発電所敷地の 

約630km南西に位置) する始良カルデラを噴出源とし、約 2. 9〜 

2.6 万年前に発生した破局的噴火である始良Tnテフラ噴火 (図 

表4の「AIRA」) の際の降下軽石、巨大火砕流堆積物 とその降下 

火山灰である。なお、その際に噴出した火山灰は、日本全域に、 

火砕流堆積物は、九州南部の広い範囲に分布したと されている。

( i) 活動履歴に関する検討

Nagaoka (1988)による と、始良カルデラの噴火ステージは、 

プリニー式噴火ステージ (長い休止期の後に起こる極めて激 

しい爆発的噴火が随所で間歇的に発生する)、破局的噴火ステ 

ージ (破局的噴火が発生する)、中規模火砕流噴火ステージ 

(破局的噴火後の残存マグマによる火砕流を噴出する)、後力 

ルデラ火山噴火ステージ(多様な噴火様式の小規模噴火が発 

生する) の順に推移し、現在は、後カルデラ火山噴火ステー 

ジであると されている。

また、始良カルデラ において、最新の破局的噴火は始良T 

nテフラ噴火であり、この噴火から少なくとも6万年前 (図表 

4の「FUKUYAMA」) までの間に破局的噴火は認められない とさ

れている。
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以上の活動履歴よ り、①破局的噴火の活動間隔は約 6万年以 

上と考えられ、この活動間隔は、最新の破局的噴火から現在 

までの経過時間である約 3 万年に比べて十分長いこと、②現在、 

破局的噴火に先行して発生するプリニー式噴火ステージの兆 

候が認められないことから、次の破局的噴火までには十分な 

時間的余裕があると考えられ、本件発電所運用期間中におけ 

るこの規模の噴火の可能性は十分に低いと評価した。

Volume
km3 約6万年以上 約3万年

i----------------卜

200
②1 ・2 ①3 P4 L5 M6-7

Late Quatemarymulti-cycles of the Aira,Ata, and Kikai Caldera 

Volcanoes
1: Plinian stage; 2: Large-scale pyroclastic flow stage; 3; Moderate- 
scale pyroclastic flow stage;4: Plinian-eruptive cycle;5: Large-scale 
pyroclastic flow eruptive cycle; 6: Moderate-scale pyToclastic flow 

eruptive cycle; 7: Post.caldera volcanism

V
W
V
A
n
H
s

出 

p P

P
S
I
H
 

の ROM  
キ

SHIKINE LAVA FLOW

p

Plinian stage Large-scale pyroclasticflow Moderate-scale pyroclastic Post-caldera volcanism 
(プリニー式噴火ステージ) stage flowstage (後カルデラ火山噴火ステージ)

(破局的噴火ステージ) (中規模火砕流噴火ステージ)

図表4 始良カルデラの活動履歴

219



(i) 地下構造に関する検討

活動履歴 に 関する 検討に加 え て、始良カルデ ラ のマグマ溜 

ま り の深度に着 目 した検討を行った。

マグマ溜ま り と は、地下深部から上昇してきたマグマが、 

地殻浅所で一時的に蓄えられたものである。また、マグマは、 

珪素の量が少ない順に、玄武岩質、安山岩質、デイサイト質、 

流紋岩質の 4 っに分類 される が、このう ち破局的噴火を起こす 

のは、流紋岩質のような珪長質(珪素の量が多い)の大規模 

なマグマ溜まりであるとされている(力武ほか(1987))。そ 

して、地殻中を上昇するマグマは、更に浅部で蓄積し、噴火 

のために待機 している と 考えられ、マグマ溜まり は、時間と 

ともにマグマの密度に応じた浮力中立点へと移っていく傾向 

があるとされている。

この点、井口ほか(2011)によると、始良カルデラ中央部 

のマグマ溜まり は深度 12km に位置していると推定されており、 

珪長質マグマの浮力中立点の深度 7km (東宮(1997)) より深 

い位置にある こ とから、このマグマ溜ま り は本件発電所運用 

期間中に破局的噴火が発生する よ う な状態ではないと評価し 

た。(図表5)
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\\ マグマの

\\ 種類 支武岩質 安山岩貿 デイサイト質 流紋岩質

マグマ 、
の性質 \\ 一苦鉄質 ﾡ長質→

SiO2(wt.%) 45～53.5 53.5～62 62～70 70以上

密度(kg/m3) 2700 2400 2300 2200

マグマのSiO2と密度の関係(兼岡・井田(1997))

SiO2の量

粘性 小 キ 大

ﾡ度
高い と

1000度以上

ﾡ火の仕方

図2 桜島の水平変位ベクトル図

□ 低い

1000度以下

マクマの性質と火の仕方(力武他(1987))

SiO2 (wt.%) 図1 始良カルデラの水平変位ベクトル図 

(井口他(2011)) (井口他(2011))

q
E
 J

図 3 マグマ和ま りの深さ (圧力) とマグマの組成との関 

係. ◇は有珠火山, □はMt. St. Helens, ○はFsh Canyon 

Tuft, ・はPinatuboのﾡ出である. マグマ溜ま り は浮力 

中立点 よ り も所には形成されない. ま た, 時間と共に女 

武岩質マグマの浮力中立点から自分自身の浮力中立点へ 

と移っていく傾向がある.

(東宮(1997))

・ 兼岡一郎・ 井田善明(1997): 火山とマグマ東京大学出版会

・ カ武常次・ 永田裕・小リ 11 勇二郎 (1987): 改訂新版新地学,数研出版

・東宮昭彦(1997):実験岩石学的手法で求まるマグマ溜まりの深さ,月刊 

地球,19,p.720-p.724
・ 井口正人・ 太田雄策・中尾茂・園田忠臣 ・高山 銀朗・ 市川信夫(2011): 

桜島昭和火口噴火問始以降のGPS観測2010年～2011年,「桜島火 
山における多項目観測に基づく火山噴火準備過程解明のための研

究」平成22年度報告書

図表5 始良カルデラの地下構造に関する検討

(i) 本件発電所で考慮する降灰層厚の検討

以上のことから、始良カルデラについては、始良Tnテフ 

ラ 噴火規模相 当の噴火が本件発電所運用期間中 に発生す る 可 

能性は十分に低い と 評価 し、本件発電所で考慮する降灰層厚 

の検討対象外 と した。

ii 大山倉吉テフラ (DKP) (大山)

大山倉吉テフラ (DKP) についても、婚良 Tn テフラと同 

様に、活動履歴及び地下構造に関する検討を行った。その結果、 

大山倉吉テフラ(DKP)噴火規模相当の噴火が本件発電所運 

用期間中に発生する可能性は十分に低いと評価し、本件発電所 

で考慮する降灰層厚の検討対象外とした。(丙 178、添付書類六、 

6-8T3 〜 6-8T5 頁、丙 322、34～39 頁)
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なお、本件発電所においては、大山の噴出規模の想定を変更 

して降下火砕物の層厚評価を見直している ところ、この点につ 

いては後記3で改めて述べる。

( c) 噴出源が特定できない降下火砕物の降灰層厚に関する検討

噴出源が特定できない降下火砕物 と して抽出 した本件発電所敷 

地周辺の三方湖東岸で確認 された NEXC080 は、層厚 20cm とされて 

いるが、これはUpper (上層) と Lover (下層) の 2 つに区別され 

た層厚の合計の厚さ である。Upper と Lower を比較すると、Lower 

は降下火砕物に一般的に含まれる重鉱物が多いのに対し、Upperは 

これが少なく、また降下火砕物には含まれない岩片やその他混入 

物も含む等の特徴を有する。これらのことから、NEXC080は、降下 

火砕物が降り積もった場所でそのまま堆積したもの(純層)のみ 

ならず、当初降り積もった場所から移動後に堆積したもの (再増 

積)を含んでいる と考えられる。また、NEXC。 ボーリングコアの調 

査位置は、三方断層帯の活動に伴う地殻変動を受け、堆積環境が 

静穏でなく複雑であると考えられることから、降下火砕物の純層 

の層厚を精度良く評価することは困難である。

したがって、NEXC。 ボーリングコアだけで評価するのではなく、 

周辺地域の調査結果 と 合わせて総合的に評価する こと と した。

きやま

NEXC080 は、主成分分析、屈折率等から、気山露頭の美浜テフラ 

と同じものと考えられる。気山露頭の美浜テフラの層厚を確認し 

た結果、最大層厚 10cm程度であることが確認されている。また、 

その他の地点でも、NEXC080 と同じものと考えられる火山灰層が複 

数確認されているが、いずれの層厚も lcm以下又は肉眼では判別で 

きないものであった。
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また、NEXC080 が確認された三方湖東岸の近傍に位置している水 

月湖で採取された SGo6 ボーリングコアは、堆積物の保存状態がよ 

いこと、過去 15 万年間程度の古環境情報を連続的に得られている 

と 推定されている こと、詳細に火山灰層厚の分析もされているこ 

とか ら、降下火砕物の層厚の評価に適している と 考えられる。 

SG06ボーリ ングコアについては、NEXC080 との比較はされていない 

ものの、NEXC080 が美浜テフラ と同じものであって約 12. 7 万年前 

に降灰したと考える と、NEXC080 は、SG06 ボーリングコアの Ata 

(阿多テフラ)からコア底 (約15万年前と推定) までの 7 つの火 

山灰の う ちのいずれか 1 つに該当するが、いずれの火山灰の最大層 

厚も 2cm以下である。

以上のとおり、①三方湖東岸で調査 された NEXC080 は層厚 20cm 

とされているが、再堆積を含んでいると考えられること、また、 

②その他の周辺地域の調査結果において も層厚 10em を超えるもの 

はなかったことから、NEXC080における降下火砕物の純層の層厚は 

10cm 以下 と 評価した。

(d) 評価結果のまとめ

被告は、前記 (a) ～ (c) の評価結果から、本件発電所運用 

期間中における敷地の降下火砕物の最大層厚を 10cm と設定した。

b影響評価

被告は、前記 (1) イ (ウ) c (b) 及び (c) で述べた火山ガ 

イドの要求事項を踏まえ、降下火砕物の特性等を考慮 し、直接的影 

響 (後記 (a)) と間接的影響 (後記 (b)) によ って本件発電所の 

安全機能が損なわれない設計方針を定めた。
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a) 直接的影響への対応

被告は、降下火砕物による直接的影響として、降下火砕物の荷 

重による影響を考慮し、本件発電所の施設について、降下火砕物 

が積し難い構造とする と ともに、降下火砕物の荷重に対して十 

分な余裕を持たせた許容荷重を設定するなどして、降下火砕物の 

荷重により本件発電所の健全性が損なわれない設計とした。

また、降下火砕物による構造物への化学的影響 (腐食)、水循環 

系の閉塞、水循環系の内部における摩耗及び化学的影響 (腐食)、 

換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (閉塞、摩耗) 

等を考慮し、それらの影響によって本件発電所の安全機能が損な 

われない設計とした。

このう ち非常用ディーゼル発電機の閉塞に対しては、外気吸入 

ロ (吸気ダクトの屋外開口部) を下向きに設置すると ともに、非 

常用ディーゼル発電機の吸入口の入口に吸気フィルタを設置し、 

降下火砕物が容易に非常用ディ ーゼル発電機の機関内に侵入する 

ことがない構造とすることで、降下火砕物の侵入対策を行ってい 

る。

すなわち、外気吸入口を下向きに設置することで、飛来した降 

下火砕物の一部は地面な どに落下 し、その全てが非常用ディーゼ 

ル発電機の吸気フィルタに捕集されるこ とにはならないようにし、 

また、降下火砕物が吸気フィルタに付着した場合でも取替えが可 

能な構造とすることで、吸気フィルタは閉塞しない設計とした。

そして、被告は、降下火砕物の大気中濃度の既往観測記録とし 

て最大であるセントヘレンズ山の1980年噴火に係る濃度において、 

短期 のう ちに吸気フィルタが閉塞する ことなく、当該フィルタ を
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取り替えることに より、非常用ディーゼル発電機の機能維持が可 

能であることを確認した。

(b) 間接的影響への対応

被告は、降下火砕物による間接的影響として、降下火砕物が送 

電設備の絶縁低下を生じさせることによって広範囲にわたり送電 

網が損傷し、外部電源が喪失すること等を想定した。かかる想定 

を前提として、被告は、燃料の貯蔵により外部からの支援なしで 

非常用ディ ーゼル発電機を 7 日 間連続運転でき る ように し、原子炉 

及び使用済燃料ピッ トの安全性を損なわないよ う対応する ことと 

している。

(以上 (2) について、被告準備書面(2 4) 13～29頁)

(3)原子力規制委員会による審査

被告が行った前記 (2) ア及びイ の各評価については、原子炉設置変更 

許可申請に係る原子力規制委員会の審査を経て、新規制基準に適合してい 

る ことが確認されている (西171の2、66～73頁)。

3 本件設置変更許可

その後、大山 (鳥取県) を噴出源とし約8万年前に発生した大山生竹テフラ 

(DNP) の噴出規模等について、原子力規制委員会から平成30年12月 12 

日付で報告徴収命令が発出されたこと を受けて、被告は大山の噴出規模の見 

直し、降下火砕物 シ ミ ュレーショ ン結果等に基づく 降下火砕物の最大層厚の 

変更を内容とする原子炉設置変更許可申請を行った。以下、具体的に説明す 

る。

225



(1) 見直し後の大山生竹テフラ (DNP) 噴出規模及び層厚等の検討

ア 噴火の発生間隔等に関する検討(地質学的手法)

大山は、更新世中期に活動を開始し、少なくとも2万年前以降までその 

活動を続け、第四紀火山の発達史分類では、現在は第4期に整理されてい 

る ところ、その第 4 期の噴出量は第 1 期〜第 3 期に比べて少なく、数km3

と されている。

また、大山の噴火履歴より、40 万年前以降、大山の最も規模の大きな 

噴火は、大山倉吉テフラ (DKP) 噴火であったが、大山倉吉テフラ

(DKP) 噴火に至る活動間隔は、大山倉吉テフラ (DKP) 噴火以降 

の経過時間に比べて十分長いことから、次の大山倉吉テフラ(DKP) 

噴火規模の噴火までには、十分時間的な余裕があると考えられ、発電所 

運用期間中におけるこの規模の噴火の可能性は十分低いと考えられる。 

一方、噴出量数 kn? 以下の規模の噴火については、大山倉吉テフラ (DK 

p) 噴火以前又はそれ以降においても繰り返し生じている (図表6)。
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図表6 大山火山の噴火履歴
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イ マグマ噴出率のトレンドに関する検討(地球化学的手法)

原子力規制庁(2019) (丙 355)によると、大山では、階段ダイヤグラ 

ムからマグマ噴出率の変化が認められ、噴出率の高噴出率期と低噴出率 

期では化学組成の トレンドが明瞭に異なり、大山倉吉テフラ (DKP) 

は高噴出率期の ト レン ド と一 致し、約 2 万年前の最終噴火では低噴出率期 

の トレンドに戻っている とされている (同12～15頁)。

ウ 地下構造に関する検討(地球物理学的手法)

兼岡・井田 (1997)及び東宮 (1997) から、マグマの深さ と組成との 

関係を検討した結果、爆発的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力中立 

点の深度は、7km程度に定置すると考えられる。大山の地下構造について 

は、Zhao et al.(2011)及び大見(2002)によると、大山の地下深部に 

低速度層の存在が示唆されるものの、この低速度層が仮にマグマ溜まり 

だとしても、20km以深に位置していることが示されている (図表7)。

図表7 大山火山の地下構造 (1)

そして、この研究を更に進めた、Zha。 et al. (2018)による と、大山 

の地下深部に低速度層の存在が示されるものの、その深度はZhao et al. 

(2011) と 同程度であり、大山の地下深部に存在する低速度層の深度に

227



変化がないことが示されている (図表8)。

中 常時地雲ﾡ動

・ 優周波ﾡ小地量

★ 2000年島ﾡ黒ﾡ司地量

★ 2016年島取浄中司地量

A 大山火山

図表8 大山火山の地下構造 (2)

エ 大山生竹テフラ (DNP) 噴出規模及び本発電所で考慮する降灰層厚 

の検討

以上より、被告は、大山については、火山発達史、噴火履歴の検討結 

果、原子力規制庁 (2019) (丙 355)による安全研究の成果及び地下構造 

の評価結果から、本件発電所の運用期間中における大山倉吉テフラ (D 

KP)噴火規模相当の噴火の可能性は十分低いと評価 した。

そして、被告は、安全側に立って十分に保守的な評価を行うという観 

点から、原子力規制委員会による令和元年6月 19 日付命令 (両318) を 

踏まえ、大山倉吉テフラ(DKP)噴火以前又はそれ以降において繰り 

返し生じている噴火のうち、最大規模相当 (11km?) の大山生竹テフラ
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(DNP) を火山影響評価の対象として考慮すること とし、米子の昭和 

56 年から 平成 21 年の風データ を用いて、降下火砕物 の シ ミュレーション 

を実施した結果、風速等のばらつきも含めても、本件発電所の最大層厚 

は、19.3cmとなった。

被告は、上記シミュレーションで求めた降灰層厚に、安全裕度を見込 

み、降下火砕物の最大層厚を、見直し前の10cmから22cmへ変更し、設置 

変更許可申請を行った。

もっとも、その後、新規制基準適合性に係る審査会合において、越畑 

地点における降灰層厚(25cm)を考慮して本件発電所の降灰層厚を設定 

するよう 求める 指摘がな された こ と を踏まえ、本件発電所 について は 

25cm と 見直した上で、設置変更許可申請の補正書を提出した。

なお、降下火砕物の最大層厚の変更に伴い、降下火砕物の影響評価を 

改めて行う必要が生じたところ、評価が必要となる影響因子は荷重及び 

閉塞であることから (丙 379、参考5)、これらの観点から影響評価が必要 

な項目 と して、①施設を内包する建屋及び屋外施設に対する静的荷重の 

影響、②屋外との接続のある施設に対する閉塞の影響、③降下火砕物の 

除去に対する影響の3項目を抽出した。そして、本件発電所の施設につい 

て、変更後の最大層厚を前提に、前記①～③に係る影響評価を行った結 

果、建屋の構造健全性が維持されるなど安全機能を損なうおそれがない 

と評価した。被告は、このような評価結果を原子力規制委員会に対して 

詳細に説明し、降下火砕物の最大層厚以外の基本設計ないし基本的設計 

方針 (前記2 (2)イ (イ) b) については技術的成立性があ り、これ 

らを変更する必要がないとの方針を示した。

(以上 (1) について、被告準備書面(2 4) 23～25 頁、同(2 9) 9〜

18頁、同 (39) 17～24頁)
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(2)原子力規制委員会による審査

被告の対応 について は、原子炉設置変更許可申請に係る原子力規制委員 

会の審査を経て、新規制基準に適合していることが確認されている(被告 

準備書面 (29) 18～22頁、同(3 5) 5〜6 頁、丙 386、添付書類 5～7 頁)<

(3)大山の噴火可能性に関する補足(梅田教授の意見書)

ア被告は、大山が活火山に選定されていないこと、過去の噴火の発生間 

隔に鑑みても、次の大山倉吉テフラ (DKP) 噴火規模の噴火までには 

十分時間的な余裕がある と考えられる こと(地質学的手法。前記 (1) 

ア)、マグマの化学組成の観点からも、約 2 万年前の最終噴火では低噴出 

率期のトレンドに戻っているとされていること(地球化学的手法。前記 

(1) イ)、さらに、現在の地下構造の調査結果からも噴火を示唆するよ

う なマグマ溜まり の存在は確認できない こと (地球物理学的手法。前記 

(1) ウ)から、本件発電所の運用期間中における大山倉吉テフラ (D

K P )噴火規模の噴火可能性は十分に低いと 評価 している。

イ この点、弘前大学院理工学研究科教授の梅田浩司氏(以下、 「梅田教 

授」という)は、まず、大山が活火山として認定されていないこと等か 

ら、そもそも大山火山は発電所運用期間に噴火が生じる可能性は低いと 

した上で、地質学的手法の評価結果から、次の大規模噴火は数十万年後 

であ り、発電所運用期間に大規模な噴火を起こす可能性は極めて低い と 

している(丙 430、2頁、4〜 5 頁)。そして、地球化学的手法の評価結果 

による と、規模の大きい噴火を起こすためには深さ 12km以浅に 10DREkm 

を超えるようなマグマを蓄積する必要があるが、地球物理学的手法の評 

価結果を見る限り、12km 以浅においてこのよ う なマグマ溜ま り を示す特 

徴は認められないため、かかる事実は発電所運用期間に大規模な噴火を
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起こす可能性が極めて低いことを支持するとしている(同6〜7頁)。

以上の理由から、梅田教授は、大山が本件発電所の運用期間中に大規 

模噴火を起こす可能性が極めて低い と結論付けている と ころ、かかる意 

見書の内容は、前記アで述べた被告の評価に概ね沿う ものである といえ、 

被告の評価の合理性を裏付けるものといえる。

(以上 (3) について、被告準備書面 (39) 24〜 37 頁)

4 本件設工認

(1) 被告の対応

ア本件設工認の申請

本件設 工認 の 申請 が 必要 とな る 事項 は、本件設置変更許可の 申請 にお 

いて静的荷重の影響を評価 した建屋及び屋外施設 (前記3 (1))の 

う ち詳細設計と して強度評価を行う必要があるものである。

そこで、被告は、改めて強度評価を行い、その評価結果を、原子力規 

制委員会の審査会合で説明した。

すなわち、被告は、降下火砕物の最大層厚の変更に伴い、本件発電所 

について、平成29年8 月 25 日 及び令和 2年5 月 14 日付工事計画認可処 

分(以下、「既認可処分」とい う)の申請に係る添付書類・補足説明資料 

の評価に変更があるものを抽出し、それらについて、変更後の降下火砕 

物の最大層厚を前提に構造強度評価を行った。

具体的には、見直し後の降下火砕物の最大層厚(25cm) を前提に、原 

子炉格納容器、原子炉周辺建屋等のよ う な施設を内包する建屋について 

は、自重等の常時作用する荷重及び降下火砕物等の堆積による鉛直荷重 

により部材に発生する応力等が評価基準値を下回っていることを確認し 

た。また、海水ポンプのような屋外施設については、見直し後の降下火
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砕物の堆積等により 発生する応力が許容応力 (評価基準値) を下回って 

いることを確認した。

そして、これらの結果を本件設工認として申請するとともに、令和3年 

9月7日の第 1001 回審査会合において提示した (図表9〜図表1 0、丙 

412、4〜6 頁、12〜 13 頁、15頁)。
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(丙 412、13頁より)

図表 9 建屋の降下火砕物に対する構造強度評価結果
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図表10 海水ポンプの降下火砕物に対する構造強度評価結果

被告は、このような構造強度評価の結果、設備を変更しなくとも、い 

ずれの建屋及び屋外施設について も評価値 (発生応力等) が評価基準値

(許容応力等) を下回り、裕度 (評価基準値 (許容応力等)を評価値 

(発生応力等) で除した値) が1.0を上回っていることから、構造強度評 

価上問題はな く、安全機能を損なうおそれはないことを、原子力規制委 

員会の審査会合において説明 した。

イ建屋の構造強度評価手法の変更

被告は、本件発電所における上記の構造強度評価を行うにあたり、建 

屋の評価手法について、既認可処分時に採用していた、建屋に作用する 

荷重条件のみで評価する簡易な評価手法から、至近の審査実績で採用さ 

れている、建屋の屋根のスラブ部分 (水平部分) やそれを支える梁とい 

った部材ごとにかかる応力を直接評価できる、よ り 詳細な評価手法に変
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更する旨申請した。

この変更の概要は図表1 1に記載のとおりである。

既認可の評価手法

荷重による評価

1
L③終局耐力に達する荷重
/ <機能維持限界>1 大きな(子性

①長期許容応力度 T-r③期許容応力度
に達する高重 、 / に達する重

[ ・ラ・・「 (許容限界)

②設計時 、

長期荷重 3 - 1s艦 - ・#a4信)

■1 •し⑥常特作用する荷重
・ - 及ひﾡを下火ﾡ物寺進宿

長期 陵な豎物 Iによる鉛直荷重の和Pe
⑥が⑤を超えないことを確認している。

本設工認の荷重条件では、③が③を超える場合がある。

本設工認での評価手法

応力度による評価
r③然局耐力

「(性 1 / ～ (許容限界)

° \\

② 調計時長期重P、ユ、|
により発生する応力度一

1ss.
「r@期許容応力度
サ <評価基準値>

一® 常階作用する荷重
・イ 及ひ随下火ﾡ物等宿

によるj荷重の和Pe 
により発生する応力度

Eig 降下火砕物

小
©'が①' を超えないことを確認している。

ヽ 応力度による濟 は、応力度と評ﾡ星ﾡ電を比較する恒進的な手活であり、

/ B認可実の例については、次ページでご訴明

(丙 412、8頁より)

図表11 建屋の降下火砕物に対する構造強度評価手法の変更

(ア)既認可処分時の評価手法

設計及び工事計画認可申請の段階における標準的な構造強度評価の 

手法では、各建屋について、「設計時長期荷重 Pa」(建屋が存在する限 

り作用し続ける荷重として設計時に算出するもの。図表1 1左側の②) 

を算出し、この荷重により建屋の各部材に発生する応力度 (図表11 

右側の② 「設計時長期荷重 Pa により 発生する応力度」) を評価値と 

して算出している。そして、建屋の各部材について、この評価値 (図 

表1 1右側の②) が、評価基準値である「長期許容応力度」(図表1 

1 右側の①')を下回ることを確認することで、発生応力が弾性範囲 

内に収ま り、建屋の強度に問題がないこ と を確認している。

他方、既認可処分時において採用した簡易な評価手法は、このよ う 

な応力度による評価ではなく、この評価過程で算出された「設計時長 

期荷重Pス」(図表1 1左側の②) を用いた荷重によ る評価である。
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当該評価手法についての詳細な説明は被告準備書面(3 5)9～12頁 

で述べたとおりであるところ、既認可処分時における評価基準値であ 

る ri. 5P aj (図表11左側の③) という値は、「終局耐力に達する荷 

重」(図表11左側の③) や「短期許容応力度に達する荷重」(図表1 

1左側の①) に比べて小さい値となっており、評価値がこの値を下回 

ること を確認する と いう既認可処分時における評価手法は、相当大き 

な保守性を有するものであるといえる。

しかる ところ、建屋については、層厚変更による荷重の増加を受け、 

本件設工認申請では評価対象となる全ての建屋について、 近の審査 

実績を踏まえて評価手法を変更することとした。

(イ)本件設工認申請の評価手法

本件設工認の申請における建屋の構造強度評価では、既認可処分時 

のよ う な荷重による評価ではなく、荷重によ り各部材に発生する単位 

面積あたりの力である応力度を算定して評価するという標準的な評価 

手法を採用した。

すなわち、評価対象である全ての建屋について、荷重により部材ご 

と に発生する応力度を算定した上で、この応力度が評価基準値を超え 

ないことを直接確認するという手法である。図表1 1 右図でいえば、 

部材ごとに常時作用する荷重及び降下火砕物等堆積物(降下火砕物及 

び雪)による鉛直荷重の和により発生する応力度 (図表11の®) 

を算出 し、評価基準値である「短期許容応力度」(図表1 1の①) を 

超えないことを直接確認した。

このような本件設工認の申請での建屋の構造強度評価手法は、既認 

可処分時の耐震安全性評価においても使用実績のある標準的な評価手 

法であり、既認可処分時の評価手法よ り も精緻な評価を行う ことがで
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きる。また、建屋の構造強度評価における評価基準値は、新規制基準 

適合時の工事計画の評価手法と同様に、降下火砕物堆積時における建 

屋の機能維持限界である終局耐力 (図表11の③) ではなく、評価 

基準値と して保守的に建築基準法及び安全上適切と認められる規格基 

準であり、「耐震設計に係る工認審査ガイド」(丙 71) でも引用されて 

いる「原子力施設鉄筋コンク リート構造計算規準 ・同解説一許容応力 

度設計法一」及び「鋼構造設計規準一許容応力度設計法一」による短 

期許容応力度 (図表11の①) としていることから、本件設工認の 

申請での 評価手法は保守性 を有している。

(2)原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会は、火山の影響から防護すべき施設等のうち、屋外に 

設置 してい る 施設、及び防護対象施設を内包し降下火砕物からその施設を 

防護する建屋で、降下火砕物が堆積しやすい屋根構造を有する施設につい 

ては、一定期間内に降下火砕物を除去することを前提に、最大層厚の変更 

を踏まえた降下火砕物による荷重並びに当該荷重と組み合わせる積雪及び 

風 (台風) の荷重を短期的な荷重として考慮し、日本機械学会「発電用原 

子力設備規格 設計 •建設規格」及び日本電気協会「原子力発電所耐震設 

計技術指針」等に基づき、短期的な荷重に対して安全機能を損なうおそれ 

がな いよう 構造健全性 を維持する設計としていることを確認したことなど 

から、技術基準規則7条の規定に適合していると認め、本件発電所について、 

令和4年3月 4 日 に設計及び工事計画認可を行った (乙71、乙72、乙 76 及 

び乙77)。

(以上 4 について、被告準備書面(3 5) 6～14頁)
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5 本件保安規定変更認可

被告は、本件発電所について平成 29 年 9 月 1 日 に、原子力規制委員会によ 

って新規制基準に適合していることの確認を受けたのち、平成 29 年の実用炉 

規則等の改正を踏まえ、非常用交流動力電源設備の機能を維持する対策と し 

て、火山影響等発生時における非常用ディーゼル発電機の機能を維持するた 

めの対策を行った。そして、降下火砕物の最大層厚 10cm をもとに、火山ガイ 

ドに示された手法によ り想定した気中降下火砕物濃度においても十分対応可 

能であることを確認し、これらの対策等を保安規定に記載し、保安規定変更 

認可申請を行った。これらは、原子力規制委員会の審査を経て、上記改正後 

の新規制基準に適合 している こ と が確認されている(丙 326)。

その後、被告は、本件設置変更許可処分 (運用期間中に想定される降下火 

砕物の最大層厚を25cmと設定)に基づき、令和3年7月 1 日付で保安規定申 

請を行い、同申請に対する審査において、実用炉規則92条1項16号に規定さ 

れる「設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の 

保全に関する措置に関すること」として、実用炉規則83条1号ロの「火山現 

象によ る影響」に規定された各要求事項を踏まえたものであることについて 

確認を受けた。

具体的には、実用炉規則 83 条 1 号口 (1) (非常用交流動力電源設備の機能 

を維持するための対策)、(2) (代替電源設備その他の炉心を冷却するために 

必要な設備の機能を維持するための対策)、及び(3) (交流動力電源が喪失 

した場合における炉心の著しい損傷を防止するための対策)について説明し 

た結果、原子力規制委員会は、令和4年4月 7 日、被告の申請は原子炉等規制 

法43条の3の24第2項各号のいずれにも該当しないと認められると して、本 

件発電所に対して保安規定変更認可処分を行った (乙 81)。

(以上について、被告準備書面(2 4) 29〜33 頁、同(3 5)14～20頁)
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6 原告らの主張に対する反論

(1) 本件発電所の安全裕度が小さいとする主張について

原告らは、被告が本件発電所は 30cm の降灰に対しても対処可能である 

(荷重に対して健全性を維持できる) としているものの、最も裕度の小さ 

い「原子炉周辺建屋」においては、わずか31cm の降灰で裕度がなくなる、 

すなわち、大山生竹テフラ (DNP) の降灰層厚を前提にすると原子炉周 

辺建屋の裕度は非常に小さいと主張する (原告ら第6 1 準備書面6〜7 頁)。 

原告らの主張は必ずしも判然と しないところ、おそらく、山元 (2017)に 

より 引用されている京都府越畑地点における大山生竹テフラ (DNP) の 

層厚 (30cm) をもとに、本件発電所においても層厚30cmの降灰があると仮 

定した主張であると思われる。

しかしながら、被告準備書面 (2 9)10～13 頁のとおり、京都府越畑地 

点における大山生竹テフラ(DNP)の層厚については、原子力規制委員 

会において、山元 (2017)の知見を含む最新の科学的知見も踏まえて検討 

の上、その層厚を25cm程度として評価することとされているのであり (丙 

361、22 頁)、同地点における大山生竹テフラ (DNP) の層厚を 30cm とし 

て、被告の原子炉周辺建屋の降灰に対する荷重の裕度が小さいかのように 

述べる原告らの主張には理由がない。詳細については、被告準備書面 (2 

9) 23 頁のとおり である。

( 2 ) 降下火砕物の層厚を26cmと仮定した場合に本件発電所の非常用ディ ーゼ 

ル発電機のフィルタが目詰ま り を起こ して、電気の供給ができなく なると 

の主張について

原告 ら は、本件発電所の非常用ディーゼル発電機の吸気フィ ルタ につい 

て、想定する層厚を10cmとした場合と比較して、想定する層厚を 26cm とし 

た場合、気中降下火砕物の濃度が大きくなり、本件発電所の非常用ディー
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ゼル発電機の限界濃度を上回ることは確実であると し、当該フィルタが目 

詰まり を起こして、非常用ディーゼル発電機による電気の供給ができなく 

なる危険がある旨を主張する (原告ら第61準備書面8頁)。

しかしながら、そもそも原告らは想定する層厚を26cmとする根拠を示し 

ていない。越畑地点の数値を引用しているものと仮定したとしても、前記 

3 で述べた とおり、本件発電所の降下火砕物の最大層厚はシミ ュレーショ 

ン結果に安全裕度を織り込んでも原告らの指摘する 26cn を下回り、原告ら 

の主張には理由がない(被告準備書面(2 9) 24頁)。

(3) 倉吉降下堆積物 (DKP) を評価した場合には安全裕度は1を下回ること 

が予想される と の主張について

原告らは、大山倉吉テフラ (DKP)について、山元 (2017)に基づき、 

本件発電所の降下火砕物の層厚想定において、大山倉吉テフラ(DKP) 

噴火規模相当の噴火を考慮しなければならないかのよ う に主張する (原告 

ら第6 1準備書面8頁)。

しかしながら、前記3 (1) のとおり、本件発電所の運用期間中に大山 

倉吉テフラ (DKP) 噴火規模相当の噴火が起こる可能性は十分に低いの 

であるから、原告らの主張には理由がない。詳細は被告準備書面 (29) 

24〜25頁のとおりである。

(4)被告の背信性に関する主張について

原告らは、原子力規制委員会は「平成30年3月 28 日に本新知見を認め 

たが、関西電力は、その直前の同年 3 月 1 日 の段階でも『山元 (2017)に示

9 ここで原告らが述べる「本新知見」とは、文脈上、「京都府越畑地点における大山生竹テフラ (DN 
P) の最大層厚は、山元 (2017) において引用 している文献値 (30cm) より小さい 26cm とみなすこ 

とが可能であること」を指していると思われるため、その前提で反論を行う(被告準備書面 (29) 
脚注15参照)。
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される等層厚線図については、元になった大屋地点、土師地点、越畑地点 

の層厚が評価できなかったこと、大山池地点は等層厚線図と整合している 

ものの清川山地点は等層厚線図と整合しなかったことから、現時点では新 

たな知見として採用できない。』と強弁し、本新知見を否定して」おり、被 

告が本件発電所の安全性確保を軽視する姿勢を取っていると主張する(原 

告ら第6 1 準備書面、8〜9 頁)。

しかし、被告は、京都府越畑地点他の5地点に存在されるとする大山生竹 

テフラ (DNP) について、地質調査に基づき降灰層厚等の詳細な検討を 

行った上で、山元 (2017)に示される等層厚線図 (甲484、10頁、甲486、 

5頁) については、そのもとになった京都府越畑地点等の層厚が再堆積して 

形成 された地層である 可能性があ るな どの理由から、平成30年3 月 に原子 

力規制庁に報告を した時点で、新たな知見と して採用できないと評価した 

ものであり、原子力規制庁も一定の合理性を認めている。当該評価は不合 

理ではなく、原告 ら が主張する よ う に本件発電所の安全性確保を軽視する 

姿勢を示すものでもない。詳細は被告準備書面( 2 9 ) 26 〜 28 頁のとおり 

である。

(5)評価手法の変更について

原告らは、被告が本件設工認申請において、建屋等の降下火砕物に対す 

る構造強度評価の手法を既認可の「荷重による評価」から、「応力度による 

評価」に変更 した ことについて、「建物や構造物に関する評価手法や許容値 

を変更して計算上かろう じて許容値内に収めただけであって、十分な安全 

性が確保されているわけではない」などと論難する (原告ら第88準備書 

面 2 〜3 頁)。

しかしながら、前記4 (1) イで述べたとおり、本件設工認申請での建 

屋の構造強度評価手法(変更後の評価手法)は、建屋を構成する部材ごと
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に発生する応力 を直接評価 し、評価基準値 (許容値) と 比較できる標準的 

な手法であり、また、この構造強度評価における評価基準値 (許容値) で 

ある短期許容応力度 (図表1 1右側の①③) は建屋の部材が機能喪失(損 

壊)する値である終局耐力 (図表11右側の③) から余裕を持たせた保 

守的な値となっている。

評価手法や許容値の変更を論難する原告らの主張は、変更前の荷重によ 

る簡易な評価手法が相当大きな保守性を有するものであったことや (前記 

4 (1) イ(ア)参照)、変更後の応力による より 精緻で標準的な評価手法 

における保守性 (前記4 (1) イ (イ) 参照)について正解しないもので 

あり、失当である。

以上について、詳細は被告準備書面(3 5) 22〜23頁のとおりである。

(6)短期許容応力度の余裕について

原告 ら は、本件設工認申請において短期許容応力度 (図表1 1右側の①) 

を評価基準値 (許容値) として用いている点について、「短期許容応力度は 

許容限界と言われるのであって、上記図(引用者注：丙380右肩8頁の図で 

本書面の図表1 1 と同様のもの)のaは安全『余裕』でも何でもない。正 

に限界そのものである」とし、短期許容応力度を少しでも上回ると建物の 

構造健全性が維持できなく なるかのよう に主張する (原告ら第8 8準備書 

面 3 頁)。

しかしながら、発生する応力度が終局耐力 (機能維持限界)(図表11右 

側の③) を下回っていれば建屋の部材が機能喪失せず、建物の構造健全 

性は維持 される のであって、終局耐力から原告ら引用の図の a だけ下回っ 

て設定されている短期許容応力度は、評価基準値と して保守的な値である。 

原告らの主張はこのよ う な短期許容応力度の保守的な設定を正解していな 

い。(被告準備書面(3 5)23頁)
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(7) 既認可の評価手法における評価基準値について

ア 原告らは、被告が既認可処分時の評価手法における評価基準値 (許容 

値)として、1. 5P A (図表11左側の③) という大きな保守性を有する 

値を用いていたのは、製造上の技術や管理の程度、材料の品質等の不確 

実的要素があるためである と主張する (原告ら第8 8準備書面3～4頁)。

しかしながら、被告が既認可処分時の簡易な評価手法において評価基 

準値 (許容値) として L5Pa (図表1 1左側の③) とい う値を用いたの 

は、設計上、「長期許容応力度に達する荷重」の値 (図表1 1左側の①) 

が算出されないので、評価を簡便にするため、設計過程で具体的に算出 

される「設計時長期荷重 Pa」(図表11左側の②) を活用し、これを1.5 

倍した値を用いる こ と に したからに過ぎない。

そして、被告が本件設工認申請の評価基準値と して設定した短期許容 

応力度 (図表1 1右側の①) は、前記4 (1) イ で述べた とおり、終 

局耐力から余裕を持たせて設定された保守的な値となっており、発生す 

る応力度が短期許容応力度を下回る こ と が確認できれば、構造強度上問 

題がないことが確認できる。

したがって、1. 5P A (図表1 1 左側の⑤)ではなく短期許容応力度 

(図表11右側の①) を評価基準値 (許容値) として用いると安全性 

が確保されないかのように述べる原告らの主張は、このような設計、評 

価に対する誤解に基づく ものであり、誤りである。

イ また、原告らは、火山灰の荷重による応力と地震等の応力は異なると 

し、「地震などに用いられる短期許容応力度を何ら修正することなくその 

まま火山灰が堆積した時に発生する応力度の評価基準にする ことは適切 

でない」とも主張する (原告ら第 8 8 準備書面 3 〜4 頁)。

しかしながら、降下火砕物堆積時における建屋の機能維持限界は終局
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耐力で良い ところ、被告が短期許容応力度を用いたのは、降下火砕物が 

ﾡ積した場合は一定期間内 に除去作業を行 うため、この堆積 によ る 荷重 

は長期荷重にあたらないからである。そして、このような被告の取り扱 

いについて、原子力規制委員会は、前記4 (2) のとおり、日本機械学 

会「発電用原子力設備規格 設計•建設規格」等に基づき、短期的な荷 

重に対して安全機能を損なうおそれがないよう構造健全性を維持する設 

計としていることを確認しているのであるから (乙71、乙72、乙76及び 

乙 77)、原告らの主張には理由がない。

(以上(7) について、被告準備書面 (35) 24〜 26 頁)

第 5 その他の 自 然的立地条件に係る安全確保対策

1 新規制基準の要求事項等

( 1) 設計基準対象施設 に対す る 要求事項等

設置許可基準規則は、地震による土砂災害(周辺斜面の崩壊)によって 

設計基準対象施設である耐震重要施設の安全機能が損なわれるおそれがな 

いこ と を要求 している (同規則4条4項、丙 6、11頁、同規則解釈別記 2 第 

4条8項、丙 6、131 頁)。また、想定される 自然現象(地震及び津波を除く) 

が発生した場合においても、原子力発電所の安全施設が、安全機能を損な 

わないこ と を求めている (同規則6条1項及び2項、丙 6、13頁)。前記第 

4章第1の1でも述べたとおり、同規則への適合性に関する審査では、原 

子炉施設について、想定される自然現象が発生した場合においても複数の 

安全機能が一斉に失われる誘因 と な らない基本設計ない し基本的設計方針 

となっているかを含め審査される(丙 69、102～103頁)。これにより、地震、 

津波等による共通要因故障が発生しないようにしている。その上で、設備 

の偶発故障によるトラブルや事故に備えて、「安全機能を有する系統のうち、
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安全機能の重要度が特に高い機能を有するもの」について、多重性又は多 

様性及び独立性を確保させる (同規則12条、丙 6、20頁) などして、高い 

信頼性の確保を設計上求めている。

(2 ) 重大事故等対処施設及び重大事故等対処設備に対する要求事項等

設置許可基準規則 は、上記の耐震重要施設及び安全施設への要求事項に 

加え、別途、重大事故等対処施設の機能が損なわれるおそれがないこ と を 

要求している。

また、可搬型重大事故等対処設備について、重大事故等対処設備と異な 

る保管場所に保管し、重大事故等が発生した場合の運搬•使用が阻害され 

ることがないよう、発電所内の道路及び通路(以下、「アクセスルート」と 

いう)を確保し、上記の安全施設における安全機能、使用済燃料ピットの 

冷却機能若 し く は注水機能又は常設重大事故防止設備の機能 と 同時に機能 

喪失しないこと (同規則43条3項5号ないし7号、丙 6、91頁) 等を要求 

している。

(以上1について、被告準備書面(9) 29〜30 頁、42〜43 頁等)

2 被告の対応

被告は、土砂災害、竜巻、火山活動、森林火災その他の自然現象に対する 

安全性についても評価し、本件発電所の安全性が確保されていること を確認 

している。例えば、発電所敷地周辺の森林火災は、発電所の建物等に延焼す 

るなどして、発電所の安全機能を喪失させるおそれがあるため、被告は、本 

件発電所敷地周辺で森林火災が発生した場合においても、発電所の安全機能 

が失われないことを確認している。具体的には、本件発電所周辺の可燃物の 

量(植生)、気象条件、発火点等の条件から、発電所周辺で発生し得る森林火
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災を想定し、延焼速度等の評価を行い、本件発電所の周囲に防火帯を設定す 

るなどして、延焼が防止できることを確認している。(被告準備書面 (12) 

73頁)

また、被告は、重大事故等対処施設 (設置許可基準規則2条2項11号、丙 

6、5頁)について、自然現象に対して必要な機能が損なわれないことを確認 

しており、例えば、土砂災害に対しては、重大事故等対処施設の設置場所や 

保管場所の周辺斜面に対して、基準地震動による地震力を作用させた安定解 

析を行って崩壊のおそれがないことを確認している。

さらに、本件発電所における可搬型重大事故等対処設備について、地震に 

よる土砂災害(周辺斜面の崩壊)や地震以外の原因による土砂災害 (地滑り 

等)によって生じる可能性のある各設備の保管場所及びアクセスルー トへの 

影響を適切に評価し、周辺斜面の地震による崩壊や地滑り等が発生した状況 

下でも重大事故等に対処する ことができ ること を確認してお り、可搬型重大 

事故等対処設備が設計基準事故他対処設備及び常設重大事故防止設備等 と 同 

時に機能喪失する よ う な事態にいたる こ と も ない。

なお、被告が行った重大事故等対処施設及び重大事故等対処設備について 

の確認 •対応等の具体的内容は、被告準備書面(9) 42 〜 43 頁及び (12) 

99～118 頁で述べた とおり である。

3 原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会は、耐震重要施設の周辺斜面について、設置許可基準規 

則解釈別記 2 の規定に適合 している こ と 及び地盤ガイ ドを踏ま えているこ と を 

確認した、安全施設の安全機能が損なわれない方針としていることを確認し 

たとして、新規制基準への適合性を認めている(丙 171 の 2、21 頁、81～83 

頁)。

また、原子力規制委員会は、常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大
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事故緩和設備が設置された常設重大事故等対処施設について、設置許可基準 

規則解釈別記 2 の規定に適合していること及び地盤ガイ ドを踏まえている こ と 

を確認し (両171の2、255頁)、常設重大事故防止設備について、設置許可基 

準規則第43条第2項及び同項の設置許可基準規則解釈を踏まえた設計方針と 

していることから適切なものであると判断した (西171の2、259頁) として、 

新規制基準への適合性を認めている。そして、可搬型重大事故等対処設備に 

ついても、設置許可基準規則43条3項及び同項の設置許可基準規則解釈を踏 

まえた設計方針と していることから適切なものであると判断した (丙 171 の 2、 

261頁) として、新規制基準への適合性を認めている。

4 原告らの主張に対する反論

原告らは、本件発電所について、土砂災害や深層崩壊等による山崩れによ 

って可搬型設備が土砂に覆われた り、地震や積雪に よ り 道路や通路が利用で 

きず、設備の移動を阻まれたりすることが予想されるとも主張するが、原告 

らのこれらの主張はいずれも何ら具体的根拠のない抽象的な主張であ り、新 

規制基準が不合理である こ とや本件発電所の具体的危険性を示 したものとは 

いえない。そして、被告は、上記のとおり、土砂災害等の可能性について、 

十分な調査、評価を行った上で必要な対応を行っており、原告らが縷々述べ 

るいずれの主張についても、理由がないことは明らかである。

(以上について、被告準備書面(9) 42～43頁)
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第5章- 3 平常運転時の被ばく低減対策

第 1 被告の対応

原子力発電所の平常運転時には、微量の放射性物質が放出されるが、被告は、 

本件発電所について、かかる放射性物質による周辺公衆の被ばく をできるだけ 

低減するための対策を講じている。

具体的 に は、①燃料被覆管 内に生 じた放射性物質が1次冷却材 に漏えいする の 

を極力防止 し、②1次冷却材中に漏えいした放射性物質については、これをでき 

る限り 1 次冷却設備内に封じ込める と ともに、これをできるだけ捕捉し、③1次 

冷却材中の放射性物質については、その形態に応じて適切に処理することによ 

って、周辺環境に放出する放射性物質の量を最小限に抑制している。

また、放射性物質を放出するにあたっては、放射性物質の放出量を厳重に管 

理する と ともに、周辺環境中の放射線の線量等を監視している。

以上の対策を とる ことによって、本件発電所の平常運転に伴って、周辺環境 

へ放出する放射性物質からの放射線により周辺公衆が受ける年間の実効線量の 

評価値は、線量限度等を定める告示"に定める線量限度 (1年間につき実効線量 

1000uSv (1mSv))、さらには、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関 

する指針」(丙 152) に定める線量目標値 (1年間につき実効線量50uSv

(0. 05mSv)) より も 十分に低い値 とな っている(丙178、301頁)。

(以上について、被告準備書面 (12) 74～75頁)

I 正式には、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告 
示」(平成13年経済産業省告示第187号) である。なお、本告示の規定は、平成28年4月1日より、 

「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示 」 

(原子力規制委員会告示第 8 号)に引き継がれている。
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第5章一4 事故防止 に係 る 安全確保対策

第 1 概要

1 原子力発電所の安全確保とは、放射性物質の持つ危険性を顕在化させない 

こと、すなわち、周辺公衆に放射線による悪影響を及ぼさないことである。

被告は、このような危険性を顕在化させないようにするため、原子力発電 

所の運転に伴い発生する放射性物質を、ペレット、燃料被覆管、原子炉容器、 

原子炉格納容器及びコンクリート遮へい壁の5重の防壁により本件発電所内に 

閉じ込める構造としている。その上で、本件発電所について、万一の事故に 

より放射性物質が周辺環境に異常放出されることを防止するために、①異常 

の発生を未然に防止する(異常発生防止。後記第2)、②仮に何らかの原因で 

異常が発生した場合でも、異常の拡大及び事故への発展を防止する (異常拡 

大防止。後記第3)、③仮に事故に至った場合でも、周辺環境への放射性物質 

の異常な放出を防止する(放射性物質異常放出防止。後記第4)、とい う段階 

的な対策を講ずる「多重防護」の観点を踏まえて本件発電所の設計、建設、 

運転等を行っている。

2 この3つの段階での対策は、各段階における対策を合わせることにより初め 

て安全確保が図られるというものではない。それぞれの段階の対策は、後続 

の段階の対策に期待せず、当該段階で機能することが求められる。そのため、 

被告は、①の段階では確実に異常の発生を防止し、②の段階では、仮に異常 

が発生した場合であっても、③の段階に期待することなく、原子炉を確実に 

「止める」ことができるように設備を設けている。また、③の段階では、② 

の段階での対策が奏功せず万一事故に発展した場合であっても、原子炉を確 

実に「冷やす」こと及び放射性物質を確実に「閉じ込める」こと ができる よ 

うに設備を設けている。

3 そして、このような設備のうち、安全機能の重要度が特に高い「安全上重 

要な設備」については、外部事象によって、一斉に機能を喪失してしまうこ
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と (共通要因故障が生じること) を確実に防止するために、外部事象に対し 

て設備が確実に耐えられるように対策を施している(外部事象のうち、地震 

及び津波な どの 自 然力に係る対策は前記第 5章-2 で述べた とおりである)。

その上で、設備の構造、動作原理、安全機能等を考慮して、仮に設備の一 

部 について 人的過誤や偶発的事象等 によ る故障が発生した場合であっても、 

安全機能が失われて事故が生じて しま う こ とがないよ う、独立した設備を複 

数設けるなど(多重性又は多様性及び独立性の確保)、格段に高い信頼性を確 

保する設計と している。

4 上記で述べた事故防止にかかる安全確保対策については、被告は、「発電用 

軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」(甲95) 等に基づいて安全設 

計評価を行い、同対策の妥当性を確認している。

また、被告は、上記の事故防止にかかる安全確保の対策を実効性あるもの 

とするべく、安全上重要な設備を含む各種の設備について、定期的な点検、 

検査、取替え等の維持管理に取り組んでいる (後記第5)。

(以上第1について、被告準備書面 (12) 75〜76頁、88〜89頁)

第2 異常の発生を未然に防止するための対策(異常発生防止対策)

原子力発電所が事故を起 こ さないよう にする ため には、事故の原因 となる よ 

うな異常の発生を極力未然に防止することが重要である。このため、被告は、 

本件発電所において、「自己制御性を有する原子炉の採用」、「余裕のある安全設 

計」、「原子炉出力、1次冷却材圧力等の監視、制御」、「誤動作や誤操作によ る影 

響を防止する設計」等の対策を講じている。

1 自 己制御性を有する原子炉の採用

本件発電所の原子炉は、制御棒及びほう素により、核分裂連鎖反応を安定
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的な状態に制御できるが、何らかの原因で核分裂反応が増加した場合には、 

この制御によらず、核分裂反応を自動的に抑制する性質を有している。この 

性質のこ とを原子炉の自己制御性又は固有の安全性とい う。

具体的には、原子炉内に装荷する燃料と して低濃縮ウランを使用すること 

による 「燃料の ドップラー効果」、減速材として水を使用することによる 「減 

速材の温度効果 (密度効果)」によって、温度が上昇すると自動的に核分裂反 

応が抑制されるため、本件発電所の原子炉は、本質的に固有の安全性を備え 

ている。

2 余裕のある安全設計

被告は、本件発電所について、運転中の各設備が、加わる力や温度等に対 

して十分に耐え られる よ う に余裕を持った設計を行っている。

例えば、本件発電所の1次冷却材の圧力は、後記 3 で述べる加圧器圧力制御 

設備により通常運転圧力 (約15.4MPa[gage])に自動的に制御されているとこ 

ろ、1次冷却材配管はこれに対し十分余裕のある最高使用圧力 

(17.16MPa[gage])に も耐えられる ようにしている。

3 原子炉出力、1次冷却材圧力等の監視、制御

原子炉の安定した運転を維持するためには、原子炉出力、1次冷却材圧力等 

を安定的に制御することが重要である。

そこで被告は、本件発電所において、制御棒制御系、加圧器圧力制御系等 

からなる原子炉制御設備を設けている。

原子炉出力は、制御棒が炉心から引き抜かれた状態で安定しているが、タ

I! 最高使用圧力とは、機器等の設計における条件として定めるものであり、通常運転状態において受 
ける圧力に余裕を持たせた値として設定される。なお、設計体系にも余裕があるため、機器等の受け 

る圧力が、最高使用圧力を超えた場合であっても、直ちに機器等が損傷する ものではない。
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ービン出力に合わせて原子炉出力も調整する必要があることから、タービン 

負荷が変化した場合には、制御棒制御設備により制御棒が自動で炉心に挿入 

されあるいは引き抜かれることで、原子炉の出力は安定的に制御される。ま 

た、1次冷却材の圧力は、加圧器圧力制御設備により、あらかじめ設定した圧 

力に維持されるよう自動的に制御される。

さらに、原子炉出力、1次冷却材圧力等を制御する原子炉制御設備等の計測 

装置及び制御装置を中央制御室の制御盤に配置し、運転員が常時これらを集 

中的に監視、制御している。

4 誤動作や誤操作 による影響を防止する設計

本件発電所においては、誤動作や誤操作による影響を防止するため、フェ 

イル・セ- フ ・ システムやインタ-ロック ・ システムを採用している。

フェイル・ セーフ ・ システム と は、異常動作が起こっても常に安全側に作 

動する設計のこ とである。例えば、制御棒を保持している制御棒駆動装置の 

電源が何らかの原因で喪失した場合にも、電源喪失により制御棒駆動装置に 

よる保持力が失われることで、自重により制御棒が炉心に落下し、原子炉を 

自動停止する仕組みとなっている。

インターロック ・ システム と は、誤操作によ る影響を防止する ため、ある 

条件が揃わなければ、操作しよ う と しても動かないよ う な設計のことである。 

例えば、運転員が誤って制御棒を引き抜こうとしても、所定の手順を踏まな 

ければ制御棒の引き抜きができないよ う にしている。

(以上第 2 について、被告準備書面 (12) 77～80頁)
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第3 異常の拡大及び事故への発展を防止するための対策(異常拡大防止対策)

1 概要

前記第2で述べた異常発生防止対策によ り、運転中に異常が発生すること 

はほとんどない。しかし、原子力発電所の安全性の確保の観点からは、仮に 

異常が発生したと して、それが拡大しないよ う に適切に対処できる備えが重 

要である。そこで、本件発電所においては、「異常の早期検知が可能な設計」、

「原子炉を安全に『止める』設計」、「原子炉停止後の冷却手段の確保」等の 

対策を講じている。

2 異常の早期検知が可能な設計

配管等から漏えいが生じた場合等には、これらの異常が小規模であっても 

検出できるように、各機器の水位、圧力、温度、配管内の水の流量、原子力 

発電所内各ポイ ン トの放射線レベル等を連続的に監視する設備を備えている。 

例えば、1次冷却設備の各機器をつなぐ配管から漏えいが生じた場合には、1 

次冷却材圧力の低下や原子炉格納容器内の放射線レベルの上昇等の漏えいの 

兆候を検出し、あらかじめ設定された警報が発信される設計と している。

3 原子炉を安全に「止める」設計

例えば原子炉の圧力が何らかの原因で異常に上昇するなど緊急を要する異 

常が検知された場合や、地震によ る一定規模の揺れを検知 した場合、「原子炉 

トリップ信号」を発信し、急速に制御棒を挿入して、原子炉を自動的にすみ 

やかに停止させる (これを「原子炉トリップ」という)設備を設置している。 

制御棒については、地震による揺れが生じた場合であっても炉心に確実に挿 

入できる仕組みとしている。なお、制御棒駆動装置の電源が何らかの原因で 

喪失した場合でも、自重により制御棒が炉心に落下し、原子炉を停止する仕 

組みになっていること (フェイル・セーフ・システム) は前記第2 の4 で述
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べたとおりである。

また、制御棒と は独立した系統の設備である「化学体積制御設備"」から も、 

ほう酸水を原子炉に流入する1次冷却材に注入することによ り 、 原子炉内の核 

分裂反応を抑制し、原子炉を停止できる設計としている。

4 原子炉停止後の冷却手段の確保

原子炉を停止 した後も、燃料集合体に内包する放射性物質の発熱が継続す 

るため、原子炉の残留熱を確実に除去すること、すなわち原子炉停止後の冷 

却手段の確保も重要である。

通常、原子炉を停止する際は、2次冷却設備の主給水ポンプ等で蒸気発生器 

への給水を継続することにより、蒸気発生器で 1 次冷却材の熱を2次冷却材に 

伝えて原子炉の炉心から残留熱を除去するが、通常使用する設備が故障等の 

原因で使用できない場合に備え、他にも残留熱を除去する手段を確保するた 

めの設備を設けている。

例えば、主給水ポンプの故障等によ り蒸気発生器への通常の給水機能を失 

った場合等には、補助給水設備により、蒸気発生器への給水を維持する。補 

助給水設備には、電動機により駆動する電動補助給水ポンプと、兼気タービ 

ンにより 駆動するタービン動補助給水ポンプとがある。電動補助給水 ポンプ 

の電動機は、外部電源が失われた場合でも、非常用ディーゼル発電機により 

電源供給を受ける。タービン動補助給水ポンプは、動力源として電力を必要 

とせず、主蒸気管から分岐した蒸気で駆動することから、外部電源及び非常 

用ディーゼル発電機からの電源が失われた場合にも運転が可能である。

また、原子炉停止後の残留熱除去のために、余剰な蒸気を逃がす (1次冷却

12化学体積制御設備とは、1 次冷却材の一部を取り出し、ほう酸濃度の調整、不純物の除去等を行つ 

た後、再び1次冷却設備に戻す設備をいう。1次冷却材の取り出し/戻し量の調整により 1次冷却設 

備中の1 次冷却材保有量の調整も行う。
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材で除去 した原子炉の残留熱を蒸気発生器で 2 次冷却材へ伝え、蒸気 と して大 

気へ逃がす) 必要が生じた場合には、大気に蒸気を直接放出する主蒸気逃が 

し弁を手動で開けるなどの操作ができ、仮に主蒸気逃がし弁が動作不能とな 

った場合にも、主蒸気安全弁によ り大気に蒸気を直接放出する設計と してい 

る。

そして、2次冷却設備(主給水設備、補助給水設備等)を用い蒸気発生器を 

介して冷却する ことによ って1次冷却材の圧力及び温度が所定の レベルま で低 

下した段階で、余熱除去設備による冷却に切り替えて残留熱を除去する。

(以上第 3 について、被告準備書面 (12) 27〜29頁、80〜83頁)

第4 周辺環境への放射性物質の異常な放出を防止する対策(放射性物質異常放 

出防止対策)

1 概要

本件発電所においては、前記第 2 の異常発生防止対策及び前記第 3 の異常 

拡大防止対策等、事故の発生を防止するための設備や体制を適切に備えてい 

る。

加えて、それでも万一、事故発生に至ってしまった場合においても、炉心 

の著しい損傷や周辺環境への放射性物質の異常な放出を防止する ことが重要 

である。そのため、「原子炉を『冷やす』設計」、「放射性物質を『閉じ込める』 

設計」等の対策を講じている。

2 原子炉を「冷やす」設計

原子炉を「冷やす」設計では、工学的安全施設として非常用炉心冷却設備 

(ECCS) を設け、万一、1次冷却材管が破断するなどして、1次冷却材が

系外に流出し炉心の冷却能力が低下する事象 (LOCA) が発生したとして
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も、原子炉を冷却し続け、炉心の著しい損傷を防止することができる設計と 

している。

ECCSは、蓄圧注入系、高圧注入系及び低圧注入系について、それぞれ 

複数の系統を設けてお り、多重性及び独立性を有した信頼性の高い設計と し 

ている。

このうち、高圧注入系及び低圧注入系は、1次冷却材圧力の低下等が検知さ 

れた場合、運転員の操作を待たずに、工学的安全施設作動設備からの信号に 

よ り 自動的に作動する仕組みとなっている。

高圧注入系及び低圧注入系の電動ポンプは、各号機に、1台で必要な能力を 

有するもの2台をそれぞれ分離して設置し、更にポンプの電動機は各々独立し 

た電源系統に接続し、また、外部電源が喪失した場合でも、2台の独立した非 

常用ディーゼル発電機により電力が供給されるなど、非常時においても確実 

に動作する仕組みを整えている。

蓄圧注入系は、1次冷却材の圧力が低下すると、蓄圧タンク 内に封入された 

窒素ガス の圧力 によ って 自動的に ほう 酸水 が 注入 される仕組み とな っており、 

外部電源等の駆動源を必要としない。

3 放射性物質を「閉じ込める」設計

本件発電所では、放射性物質を確実に閉じ込めるため、5重の防壁を設けて 

いる。

第 1 の防壁はペレ ッ トである。ペレッ トは高温で焼き固めたセラ ミ ックであ 

るため、化学的に非常に安定しており、放射性物質の大部分を閉じ込めるこ 

とができる。

第 2 の防壁は燃料被覆管である。気体状の放射性物質は一部がペレッ ト外に 

出るが、ペレットは燃料被覆管内に密封されており、この気体状の放射性物 

質は燃料被覆管内に閉 じ込め られる。
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第 3 の防壁は原子炉容器である。燃料集合体は原子炉容器内に収納されてい 

る。放射性物質が燃料被覆管から1次冷却材中に漏れ出したとしても、鋼製の 

原子炉容器が防壁 とな り 、 放射性物質は原子炉容器内 に閉 じ込め られる。

第4、第 5 の防壁は、プレストコンクリート造の原子炉格納容器本体と、そ 

の内面の炭素鋼製ライナプレー トである。原子炉格納容器は耐圧性能を有し 

ており、仮に放射性物質が1次冷却設備から原子炉格納容器内に漏れ出した場 

合でも、放射性物質は原子炉格納容器内に閉じ込められる。

原子炉格納容器においては、万一、1次冷却材管が破断するなどして、原子 

炉格納容器内に、放射性物質を含む 1 次冷却材が高温、高圧の蒸気となって放 

出され、原子炉格納容器内の圧力が上昇する事象が発生したとしても、原子 

炉格納容器スプレイ設備で水を噴霧することにより、蒸気を凝縮させて原子 

炉格納容器内の圧力 を下げ、その健全性を保つことにより、原子炉格納容器 

内に放射性物質を閉じ込め、周辺環境への放射性物質の異常な放出を防止す 

る設計としている。

本件発電所では、このような5重の防壁により、放射性物質を確実に「閉じ 

込める」ことで、周辺環境への放射性物質の異常な放出を防止している。

(以上第 4 について、被告準備書面 (12) 83〜88頁)

第 5 安全性維持 ・ 向上のための継続的活動

被告は、前記第2〜第4で述べた多重防護の考え方に基づく設計を実効性あ 

るものとするために、安全性を維持 ・ 向上するための活動を継続して展開して 

いる。具体的には、以下のとおりである。

1 本件発電所の安全を達成 ・ 維持 ・ 向上させるため、原子力規制委員会が定 

め る「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に
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関する規則」及び「同規則の解釈」に基づき"、発電所における保安活動に係 

る品質マネジメ ントシステムを確立し、発電所の安全に関わる全ての活動に 

おいて、業務を計画し (Plan)、実施し (Do)、評価し (Check)、改善する

(Act)、いわゆる「PDCA」活動による品質保証活動を行っている。

2 本件発電所の運営にあたっては、運転段階において遵守すべき措置として、 

品質保証、放射線管理、保守管理、非常時の措置、保安教育等の遵守事項を 

定めた上で、これを遵守した運営を行っている。

3 本件発電所の設備を安全な状態に維持し、トラブルの未然防止や安全運転 

を図るために、定期的に点検、検査、取替え等を実施している。これらの点 

検、検査、取替え等については、発電所のそれぞれの設備・機器に対して、 

他プラント を含む運転実績、設置環境、劣化・故障形態等をもとに方法、時 

期等を定めた計画に基づいて実施している。

4 本件発電所の運営に携わる運転員 ・保修員の資質の維持 ・ 向上について、 

継続的な教育 ・ 訓練を実施 している。日常業務を通じた実務訓練に加えて、 

運転員 は、シミュ レータを用いた本番さながらの訓練を繰り返し実施するこ 

とで、通常の運転操作や故障の際の対応等を定期的に確認 ・ 体験している。

また、保修員は、発電所の実機と同様の設備・機器を備え付けた研修施設に 

て、保守・点検作業などの訓練を行っている。

5 なお、上記に加えて、本件発電所について、運転開始から30年を経過する 

までに高経年化対策を行っているこ と について は、後記第 6 章で改めて後述 

する。

(以上第 5 について、被告準備書面 (12) 90～91頁)

3 同規則が施行されたのは令和 2 年 4 月 1 日であるところ、それ以前は、社団法人日本電気協会が策 

定した「原子力発電所における安全のための品質保証規程 (JEAC4111-2009)」に基づいて、品質マネ 

ジメントシステムを確立し、品質保証活動を行っていた。
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第6 小括

以上のとおり、被告は、本件発電所について、①地震や津波等の自然的立地 

条件 にかかる 安全確保対策(前記第 5 章一 2)、②事故防止に係る安全確保対策 

(前記第5章-4) を講じている。

そして、特に、本件発電所の安全性を確保するために重要な役割を果たす 

「安全上重要な設備」については、①基準地震動に対する耐震安全性、基準津 

波に対する耐津波安全性を備えるなどして、共通要因故障を防止した上で、② 

設備の偶発的な故障によ る トラブルや事故に備えて、独立した設備を複数設け 

る (多重性又は多様性及び独立性を確保する) など している。

これにより、本件発電所において、事故が生じること自体がまず考えられず、 

万一、事故が発生しても、周辺環境へ放射性物質が異常に放出される こと はな 

く、原告らの人格権等を侵害することは考えられない。

第7 原告らの主張に対する反論

1 電源喪失時におけるECC Sの作動について

原告 ら は、電源喪失によ って「ECCSが必ず有効に作動する保証はどこ 

にもない」などと主張する(訴状44〜45頁)。

しかしながら、前記第4 の 2 で述べたとおり、本件発電所においては、1 台 

で必要な電力を供給できる容量を有し、基準地震動や基準津波に対しても機 

能喪失する こ とのない非常用ディ ーゼル発電機を各号機に 2 台ずつ備え、それ 

ぞれ独立 した 区画に分離 して設置するな ど、多重性及び独立性を備えたもの 

としているのであるから、電源が喪失するおそれはない (被告準備書面 (8) 

6〜7 頁、同 (11) 8 〜9 頁)。

なお、第5 章一 5第2 の 2 (1) 及び (2) で後述する ように、被告は、 

より 一層の安全性向上対策(シビアアクシデント対策)として、「ECCS注
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水機能喪失」事象等の事象をもあえて想定し、そのような場合においても炉 

心の著しい損傷や原子炉格納容器の破損を防止するための対策を講じている

2 応力腐食割れに関する主張について

原告らは、本件発電所は応力腐食割れによる事故の危険を内包していると 

主張し (訴状40～41頁)、2004 年 5 月や 2008 年4月 に大飯発電所 3号機で発 

生した応力腐食割れを具体例として挙げる (訴状 41 頁、原告ら第1 0準備書 

面 16～17 頁)。

原告 ら が示す大飯発電所 3 号機で発生した応力腐食割れは、原子炉容器、 

蒸気発生器等と配管を溶接により接合する際に、溶接を施工しやすくするた 

め に用いられていた 600 系ニッケル基合金において発生したものである。

そもそも、被告は、原子炉容器や1次冷却設備には耐食性に優れた材料を用 

いて腐食を防いだり、通常運転中に発生する応力が鋼材の耐力に対して十分 

小さく なる よ うに設計を行ったり、腐食反応が進まないよ う 水質管理を適切 

に実施したりするなど、応力腐食割れを惹き起こす要因に対して適切に対処 

している。また、被告は、最新の知見を踏まえ、600 系ニッケル基合金を使用 

してい る 箇所に対して、定期事業者検査等において超音波探傷検査や渦流探 

傷検査等を行うことで、応力腐食割れの早期発見に努めるとともに、耐食性 

に優れた材料への変更や残留応力低減な どの対策工事を行 うなどして応力腐 

食割れの発生防止 を 図り、本件発電所の安全性 を確保 している。

さらに、原告らの示す応力腐食割れ事象は、いずれも被告が予防保全とし 

て行った検査によ り発見されたものであ り、被告は早期に適切な補修を実施 

してお り、当該事象によ り 発電所の安全性及び公衆の安全性に影響は出てお 

らず、本件発電所の危険性を示すものではない。

したがって、原告らの主張には理由がない。

以上について、詳細は被告準備書面 (11) 18～25頁のとおりである。
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3 蒸気発生器の損傷に関する主張について

原告らは、蒸気発生器の内部は、蒸気の発生に伴う 振動、熱的ひずみ、水 

中の不純物の化学反応等を原因として、腐食や損傷が必然的に生じるのであ 

り、実際に多数の事故が発生していると主張する。そして、このような事故 

が発生すると、LOCAに進展し、過酷事故が発生する可能性がある と主張 

する。(訴状 41 〜44 頁)

また、原告らは、蒸気発生器細管(伝熱管)が構造的に脆性を有している 

とも主張する (原告ら第10準備書面11頁)。

しかしながら、本件発電所の蒸気発生器は、「安全上重要な設備」として自 

然的立地条件に係る安全確保対策を適切に請じると ともに、耐食性に優れた 

材料を用いるなど、高温・高圧の1次冷却材に耐えられる設計としている。そ 

して、このような設計を実効性のあるものとするために、被告は、運転監視 

や定期的な点検等によって劣化等の兆候の早期発見に努めており、劣化等の 

兆候が認められた場合には、故障に至る前に補修を行っている(異常発生防 

止の設計と保守管理)。

実際に、原告らが蒸気発生器の事故として列挙する事象については、いず 

れも 1 次冷却材や2 次冷却材の漏えいに至る前に検査によって劣化の兆候が確 

認され、適切に処置されており、発電所の安全性に影響はなく、発電所周辺 

の公衆の安全性にも影響はなかったものである。そして、いずれの事象も、 

I NE Sにおいてレベル 0 ないし評価対象外 と 評価 されて いる(丙 148 の 3 

～15)。したがって、原告らの主張には理由がない。

14 INES (The International Nuclear and Radiological Event Scale) とは、放射線源に関す 
る事象の安全重要度を一貫した表現で速やかに伝達するために使用される、国際原子力機関 (IAE 
A) 等が定めた評価尺度。INESでは、事象を評価尺度未満のものも含めて8つのレベルに分類し 

ており、安全上重要でない事象は、評価尺度未満 (レベル0) に分類される。(詳細は被告準備書面

(11) 脚注21 のとおり)
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なお、原告らは、蒸気発生器細管 (伝熱管) が1次冷却材の放射能によって 

劣化が進行するとも主張するが、1 次冷却材に含まれる コバルト (Co-60) 等 

の放射性物質から放出される放射線 (ベータ線、ガンマ線等) によって蒸気 

発生器細管 (伝熱管) のような金属材料が劣化するという知見はないし、そ 

のよう な実例も ない。

(以上について、被告準備書面 (11) 25〜29 頁)

4 過去に発生した原子力発電所の異常事象に関する主張について

原告らは、本件発電所で過去に発生した燃料集合体漏えい事象や1次冷却材 

漏えい事象を列挙 し、これらの事象に伴う本件発電所の危険性を主張する。 

また、他の原子力発電所で発生した異常事象も列挙した上で、同様の事象が 

本件発電所で発生するかのように主張する (訴状 38 〜 39 頁、原告ら第1 0消 

備書面 11～19 頁)。

しかし、被告は、燃料集合体は放射性物質の漏えいを防止できる設計(異 

常発生防止の設計)とするとともに、継続的に漏えいの有無を監視すること 

によって安全性を確保している。また、1 次冷却設備については、地震等の自 

然力や運転中の負荷に耐えられる十分な余裕を持った設計とすることで、事 

故の原因 となる異常の発生を未然に防止 してい る 上に、運転監視や巡視点検、 

定期的な点検等によって劣化等の兆候の早期発見に努めてお り 、 劣化等の兆 

候が認められた場合には、故障に至る前に補修や取替えを行っている (異常 

発生防止の設計 と 保守管理)。

そして、原告らが列挙する事象は、いずれも本件発電所の危険性を示すも 

のとはいえず、これらの原子力発電所の事故ないし事象の発生をもって、本 

件発電所の安全性が確保されていないことにはならないことは、被告準備書 

面 (1 1) 29～37頁にのべたとおりである。
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5 外部電源が耐震重要度分類Cクラスであること等について

原告 ら は、外部電源及び非常用取水設備が耐震重要度分類 Cクラスである 

か ら、基準地震動未満の地震動 によっても 本件発電所が炉心損傷に至る 具体 

的危険性が排除できない と 主張する (原告ら第2 0 準備書面 4 〜 11 頁)。

しかし、仮に基準地震動未満の地震動によって全ての外部電源を喪失した 

場合でも、耐震重要度分類を s クラス とする高い耐震性を備えた非常用ディ 

ーゼル発電機から必要な電力を供給する こと ができるため、原子炉の安全性 

を確保することは可能である。また、非常用取水設備についても、耐震重要 

度分類Sクラス相当の耐震性を備えているため、基準地震動未満の地震動に 

よって損傷することはない。原告らの主張は、非常用ディーゼル発電機の役 

割を正確に理解せず、また、被告の非常用取水設備の耐震性を誤解してなさ 

れたものに過ぎない。(被告準備書面 (8) 6～11頁)

6 使用済燃料ピットに関する主張について

原告らは、使用済燃料ピットが満杯になりつつある中、リラッキングは、 

使用済燃料が臨界状態になる危険性が増大する当座しのぎの危険な対策に過 

ぎないと主張する(原告ら第5 2準備書面7〜8頁)。

しかしながら、そもそも、本件発電所において、被告はリラッキングを実 

施しておらず、このような事実を理解せずになされた原告らの主張は、失当 

である。詳細は被告準備書面 (11) 52 〜 56 貞、同 (21) 15～16 頁のと お 

り である。
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第5章一5 より一層の安全性向上対策(シビアアクシデント対策)

第1 概要

1 本件発電所の安全確保の上で重要な役割を果たす「安全上重要な設備」に 

ついては、地震、津波等の自然的立地条件に対する安全性を確保した上で 

(自然的立地条件に係る安全確保対策。前記第 5 章一 2)、多重性又は多様性 

及び独立性を考慮した設計とするとともに、定期的な点検、検査、取替え等 

を実施する こと で、格段に高い信頼性を持たせている (事故防止に係る安全 

確保対策。前記第5章-4)。

上記の対策 を講じる ことによ り、本件発電所の安全性は十分確保されてお 

り、仮に、異常や事故(「運転時の異常な過渡変化」又は「事故」(設計基準 

事故))が生じたとしても、炉心の著しい損傷や、周辺環境への放射性物質の 

異常放出等に至ることは考えられないところである。

2 しかし、被告は、福島第一原子力発電所事故前より、多重防護の考え方を 

踏まえ、念には念を入れて更に安全性を向上させる観点から、「安全上重要な 

設備」が故障等で安全機能を喪失し、その安全機能を利用した事故防止に係 

る 安全確保対策が奏功 しない事態を も あえて想定 して、このよう な事態に備 

えた対策を講じてきた。具体的には、設備面での対策はもちろんのこと、安 

全確保対策の実施体制、手順書類、教育等の運用面も含めて自主的に整備し 

てきた (より一層の安全性向上対策)。

そして、我が国において実際に福島第一原子力発電所事故のよ う な過酷な 

事故が発生し、これを受けて新規制基準が制定されたことを踏まえて、本件 

発電所において、より一層の安全性向上対策を充実させている。すなわち、 

被告は、恒設及び可搬式の設備(電源設備、注水設備等)を新たに配備する 

などして、上記の事故防止に係る安全確保対策が奏功しないような事態に至 

った場合であっても、事象の進展、拡大を防ぎ、かかる状況においてもなお

263



炉心の著しい損傷を防止し、また、炉心の著しい損傷に至った場合であって 

も原子炉格納容器の破損を防止するための対策(いわゆる重大事故等対策

(シビアアクシデント対策)に該当)を講じている。

(以上第1について、被告準備書面 (12) 99～100頁)。

第2 具体的な対策

1設置許可基準規則等

設置許可基準規則は、発電用原子炉施設は、(i) 重大事故に至るおそれが 

ある事故が発生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要 

な措置を講じたものであること、(i) 重大事故が発生した場合において、原 

子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物質の異常な水準の放出を防止  

するために必要な措置を講じたものであること、(i) 重大事故に至るおそれ 

がある事故が発生した場合において、使用済燃料貯蔵槽(本件発電所では使 

用済燃料ピッ トに相当する設備) 内の燃料体又は使用済燃料の著しい損傷を 

防止するために必要な措置を講じたものであること、(w) 運転停止中におけ 

る発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じ 

たも のである こと を求めている (同規則37条1項ないし4項)。

2 被告の対応

被告は、福島第一原子力発電所事故後、安全性を更に向上させる観点から、 

本件発電所では、津波によ り電源や海水冷却機能を喪失する事態に陥った福 

島第一原子力発電所事故を踏まえて設備を充実させている。具体的には、空 

冷式非常用発電装置や電源車、送水車、大容量ポンプ等を分散して配置する 

などして、電源設備の充実、最終的な除熱機能の充実、及び使用済燃料ピッ 

トの冷却機能の充実を行っている(被告準備書面 (12) 100～104頁)。
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そして、これらの設備も活用して、前記1の要求事項を踏まえ、以下の 

とおり対策を講じている。

(1) 炉心の著しい損傷を防止する対策

ア 被告は、異常や事故に対して原子炉の安全性を損なうことがないよう 

設計することが求められる「安全上重要な設備」がその安全機能を喪失 

した場合に、炉心の著しい損傷に至る可能性があるものとして、「ECC 

s注水機能喪失」、「全交流電源喪失」等の事象を想定し、そのような場 

合 に炉心の著しい損傷に至る こ と を防止するための対策を講じている。 

以下では、「E CCS注水機能喪失」及び「全交流電源喪失」を例に説明 

する。

イ 「E CCS注水機能喪失」事象は、原子炉の出力運転中に、1次冷却材 

管が破断するなどしてLOCAが発生した場合に、多重性 を持たせて い 

る E C C S の高圧注入系が何らかの原因で2系列と も機能喪失する事象を 

想定する ものである。この場合、原子炉はすみやかに自動停止する (原 

子炉トリップ) が、1 次冷却材が流出 し、高圧注入系が作動 しない こと で、 

炉心の冷却能力が低下する。

このような状況に対処するため、蒸気発生器を介した除熱(蒸気発生 

器で1次冷却材の熱を2次冷却材に伝えて原子炉の残留熱を除去する)に 

加えて、低圧注入系又は恒設代替低圧注水ポンプ”により炉心へ冷却水を 

注入する手段を確保している。かかる手段により炉心を冷却することで、 

炉心の著しい損傷を防止することができるのである。

なお、LOCAの発生により、1次冷却材が高温、高圧の蒸気となって 

原子炉格納容器内に放出されるが、原子炉格納容器スプレイ設備によ り

15 恒設代替低圧注水ポンプは、燃料取替用水タンクを水源とし、原子炉容器内に注水する。
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水を噴霧することで、蒸気を凝縮させて、原子炉格納容器内の圧力上昇 

が抑制され、原子炉格納容器の健全性は維持される。

ウ 「全交流電源喪失」事象は、原子炉の運転中に、独立性を持たせた複 

数回線の外部電源が全て喪失するだけでなく、格段に高い信頼性を有す 

る非常用ディーゼル発電機からの電力供給も全て喪失し、その結果、「安 

全上重要な設備」に必要な交流電源が喪失する事象をあえて想定するも 

のである。

このような事象を想定した場合、プラント停止"とほぼ同時に、「安全 

上重要な設備」として格段に高い信頼性を有し、動力源としてそもそも 

電力を必要としないタービン動補助給水ポンプが起動し、蒸気発生器へ 

の2次冷却材の給水が行われ、蒸気発生器で発生した蒸気を主蒸気逃がし

等から大気に放出する ことで、交流電源を要さずに安定的に原子炉を 

冷却できる。また、タービン動補助給水ポンプの水源である復水ピット 

の水の枯渇に対処するために、本件発電所では、電源を必要としない送 

水車等を備え、復水ピットの水が枯渇する前に、発電所構内の純水等を 

貯蔵しているタンクや海から、必要な水量を蒸気発生器に供給し、原子 

炉の冷却を維持できるよ うにすると ともに、1 次冷却材の漏えいに対処す 

るため、恒設代替低圧注水ポンプを備えて、冷却水を原子炉容器に直接 

注入すること と している。この恒設代替低圧注水ポンプや監視計器等に 

電力を供給するために、空冷式非常用発電装置等の代替電源設備を備え 

ている。加えて、恒設代替低圧注水ポンプの機能喪失に備えて、専用の 

電源車を有する可搬式代替低圧注水ポンプも配備している。

以上のように、本件発電所では、万一、全交流電源を喪失した場合で 

も、炉心を継続的に冷却し、炉心の著しい損傷を防止できる対策を十分

c 前記第5章-4第2の4で述べたとおり、制御棒駆動装置の電源が何らかの原因で喪失した場合に 

も、自重により制御棒が炉心に落下し、原子炉を自動停止するようになっている。
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に講じている

(以上 (1)について、被告準備書面 (12) 105～111頁)

(2)原子炉格納容器の破損を防止する対策

ア さらに被告は、あえて、炉心の著しい損傷が生じるに至った場合を仮 

定し、かかる場合に、原子炉格納容器が破損し、発電所外へ放射性物質 

が異常な水準で放出される可能性があるものとして、「原子炉格納容器過 

圧破損」等の事象を想定 し、そのような場合に原子炉格納容器が破損す 

ることを防止する対策を講じている。

イ 「原子炉格納容器過圧破損」の防止を例にとって説明すると、同事象

は、原子炉の出力運転中に、1次冷却材管の大規模な破断 (大規模なLO 

CA) が発生 した場合に、ECCS及び原子炉格納容器スプレイ設備が 

いずれもすべてその機能を喪失する こ と をあえて想定する ものであ り、 

対策の検討にあたっては、全交流電源を喪失することまでも想定する。

この場合、原子炉格納容器内に発生した蒸気等による原子炉格納容器内 

の圧力上昇を抑制するため、以下のような対策を講じている。

ウ まず、自然対流冷却による原子炉格納容器内の除熱を可能とする格納 

容器再循環ュニットや、海水ポンプの代替となるディーゼル駆動式の大 

容量ポンプを配備 してお り、これら設備によって原子炉格納容器内の温 

度や圧力を低下させることが可能である。

また、前記 (1) イ で述べた恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替 

低圧注水ポンプは、1次冷却材減少時の原子炉への直接注水という用途に 

加えて、原子炉格納容器スプレイ配管を通じてスプレイ リ ングから原子 

炉格納容器内に注水(水を噴霧)し、原子炉格納容器内の圧力上昇を抑 

制するために使用することが可能である。
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さらに、淡水タンクの水を、消火ポンプを用いて原子炉格納容器スプ 

レイ配管に送水できるルートを設置している。

これらの対策により、大規模なLOCAに際して、ECCSや原子炉 

格納容器スプレイ設備が機能喪失したよ う な場合であっても、原子炉格 

納容器の過圧破損を防止することができるのである。

(以上(2) について、被告準備書面 (12) 112～114頁)

(3)使用済燃料ピット内の燃料体の著しい損傷を防止する対策

被告は、①信頼性を有する使用済燃料ピッ トの冷却機能及び補給機能 

(注水機能) を喪失して、使用済燃料ピット水の蒸発により水位が低下す 

る事象や、②①の事象に加えて、使用済燃料ピットに接続する配管の破断 

によ り、使用済燃料ピッ ト水の漏えいが発生してその水位が低下する事象 

をあえて想定し、このような事象に至った場合においても、使用済燃料ビ 

ッ ト内の燃料体の著しい損傷を防止する対策を講じている。

具体的には、被告は、前記①又は②の事象が生じて使用済燃料ピットの 

水温又は水位が管理値から乖離した場合には、送水車によ り 海水を使用済 

燃料ピッ トへ代替注水する ことで、燃料体の冠水状態を維持する こととし 

ている。なお、淡水タンク等の本件発電所構内の各種タンクが使用可能で 

あれば、各種タンクを水源として代替注水を行う。

また、使用済燃料ピットは、基準地震動に対する耐震安全性を備えてお 

り、格段に高い信頼性を有する「安全上重要な設備」であるから、大量の 

使用済燃料ピッ ト水が漏えいし、上記の代替注水によっても水位の低下が 

継続するような事象に至ることは考えられない。

しかしながら、被告は、このような事象をもあえて想定し、送水車及び 

スプレイヘッダ等を配備し、これらによる使用済燃料ピットへの直接散水
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(スプレイ)による注水を行うことで、燃料体の著しい損傷の進行を緩和 

し、できる限り 環境への放射性物質の放出を低減する対策も講じている。 

さらに、原子炉補助建屋が損壊した場合又は原子炉補助建屋に近付けない 

場合等、万一、上記設備での直接散水(スプレイ)による注水が困難とな 

る場合に備えて、大容量ポンプ及び放水砲を配備し、これらの設備を用い 

て使用済燃料ピットへ放水できるようにしている。

(以上について、被告準備書面 (12) 114～116頁)

( 4 ) 運転停止 中における 原子炉 内 の燃料体 の 著 しい損傷 を 防止す る 対策

被告は、原子炉停止の際の初期段階では主給水ポンプ等を用いて蒸気発 

生器へ給水 し、蒸気発生器を介して1次冷却材の冷却 (残留熱の除去)を行 

っている(主給水設備が機能喪失した場合等は補助給水設備によ り給水す 

る)。そして、1次冷却材の圧力及び温度が所定のレベルまで低下した段階 

で、「安全上重要な設備」である余熱除去設備(余熱除去ポンプ及び余熱除 

去冷却器)によ る冷却に切り替え、以降の停止中の冷却は余熱除去設備に 

より行う。

被告は、格段に高い信頼性を有する余熱除去設備が機能喪失した場合等 

をあえて想定して、そのような場合でも、恒設代替低圧注水ポンプ等を用 

いて、原子炉内にある燃料体の著しい損傷を防止する対策を講じている。

こうした対策により、万一、原子炉停止中に、残留熱除去機能を喪失す 

る事態等が生じても、原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止することがで 

きる。

(以上について、被告準備書面 (12) 116頁)

3 実効性の確保 ・ 確認

被告は、上記で述べた対策のために配備している設備等 (重大事故等対処
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施設。設置許可基準規則2条2項11号) について、自然現象に対して必要な 

機能が損なわれないことを確認している。また、対策を実施するために必要 

な体制を整備するため、平日夜間や休日においても発電所構内に要員を待機 

させるなどして必要な要員を確保し、事故発生時における要員の配置、対策 

の手順等を定め、夜間、悪天候、高放射線環境等の厳しい条件を想定した訓 

練を繰り返し行っている。なお、発電所における保安活動に係る品質マネジ 

メ ントシステムを確立し、発電所の安全に関わる全ての活動においていわゆ 

る「PDCA」活動による品質保証活動を行っていることなどは、事故防止 

に係 る 安全確保対策の場合 と同様である (第5章一4第5の1)。

自然現象に対して必要な機能が損なわれないことを確認している例として、 

地震に対しては、基準地震動に対する耐震安全性を備えているこ とを確認し、 

津波に対しては、基準津波による遡上波を地上部から到達、流入させない設 

計とするなどして、必要な機能が損なわれないことを確認している。また、 

土砂災害に対しては、設置場所や保管場所の周辺斜面に対して、基準地震動 

による地震力を作用させた安定解析を行って崩壊のおそれがないことを確認 

したり、可搬型の設備については、その運搬や使用のための道路及び通路 

(アクセスルート) に対する地すべり等の影響を評価し、地すべり等が発生 

した状況下でも重大事故等に対処できることを確認している。そして、送水 

ルートの信頼性を向上させるため、被告は、送水車を複数台配備し、容易に 

接続することができる送水用のホースを必要な長さの2倍確保する と ともに、 

取水ポイ ン トを複数設定する ことで取水系統の多重化を図っている。また、 

外部からの支援なしで送水車を 7 日間稼動できるだけの燃料を発電所内に確保 

している。

(以上について、被告準備書面 (12) 117～118頁)
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4 原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会は、前記2の被告の対応が、設置許可基準規則の規定に 

適合していることを確認した (西171の2、124～125頁)。

第3 小括

以上のとおり、自然的立地条件に係る安全確保対策 (前記第 5 章一 2)、事故 

防止に係る安全確保対策(前記第5章一4)により、本件発電所の安全性は確 

保されているのであるが、被告は、高い信頼性を有する設備等がその安全機能 

を喪失するよ う な事態をもあえて想定して、炉心の著しい損傷を防止する対策 

等を整備しているのであり、本件発電所の安全性はより一層向上している。

第4 原告らの主張に対する反論

1 炉心の著しい損傷を防止する対策

(1) 原告らは、基準地震動未満の地震によって「外部電源喪失」と「取水 

ロ破損」が同時に起こった場合、被告のシビアアクシデント対策が、炉心 

損傷等の具体的危険性を排除できないと主張する (原告ら第2 0準備書面 

11～21 頁)。

しかしながら、前記第5章-4第7の5で述べたとおり、基準地震動未 

満の地震動に対して、原子炉の安全性を確保するために必要な電力の供給 

を欠くこともなければ、非常用取水設備の機能を喪失することもないので、 

シビア アク シデン ト対策について論難する原告らの主張はそもそも前提を 

欠く。それを措く としても、被告は、高い信頼性を有する設備等がその安 

全機能を喪失するような事態をもあえて想定し、かかる状況においてもな 

お炉心の著しい損傷等を防止できるよう、より一層の安全性向上対策、い 

わゆる シビア ア ク シデン ト対策を講 じている。

さらに、被告は、事故防止に係る安全確保対策が奏功しない場合に、炉
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心の著しい損傷に至る可能性がある事象として、「全交流電源喪失」事象を 

想定し、有効性評価、すなわち上記の設備を用いた対策の有効性を解析に 

より確認している。この「全交流電源喪失」事象では、ポンプモーター等 

を駆動する交流電源の喪失に伴い、海水ポンプ等の機能に期待できないた 

め、事故対処用の海水が取水できない状態を想定している。これは、原告 

らの主張するところの「外部電源喪失」と「取水口破損」が同時に起こっ 

た状態を包含するものである。

したがって、原告らの主張する「外部電源喪失」と「取水口破損」が同 

時に起こった場合であっても、被告の講じている、より一層の安全向上対 

策は有効に機能 し、炉心の著しい損傷には至 らない。

以上について、詳細は被告準備書面 (8) 12～18頁のとおりである。

(2) また、原告らは、二次系除熱、すなわち被告が述べるところの復水ビ 

ッ トの水を蒸気発生器に給水すること等によ り短期的な冷却が成功しても、 

復水ピッ ト 内の水が枯渇すれば、長期的な冷温停止状態が不可能となる旨 

主張した上で、復水ピッ トへの送水手段に関しその有効性を疑問視する

(原告ら第2 0準備書面 15～19 頁)。

しかしながら、被告は、本件発電所に送水車を複数台配備し、容易に接 

続するこ とができる送水用のホースを必要な長さの2倍確保する と と もに、 

取水ポイ ン トを複数設定することで取水系統の多重化を図っているほか、 

自 然災害時に外部か ら の支援な しで7日間稼動でき る だけの燃料を本件発電 

所内に確保しており、自然災害時であっても送水車の燃料を維持すること 

ができる。そのため、原告らの主張するような、復水ピットへの送水手段 

に係る懸念はない。詳細は被告準備書面(8) 18～19頁のとおりである。

(3) さらに、原告らは、新規制基準における重大事故等対策に関して、福 

島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえなければならないのに、恒設設備 

ではなく 可搬設備での対応を基本と してい る と した上で、可搬設備 では接
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続に時間がかかること、地震等に起因する山崩れによ り 土砂に埋まる可能 

性があること、 土砂や積雪により敷地内の移動に困難をきたすこと、不確 

実な人的対応が必要になること等から、重大事故等対策の有効性は極めて 

低いと主張する (原告ら第5準備書面17〜18頁、同第 3 9 準備書面 29〜30 

頁)。

しかしながら、可搬型設備は、運用の柔軟性、優れた耐震上の特性が認 

められるなどの利点を有することから、新規制基準は、重大事故等対策に 

おいて可搬型設備の設置を要求するに至っているのであ り、可搬型設備の

「有効性は極めて低い」とする原告らの上記主張は、こうした可搬型設備 

の利点をおよそ理解せずになされたものに過ぎない。

なお、被告は、前記第5章-2で述べたとおり、新規制基準の要求事項 

(設置許可基準規則 4条4項、6条1〜2項、丙 6、11 頁、13 頁)を踏まえ、

耐震重要施設について、その周辺斜面が地震によって崩壊しないこと、及 

び地震以外の自然現象による地滑り によって安全機能が損なわれることが 

ないこと を確認 してい る ため、そもそも土砂災害によって本件発電所が重 

大事故に至ることはない。また、新規制基準は、可搬型の重大事故等対処 

設備について、地震、津波その他の自然現象等による影響、設計基準事故 

対処設備及び重大事故等対処設備の配置を考慮した上で常設の重大事故等 

対処設備と異なる保管場所に保管すること を要求する とともに (設置許可 

基準規則 43 条 3 項 5 号、丙 6、91頁)、重大事故等が発生 した場合におい 

て、アクセスルートが確保できるよう、適切な措置を講じる こと を要求 し 

ている (同規則43条3項6号、丙 6、91頁)。なお、原告らは、新規制基準 

に関して、常設設備 と 可搬型設備の「いずれの対策も要求することが深刻 

な災害が万が一にも起こらないようにするための対策であり ・ ・ ・常設設 

備を明確に要求しないこ と 自体が不合理という ほかない」との批判も展開 

しているが (原告ら第39準備書面30頁)、新規制基準は可搬型のみならず

273



常設の重大事故等対処施設を備える こ と を明確に要求してお り (設置許可 

基準規則 43 条 2 項等)、かかる批判は全くの事実誤認に基づく ものである。

そして、被告は、これらの要求事項を踏まえ、可搬型設備を常設の重大事 

故等対処設備 と 異なる場所に保管する と ともに、地震による周辺斜面の崩 

壊や地震以外に よる 地滑り 等によ る 各保管場所及びア クセスルート への影 

響を適切に評価 し、土砂災害等が発生した場合でも重大事故等対策が問題 

なく 実施できること を確認している。

さらに、実際に設備や資機材を配置して行う訓練を夜間、休日も含めて 

繰り返し実施して、その実効性を確保しており、原告らの主張は、いずれ 

も理由がないことは明らかである。

以上について、詳細は被告準備書面 (9) 40～43頁のとおりである。

2 原子炉格納容器の破損 を防止する対策

( 1) 新規制基準における重大事故等対策の有効性評価において、「セシウム

137 の放出量が 100 テラベク レル を下回っている こと」が 求められているこ 

とについて、原告らは、フィルタ・ベントの設置を前提とした上で、炉心 

の著 しい損傷に よ っ て希ガス が原子炉格納容器内に放出 さ れれば、フィル 

タ ・ベントでは希ガスを除去できないため、セシウム137の量的制限だけで 

は公衆の安全を守ることはできないと主張するが(原告ら第5 準備書面 11 

～13 頁、同第 7 準備書面 18～21 頁)、かかる原告らの主張は、誤った前提 

に基づいた主張であって、何ら理由がない。

新規制基準では、重大事故等対策である原子炉格納容器の過圧破損防止 

設備として、「格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニット」又は 

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を設置すること と 

されており (設置許可基準規則解釈50条1項a、丙6、101頁)、フィルタ・ 

ベントは要求されていない。そして、被告も、この要求事項を踏まえ、「格
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納容器再循環ユニット」を用いることとしているところ、「格納容器再循環 

ユニット」では、フィルタ・ベントと異なり、原子炉格納容器内の圧力を 

下げるために意図的に原子炉格納容器を部分開放して、希ガス等の放射性 

物質を放出する こ と はない。

なお、原子炉格納容器の破損を防止する対策の有効性評価にあたって、 

希ガスやヨ ウ素ではなく、セシウム 137 の総放出量を評価すること と されて 

いるのは、環境への放出に伴い原子力発電所の近隣住民が長期避難を余儀 

なく される可能性がある放射性物質を基準とする観点から、想定される放 

出量が多く、半減期が長いセシウム 137 の放出量をもとに評価する こととさ 

れたためであるが、福島第一原子力発電所事故による環境へのセシウム 137 

の総放出量が約 1 万テラベク レルであったと評価されていることからすると、 

重大事故発生時におけるセシウム 137 の総放出量が 100テラベク レルを下回 

れば、セシウム137以外の放射性物質を考慮しても、長期避難を余儀なく さ 

れる事態となる見込みは少ないと考えられ、基準 も妥当 と されている。

以上について、詳細は被告準備書面 (9) 56 〜 57 頁のとおり である。

(2) 原告らは、本件発電所に水素爆発の危険性があるとして、水素爆発に 

かかる評価にあたり被告が実施した解析の条件及びその結果について縷々 

主張する(原告ら第9準備書面7〜12頁)。

しかしながら、そもそも、水素爆発に至る機序として考えられるものと 

しては、1 次冷却材が喪失するなどして炉心を冷却できない状態が発生 •継 

続 した結果、炉心溶融するなど炉心が著しく損傷し、燃料被覆管等に含ま 

れるジルコニウムが水と反応して発生した大量の水素が酸素と急速に反応 

して爆発するというものである。しかるところ、本件発電所においては、 

前記第 5章-4 で述べた とおり、十分な安全確保対策が講 じ られてお り、 

炉心の著しい損傷が生じることは考えられない。これに加えて、本件発電
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所の安全性を確保するために設けられている高い信頼性を有する設備等が 

その安全機能を喪失するよ うな事態をもあえて想定した対策 (よ り一層の 

安全性向上対策)を整備し、その一環として炉心の著しい損傷を防止する 

対策を講じているため、炉心の著しい損傷が生じる蓋然性はない。さらに、 

被告は、炉心の著しい損傷を防止する対策が奏功しなかった場合をもあえ 

て仮定して、水素爆発防止対策を含む原子炉格納容器の破損を防止する対 

策を整備し、それらの有効性を確認している。そのため、水素爆発が発生 

する蓋然性、ひいては原子炉格納容器が破損に至る蓋然性はない。

上記のとおり、原告らの主張は既に失当である。なお、水素爆発の評価 

に係る原告らの主張についても、いずれも理由はない。

以上について、詳細は被告準備書面 (10) 4〜24 頁のとおり である。

(3) さらに、原告 ら は、新規制基準が、欧州加圧水型原子炉 (EPR)に 

おいて導入されている独立4系統の安全上重要な系統設備、コアキャッチャ 

一、二重構造の格納容器等の安全設備の設置を要求していないことから、 

世界基準に達していない と 主張する(原告ら第 5 準備書面 19～20頁)。

しかしながら、原子力規制委員会が、「規制基準は、満足すべき性能水準 

を要求し、それを実現する『技術』は指定しないのが国際的に一般的な考 

え方です」と説明している とおり 規制基準で特定の「技術」(具体的な方法) 

の採用を要求し、その有無で安全性を審査するという考え方は、国際的に 

みて一般的ではない (西102、別紙2、9頁)。EPRで導入されている独立 

4系統の安全上重要な系統設備、コアキャッチャー、二重構造の格納容器等 

の設備も、このような「技術」の一例であり、当該設備がなければ原子力 

発電所の安全性が欠ける こ と になるという ものではなく 、 原告らの主張は 

失当である。

以上について、詳細は被告準備書面 (9) 43～44頁のとおりである。
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3 使用済燃料ピッ ト内の燃料体の著しい損傷を防止する対策

原告らは、使用済燃料は相当量の崩壊熱を長期間放出するため、この崩壊 

熱を除去しなければ、燃料被覆管が損傷するにもかかわらず、使用済燃料ピ 

ッ トは原子炉格納容器のよ う な堅固な設備で守られていない等述べて、使用 

済燃料を堅固な施設によって囲い込むという対策は、合理的であり、規制上 

要求されるべきである と主張する(原告 ら第 5 2 準備書面 5 頁、同第10準備 

書面 8～9 頁)。

しかしながら、使用済燃料は、冠水さえしていれば崩壊熱が十分除去され、 

放射性物質を閉じ込める役割を果たす燃料被覆管の損傷に至ることはなく、 

その健全性が維持される ことから、原子炉格納容器のよ う な堅固な設備によ 

る閉じ込めを必要とせず、原告らの主張は当たらない。詳細は被告準備書面

(1 1) 52 〜 56 頁、同 (2 1) 5 〜 15 頁のとおり である。

なお、使用済燃料等の処理や高レベル放射性廃棄物の処分については、被 

告準備書面 (21) 16 〜 18 頁で述べたとおり である。

4 イベン トツリーに関する主張について

原告らは、被告がイベン ト ッリ ーにおいて事故原因につながる事象のすべ 

てを取り上げていることはありえず、事故原因に繋がる事象に関して策定し 

た対策も有効かは不明であるし、原子力発電所の従業員が事故時に対策を実 

行できる保証もないと主張する (原告ら第10準備書面29～32頁)。

原告らは、被告が平成23年10月1日時点における本件発電所の状態を前提 

と して行ったス トレステス ト の結果 を踏まえて、700 ガル を超える 地震動や 

1260 ガルを超える地震動を問題にするようであるが、そもそもス ト レステス 

トは法令上要求されたものではなく、過去のある時点における評価にと どま 

る ものである。被告は、本件発電所の地震に対する安全性は新規制基準に基
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づき確認してお り、上記のよう なス ト レステス トの評価に全面的に依拠して 

主張する考えはないこ とは被告準備書面(3) 121 〜 124 頁、同準備書面 (1 

1) 57〜58 頁で述べたとおり である。

もっとも、念のため、上記ストレステストの結果を前提として反論すると、 

被告は、一般社団法人日本原子力学会により定められた「原子力発電所の地 

震を起因とした確率論的安全評価実施基準：2007」の考え方に基づいて、事 

故原因に繋がる事象を選定し、これに依拠 して詳細な検討を行った上で起因 

事象を選定しているのであ り、事故原因につながる事象は十分に取り 上げら 

れている し、原子力安全 ・ 保安院もかかる選定が妥当である こと を確認して 

いる。さ らに、被告が策定 した対策について は、同院によるス ト レスス ト 

の審査書 (丙 35) において、必要な防護措置(収束措置)の実現に支障はな 

い旨評価されている。また、被告は、イベントツリーにおける収束措置 (イ 

ベントツリーの各フロー)の実施のために、それぞれ必要となるプラントの 

監視機器類が問題なく機能維持すること を、ス トレステス トの中で確認して 

いるほか、イベント ツリーにおける収束措置に係る詳細な運転手順等を、事 

故対応マニュアルと して別途整備してお り、かかるマニュアルに基づく 訓練 

も実施している(丙 35、93頁)。

以上のとおり である から、原告らの主張にはいずれも理由がない。

(以上について、被告準備書面 (11) 57〜59 頁)
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第6章 高経年化対策 

第1 概要

原子炉等規制法においては、前記第4章第1 の 1 で述べた安全上の規制に加 

えて、同 2 で述べたとおり、運転を開始 した 日 以後 30 年を経過 した発電用原子 

炉については、高経年化対策制度が設けられており、さらに発電用原子炉の設 

置の工事に対し、最初に使用前事業者検査について原子力規制委員会の確認を 

受けた日から起算して 40 年を超えて運転することができる期間を延長するに際 

しては、運転期間延長認可制度が設けられていた(被告準備書面 (11) 13頁、 

同(12) 38～40 頁、44 頁)。

そこで、被告は、新規制基準の要求を踏まえ、後記第2で述べるとおり、本 

件発電所について、高経年化対策として、発電用原子炉施設の安全を確保する 

上で重要な機器及び構造物並びに令和  7年6 月 6 日 施行の改正法施行前の実用炉規 

則82条1項各号に掲げられた機器及び構造物の高経年化技術評価を行い、この評 

価の結果に基づき、長期施設管理方針を策定するなど、必要な対応を行ってい 

た。

また、前記第4章第1の2 (3) で述べたとおり、高経年化対策制度及び運 

転期間延長認可制度は、上記改正法により、長期施設管理計画の認可制度へ統 

合された。同改正法の施行の前後を通じて運転を継続するため、被告において 

は、本件発電所について、原子力規制委員会に対し長期施設管理計画認可の申 

請を行い、認可を受けている。

第2 本件発電所の高経年化対策に関する被告の対応

被告は、前記第 4 章第 3の1 (2) で述べた とおり、令和 2年12月2日に 

大飯発電所 3 号機の、令和 3 年 12 月 3 日に大飯発電所 4 号機の、運転開始後 

30年目 の高経年化対策に関する保安規定変更認可申請を行い、それぞれ令和 3 

年11月24日、令和 4 年 8 月 24 日 に原子力規制委員会によ る保安規定変更認
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可がな された(丙 537 〜丙 538)。かかる高経年化対策に関する保安規定変更認 

可によ り、本件発電所について高経年化対策に関する要求事項を満足してい 

ることが確認された (丙 539〜丙 540)。

また、前記第4章第1の2 (3) で述べたとおり、高経年化対策制度及び 

運転期間延長認可制度は、長期施設管理計画の認可制度へ統合する見直しが 

なされ、現状稼働している本件発電所についても、施行日の前日までに、新 

制度に基づく長期施設管理計画の認可を受ける必要があったところ、被告に 

おいては、本件発電所について、令和 5 年 12 月 21 日 に長期施設管理計画の認 

可申請を行った。そして、前記第4章第3の1 (2) でも述べたとおり、既 

に本件発電所については、令和 6 年 6 月 26 日 に長期施設管理計画の認可がな 

されているところ、この長期施設管理計画についても、事業者が行う劣化の 

予測・ 評価の技術的な内容は、高経年化対策制度及び運転期間延長認可制度 

における 高経年化技術評価 と基本的に同様である。

具体的には、まず、原子力発電所の機器•構造物等について、機能の維持 

に必要な部位 (部品)ごと に、運転実績データ のほか、国内外の他の原子力 

発電所における運転経験 (事故・トラブルや設計・点検 ・ 補修等の情報)や最 

新の知見をもとに、機器等の材料、使用条件等から高経年化対策上着目すべ 

き劣化事象を抽出する。そして、各機器について、これまでの機器の状態に 

ついて運転によって蓄積したデータをもとに、今後、各機器の状態がどのよ 

うに変化するかを解析するなどして評価を実施し (健全性評価)、現在実施し 

ている点検内容、関連する機能試験内容、補修・取替等の内容について整理 

を行った(現状の施設管理に対する評価)上で、健全性評価結果と整合の取 

れた点検等が、現状の保全活動で実施されているかなどを評価する(総合的 

な評価)。さらに、現状実施している点検等に加え、60 年間の使用を考慮した 

場合、今後新たに実施すべき保全策を抽出し、長期施設管理計画として取り

まとめている
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(以上について、被告準備書面 (11) 16～17頁、同(12) 90～91頁)

第 3 原子力規制委員会に よる審査

前記第4章第3の1 (2) のとおり、かかる高経年化対策に関する保安規定 

変更認可により、原子力規制委員会は、本件発電所について、被告が実施した 

高経年技術評価の技術的妥当性及び被告が策定した長期施設管理方針が高経年  

技術評価を踏まえて作成されたものであるこ と を確認した (丙 539 〜丙 540)。

また、前記第4章第3の1 (2) のとおり、令和7年6月 6 日に施行された改 

正法に基づく長期施設管理計画の認可により、原子力規制委員会は、本件発電 

所について、被告の劣化評価の方法及びその結果、劣化管理の措置等について、 

長期施設管理計画の策定が適切に実施されていること等を確認した (丙 543、丙 

544)。

第4 原告らの主張に対する反論

原告 ら は、訴状 38～47 頁及び原告ら第1 0 準備書面において、本件発電所で 

は、LOG A や原子炉容器の脆性破壊に よ っ て放射性物質が異常放出 される お 

それが あること、原子炉 自 体が老朽化に よ っ て危険性が増大 してい る こと 等、 

縷々主張する。

しかし、原告らの主張はいずれも抽象的なものに止まり、本件発電所の運転 

による人格権侵害の具体的危険性の存在を述べるものではない。また、被告は、 

本件発電所の安全性を確保するために、地震、津波等の自然的立地条件に係る 

評価を適切に行い、この評価を踏まえた設計を行うとともに、多重防護の考え 

方を取り入れた設計を行った上で、さらに、これらの設計による対策が奏功し 

ないような事態をも想定した対策を講じている。そして、これらの設計による 

対策を実効性のあるものとするために、被告は、設備の定期的な点検、検査、 

取替え等の実施や運転員 •保修員に対する教育 ・ 訓練の実施等、安全性を維
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持 • 向上するための継続的な活動に取り組んでおり、本件発電所の安全性は確 

保されている。よって、原告らの主張はいずれも当たらない。(被告準備書面

(11) 4〜5 頁)

以下では、原告らの主張について個別に反論する。

1 高経年化

(1) 原子力発電所の寿命について

原告 ら は、原子炉を含む機械類は年月 が経てば老朽化するものであ り 、 

必ず寿命が存在するなどと主張し、日本において、運転開始から 30 年が経 

過する前 とその後 10 年ごとに高経年化に関する技術評価等が義務付けられ、 

原子力規制委員会の審査を経ること と されているのは、年月 を経た原子力 

発電所は危険性が増大する から である と 主張する。(原告ら第1 0準備書面 

19～20 頁)

確かに、機器や材料等は時間の経過により劣化が進行するが、点検によ 

る劣化状況の把握や機器の取替え ・ 補修等の保守管理を適切に講じること 

で、原子力発電所自体は安全性を確保しつつ運転を継続することが可能で 

あり、そのために必要な科学的 •専門技術的知見も、自社又は国内外で発 

生した事故 • トラブル等の経験や各種研究成果により集積され、保守管理 

の継続的な改善の取組みに活用されている。このことは、原告らが引用す 

る原子力安全 ・保安院の「実用発電用原子炉施設における高経年化対策の 

充実について」(丙 137) にも明示されている (西137、1頁、5頁、9頁)。

したがって、技術的な観点から、原子力発電所の運転期間が40年等と区 

切られるものではない。

そして、日本において、高経年化対策が義務付けられているのは、定期 

的な検査や点検等の安全確保活動をより慎重かつ適切に行うため、起こり 

う る劣化事象の特徴を最新知見に基づき把握した上で、通常の保全活動に
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加えて新たな保全策を行うなど、機能や性能を維持•回復するために必要 

な保守管理を確実に実施するためであり(丙 142)、これらの対策を適切に 

実施することにより、高経年化プラントの安全性は確保されるのである。

したがって、原告らの主張にはいずれも理由がない。

以上について、詳細は被告準備書面 (11) 37〜39 頁のとおり である。

(2)60年運転に関する主張

原告らは、原子力安全・保安院が発表した「実用発電用原子炉施設にお 

ける高経年化対策の充実について」の中で、経年劣化により配管減肉等の 

事象が増大する要因があ り、点検 ・ 監視 ・ 検査が必要である こ と を認めて 

いることから、60 年運転にお墨付きを与えるには、その論理はいかにも薄 

弱であると主張する(原告ら第10準備書面25〜26頁)。

しかしながら、被告準備書面 (11) 39～40 頁で述べたとおり、原告ら 

が引用する原子力安全•保安院の報告書(丙137)では、60年の供用年数を 

仮定して事業者が行っている機器 ・ 構造物に対する高経年化技術評価とそ 

の結果に基づく追加保全策の妥当性等について検討が行われ、原告らが指 

摘する事象を含む経年劣化事象について、それぞれの特徴を踏ま えた追加 

保全策等が適切に抽出されていると評価している。このよ うに、上記報告 

書は、高経年化に伴う劣化事象に対して、適切に点検・監視・検査を含む 

保守管理活動を継続し、高経年化技術評価に基づく長期的な保全対策を実 

施する ことによって、機器 ・ 構造物の健全性を保つことができることを述 

べているのであり、原告らの主張は、上記報告書を理解せずになされたも 

のに過ぎない。(被告準備書面 (11) 39～40頁)

(3)初期の原子力発電所に関する主張

原告 ら は、日本原子力発電株式会社教賀発電所や美浜発電所1、2号機
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等の「初期の原発」について、老朽化による危険性は明白であるなどと 

縷々 主張する (原告ら第10準備書面20～21頁)。

そもそも、原告らが「初期の原発」として列挙する発電所は、本件発電 

所とは異なる発電所であるため、原告 ら の主張は本件発電所の安全性に直 

接関係するものではない。その上で、原告らの主張がいずれも誤った認識 

のもとになされたものであることについては、被告準備書面 (1 1) 40～ 

42頁で述べたとおりである。

(4) 部品の交換に関する主張

原告らは、中性子の照射により脆化が進行する原子炉容器が交換不可能 

であることは老朽化対策の最大の問題点であると主張し (原告ら第1 0準 

備書面22頁)、さらにその他の部品についても、部品交換を行ってもシステ 

ムのバランスを崩し、思わぬ事故を招く危険性がある、ケーブル類のシー 

ルドは絶縁性能が低下しても交換不可能であると主張する (原告ら第1 0 

準備書面28頁)。

しかしながら、高経年化対策は、今後長期間運転することを想定して、 

安全上重要な機器、構築物等について、交換の可否にかかわらず、評価対 

象期間(60 年)中における機器や構造物の健全性を確認し、その結果に応 

じて機器の交換等の追加保全策を実施する ことと しているため、高経年化 

対策において、機器の交換が当然の前提とされているわけではない。

すなわち、被告は、高経年化技術評価にあたっては、当該発電所の運転 

実績データのほか、国内外の他の原子力発電所における運転経験や最新の 

知見を もとに、高経年化対策上着目すべき劣化事象を抽出し、その劣化事 

象に対して評価対象期間にわたって運転時における健全性を有するかどう 

かなどの評価を行っている。そして、現在実施している点検等に加えて、 

今後新たに実施すべき点検等の対策を抽出し、これらの対策を計画的に実
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施することで、その劣化状況を確実に把握し、機器等の健全性が確保され 

ていることを着実に確認していくとともに、必要に応じて、補修や機器等 

を構成する部品の一部の交換等を行 うこと で本件発電所の安全性を確保し 

ている。原告らが問題視する原子炉容器についても、後述するように、被 

告は中性子照射脆化の状況を適切に確認 し、その健全性を確認できている 

のであり、交換する必要はない。

また、被告は、部品の交換前には設計の妥当性を検証した上で交換を行 

い、部品の交換後は、性能確認をした後に運転を行うことから、システム 

の機能は維持される。また、ケーブルは、導線と導線周囲を覆う シールド 

で構成される ところ、被告は、ケーブルを交換する際には、シールドのみ 

を交換するのではなく、導線も含めてケーブル全体を交換すること と して 

おり、かつ交換実績もある(丙 547、「大飯発電所3号炉 長期施設管理計 

画認可申請書の補正について(抜粋)」、12〜14 頁、丙 548、「大飯発電所4 

号炉 長期施設管理計画認可申請書の補正について (抜粋)」、12～14頁)。

したがって、単に交換可能かなどにのみ着目する原告らの主張は、高経 

年化対策の理解を欠いている上に、根拠なくなされたものにすぎず、失当 

である。

(以上について、被告準備書面 (11) 43〜44 頁)

2 中性子照射脆化

原告らは、中性子照射脆化の危険性について述べ、交換できない原子炉容 

器については、老朽化対策は有効な対策とならないと主張している (訴状45 

〜 47 頁、原告ら第1 0 準備書面 21 〜25 頁)。

以下では、まず、中性子照射脆化が原子炉容器に与える影響及び原子炉容 

器の健全性の確認方法について説明 し、原告らの主張に対する反論を行う。
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(1) 原告らの主張

原告らは、中性子照射脆化に関して、①原子炉容器に用いられている鋼 

材が脆性遷移温度 (関連温度) を下回ると陶磁器のように小さな力で瞬間 

的に破壊されるとし、緊急冷却時に加圧熱衝撃(PTS)が生じると原子 

炉容器そのものが瞬間的に破壊される危険性がある、②監視試験片の数が 

不足 した場合に必要となる監視試験片の再生技術は未完成の状態であ り、 

データ自体が取れなくなってしまうと主張する (訴状 45 〜 47 頁、原告ら第 

1 0準備書面21〜29 頁)。

(2)被告の反論

中性子照射脆化 と は、原子炉容器に用いられる材料 (以下、「鋼材」とい 

う)が中性子の照射を受ける ことによって、ねばり強さ (靭性)が低下す 

る(脆化する)現象のことをいう。

LOCA等の事故によって、E C C Sが作動して原子炉容器に冷水が流 

れ込んだ場合、冷水と接する原子炉容器の鋼材の内側が収縮しようとする 

ことで、原子炉容器の内側に大きな引張応力が生じる(加圧熱衝撃(PT 

s))o この時, 原子炉容器にき裂が存在し、中性子照射脆化により鋼材の 

ねばり強さ(靭性)が十分でないと、そのき裂が広がり、結果として破壊 

に至る(脆性破壊)可能性がある。

脆性破壊は、(i) 原子炉容器にき裂が存在する (欠陥の存在)、(i) 鋼 

材のねばり強さ(靭性)が低下する (低靭性)、(i) 原子炉容器に大きな 

力 (応力) がかかる (高応力) の3つの要因が同時に満たされた場合に、初 

めて発生する可能性が生じる。

被告は、上記 3 つの脆性破壊が発生する要因のうち、(i) き裂の存在に 

っいて、原子炉容器の製造時の検査や、供用期間中に定期的に行われる超 

音波探傷検査により、き裂が存在しないことを確認している。したがって、
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本件発電所において、そもそも脆性破壊が生じるおそれはないが、被告は、 

(i) 靭性の低下については、供用期間中に計画的に実施される監視試験 

により、靭性の低下傾向を確認している(被告準備書面 (11) 46〜47 頁)。 

そして、この結果を踏まえ、(ii) 高応力の発生を想定したとしても、原子 

炉容器が脆性破壊によ り破損しないことをPTS評価によ り 確認 してい る 

(被告準備書面 (11) 47〜49 頁)。

ア①の主張について

原告らは、原子炉容器に用いられている鋼材が脆性遷移温度 (関連温 

度)を 下回る と 陶磁器の よ う に小さな力で瞬間的に破壊される と 主張す 

る。

しかしながら、脆性遷移温度(関連温度)は、監視試験の結果から、 

鋼材がねばり強い性質から徐々に脆い性質を帯びていく温度領域の「代 

表点」と して求められた鋼材のねばり強さを示すひとつの指標にすぎず、 

単に鋼材の温度が脆性遷移温度(関連温度)を下回ったからといって、 

直ちにねばり強さがなくなって脆性破壊を起こすというものではない。 

脆性破壊は、前述のとおり、(i) 鋼材のねばり強さ(靭性)の低下に加 

えて、(i) き裂の存在と (i) 高応力の発生が同時に満たされて初めて 

その発生可能性が生じるのであり、この脆性破壊が生じる可能性は、破 

壊靱性値 (Kw。 と応力拡大係数 (K) を用いたPTS評価によって判断 

されるのである。

そのため、被告は、監視試験を原子炉容器の中性子照射量や運転時間 

に応じて計画的に実施することで先 (将来)の原子炉容器の状態を把握 

し、その結果を踏まえてPTS評価を行い、脆性破壊が生じる 可能性が 

ないことを確認している。さらに、この評価では、脆性破壊の起点とな 

るき裂が原子炉容器にないこ と を定期的に実施している超音波探傷検査
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によ り確認しているにもかかわらず、あえて大きなき裂を想定するなど 

十分保守的な前提条件を設定している。

したがって、加圧熱衝撃(PTS) により 原子炉容器が破損する よう 

な事態が発生することはおよそ考えられず、原告らの主張は、基本的な 

理解を欠いたものといわざるを得ない。

イ②の主張について

原告 ら は、監視試験片の数が不足 した場合に必要 となる 監視試験片の 

再生技術は未完成の状態であり、データ自体が取れなくなってしまうと 

主張する。

しかしながら、原子炉容器から取り 出して試験が終わった監視試験片 

を試験片 として再利用する技術は既に確立されている (両146、5頁)。こ 

の点については、原子力規制委員会も、「建設時に装荷した監視試験カプ 

セルが不足する場合については、『監視試験方法 (JEAC4201-2007)』附属 

書 c に規定 さ れた方法に よ り、監視試験片 の再生を行 うこと が可能です」 

との見解を示している(丙 147、5頁)。

したがって、必要に応じて監視試験片を再生する こ と で監視試験片が 

不足することはなく、監視試験を継続的に実施していく ことができるの 

であるから、原告らの主張は誤っている。

(以上(2) について、被告準備書面 (11) 45〜52 頁)
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第7章 テロリズムへの対策

第1 原子力発電所のテロ リ ズム対策に関する法令と本件発電所における対策

1 原子炉等規制法等による規制内容

新規制基準の制定により、原子炉等規制法 1 条に、「テロリズムその他の犯 

罪行為の発生も想定した必要な規制を行う」ことが目的と して追加されたこ 

とから、海外の知見を踏まえて、原子炉設置(変更)許可の基準の一部とし 

て設けられているテロリズムへの対策が強化された。具体的には、サイバー 

テロを含む不正アクセス行為等への対策が拡大されるとともに、故意による 

航空機衝突等のテロ リ ズムによ り 生ずる事態を想定しても、発電所外への放 

射性物質の大規模な放出を抑制する施設(特定重大事故等対処施設)を設け 

る ことが要求 される こと となった。

例えば、設置許可基準規則においては、7条(発電用原子炉施設への人の不 

法な侵入等の防止)や同42条(特定重大事故等対処施設)等において、テロ 

リズム対策に関する基準が定められている(丙 6、15頁、86頁等)。

(以上について、被告準備書面 (9) 16頁、同 (12) 45頁、138頁)

2 本件発電所における対策

(1) 新規制基準の施行を受けたテロリズムへの対策の強化

被告は、従来から、本件発電所において防護区域、周辺防護区域、立入 

制限区域を設定し、各区域境界には障壁を設置しカメラ ・センサーによる 

監視 ・ 警戒を行う と ともに、各区域境界の出入管理においては本人確認や 

物品検査等 を行い、不審者の入域や不審物の持込の防止を行っていたとこ 

ろ、新規制基準の施行を受けて、故意による大型航空機の衝突その他のテ 

ロリズムによって発電所に大規模な損壊が発生した場合に備えた体制を整 

備するなどしている(被告準備書面 (12) 118頁)。

289



(2) 特定重大事故等対処施設の設置

特定重大事故等対処施設は、重大事故等対処施設(設置許可基準規則2条 

2項11号) のうち、原子炉建屋への故意に よる大型航空機の衝突その他の 

テロリズムにより、原子炉を冷却する機能が喪失して、炉心の著しい損傷 

が発生するおそれがある場合又は炉心の著しい損傷が発生した場合におい 

て、原子炉格納容器の破損による発電所外への放射性物質の異常な水準の 

放出を抑制するための施設である (設置許可基準規則2条2項12号、丙 321、 

166 頁)。新規制基準において特定重大事故等対処施設に求められている機 

能は、特定重大事故等対処施設以外の施設に よ って既に重大事故等対策に 

必要な機能として要求されているところ、特定重大事故等対処施設は、更 

なる安全性向上のため、そのバックアップ対策として設置が求められてい 

るものである (丙 321、168 頁)。

特定重大事故等対処施設に関して、設置許可基準規則42条では、原子炉 

建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロ リ ズムに対してその重 

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであ  

ること (同条 1 号)、原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を 

有する ものである こと (同条2号) 及び原子炉建屋への故意に よる 大型航空 

機の衝突その他のテロ り ズムの発生後、発電用原子炉施設の外からの支援 

が受けられるまでの間、使用できるものであること (同条3号) が要求され 

ている。

被告は、これらの要求を受け、故意による大型航空機の衝突その他のテ 

ロ リ ズムに対して原子炉格納容器の破損を防止するための施設と して、特 

定重大事故等対処施設を設置する ことと してお り、本件発電所では既に運 

用を開始している。具体的には、①原子炉内の圧力を遠隔操作で下げる 

「減圧操作設備」、②原子炉容器及び原子炉格納容器への「注水設備」、③ 

原子炉格納容器の破損を防止する「原子炉格納容器過圧破損防止設備 (フ
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イルタ付ベン ト設備)」、④原子炉格納容器の破損を防止するために必要な 

設備に電力を供給するための「電源設備 (発電機)」、⑤前記①〜④の設備 

を制御するための「緊急時制御室」等を設置している。(丙416及び丙549、

「大飯発電所3号機の特定重大事故等対処施設の運用開始について」) )

ただし、特定重大事故等対処施設は、テロリズムへ対応するための施設 

であり、セキュリティの観点からの原子力規制委員会の要請に基づき (丙 

415、「特定重大事故等対処施設に係る審査結果のと り まとめの公開に対す 

る考え方について(案)」)、設備の名称、設置場所、強度、数等について、 

公開できないため、公開可能な範囲の内容としている。

(以上について、被告準備書面 (36) 4〜 6 頁)

(3)原子力規制員会による審査

原子力規制委員会は、前記 (1) 及び (2) の被告の対応が、設置許可 

基準規則の規定に適合している こと を確認した(丙 171 の 2、86 頁等、丙 

416、添付資料、両417の1、丙 417 の 2、添付1、38～55頁)。
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第8章 原子力災害対策

第1 はじめに

原告らは、国際原子力機関 (IAEA) が示す深層防護の第 5 層の防護 レベル 

に欠けるところがあれば、周辺住民の生命、身体が害される具体的危険性があ 

る と して日本原子力発電株式会社の東海第二発電所の運転差止請求を認容した 

水戸地方裁判所令和 3 年 3 月 18 日 判決(以下、「水戸地裁判決」という) の判示 

を引用の上、本件発電所における原子力災害対策に関しても第5層の防護レベル 

である避難計画に不備があ り、原告らの人格権等を侵害する具体的危険性があ 

ると主張している。

しかしながら、本件訴訟のような原子力発電所の運転差止訴訟において審理 

される べき は、原告らの人格権等の侵害を招く よ う な放射性物質の異常放出が 

生じる重大事故を起こす具体的危険性があるか否かである。そして、本件発電 

所における安全性は十分に確保されてお り、本件発電所において放射性物質の 

異常放出が生じる重大事故が生じて原告らの人格権等が侵害される具体的危険 

性が認められる こと はない。この点を捨象し、放射性物質の異常放出が生じる 

重大事故の発生を当然の前提と した上で、原子力災害対策の内容の当否のみに 

より人格権侵害の具体的危険性の有無を判断する水戸地裁判決及びこれを引用 

した原告 ら の主張は、深層防護 と 具体的危険性の判断と の 関係を正解しないも 

のであ り、失当である。

以下では、まず、後記第2において、深層防護と具体的危険性の判断との関 

係について述べた上で、後記第3において、原子力災害対策の制度的枠組みや 

原子力災害対策指針(丙 173、両442"、以下、「原災指針」という)における被 

ばく防護措置の考え方、緊急時対応の内容について述べる。

I7 丙 173、丙 442 は、それぞれ平成 29年3月22日 及び令和 4年7月6日 付の改正時点の原災指針で 

ある。
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第2 具体的危険性の判断について

1 深層防護と具体的危険性の判断との関係について

深層防護とは、一般に安全に対する脅威から人を守ることを目的として、 

ある 目標を持った幾つかの障壁 (防護レベル) を用意し、各々 の障壁が独立 

して有効に機能することを求めるものであるところ、原子力発電所は、従来 

から深層防護の考え方を適用することが有効とされ (丙 321、67頁)、IAE 

Aにおいても、原子力発電所に関して5層からなる深層防護の考え方が示され 

ている (丙 390 の 1、丙 390 の 2、6 〜8 頁)。その概要は図表1 2のとおりで 

ある。

※第5層については、原子力規制委員会として原子力災害対策指針の策定等の役割を担っている

深層防護

レベル
目 的 必須の手段

第1層 そもそも異常を生じさせない対策
自然現象を考慮した立地・設計、 

保守・運転の品質向上

第2層
プラント運転中に起こりうる異常がおきても 

事故に発展させない対策
監視・制御系統・設備を設置

第3層
設計上想定すべき事故が起きても炉心損傷 

等に至らせない対策
事故に応じた設備、対応手順書の整備

第4層

設計上の想定を超える事故〔シビアアクシ

デント) が起きても炉心損傷や格納容器破損 

を防止する対策

シビアアクシデント対策及び対応

第5層
放射性物質の放出による外部への影響を 

緩和するための対策

住民避難等による放射線防護対策、 

その事前準備としての避難計画の策定、 

充実・強化

原
子
力
規
制
委
員
会 

内
閣
府

図表 12 IA EAの深層防護の考え方18

原子力規制委員会は、かかる深層防護の考え方を踏まえて新規制基準を策 

定しており、設置許可基準規則第 2 章「設計基準対象施設」の規定は第1から 

第3までの防護レベルに相当する事項を、同規則第3章「重大事故等対処施設」 

の規定は主に第4の防護レベルに相当する事項をそれぞれ規定しているとされ

18 出典:原子力規制委員会ウェブサイ ト (https://www.nsr.go.jp/data/000145528.pdf) 10頁
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ている (丙 321、69 頁)。そして、被告は、新規制基準の下、本件発電所にお 

いて第1層から第4層の防護レベルに相当する対策を適切に講じており、 これ 

らの対策は、これまでに述べてきたとおり、原子力規制委員会において新規 

制基準に適合していることが確認されている。他方で、我が国の法制度上、 

避難計画等の第5層の防護レベルに関する事項については、災害対策基本法

(以下、「災対法」とい う)及び原子力災害対策特別措置法 (以下、「原災法」 

という) に基づく措置が取られることとされている (丙 321、72 頁、75 〜 76 

頁)。

この点、本件は、人格権等に基づく 妨害予防請求権を根拠として本件発電 

所の運転差止めを求める訴訟であり、かかる請求が認められるには、本件発 

電所について原告らの人格権等の侵害を招く よ う な重大事故等を起こす具体 

的危険性が存在する ことが必要である。この具体的危険性の有無を判断する 

にあたっては、当然のこ とながら、本件発電所において、深層防護の考え方 

を踏まえて講じられている多様な安全対策を考慮しなければならない。そし 

て、本件発電所において、いかなる欠陥に起因して、どのような機序で、原 

告らの人格権等を侵害する よ う な放射性物質の異常放出等が生じるに至るの 

かが具体的に示されなければ、具体的危険性の存在が認め られるべき もので 

はなく、その判断に際しては、現実にかかる欠陥が顕在化してそのような機 

序を辿る蓋然性があるのかが、科学的、専門技術的知見を踏まえて検討され 

る必要がある。仮に、第5層の防護レベルに相当する対策の当否を問題視する 

のであれば、当然ながら、第5層の防護レベルが機能すべき事態に陥る具体的 

な蓋然性、すなわち、第1層から第4層までのすべての防護レベルに相当する 

安全対策が奏功せず、放射性物質の異常放出を伴う重大事故等が発生する蓋 

然性がまず問われるべきである。そのような蓋然性を検討することなく、第 1 

層から第4層までの防護 レベル に相 当 する 安全対策 が 奏功せず、放射性物質の 

異常放出が生じる重大事故が当然に発生するとの前提を置いて、深層防護の
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第5層の防護レベルが欠けるところがあれば、そのことのみをもって人格権等 

の侵害の具体的危険性があると判断されるべきものではない。

(以上について、被告準備書面 (31) 5～11頁)

2 原告らの主張に対する反論

(1) IAEAの安全基準に関する主張

原告 ら は、米国や英国では、緊急時計画の策定が許認可条件になってい 

るのに対し、日本では、避難計画に関する「地域防災計画」の策定が自治 

体の責務 と されている、災害対策基本法及び原子力災害対策特別措置法の 

もとでは、各地方自治体が具体性のある適切な避難計画を策定できない、 

避難計画の策定が許認可要件とされていないため避難計画に実効性がない 

な どと述べて、I A EAの示す 5 層 の深層防護の う ち第 5層目 の原子力災害 

対策が新規制基準における許認可の要件とされていないことが問題である 

等と主張する(原告ら第1準備書面6頁、同第5準備書面18〜19頁、同第 

6準備書面9〜10頁等)。

しかしながら、そもそもIAEAの安全基準は、その全てを加盟各国の 

規制内容に採用する よ う 義務付ける ものではなく、加盟各国の判断によ り、 

専門的技術的知見に基づいて、また、各国の制度に応じて取り込むもので 

ある (西321、64～66頁)。そして、日本における原子力災害対策は、原子 

炉等規制法ではなく、災害対策基本法及び原子力災害対策特別措置法とい 

う別の法律に基づいて整備されているのであるから、原告らの主張は、I 

AEAの安全基準及び日本の原子力災害対策に関する法制度への理解を欠 

いたものであり、新規制基準に第5層に関する事項が含まれていないことを 

不合理であるとする原告らの主張には理由がない。

また、我が国では、国が、防災基本計画(原子力災害対策編)を作成す 

る と ともに、専門的 . 技術的事項を定める原子力災害対策指針を策定し、
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地域原子力防災協議会における検討を通じて広域的な課題に取 り 組むな ど 

積極的に関与することにより、地域防災計画 (原子力災害対策編)の具体 

化、充実化を主導している。これにより、実効性のある避難計画を含む地 

域防災計画(原子力災害対策編)が作成され、必要に応じて継続的にその 

見直しが行われる制度となっているのであるから、各地方自治体が具体性 

のある適切な避難計画を策定できないなどとする原告らの主張もまた理由 

がない。

なお、そもそも本件発電所においては、多様な安全確保対策によって、 

その安全性は十分に確保されており、放射性物質の異常な放出等が生じる 

具体的危険性がそもそも認められないのであるから、第 5 層の防護レベル

(避難計画)の不備を指摘して人格権侵害の具体的危険性が存在する とい

う原告らの主張が認められるべき理由はない。

以上について、詳細は被告準備書面 (9) 59 〜 64 頁、同 (20) 38〜 40 

頁のとおりである。

(2)水戸地裁判決に関する主張

原告らは、深層防護の基本というべき「前段否定•後段否定」の概念は、 

第 1層から第5層までの全ての安全対策が完備されない限り、原子炉施設の 

運転は認めないとする もので、水戸地裁判決はそのこと を司法の立場で当 

然の判断をしたものであるとして、第5層に位置づけられる避難計画を含む 

1 つの層でも対策が不十分であれば、その原子力発電所は運転を許されない 

と主張するようである(原告ら第9 5準備書面2〜3頁等)。

しかしながら、「前段否定•後段否定」の概念は、各段階の対策を立案• 

計画する際に、前段階の対策は奏功せず、後続の対策には期待できないと 

の前提を無条件に置く ことで、対策の充実を期することを目的とする概念 

である。他方で、人格権等に基づく妨害予防請求権を根拠として原子力発
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電所の運転差止請求が認められる には、前記第2章第1の1のとおり、人 

格権等の侵害を招くような重大事故が生じる具体的危険性が存在すること 

が必要である と ころ、前段階の対策が奏効しないこと等を当然の前提と し 

て、後続の段階の対策の不備を も っ て人格権等の侵害の具体的危険性に結 

び付けるのは、結局のと ころ、抽象的、潜在的な危険性をもって本件発電 

所の運転差止めを求めるに等しく失当である。

なお、水戸地裁判決は、深層防護における「前段否定・後段否定」の概 

念に対する理解を誤った もので、かかる裁判例を当然の判断であるなどと 

する原告らの主張は誤りである。なお、水戸地裁判決等の誤りについて被 

告が指摘している点については、被告準備書面 (38) 6～10頁で挙げるも 

のをはじめ多数の裁判例で判示されている他、直近の大阪高裁令和6年3月 

15 日決定 (令和5年 (ラ) 第 45 号)においても、避難計画の不備に関する 

主張について、「本件において、放射性物質が本件発電所の外部に放出され 

る事態が発生する具体的危険があることについて疎明があるとはいい難い 

から、仮に重大事故が発生 した場合における避難計画の不備につき検討す 

るまでもな」いとしている(丙 448、22頁)。

以上について、詳細は被告準備書面 (38) 5〜10頁のとおりである。

第 3 避難計画

1 原子力災害対策の概要

第 5 層の防護 レベルに該当する、国や地方公共団体の避難計画を含む原子力 

災害対策は、原子炉等規制法に基づく原子力事業者に対する規制の枠組みの 

下で実施されるものではなく、災対法に基づく防災基本計画(原子力災害対 

策編)(災対法2 条8 号、34条1項)、及び原災法に基づく 原災指針 (原災法6 

条の2第1項) による枠組みの下で実施される(丙 321、71 〜80 頁)。

原災法は、原子力災害対策に関する原子力事業者、国、及び地方公共団体
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の責務を定め、原子力事業者、国、及び地方公共団体は、各々の責務に応じ

て、原子力災害対策を実施している。

まず、原子力事業者は、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ず 

るとともに、原子力災害の拡大の防止及び復旧に関し、誠意をもって必要な 

措置を講ずる責務を有するとされ (原災法 3 条)、原災指針に基づき、原子力 

事業所毎に、原子力災害予防対策(原災法 2 条 6 号)、緊急事態応急対策(原 

災法2条5号) 及び原子力災害事後対策(原災法 2 条 7 号)に関し、原子力事 

業者防災業務計画 (原災法7条1項) を作成 し、原子力防災組織の整備、原子 

力 防災資機材の確保等 を 行 っている。

また、国は、国民の生命、身体及び財産を原子力災害から保護するため、 

防災に関し万全の措置を講ずる責務を有するとされ、原子力災害対策本部の 

設置、地方公共団体への必要な指示その他緊急事態応急対策の実施のために 

必要な措置並びに原子力災害予防対策及び原子力災害事後対策の実施のため 

に必要な措置を講じている (原災法4条1項、災対法3条1項)。

そして、地方公共団体は、住民の生命、身体及び財産を原子力災害から保 

護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、地域防災計画 

(原子力災害対策編)を作成するなどの責務を有するとされ (原災法 5 条、災 

対法4条1 項及び 5条1項)、防災基本計画(原子力災害対策編)及び原災指 

針に基づき、地域防災計画(原子力災害対策編)を作成し、応急対策を実施 

する ための体制構築、緊急時における情報連絡体制の整備等を行っている。

このように、原子力事業者は原子力災害の発生 ・ 拡大の防止及び復旧のた 

め、国及び地方公共団体は国民・住民の生命、身体及び財産を原子力災害か 

ら保護するため、各々の責務に応じて、それぞれ防災計画の作成や防災体制 

の構築等を行っている。

また、原子力事業者、国、及び地方公共団体は、原子力災害予防対策、緊 

急事態応急対策及び原子力災害事後対策が円滑に実施される よ う 、 相互に連
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携、協力している (原災法6条)

以上のとおり、第 5 層の防護レベルに関する事項については、「災害」の一 

形態としての「原子力災害」として、国、地方公共団体、原子力事業者等が 

それぞれの責務を果たすこ と と されており、災対法及び原災法によって措置 

されている一方で、原子炉等規制法における設置許可基準規則の要求事項と 

はされていない(丙 321、71～72 頁)。また、原災法上、原子力事業者には原 

子力事業者防災業務計画の作成及び修正が求められており (原災法 7 条 1 項)、 

内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、原子力事業者が 同項の規定に違反 し 

ている と認める とき、又は同計画が原子力災害の発生若しく は拡大を防止す 

るために十分でないと認めるときには、同計画の作成又は修正を命ずる こ と 

ができる (同条4項) とされ、さらに、原子力事業者がかかる命令に違反 した 

場合には、原子力規制委員会は、設置許可の取消し又は1年以内の運転停止を 

命ずることができる (原子炉等規制法43条の3の20第2項22号) とされて 

いる (西321、75頁)。

2 原災指針における被ばく防護措置の考え方

上記のとおり、原子力災害対策は、原子力事業者、国、地方公共団体が 

各々 の責務に応じて相互に連携して実施している。原告 ら が 問題点 を指摘す 

る住民の避難等に関しても、地方公共団体が作成する地域防災計画 (原子力 

災害対策編)に基づいて実施されるが (原災法 28 条、災対法 40 条 2 項 2 号、 

42条2項2号)、住民の避難等に関する専門的・技術的事項については、原子 

力規制委員会の策定した原災指針によるものとされている (両400の2、9頁)。

原災指針は、福島第一原子力発電所事故の経験を踏まえ、緊急事態におけ 

る原子力発電所周辺の住民等に対する放射線の影響を最小限に抑える防護措 

置を確実なものにすることを目的とし、①住民の視点、②継続的情報提供、 

③最新の国際的知見の積極的活用を基本的な考え方として(丙173、1頁)、原
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子力災害における放射性物質の拡散態様や被ばく の経路等を考慮した防護措 

置を規定している。その内容は、福島第一原子力発電所事故の経験を踏まえ、 

国際原子力機関 (IAEA) の安全基準等を参考にした、合理的で実効的な 

ものと なっている。

(1) 防護措置の考え方

原子力災害対策は、放射性物質の拡散態様、被ばくの経路、健康に与え 

る影響を考慮し、IAEAの安全基準等を参考にして、住民等に対する放 

射線の影響を最小限に抑えること等を基本的な考え方と して実施される必 

要がある。

原子力災害対策は、緊急事態への対応の状況に応じて、準備段階、初期 

対応段階、中期対応段階、復旧段階に区分され、各段階に応じた対応が求 

められる。原告らが問題点を指摘する住民の避難等は、初期対応段階に実 

施される。この段階では、情報が限られた中でも、放射性物質の放出開始 

前から必要に応じた防護措置を講じ、放射線被ばく による確定的影響を回 

避し又は最小化するため、及び確率的影響のリスクを低減するため、迅速 

な防護措置等の対応を行う 必要がある。(両173、5 〜6 頁)

原災指針においては、初期対応段階での防護措置の考え方として、IA 

EA等が定める考え方を踏まえ、以下のとおり原子力発電所の状況に応じ 

て緊急事態の区分を決定し、予防的防護措置"を実施するとともに、観測可 

能な指標に基づき緊急防護措置"を迅速に実施でき るよう な意思決定の枠組 

みが構築されている (西173、6頁)。

19 放射線被ばく による確定的影響を回避し又は最小化するため、予め避難を実施するなど、放射性物 

質の環境への放出前の段階から予防的に実施する防護措置のこと をいう。 亠

20 放射性物質の放出後、確率的影響のリスクを低減するため、地表面から 1m の高さの空間放射線量 

率等に応じて実施する防護措置のこと をいう。
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ア 緊急事態 区分 と 緊急時活動 レベル (EAL)

緊急事態の初期対応段階では、情報収集により事態を把握し、原子力 

発電所の状況や当該施設からの距離等に応じ、防護措置の準備やその実 

施を適切に進める こ と が重要となる。

具体的には、原子力発電所の状況に応じて、緊急事態を「警戒事態」、 

「施設敷地緊急事態」及び「全面緊急事態」の3つに区分し、各区分に 

おいて、関係者がそれぞれ果たすべき役割が定められている。そして、 

施設の状態がこれらの緊急事態区分に該当する状況であるか否かを判断 

するための基準として、緊急時活動レベル (EAL) が設定されている 

(図表 1 3、丙 173、6〜8 頁)。

原子力災害対策指針が定める緊急事態の防護措置 (ﾡ急時活動いﾡル: EAL(※1) ご内閣府
Cabinet Office, Government of Japan

> 緊急事態の初期対応段階においては、放射性物質の放出前から、必要に応じた防護措置を講じる 

こととしている。
> 具体的には、原子力施設の状況に応じて、緊急事態を3つに区分。

PAZ内
～概ね5km

UPZ内 
概ね5〜 

30km※4)

UPZ外

概ね30km～
(※5)

警戒事態
EAL(AL) (※z)

例)大地震 (所在市町村で震

度6弱以上)

施設敷地緊急事態

EAL(SE)(※2
例)全交流電源喪失

施設敷地緊急事態要避難者※ 
の避難・屋内退避の準備開始

施設敷地緊急事態要避難者 

の避難開始•屋内退避

全面緊急事態 

EAL(GE)(※z 
例)冷却機能喪失

住民の避難準備開始 住民の避難開始

安定ョウ素剤の服用準備 安定ヨウ素剤の服用

屋内退避の準備 屋内退避

(※1)

(※2) 
(※3)

(※4)

(※5)

EAL(Emergency Action Level):緊急時活動レベル

原子力施設の状況に応じて“避難や屋内退避等の防護措置を実施するための判断基準

(AL) =Alert (SE)=Site area Emergency (GE) = General Emergency
○要配者(災害対策基本法第8条第2項第15号に規定する要配慮者すなわち高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮 
を要する者をいい、妊婦、授乳婦及び乳幼児の保護者等を含む。)のうち、避難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ、 

避難の実施により健康リスクが高まらないもの
○要配店者以外の者のうち、次のいずれかに該当し、かつ、早期の避難等の防護措置の実施が必要なもの

(ア) 安定ヨウ素剤を服用できないと医師が判断したもの

(イ)(ア)のほか、安定ョウ素剤を事前配布されていないもの

事態の規模、時間的な推移や現地の状況に応じてUPZ内においても段階的に避難等の予防的防護措置を実施する

場合あり。 、

UPZ内と同様に、事態の進展等に応じて屋内退避を行う必要がある。このため、全面緊急事態に至った時点で、必要に 
応じて住民等に対して屋内退避を実施する可能性がある旨の注意喚起を行わなければならない。

(丙 395、10頁より)

図表1 3 緊急事態区分とその判断基準となるEAL
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イ 運用上の介入 レベル (。 I L)

上記の緊急事態の区分のうち、事態が進展して全面緊急事態に至った 

場合には、住民等への被ばく の影響を回避する観点から、避難等の予防 

的防護措置を講じることが重要となる。一方、放射性物質の放出後は、 

その拡散により 比較的広い範囲に空間放射線量率の高い地点が発生する 

可能性があることから、このような事態に備え、緊急時モニタリング"を 

迅速に行い、その測定結果を一定の基準に照らして、必要な措置の判断 

を行い、それを実施することが必要となる。そのような緊急時防護措置 

の実施を判断する基準として、空間放射線量率等に基づく運用上の介入 

レベル (oIL) が設定されている (図表14、西173、9～10頁)。

2! 放射性物質の異常な放出又はそのおそれがある場合に、周辺環境における放射線及び放射性物質に 
関する情報を迅速に得るために緊急に実施されるモニタ リ ングのことをいう。
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表3 ○ILと防護措置について
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(丙 173、41頁より)

図表1 4 各防護措置及びその判断基準となる。 I L

ウ 原子力災害対策重点区域 (PAZ、UPZ)

住民等に対する被ばく防護措置 (以下、単に「防護措置」とい う)を 

短期間で効率的に行うためには、予め異常事態の発生を仮定し、その影 

響の及ぶ可能性がある区域を定めた上で、重点的に原子力災害に特有な 

対策 を講じておく こ とが必要である。そのよ う な対策が講じられる区域 

を「原子力災害対策重点区域」といい、原災指針では、発電所からの距 

離を目安に、「PAZ」(原子力発電所から概ね半径 5km)、「UPZ」(概
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ね半径 30km) の 2 つが設定されている"(図表1 5)。それぞれの具体的 

な範囲については、地方公共団体が、原災指針で示された上記の距離を 

ひとつの目安として、地勢、行政区画等の地域に固有の自然的、社会的 

周辺状況等及び施設の特徴を勘案して設定するものと されている。(丙 

173、43〜47 頁)

OPAZ:Precautionary Action Zone
原子力施設から概ね半径5km圏内(発電用原子炉の場合)。
放射性物質が放出される前の段階から予防的に避難等を行う。

OUPZ:Urgent Protective action planning Zone
PAZの外側の概ね半径30km圏内(発電用原子炉の場合)。
•全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階において、住民の屋内退 
避を実施。

・放射性物質の放出後、原子力災害対策本部が緊急時モニタリングの結果に基づき 
空間放射線量率が一定値以上となる区域を特定し、同本部長(総理大臣)の指示を 
受け一時移転等を実施。

22原子力災害対策重点区域の範囲については、IAEA の安全基準では、PAZの最大半径を原子力 
発電所から3〜5kmの間で設定すること、UP Zの最大半径を5〜30kmの間で設定することが示されて 
いるが、原災指針では、福島第一原子力発電所事故における教訓等を踏まえ、その最大値が採用 され 

ている (丙 173、44頁)。

2 出典:内閣府ウェブサイト「よく ある御質問」

(https://www8.cao.go.jp/genshiryoku bousai/faq/faq.html) Q 3
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(2)避難等の防護措置の実施

緊急事態が発生した場合、住民は一斉に避難するのではなく、原子力発 

電所の状況(緊急事態区分)と施設からの距離(原子力災害対策重点区域) 

に応じて、段階的に防護措置を実施することとされており、具体的には、

以下のとおりである。

急事態

区分
発電所の状況 具体的な事象 (EAL)

住民の行動

5kn関内

施設敷地 

緊急事態 

要避難者

(PAZ)

左記以外 

の住民

5〜30km圈内 
(UPZ)

30km外
(U PZ外)

公衆への放射線によ 

る影等ややのおそれ 

が緊急のものではな 

いﾡ常事象

・ 震度6驟以上の地農
・大津波管中発令

・ 外部ﾡ汚のﾡ失

・1次冷却材のﾡえい
等

D
「

②設救地索急 

事態

く原災法10会王学)

公衆に放射線による 

影ﾡをもたらす可ﾡ 

性のある事象

・1冷却材の大規ﾡ派えい

・ 全交流動力竜源の喪失 (30分以上*注)
・格納容器圧力の想定を超える上昇

等

*注注・・新規制」ﾡに道合していない

原子炉については5分以上

30kmﾡ外 
へ避離

途ﾡﾡ信

「L

- -

③全面索急事態

(原災法15義事験)

公衆に放射線による 

影客をもたらす可能 

性が高い事象

• 1次冷却材の大規模漏えい+非常用炉心 
冷却裝置の注入不能

・ 全交ﾡ動力司ﾡのヂ失 (1時間以上)
・ 格納客器の設計圧力超過

等

•

30kmE外 

へ速ﾡ

m
昆内退避 

(避ﾡ準信)

m
屋内過避の可能性が 

ある旨の注意喚起

___________ _____________-- -  

事象進展後
発電所敷地外 

の状況
緊急時モニタ リ ングの結果

5knl内 (PヘZ)
V

5〜30km圏内 
(U P Z) 

の住民

ア

30kmI外 

(UPZ外)

の住民

施設敷地 

ﾡ急事中態 

要進難者

左記以外 

の民

①発司所への 

放射性物式放出

敷地外へ放出された 

放射性物質の拡散に 

より, 空間放射線呈 

幸が上

・ 空問放射線量率500/Sv/h超8過

-

ﾡ時間内を日途に

区域を特定し、

速やかに避ﾡ
___________________ 阑

数時間内を目途に

区域を特定し、 

速やかに避ﾡh 一

・ 空問放射線三率20 Sv/h超gi逆

- -

・

1日内を日途に 

区域を特定し、

1返間程比内に 
一時移転

1日内を日途に 

区坂を特定し、 

1週間程だ内に 
一時移転

図表16 緊急事態区分と原子力災害対策重点区域に応じた防護措置の流れ

(I) ①警戒事態で、PAZ 内の要避難者 24 の避難準備 を開始する。

(I) ②施設敷地緊急事態で、PAZ内の要避難者は 30kn外への避難を

実施、PAZ内の要避難者でない住民は避難準備を開始する。

(m) ③全面緊急事態で、PAZ内の要避難者でない住民は 30km外への

24 避難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ、避難の実施により健康リスクが高まらない傷病者、 

入院者、高齢者、乳幼児、妊産婦等を指す (丙 173、6～7頁)。

305



避難を実施 し、UPZ内の住民 (要避難者を含む)は屋内退避"を 

実施する。UPZの更に外側のUPZ外の住民には、必要に応じ 

て、屋内退避を実施する可能性がある旨の注意喚起を行う。

(Iv) ①放射性物質が放出された場合には、各地域の放射線量が測定さ 

れ、UPZ内及びUPZ外において、空間放射線量率が 500uSv/h 

を超過 した区域の住民は、速やかに避難を実施 し、20uSv/h を超 

過した区域の住民は、1 週間程度内に一時移転2を実施する。

すなわち、住民の避難等については、専門的知見を有する原子力規制委 

員会が、原子力発電所の状況や緊急時モニタ リ ングの結果等を踏まえて必 

要性を判断し、国の原子力災害対策本部等の指示により、段階的に実施さ 

れることとされている (西173、61～63頁)。

まず、原子力発電所からの距離が比較的近いPAZ内では、放射性物質 

の濃度が高く なるおそれがあるだけでなく、発電所から の直接放射線の影 

響等が考えられる"ことから、放射線被ばく による確定的影響を回避し又は 

最小化する ため、放射性物質が放出される前の全面緊急事態の時点"で、予 

防的に、避難や必要に応じて屋内退避を実施すること と されている。

次に、UPZ内では、PAZ内より放射性物質の濃度は低くなる傾向が 

あり、屋内退避が有効な防護措置となる一方で、避難等のために屋外で行

25 屋内退避と は、建物に退避して放射性物質の吸入抑制やガンマ線等を遮へいすることにより、被ば 
くの低減を図る防護措置のことをいう。PAZ内では、全面緊急事態の時点で、原則として避難を実 
施するが、避難することでかえって健康リスクが高まるなどの事情がある場合には、屋内退避を実施 

することとされている。(西173、62 頁)
26一時移転とは、緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線量率等は低い地域ではあるが、日常 
生活を継続した場合の無用の被ばく を低減するため、一定期間のうちに当該地域から離れるためにす 

るものをいう。これに対して避難は、空間放射線量率等が高い又は高く なるおそれのある地点から速 

やかに離れるため緊急で実施するものをいう。(西173、61頁)

27 原子力発電所の近傍では、事故により 大気中に放出 された放射性物質からの放射線だけでなく、損 
傷した炉心等から直接放出される放射線の影響を受けることが考えられる。

28 PAZ内の要避難者は、全面緊急事態より 前の施設敷地緊急事態の時点で、避難等を開始する(丙 

173、7頁)。
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動した場合、プルーム通過時の被ばくのリスクが高まるおそれがある。そ 

こで、UPZ内では、放射性物質が放出 される前の段階で、予防的に屋内 

退避を実施する こと で、放射性物質が放出された際の被ばく を低減させる。 

その上で、緊急時モニタリングにより空間放射線量率等を確認し、oIL 

に応じた一時移転や避難等の防護措置を実施することで、放射線被ばく に 

よる確率的影響の リスクを低減すること と されている。

また、放出される放射性物質の量、風向、風速等によっては、UPZ外 

にも影響が生じる可能性がある。そのため、UPZ外でも、事態の進展等 

に応じて、必要があれば屋内退避を実施した上で、緊急時モニタリングに 

よ り空間放射線量率等を確認し、。 I Lに応じた防護措置を実施すること 

と されている。

(以上1〜2について、被告準備書面 (20) 8～18頁)

3 原子力発電所周辺地域におけ る 緊急時対応

(1) 本件発電所周辺地域における緊急時対応

ア 本件発電所周辺地域におけ る 緊急時対応の策定等

地方公共団体は、防災基本計画 (原子力災害対策編)及び原災指針に 

基づき地域防災計画(原子力災害対策編)を作成しなければならないと 

されている (原災法5条、災対法4条1項及び5条1項)。そして、避難 

計画を含む地域防災計画(原子力災害対策編)を作成すべき地域につい 

ては、地方公共団体が、原災指針で示されている原子力災害対策重点区 

域 (PAZ、UPz) を目安として、その自然的、社会的周辺状況等を 

勘案して定めるものとされている(丙172、223頁)。これにより、原子力 

発電所周辺の地方公共団体は、地域防災計画(原子力災害対策編)を作 

成している。
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そして、内閣に設置された原子力防災会議は、この地域防災計画(原 

子力災害対策編)の作成支援や地方公共団体との調整の推進等、原子力 

防災に関する総合調整を行うものとされている"ところ、平成 25 年 9 月 3 

日 の同会議において、府県域を越えた住民避難等の地方公共団体のみで 

は解決が困難な広域的な課題に対して、地域毎に課題解決のためのワー 

キングチームを設置し、関係省庁と共に、関係道府県•市町村の地域防 

災計画 •避難計画の充実化を支援する こと が決定された(丙 282、9～10 

頁)。そして、平成29年4月修正の防災基本計画では、上記役割を原子力 

防災会議の下に設置された地域原子力防災協議会が担うこと、原子力防 

災会議の了承を求める ため、同協議会における確認結果を原子力防災会 

議に報告すること とされ(丙 172、225〜226 頁)、これを受けて、原子力 

発電所の所在する地域毎に地域原子力防災協議会が設置された(丙176)<

そ して、本件発電所周辺の福井エ リ アの地方公共団体の緊急時対応に 

係る課題については、福井エリア地域原子力防災協議会"において、関係 

府県、内閣府、原子力規制庁、厚生労働省、国土交通省、防衛省、警察 

庁等を構成員 として検討が行われている(丙 176、4頁)。

本件発電所から概ね半径 30km 内の地方公共団体 (以下、これらを総称 

して「大飯地域」とい う)の、本件発電所に関する緊急時対応に係る課 

題については、福井エ リ ア地域原子力防災協議会の下に設置された作業 

部会の中の大飯地域分科会において検討が行われ、その検討結果「大飯 

地域の緊急時対応」については、平成29年10月 25 日 の福井エリア地域 

原子力防災協議会 (第3回) の会合において、関係 自治体、関係府省庁の

s 原子力防災会議は、内閣に設置され、原災指針に基づく 施策の実施の推進、事故が発生した場合に 
備えた政府の総合的な取組を確保するための施策の実施の推進等を所掌するものと されている (原子 

力基本法3条の3、3条の4)。
30 平成27年3 月 に地域原子力防災協議会が設置され、検討体制が見直されたことに伴い、広域的な 
原子力災害に関する ワーキンググループ(福井エリア)は、福井エリア地域原子力防災協議会の作業 

部会 となった。

308



対応 が具体的であり、また、原災指針等に照らして具体的かつ合理的な 

ものであることが確認された (丙 283)。その後、同年10月 27 日 に開催 

された第9回原子力防災会議において、同協議会での確認結果が報告され、 

「大飯地域の緊急時対応」は了承 された(丙 284、35 頁)。また、近時に 

おいては令和2年7月に改定がなされ(丙393、丙394、丙395)、緊急時 

対応の一層の具体化、充実化が図られている。

この「大飯地域の緊急時対応」(丙 395) の内容 (緊急事態における国、 

地方公共団体及び原子力事業者である被告の対応体制、原子力発電所の 

状況(緊急事態区分)と発電所からの距離(原子力災害対策重点区域) 

こ応じて実施される住民等の防護措置、物資及び燃料の備蓄 •供給体制 

並びに緊急時モニタ リ ング及び被ばく 医療の実施体制、国の実動組織に 

よる広域支援体制)については、被告準備書面 (20) 20～28 頁とその 

後に実施された防災訓練や新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた 

感染症等の流行下における各種防護措置の具体化等の改定内容について 

被告準備書面 (31) 15 〜 18 頁に記載のとおりである。

イ 原子力災害対策の改善•強化の取組み

原子力災害対策は、策定された後も、防災訓練の実施による実効性の 

検証等 を通じ、さ らなる改善 ・ 強化に継続的に取り組む こと が重要で あ 

る。このため、地方公共団体が実施する防災訓練についても、訓練の 目 

的、実施項目、反省点の抽出方法等について地域原子力防災協議会にお 

いて検討を行う ほか、国が防災訓練に参加するなどの支援を行っている。 

そして、これらの訓練の実施結果、成果、抽出された反省点等について 

は、地域原子力防災協議会において検討、共有がなされ、地域防災計画 

等の改善、強化につなげられている(丙 69、75頁)。
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(以上 (1)について、被告準備書面 (20) 18～30 頁、同(31)15

～18 頁)

(2) 本件発電所に関する被告の原子力災害対策の取組み

ア 本件発電所に関する取組み

被告は、本件発電所周辺の地方公共団体の地域防災計画 (原子力災害 

対策編)と整合の取れた原子力事業者防災業務計画を作成し"、平常時か 

ら、原子力防災体制の整備(原子力防災組織の構成員等に対する原子力 

防災体制及び組織に関する知識、放射線防護に関する知識等に関する教 

育の実施を含む)、原子力防災資機材の確保、国、地方公共団体等との連 

絡体制の整備等を行っている。また、国、地方公共団体等が行う発電所 

敷地外における原子力災害対策に要員を派遣し、資機材を貸与するなど 

して、原子力災害の拡大の防止に連携して取り組む (丙 289、25 〜 26 頁)。

また、被告は、平成28年4月22日、訴外中国電力株式会社、訴外四国 

電力株式会社及び訴外九州電力株式会社との間で、原子力災害時におけ 

る相互協力等 (協力要員の派遣、資機材の提供、原子力部門トップによ 

るテレビ会議を活用 した発災事業者に対する助言等の支援、各社が相互 

参加する 定期的な訓練等)を目的とした協定を締結した。なお、同年8月 

5 日 には、同協定に訴外北陸電力株式会社も参加し、現在は 5 社間の協定 

となっている(丙 290、西291)。

31 原子力事業者は、その原子力事業所毎に、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事 

態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止 し、並びに原子力災害 

の復旧を図るために必要な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成しなければならず、当該計 

画は、関係する地方公共団体(具体的には、美浜地域の地方公共団体)の地域防災計画に抵触するも 

のであってはならない、とされている (原災法7条1項及び2項、同法施行令 2 条の 2 及び 3 条)。
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そして、被告の策定した原子力事業者防災業務計画については、内閣 

総理大臣及び原子力規制委員会の確認を受けており"、被告は、様々な事 

象を想定した原子力防災訓練を実施する"ことで、その実効性を確認して 

いる(丙 289、17頁)。

イ 福井エ リ ア地域原子力防災協議会における検討結果に関する取組み

被告は、福井エリア地域原子力防災協議会における検討結果を踏まえ、 

住民等の移動手段の確保、避難退域時検査 ・ 除染等の支援、屋内退避施 

設の整備、放射線防護資機材等の支援、生活物資の備蓄、緊急時モニタ 

リ ングの実施、地方公共団体等への要員の派遣等を実施する こととして 

いる。なお、詳細については、被告準備書面 (20) 34〜 36 頁に記載の 

とおりである。

4 原告らの主張に対する反論

(1) 放射性物質の異常放出を前提とする主張

原告らは、本章に関連する主張として、本件発電所において、放射性物 

質の異常放出に至る事態が生じたことを前提とする主張を多数行っている。 

例えば、避難計画を含む地域防災計画(原子力災害対策編)に触れながら、 

本件発電所 におい て、国のSPEEDI 等による放射能影響予測をも と に、

32 原災法では、「内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、原子力事業者が第一項の規定に違反してい 
ると認めるとき、又は原子力事業者防災業務計画が当該原子力事業所に係る原子力災害の発生若しく 

は拡大を防止するために十分でないと認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者防災業務計 

画の作成又は修正を命ずることができる」(原災法 7 条4 項)と定められていることから、内閣総理大 

臣及び原子力規制委員会には、同防災業務計画が、原災法7条1項の規定に違反していると認められ 
ないこと、 原子力災害の発生又は拡大を防止するために十分でないと認められないことを確認するこ  

とが必要とされている。なお、原子力規制委員会は、同防災業務計画が地域防災計画に抵触する等、 

原災法 7 条 1 項に違反している と認める ときに行う修正等の命令に対して、原子力事業者が違反した 
場合、発電用原子炉の停止を命じること等ができる (原子炉等規制法 43 条の 3 の 20 第 2 項本文、同 

項 22 号)。
33 原子力総合防災訓練又は発電所原子力防災訓練を発電所毎に 1 年に 1 回以上実施 している。
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福島第一原子力発電所事故並の事故が発生した場合等における周辺住民等 

の被ばくを予想し、ひとたび本件発電所で過酷事故が発生すれば、甚大な 

被害が予想されるなどと して、原告らの人格権が侵害される具体的危険性 

がある (原告ら第 6 準備書面 10～44 頁)、「大飯発電所から放射性物質が外 

部環境に放出される よ う な事態が生じた場合に、大飯発電所までの道が遮 

断されることによ り、迅速な放射性物質対策ができなく なる蓋然性が高い」

(原告 ら 第 6 準備書面 58〜59 頁)などと主張している。

これらの原告らの主張に対する反論は、被告準備書面 (20) 40～42 頁、 

50 〜 53 頁で述べたとおりであるが、本件発電所の安全性については、前記 

第5章で述べたとおり、自然的立地条件に係る安全対策や事故防止に係る 

安全対策によ り、安全上重要な設備について格段に高い信頼性をもたせる 

ことで、炉心等の著しい損傷を防ぎ、周辺環境への放射性物質の異常放出 

を確実に防止することとし、また、安全上重要な設備が機能を喪失した場 

合において も、炉心等の著しい損傷や原子炉格納容器の破損を防止する対 

策を講じている。そして、これらの安全対策については、原子力発電所の 

再稼動にあたって行われる原子炉等規制法に基づく手続において、原子力 

規制委員会により、新規制基準への適合性が審査される上、原子力規制検 

査によ り 日常的にも原子力規制委員会の確認を受けている 。

したがって、本件発電所においては、そもそも、炉心等の著しい損傷や 

原子炉格納容器の破損により、放射性物質の異常放出に至る事態に陥るこ 

とは考えられず、原告らの人格権が侵害される具体的危険性が認められる 

ことはないのであるから、本件発電所における放射性物質の異常放出とい 

う事態を前提と した上記をはじめとする原告らの主張には、いずれも理由 

がないことが明らかである。

なお、以下で挙げる原告らの主張も、基本的に放射性物質の異常放出を 

前提とした主張であるから、個々の主張の当否如何にかかわらず、主張の
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前提において失当であるが、念のため、原告らからなされる主要な主張に 

限定して、反論を行うこととする。

(2) 原災指針及び「大飯地域の緊急時対応」の地域設定が問題であるとの主 

張

原告らは、原災指針及び「大飯地域の緊急時対応」が、放射線被ばく に 

よる影響を 同心円状に捉えて、重点的に防災計画を進める地域を原子力施 

設から半径 30km (PAZ内及びUPZ内) に限定していることには問題が 

あるなどと主張する(原告ら第6準備書面44〜47頁、同第4 8準備書面7 

頁)。

しかしながら、原災指針及び「大飯地域の緊急時対応」では、原子力施 

設から半径30km圏外においても、適切な防護措置を予定しており、原告ら 

の主張は、その前提が誤っており理由がない(被告準備書面 (20) 42〜 

44 頁)。

(3)原子力災害時における情報伝達の不確実性に関する主張

原告らは、原子力災害時に国や事業者が迅速的確な情報を伝達すること 

自体何ら担保がない、また、本件発電所の緊急事態応急対策拠点施設 (オ 

フサイ トセンター) について原子力災害時に機能を失う可能性があるなど 

として、原子力災害時の迅速的確な情報伝達が不確実であり、本件発電所 

から放射性物質が外部環境に放出された場合に住民の生命 ・ 身体に危険が 

及ぶ具体的危険性がある と主張する(原告ら第 6 準備書面 47～49頁、同第 

17準備書面3頁、同第2 5準備書面4頁、同第2 8準備書面3頁)。

しかしながら、被告は、施設敷地緊急事態 (原災法 10 条に該当する事象) 

が発生した場合には、直ちに、緊急時衛星通報システム等を用いて、内閣 

総理大臣及び原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長並びに

313



関係周辺都道府県知事に連絡を行うことにしている。また、住民への一時 

移転等の指示は、国の原子力災害対策本部から、福井県、京都府、滋賀県 

及び関係市町に対し、TV会議システム等を用いて伝達され、地方公共団 

体から住民、自治会、医療機関、社会福祉施設、教育機関等へは、防災行 

政無線、緊急速報メール (エリアメール等)、広報車等のあらゆる情報発信 

手段を活用 して伝達される(丙 285、56頁)。

そして、福井県は本件発電所のオフサイ トセンターと同等の放射線防護 

対策及び電源対策を有する代替オフサイトセンターを福井県内に3箇所有し 

ており、仮に原子力災害時に本件発電所のオフサイ トセンターが機能不全 

に陥った場合でも、代替オフサイ トセンターでの対応が可能である (丙 285、 

16 頁)。

以上のように、被告、国及び地方公共団体は、住民への一時移転等の指 

示を迅速かつ的確に行える仕組みを構築しており、原子力災害時の迅速的 

確な情報伝達が不確実であるなどとする原告らの主張には理由がない 。

(以上について、被告準備書面 (20) 44〜 45 頁)

(4)屋内退避の有用性について

ア 原災指針が I AEAの基準を満たしていないとの主張

原告らは、IAEAの文書は、屋内退避が例外的•限定的措置として 

おり、屋内退避を原則とする原災指針は I AEAの基準を満たさないと 

主張する(原告ら第7 3準備書面49〜51頁等)。

しかしながら、原告らが依拠する I AEA の文書は、2.1 の表題として 

「EXAMPLB CONCEPT OF OPERATIONS」(運営の考え方の例)(丙 426 の 1、5

頁、丙 426 の 2、6頁) と記載されていることからも明らかなように、考 

え方の一例 と して例示されているにと どま る のであって、I AE Aの基 

準を満たさないとする原告らの主張はそもそも失当である。
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また、それを措いても、IAEAの文書は、リスクの程度に応じて避 

難する地域に優先順位をつけ、屋内退避も活用 しつつ、段階的に避難す 

ることを念頭に置いて、避難時の混乱を回避し、確実・迅速に避難させ 

ること で原子力災害発生初期段階での被ばく を可能な限 り抑えることを 

志向しているところ (丙 426 の 2、7頁)、日本の原災指針の内容も、前記 

2で述べたとおり、UPZ内では、放射性物質が放出される前の段階で 

予防的に屋内退避を実施することで、放射性物質が放出された際の被ば 

くを低減させ、その上で、緊急時モニタリングにより空間放射線量率等 

を確認し、。 I L に応じた一時移転や避難等の防護措置を実施する こと 

で、放射線被ばく によ る確率的影響のリ スクを最小限に抑えること と さ 

れ、屋内退避を行った後、段階的に避難を実施する枠組みとなっており、 

避難時の混乱を回避し、確実 ・ 迅速に避難させることで原子力災害発生 

初期段階での被ばく を可能な限り 抑える こと を志向 してい る IAEAの 

考えと合致しているのであり、原告らの主張は失当である。

なお、原告らは、IAEAの文書では、重大事故が発生した場合、プ 

ルームが到来する前にまず避難をする こ とが前提になっているかのよ う 

な主張をするが、IAEAの文書に記載があるのは「プルームの到達前 

に防護措置が講じられる必要がある」との記載であり(丙 426 の 2、1頁)、 

「防護措置」は避難に限定されず、屋内退避も「防護措置」の1つに位 

置付けられるものであるから(同 9～10 頁)、原告らの主張は失当である。

さらに、原告らは、IAEAの文書が求めている 「屋内退避は直ちに、 

安定ヨウ素剤を投与できる条件でかつ短期間1 日」等の条件を原災指針が 

掲げていないとも主張するが (原告ら第9 5準備書面 7 頁)、原災指針に 

おいても、IAEAの文書と同様の定めはなされている (両173、62〜63 

頁)。なお、IAEAの文書においては、数日以内の屋内退避を所定の条 

件を満たす場合に許容しており (丙 426 の 2、33 頁)、IAEAの文書が
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「屋内退避は直ちに、安定ヨウ素剤を投与できる条件でかつ短期間1 日 

であること を求めている と の原告 ら の 主張は、そもそも文書の理解 を誤 

ったもので、失当である。

(以上について、被告準備書面 (31) 18～21 頁、同 (38) 14～17 

頁)

イ屋内退避の有効性を否定する主張

原告らは、UPZについて、通気性の高い木造家屋では屋内退避によ 

る効果を得られないと主張するが (原告ら第7 3準備書面 46～49 頁、同 

第81 準備書面 11 頁)、原告らがその主張の根拠と して挙げている廣内論 

文 (甲528) において、木造家屋の場合、外部被ばく について 10 〜 60% 低 

減、内部被ばく について 75% 低減になるとしており (甲 528、4 頁)、木 

造家屋への屋内退避は、特に内部被ばく に対して大きな効果を有してい 

る。

これに対し、原告らはさらに、①廣内論文は欧米家屋を対象とするも 

のであ り 日本家屋における効果を示すものではなく、②内部被ばく の低 

減効果は屋内への侵入 ・ 残留に関わる時間要素なしには語ることはでき 

ず、有効な反論ではないなどと主張する (原告ら第95準備書面8頁)。

しかしながら、原告らの前記②の主張については、拠って立つ根拠や 

その原典も不明であることに加えて、前記①及び②のいずれの主張につ 

いても、内閣府及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の作成し 

た「原子力災害発生時の防護措置一放射線防護対策が講じられた施設等 

への屋内退避一」において、日本における一般的な住宅を想定した7日間 

の積算被ばく線量の試算を行った結果として、非RC (木造等) 建物の 

場合に被ばく 線量低減効果がある こと が確認されており(丙 428、8～18 

頁)、7日間の積算被ばく線量の算出という時間要素を考慮した試算結果
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をみても、木造家屋への屋内退避は、被ばく (特に内部被ばく)に対し 

て大きな効果を有している といえるから、いずれも理由がない (被告準 

備書面 (31) 21頁、同 (38) 17 〜 18 頁)。

(5)退避の困難性に関する主張について

ア 自然災害により道路が通行困難になるとの主張

原告らは、周辺自治体の地域防災計画 (原子力災害対策編)及び「大 

飯地域の緊急時対応」は、地震、津波、降雪等の自然災害により道路が 

通行困難になった場合を想定しておらず、不十分な計画であると主張す 

る(原告 ら第 6 準備書面 49 〜 50 頁、54頁、同第 8 準備書面 3 頁、同第1 

9準備書面、同第2 5準備書面4頁、同第2 8準備書面4頁、同第4 8準 

備書面n〜13頁、同第4 9準備書面等)。

しかしながら、地域防災計画 (原子力災害対策編)では、それぞれの 

地方公共団体に必要となる各災害への対策を行っており、「大飯地域の緊 

急時対応」では、自然災害の発生を想定 し、被告準備書面 (20) 第2 

章第3の2で述べたとおり、代替経路の設定や復旧作業、孤立化した場 

合における海路や空路による避難等(丙285、35〜38頁、45〜47頁)、具 

体的な対策が多重的にと られている。このよ うな対策を理解することな 

く、地域防災計画(原子力災害対策編)及び「大飯地域の緊急時対応」 

が 自然災害によ り道路が通行困難になった場合を想定していないとする 

原告らの主張には理由がない。(被告準備書面 (20) 46〜 47 頁)

イ 渋滞に よ り 被ば くすることなく 避難す る こと が 困難 となると の主張

原告らは、周辺自治体の地域防災計画 (原子力災害対策編)及び「大 

飯地域の緊急時対応」では、本件発電所で放射性物質が漏れる事故が起 

こり、周辺住民が一斉に自家用車で避難したり、避難受入先に駐車でき
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なかった車両が路上に放置されることにより、渋滞が発生し、被ばくす 

ることなく避難することは困難であるなどと主張する (原告 ら 第 6 準備 

書面50〜52頁、同第2 8準備書面4頁)。

しかしながら、緊急事態が発生した場合の避難等の防護措置は、被告 

準備書面 (20) 第 2章第2 の 2 (2) で具体的に述べた とおり、段階 

的に実施される ことと されてお り、周辺住民が一斉に自家用車で避難す 

るわけではない。また、「大飯地域の緊急時対応」では、複数の避難経路 

を設定 した り、ヘリ コプターによる映像配信を活用 した誘導 ・ 交通対策 

を充実 した り するなど道路渋滞に対して具体的な対策が多重的にと られ 

るとともに、県外避難を実施する際、避難先施設において駐車場確保が 

困難な場合等には、あらかじめ複数の候補地が準備されている「車両一 

時保管場所」を設置することになっており (丙 285、45 〜 48 頁、66～71 

頁、78 〜 82、88 頁)、原告らの主張には理由がない。詳細は被告準備書面

(20) 47～49頁のとおりである。

ウ自治体職員が不足するとの主張

原告らは、自治体職員の人的不足から、避難に関する作業を 自治体職 

員がすべて担う こ と は不可能である こ と は明らかであるなどと主張する

(原告ら第6準備書面55頁、同第8準備書面2頁)。

しかしながら、被告準備書面 (20) 第 2 章第4 の 2 で述べたとおり、

「大飯地域の緊急時対応」では、被告を含む原子力事業者は、800 人程度 

の要員を動員 し、避難退域時検査等を行うことにしており (丙 285、138 

頁)、自治体職員が避難に関する作業をすべて担うわけではなく、原告ら 

の主張には理由がない。詳細は被告備書面 (20) 49 頁のとおり であ 

る。
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エ 要援護者への対応が不十分であるとの主張

原告 ら は、要援護者の避難について、福島第一原子力発電所事故に言 

及した上で、前記イの渋滞等の問題に加えて、要援護者への対応の多く 

が要援護者の周囲の住民の善意に任せられる部分が多く存在するなどと 

して、周辺自治体の避難計画における要援護者への対応が不十分である 

と主張する(原告ら第6準備書面55〜58頁、同第2 2準備書面3頁、同 

第2 5準備書面 3 頁、同第41準備書面、同第 5 7 準備書面 3 〜4 頁等)。

もっとも、「大飯地域の緊急時対応」では、支援者が確保できない場合 

においても、関係市町職員、自治会、消防職員・団員等の協力により屋 

内退避 •一時移転等ができる体制を整備しており(丙285、64頁、76頁、 

86頁)、要援護者への対応の多くが要援護者周囲の住民の善意に任せられ 

る部分が多く存在するなどという原告らの主張に根拠はない(被告準備 

書面 (20) 49頁)。

オ 高浜地域合同原子力防災訓練で明らかになった問題が未解決との主張

原告らは、高浜地域合同原子力防災訓練で明らかになった、天候状況 

により船舶による避難が困難になるなどの問題点について、「大飯地域の 

緊急時対応」は、何ら解決策が示されていない不合理なものであると主 

張する(原告ら第4 8準備書面7〜8頁)。

しかしながら、「大飯地域の緊急時対応」(丙285)はそもそも、高浜地 

域合同原子力防災訓練に関する評価結果が平成 29年2月に「平成 28 年度 

高浜地域における内閣府 ・ 3 府県及び関西広域連合との合同原子力防災訓 

練 実施成果報告書」としてとりまとめられた後、同報告書における教 

訓事項を踏まえて策定されたものである。例えば、原告らの指摘する天 

候状況に より 船舶 によ る 避難が困難に なる 場合 について は、避難体制 が 

整うまでは放射線防護対策が講じられた施設を含む屋内退避施設にて屋
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内退避を実施する と されており、同訓練で明らかになった問題点への対 

応がな されており(丙 285、50頁)、原告 らの主張は、「大飯地域の緊急時 

対応」の策定経緯やその内容を無視するもので、理由がないことは明ら 

かである。(被告準備書面 (20) 53〜 54 頁)

カ 新型コロナウイルス感染症の流行により避難が困難となるとの主張

原告らは、「(新型コロナウイルス)感染症流行下の住民は、放射線汚 

染を避けよう と思えば、屋内退避して換気をせずして、感染症の リスク 

を甘受し、感染症によって、命を失う可能性を選択せざるをえない」な 

ど として、新型コロナウイルス感染症流行下では原子力発電所の事故時 

の避難が困難である と主張している (原告ら第7 3 準備書面 39 頁)。

しかしながら、国の基本姿勢は「防護措置」と「感染防止対策」を可 

能な限り 両立させ、「感染拡大・予防対策を十分考慮した上で、避難や屋 

内退避等の各種防護措置を行う こと」であり (丙 401、丙 403)、福井県は、 

前記3 (1) アでも述べたとおり、新型コロナウイルス感染症の流行を 

踏まえた感染症等の流行下における各種防護措置の具体化を図ること等 

により、緊急時対応のよ り 一層の具体化 ・ 充実化を図るべく 改定され、 

令和2年7月30日の福井エリア地域原子力防災協議会(第4回)におい 

て確認された「大飯地域の緊急時対応」(丙 393〜丙 395) 等に基いて、新 

型コロナウイルス感染症流行下で原子力災害が起きた場合を想定した広 

域避難訓練も実施してお り、新型コ ロナウイ ルス感染症流行下では原子 

力発電所の事故時の避難が 困難である と の原告らの主張は失当である。

(被告準備書面 (31) 15 〜 18 頁)

(6) 公務員によ る避難計画への従事拒否が行われる との主張

原告らは、避難計画に従事する地方公務員やバス運転手等の労働者一般
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は自 らの生命身体を危険に冒すよ う な業務に従事する義務を負わないから、 

原子力発電所の過酷事故状況下における避難計画への従事を拒否でき、自 

治体の指示系統を前提とする避難計画は成り立たないと主張する (原告ら 

第9 9 準備書面 6〜 7 頁)。

しかしながら、避難計画に従事する公務員やバス運転手は、ただ無条件 

に高線量の被ばくをする可能性がある状況の下に職務に従事させられるわ  

けではなく、被ばくに係る基準設定や健康管理の配慮の下で職務を遂行す 

ることを予定されている。原告らの主張が、それにもかかわらず、それら 

の者が、ただ生命身体への危険があるという理由のみをもって職務への従 

事を拒否する結果、指揮命令系統は機能せず、避難計画は崩壊せざるを得 

ないと主張しているのだとすれば、そのような立論は、消防活動は生命身 

体への危険がある以上消防士は職務を拒否でき、消防体制は必然的に崩壊 

すると主張するのと 同様、誤りである。詳細は被告準備書面 (41) 9～10 

頁)のとおりである。

(7) 自治体職員のメンタル疾患を想定していないとの主張

原告らは、過酷事故時の避難計画が、従事する地方自治体職員がメンタ 

ルを病むこと を想定しておらず、現在の避難計画はこ う した安全配慮義務 

違反を前提としなければ成立し得ないものである と論難する (原告ら第9 

9準備書面7〜10頁)。

しかしながら、防災基本計画は、各災害に共通する対策編の災害応急対 

策編において「惨事ストレス対策」の項目を設け (乙 88、75 頁)、「捜索、 

救助 ・ 救急又は消火活動を実施する各機関は、職員等の惨事ス ト レス対策 

の実施に努めるものとする」、「消防機関は、必要に応じて、国(消防庁等) 

に精神科医等の専門家の派遣を要請するものとする」と定めた上で、当該 

項目は原子力災害対策を含む各災害対策編にも読み込まれている (乙 88、
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120頁、296頁等) ことからも明らかなとおり、過酷事故時の避難計画は、

職員がス ト レスを受けることを想定し、それに留意した内容になっており、

原告らの主張は前提が誤っている。

また、人格権侵害を根拠とする差止請求を内容とする本件訴訟において、 

上記の安全配慮義務違反と原告らの人格権侵害の具体的危険との間には何 

らの関連性もなく、そもそも主張自体失当である。

(以上について、被告準備書面 (41) 10～12頁)

(8)その他

上記の他にも、原告らは、避難計画の不備や避難の困難性等について 

縷々主張する と ともに、原告ら本人や福島第一原子力発電所事故による避 

難者への尋問による立証を行う が、これまで述べてきたとおり、放射性物 

質が本件発電所の外部に放出される事態が発生する具体的危険が認められ 

ない本件においては、いずれも人格権等を侵害する具体的危険性を摘示す 

るものとはいえず、主張自体失当である。
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第9章 結語

これまでに述べたとおり、本件発電所は、福島第一原子力発電所事故後に原子 

力規制委員会によって策定された新規制基準に適合しており、その安全性は十分 

に確保されているから、放射性物質の異常放出により原告らの人格権等が侵害さ 

れることは考えられない。よって、原告らの本件発電所の運転差止に係る請求は 

棄却されるべきである。

また、本件発電所は、新規制基準に適合 し、その安全性は十分に確保されてお 

り、原告らの生命、身体、健康に対して侵害が発生したり、発生することの具体 

的危険性が存在 した り したこ と も ない。

よって、原告らの被告に対する損害賠償請求についても棄却されるべきである。

なお、被告は、原子力発電所における安全対策の重要性を十分に認識し、今後 

も、原子力規制委員会から新たな規制要求等があれば、すみやかに応じるなど、 

本件発電所の安全性を更に向上させるためのたゆまぬ努力を継続する所存である。

以上
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